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月 日 曜 内    容    等 備     考 

６．１３ 水 

本会議（議案上程） 

開会、会期決定、会議録署名議員指名、議長報告、

議員派遣第70号上程、質疑・討論、採決、議案一括

上程（第95号議案乃至第105号議案及び報告第2号乃

至報告第16号）、知事議案説明、散会 

常任委員会（総務、文教厚生、環境生活、農水経済） 

議会運営委員会                      

質問通告締切 

１４ 木 （議案調査）   

１５ 金 （議案調査） 質問通告内容事前調整期限 

１６ 土   

１７ 日   

１８ 月 （議案調査） 請願受付締切 

１９ 火 
本会議（開議、一般質問、散会） 

議会運営委員会 
  

２０ 水 本会議（開議、一般質問、散会） 陳情受付締切 

２１ 木 本会議（開議、一般質問、議案委員会付託、散会） 会派･議員提出決議案等締切 

２２ 金 （議案調査）  

２３ 土    

２４ 日    

２５ 月 （議案調査）   

２６ 火 

常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務、文教厚生、環境生活、農水経済〕 

議会運営委員会 

  

２７ 水 

常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務、環境生活、農水経済〕 

常任委員会〔文教厚生〕 

  

２８ 木 
常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務、文教厚生、環境生活、農水経済〕 
  

２９ 金 
常任委員会・予算決算委員会（分科会） 

〔総務〕 
  

３０ 土    

７． １ 日    

２ 月                           



月 日 曜 内    容    等 備     考 

３ 火 観光振興等対策特別委員会   

４ 水 
予算決算委員会（分科会長報告、採決） 

議会運営委員会 
  

５ 木 
離島・半島地域振興特別委員会 

総合交通対策特別委員会 
  

６ 金 

本会議（議案採決） 

開議、追加議案(第106号議案)上程、知事説明、採決、

第104号議案、採決、第105号議案、採決、委員長審

査結果報告、質疑・討論、採決、意見書等上程、質

疑・討論、採決、議員派遣第71号上程、質疑・討論、

採決、新幹線西九州ルート特別委員会設置の件、新

幹線西九州ルート特別委員会委員並びに正副委員長

の選任、議会閉会中委員会付託事件の採決、知事よ

り発言の申し出、副知事退任あいさつ、知事あいさ

つ、議長あいさつ、閉会 

観光振興等対策特別委員会 

  

（会期 ２４日間） 
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平成３０年６月定例会 平成３０年６月１３日 

 

議  事  日  程 

 

 第 １ 日 目 

               ◇               ◇                

 

  １  開    会 

 

   ２  開    議 

 

  ３ 会 期 決 定 

 

  ４ 会議録署名議員指名                                                          

 

  ５ 議 長 報 告 

 

  ６ 議員派遣第７０号上程、質疑・討論、採決 

 

  ７ 第９５号議案乃至第１０５号議案及び報告第２号乃至報告第１６号 
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  ９ 散    会 
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人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員 片 岡 瑠美子 君

警 察 本 部 長 國 枝 治 男 君

監 査 事 務 局 長    亮 二 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任)
寺 田 勝 嘉 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 古 謝 玄 太 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

警察本部総務課長 杉 町   孝 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

総 務 課 長 高 見   浩 君

議 事 課 長 篠 原 みゆき 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 増 田 武 志 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

― 午前１０時 ０分 開会 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、平成30年6月定例会を開会い

たします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 この際、4月1日付をもって発令いたしました

議会事務局幹部職員を紹介いたします。 

 議会事務局長 木下 忠君でございます。 

 この際、知事並びに警察本部長より、新任の

幹部職員の紹介をいたしたい旨、それぞれ申し

出があっておりますので、これを受けることに

いたします―知事。 

〇知事(中村法道君) さきの平成30年3月定例

県議会におきまして、ご同意をいただき、任命

いたしました特別職をご紹介いたします。 

 副知事 上田裕司君。（拍手）教育委員会教育

長 池松誠二君。（拍手）監査委員 濵本磨毅穂

君。（拍手）公安委員会委員 片岡瑠美子君でご

ざいます。（拍手） 

 次に、同定例県議会以降に発令いたしました

幹部職員をご紹介いたします。 

 統轄監 濱田厚司君。（拍手）総務部長 古川

敬三君。（拍手）企画振興部長 柿本敏晶君。

（拍手）文化観光国際部長 中﨑謙司君。（拍

手）環境部長 宮﨑浩善君。（拍手）こども政策

局長 園田俊輔君。（拍手）農林部長 中村 功

君。（拍手）交通局長 太田彰幸君。（拍手）企

画振興部政策監 廣田義美君。（拍手）産業労働

部政策監 下田芳之君。（拍手）理事兼県北振興

局長 永松和人君。（拍手）企画振興部政策監 

吉田慎一君。（拍手）土木部技監 藤田雅雄君。

（拍手）福祉保健部次長 上田彰二君。（拍手）

産業労働部次長 村田 誠君。（拍手）水産部次

長 西 貴史君。（拍手）農林部次長 岡本 均

君。（拍手）同じく農林部次長 綾香直芳君。

（拍手）土木部次長 天野俊男君。（拍手）企画

振興部参事監兼土木部参事監 髙宮茂隆君。（拍

手）農林部参事監 山根伸司君。（拍手） 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 
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〇警察本部長(國枝治男君) 平成30年3月23日

付及び4月6日付の人事異動で着任いたしました

警察本部の幹部職員をご紹介いたします。 

 警務部長 伊藤憲一君。（拍手）生活安全部長 

田尻弘久君。（拍手）刑事部長 森田英孝君。

（拍手）交通部長 土井 隆君。（拍手）首席監

察官 森﨑辰則君。（拍手） 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 次に、会期の決定をい

たします。 

 本定例会の会期は、本日より7月6日までの24

日間とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、24日間と決定されました。 

 次に、会議録署名議員の指名をいたします。 

 本定例会の会議録署名議員につきましては、

中島 義議員及び髙橋勝幸議員を指名いたしま

す。 

 次に、議員辞職について、ご報告いたします。 

 松島 完議員は、6月3日、南島原市長選挙に

立候補されたことにより、公職選挙法第90条の

規定に基づき、同日付をもって、本県議会議員

を辞職されたことになりましたので、ご報告い

たします。 

 次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が先に配付いたしましたとおり提出されてお

りますので、ご報告いたします。 

 次に、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております議員派遣第70

号のとおり、議員を派遣することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 次に、知事より、第95号議案乃至第105号議

案及び報告第2号乃至報告第16号の送付があり

ましたので、これを一括上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、ここに、

平成30年6月定例県議会を招集いたしましたと

ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。 

 開会に当たり、当面する諸課題について所信

を申し述べますとともに、前定例会以降、今日

までの県政の重要事項について、ご報告を申し

上げたいと存じます。  

（新産業の創出と外国人材の活用） 

 若年層を中心とした人口の社会減に歯止めを

かけ、地域の活力を維持していくためには、時

代の潮流を捉え、優秀な人材や技術の集積とい

った本県の強みを活かしながら、新たな産業を

創出し良質な雇用の場を確保していく必要があ

ります。 

 こうした中、去る5月9日、第4次産業革命の

進展による世界的な市場拡大が見込まれるロボ

ット・ＩｏＴ関連産業の育成を図るため、県内

のものづくり系企業や情報系企業などで構成す

る「長崎県次世代情報産業クラスター協議会」

を設立したところであります。 

 今後、本協議会において、長崎大学と連携し

た人工知能（ＡＩ）などの先端技術習得のため

の講座や、大手ロボットメーカーと連携した技

術習得講座を開催するなど、専門人材の育成に

取り組むとともに、企業間連携を促進すること

により、先端技術の活用や事業拡大、新たなサ

ービスの創出等を図ることとしております。 
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 こうした取組により、県外需要の獲得や県内

企業の生産性向上、高付加価値化につなげ、地

域を牽引する産業の創出を目指してまいります。 

 併せて、今後成長が見込まれる企業等による

革新的サービスの創出を図るため、出島交流会

館に交流拠点を整備し、同会館に入居する企業

が本業に専念できるよう支援するとともに、集

積に向け積極的な誘致活動を行ってまいります。 

 このほか、外国人材のさらなる活用により県

内経済の活性化を図るため、商工団体と連携し、

本県と交流の深いベトナム等と協議を進め、有

能な技能実習生の安定的な確保や県内企業が海

外展開する際の活用等に向けた環境整備を進め

てまいります。 

（健康長寿日本一の県づくり） 

 人生100年時代を迎えようとする中、誰もが

いつまでも健康で活躍できる地域社会づくりを

進めていくことが重要であります。 

 このような中、「健康長寿日本一の長崎県づ

くり」を旗印に掲げ、本年4月、大学の有識者

をメンバーとする「健康長寿戦略検討プロジェ

クトチーム」を立ち上げ、本県の健康長寿を阻

害する要因を分析し、取り組むべき方向性や施

策について検討してまいりました。 

 今後、さらに詳細な分析を行い、食、運動、

健診など、各分野における改善策を構築してま

いりますが、健康長寿は、家庭、職場、学校な

ど全てのライフステージが対象であり、県民運

動として展開を図っていく必要があると考えて

おります。 

 そのため、新たに、市町や関係団体等のトッ

プからなる「健康長寿日本一長崎県民会議（仮

称）」を設置し、方向性を共有しながら、構成

員等による具体的な活動につなげるとともに、

健康長寿に向け実践いただきたい活動を県民の

皆様にわかりやすく周知してまいります。 

 また、県民や市町の主体的な取組を促すため、

クラウドファンディングによる個人や企業への

活動支援、有益な健康増進事業を実施する市町

への支援制度の創設など、健康長寿日本一に向

けて、様々な施策を展開してまいります。 

 以上について、本定例県議会に関係予算を提

案しており、当初予算と併せ、「人に生きがい

を」、「産業に活力を」、「暮らしに潤いを」与え

られるような施策の推進に全力を尽くしてまい

ります。 

 それでは、次に、ご説明申し上げました事業

以外の主な施策や懸案事項などについて、ご報

告を申し上げます。 

（世界遺産登録の推進） 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」については、去る5月4日、国際記念物遺跡

会議（イコモス）から世界文化遺産に登録する

よう、「記載」勧告がなされました。 

 ここに至りましたのも、ひとえに、本県選出

国会議員及び県議会の皆様をはじめ、資産所有

者、関係各自治体、県民の皆様方のお力添えの

賜物であり、深く感謝申し上げます。 

 本遺産は、平成28年2月の推薦書取り下げ後、

「禁教期」に焦点を当てた見直しを行い、構成

資産や名称を変更して推薦書を再構築するなど、

関係者が一丸となって、世界遺産登録を目指し

て取り組んでまいりました。 

 いよいよ6月24日からバーレーン王国で開催

される世界遺産委員会において登録の可否が審

議されますが、私も溝口県議会議長とともに出

席し、政府代表団の一員として、確実に登録が

実現するよう、最後まで万全を期してまいりた

いと考えております。 

 また、世界遺産登録を見据えた受入体制につ
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いては、これまでも駐車場やトイレ等の整備、

現地ツアーの開発等を進めてきておりますが、

今後とも、地元市町や関係団体等と連携を図り

ながら、ガイダンス施設の整備、宿泊施設や二

次交通アクセスの充実などに力を注いでまいり

ます。 

（カズオ・イシグロ様への名誉県民顕彰状等の

贈呈） 

 本年3月に名誉県民に選定いたしましたカズ

オ･イシグロ様の顕彰式については、これまで

調整を進めてまいりましたが、同氏は、現在、

執筆活動中であり、当面、来日は難しいとのこ

とであります。 

 そのため、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」が審議される世界遺産委員会への

出席に併せて、溝口県議会議長、長崎市長、長

崎市議会議長とともにロンドンを訪問し、名誉

県民及び名誉市民の顕彰状等を贈呈することと

しております。 

 県民の皆様とともに、そのご功績を讃え、さ

らなるご活躍を祈念いたしたいと存じます。 

（九州新幹線西九州ルートの整備促進とＪＲ佐

世保線の輸送改善） 

 九州新幹線西九州ルートについては、去る

3月30日に、国土交通省から、整備方式ごとの

比較検討結果が示されたところでありますが、

これを受けて、去る4月27日、与党整備新幹線

建設推進プロジェクトチーム「九州新幹線（西

九州ルート）検討委員会」において、長崎県に

対し、西九州ルートの開業のあり方に関する意

見聴取が行われました。 

 当日、本県としては、フリーゲージトレイン

の導入が事実上困難となる中、ミニ新幹線につ

いても、長期間に及ぶ工事による利便性の低下

や、整備後におけるダイヤの安定性に劣る点な

ど、多くの懸念材料があることを訴えてまいり

ました。 

 その一方で、フル規格については、投資効果

や収支改善効果、時間短縮効果が大きく、西九

州地域の振興に大きく寄与するものであり、西

九州ルート整備における最善の選択肢であるこ

とを強く主張したところであります。 

 また、その際、最大の課題である地方負担の

軽減については、国が開発を進めてきたフリー

ゲージトレインの導入が困難となったという特

殊事情も考慮して、まずは国の責任において議

論を進め、幅広い財源の確保を図っていただき

たい旨を要請してまいりました。 

 県としては、暫定的な姿である対面乗換方式

が固定化されることは、あってはならないもの

と考えており、早期にフル規格による整備が実

現されるよう、国等に働きかけてまいります。 

 ＪＲ佐世保線の輸送改善については、平成27

年度の基礎調査の結果を踏まえ、昨年度、県と

佐世保市が共同で、在来線の高速化に係る課題

などについて、さらに精査を行う深度化調査を

実施いたしました。 

 本調査では、武雄温泉駅から佐世保駅間にお

いて、在来線の高速化を図るため、曲線改良や

構内改良等を行った場合における複数の整備案

を作成し、概算事業費や概算工期、時間短縮効

果を算出したところであります。 

 県としては、今回の調査結果を基に、県・佐

世保市・ＪＲ九州で構成する佐世保線等整備検

討委員会などにおいて、今後の整備の方向性に

関する議論を深めてまいります。 

（特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進） 

 ＩＲ区域の整備については、全国の整備箇所

数など、ＩＲの具体的な制度を定める特定複合

観光施設区域整備法案が、去る4月27日に国会
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へ提出され、現在審議中であります。 

 これに先立ち、去る4月26日、長崎県・佐世

保市ＩＲ推進協議会ＩＲ基本構想有識者会議か

ら、「長崎ＩＲ基本構想」についての取りまと

めが提出されました。 

 本取りまとめにおいては、海外との交流とと

もに発展してきた本県や九州の「歴史」を背景

に、数多くの国立公園に代表される九州の美し

い「海や島」などの自然を前面に打ち出しなが

ら、海外からいち早く新しいものを受け入れ、

我が国の発展に貢献してきた九州ならではの

「独自性と先駆性」を持ったＩＲを整備するこ

とにより、未来に向かって持続可能な活力ある

地域社会、日本を実現することをコンセプトと

しております。 

 県としましては、このコンセプトに沿って、

実施方針等の策定を進め、民間事業者からのよ

り良い提案に繋がるよう努めてまいります。 

 また、「オール九州」としての誘致体制づく

りに向けた機運醸成については、去る5月23日

に開催された九州・山口各県の知事、経済団体

のトップが一堂に会する九州地域戦略会議にお

いて、改めて本県の取組を報告し、長崎ＩＲへ

の理解と協力を求めたところであります。 

 今後とも、県議会及び県民の皆様のご意見を

伺いながら、佐世保市と連携し、本県はもとよ

り、九州や日本全体の活力向上にもつながる長

崎ＩＲの推進に力を注いでまいります。  

（国境離島地域の振興） 

 一昨年、県民の悲願であった有人国境離島法

を制定していただき、新たに創設された国の交

付金を活用し、雇用機会の拡充をはじめ、航

路・航空路の運賃低廉化や滞在型観光の促進な

どに積極的に取り組んでまいりました。 

 このうち、雇用機会拡充事業については、市

町と一体となった制度周知や事業の掘り起こし

に取り組んだ結果、358人の雇用が創出される

など離島地域の社会減の抑制に一定の効果があ

ったものと考えております。本年度についても、

各市町において、第1回目の事業採択がなされ、

281人の雇用創出が見込まれているところであ

ります。 

 また、航路・航空路の運賃低廉化については、

平成29年度の利用者数が前年度と比較して、航

路が3.4%の増、航空路が7.5%の増となっており、

島民の皆様の負担軽減につながったものと考え

ております。 

 一方、滞在型観光の促進については、“し

ま”の魅力を活かした体験プランを組み込んだ

商品を旅行会社において開発・販売し、11,680

人泊の実績となり、離島地域における宿泊者数

の増加に一定の貢献ができたものと考えており

ます。 

 今後は、宿泊施設や交通機関などを直接手配

する旅行者を対象に、国の新たな制度を活用し

た、島民並みの割引運賃で購入できる「企画乗

船券・航空券」の導入を予定しており、さらな

る誘客を促進してまいります。 

 引き続き、国の関連施策を最大限に活用し、

関係市町と連携を図りながら、国境離島地域の

振興と人口減少の抑制に努めてまいります。 

（ＵＩターンの促進） 

 ＵＩターンについては、県と県内全市町が共

同で運営する「ながさき移住サポートセンタ

ー」による就職支援をはじめ、ホームページや

ＳＮＳなどを活用した情報発信、お盆や年末等

の帰省時期を捉えた広報活動など、市町や関係

団体と一体となって積極的に取り組んでまいり

ました。 

 加えて、各市町においても、相談窓口の設置
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や専門相談員の配置、各種支援策の充実が図ら

れたことにより、ながさき移住サポートセンタ

ーや市町の相談窓口を介した平成29年度の移住

者数は782人となり、過去最高であった平成28

年度の454人を大きく上回る結果となりました。 

 今年度は、本県出身者が多い福岡県での移住

相談会の充実・強化を図るほか、女性や若者、

子育て世代など、移住希望者の視点に立ったき

め細かなサポートを行うとともに、より多くの

方々に本県へ移住していただけるよう、仕事、

住まい、暮らしやすさなどの情報を一元的に発

信するなど、ＵＩターンのより一層の促進を図

ってまいります。 

（若者の県内就職促進） 

 全国的な景気回復を背景とした、都市部企業

による新規学卒者への採用圧力の高まりもあり、

今春卒業の高校生の県内就職率は、現時点の集

計で62.2%、大学等の学生の県内就職率は

42.7％と、いずれも昨年同期を0.5ポイント下

回る状況となっております。 

 若者の県内就職の促進については、これまで

も、長崎労働局と連携した早期の求人票提出の

要請、県内就職応援サイト「Ｎなび」による県

内企業の採用情報の提供、合同企業面談会等の

開催など、様々な施策を講じてまいりました。 

 しかしながら、昨年度に比べ、高校生、大学

等の学生ともに県内就職率が低下している現状

は、人口減少、とりわけ若年層を中心とした社

会減が大きな課題となっている本県において、

深刻な状況であると考えております。 

 改めて、これまでの対策を検証し、より効果

的な手法へ見直すとともに、足らざる部分につ

いて施策の充実を図るなど、危機感を持って対

応してまいります。 

 そのため、私も、先月、長崎大学で行った講

演の中で、学生の皆さんへ本県の暮らしやすさ

をＰＲし、「ぜひ県内就職を検討してほしい」

と呼びかけてまいりました。 

 さらに、新たな対策として、「Ｎなび」を活

用し、就職活動前の段階から大学生と県内企業

との交流促進を図るとともに、学生に県内就職

を本気で考えていただくため、今月25日から15

日間、「Ｗｏｒｋ！ながさきキャンペーン」と

銘打ち、各種広報による啓発や、学生と企業の

交流会などを集中的に実施することとしており

ます。 

 今後とも、若者の県内就職の促進に向け、全

力を傾注してまいります。 

（国内定期航空路線の開設） 

去る4月24日、成田空港等を拠点とするジェッ

トスター・ジャパン株式会社から、長崎〜東京

（成田）路線の新規開設が発表されました。 

 首都圏と長崎を結ぶＬＣＣ（格安航空会社）

の就航は初めてであり、本年9月6日から毎日1

往復の運航が予定されているところであります。 

 多くの海外路線を有する成田空港と本県がつ

ながることと併せて、ＬＣＣならではの低廉な

航空運賃の設定により、国内外からの観光客等

の増加や、県民の皆様の利便性が高まるものと

期待しております。 

 県としては、今回の就航を契機として、本県

の魅力を幅広く発信するとともに、首都圏や海

外からの誘客促進に努め、交流人口の拡大や地

域の活性化を推進してまいります。 

（企業誘致の推進） 

 去る4月26日、静岡県に本社を置く株式会社

大川原製作所と立地協定を締結いたしました。

同社は、諫早市において、3年間で25名を雇用

して、医薬品や食品などの製造用装置の製造を

行うこととしており、平成32年2月ごろの操業
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を予定されております。 

 また、5月28日には、平成27年に佐世保市に

立地した双葉産業株式会社が、第2工場の増設

を決定されました。同社は、自動車用シートカ

バーの生産を行っており、今後の生産増に対応

するため、新たに150名を加えた300名体制で、

本年11月からの操業を予定されております。 

 さらに、6月6日には、平成26年に長崎市に立

地したＦＷＤ富士生命保険株式会社が、コール

センター業務の拡大に伴い、クレインハーバー

長崎ビルに移転することを決定されました。同

社は、当初の雇用計画に新たに70名を加えた

170名体制に拡大し、将来的には、ＩＴ業務や

保険契約業務などの移管も検討されております。 

 今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に

つながるよう、地元自治体並びに関係機関と連

携を図りながら企業誘致の推進に力を注いでま

いります。 

（旧県庁舎新別館の活用） 

 長崎市万才町の旧県庁舎新別館については、

新県庁舎の完成に伴い空き庁舎となっておりま

すが、現在、今後の活用に向け改修工事を行っ

ているところであります。 

 今後の活用方針としましては、長崎市内に老

朽化した県の地方機関の庁舎があることから、

耐震性のある新別館を活用することとし、勝山

町の長崎振興局税務部は平成31年1月に、国分

町の長崎港湾漁港事務所は同年8月をめどに新

別館に移転する予定としております。 

 今回の移転により、税務部門をはじめ、県民

の皆様が利用する窓口の利便性の向上を図ると

ともに、庁舎の安全性を高め、災害時の業務の

継続性を確保してまいります。 

（幹線道路の整備） 

 去る3月30日に発表された平成30年度の国土

交通省関係予算において、国道34号大村諫早拡

幅が新たに事業化されるとともに、西九州自動

車道の佐々インターから佐世保大塔インター間

の4車線化について、有料道路事業による整備

が行われることになりました。 

 これまで、両工区の一日も早い事業化を要望

してきたところであり、本県選出国会議員の皆

様をはじめ、県議会並びに関係市町の方々のご

尽力に対し、心から感謝申し上げます。 

 また、西九州自動車道においては、昨年の伊

万里松浦道路の今福インターから調川インター

間の供用に続き、松浦インターまでが今年度完

成する予定であり、松浦佐々道路についても、

去る4月24日に、国から、今年度トンネル工事

に着手することが発表されるなど、着実に事業

が推進されております。 

 さらに、九州横断自動車道についても、今年

度、長崎多良見インターから長崎芒塚インター

間の4車線化の完成が予定されているところで

あります。 

 今後とも、地域の活性化や安全・安心の確保

を図るため、効率的で効果的な道路ネットワー

クの整備に努めてまいります。  

（スポーツの振興） 

 本年3月に開催された「全国高等学校選抜大

会」において、個人競技では、ボクシング競技

男子ミドル級で鹿町工業高校の野上昂生選手が

県勢で初優勝するとともに、アーチェリー競技

で大村工業高校の青島鉄也選手が優勝を果たし

ました。 

 団体競技では、大村工業高校男子ソフトボー

ル部が、天候の影響で4校同時入賞ではありま

すが、県勢7年連続負けなしの見事な成績を収

めたほか、九州文化学園高校女子ソフトボール

部、瓊浦高校男子バドミントン部及び島原高校

－ 9－



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第１日目（６月１３日） 

－ － 10 

男子剣道部が準優勝を果たしました。 

 さらに、第14回都道府県対抗全日本中学生男

子ソフトボール大会において、長崎県選抜が昨

年の優勝に続き、3位入賞を果たしました。 

 成年競技では、内村航平選手が、ＮＨＫ杯体

操で10連覇の偉業を達成し、世界選手権の出場

が決定しました。また、明日14日からロシアで

開催されるサッカーのＦＩＦＡワールドカップ

には、吉田麻也選手が日本代表に選出されてお

り、本県ゆかりの選手の世界での活躍を、県民

の皆様とともに大いに期待しているところであ

ります。 

 引き続き、長崎から世界へ羽ばたく県内選手

の育成・強化に努めてまいります。 

 また、来年9月から11月まで開催される、世

界3大スポーツイベントの一つである「ラグビ

ーワールドカップ2019」において、県及び長崎

市がスコットランド代表チーム、県及び島原市

がトンガ代表チームの公認チームキャンプ地に、

それぞれ内定いたしました。 

 このほか、2020年東京オリンピック・パラリ

ンピックに関連して、本大会の開催期間に合わ

せオランダから大勢の方が来日し、本県を含む

国内各地を観光しながら移動する国際ウォーキ

ングイベント「ウォーク・チャレンジ・ジャパ

ン2020」の開催が計画されております。 

 これらを契機に、スポーツを通した各国との

交流を促進し、交流人口の拡大による地域活性

化につなげてまいりたいと考えております。 

 今後とも、本県スポーツのさらなる振興と競

技力の向上を推進してまいります。 

 次に、議案関係について、ご説明いたします。 

 まず、補正予算でありますが、今回は、国庫

補助事業の内示等に伴う事業費の追加、その他

緊急を要する経費について編成いたしました。 

 一般会計36億140万6,000円の増額補正をして

おります。 

 この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、6,996億3,880万

8,000円となり、前年同期の予算に比べ、279億

3,002万5,000円の減となっております。 

 次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いて、ご説明いたします。 

 第96号議案「長崎県税条例及び長崎県税条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例」

は、地方税法の改正により、県たばこ税の税率

の段階的引き上げ及び旧3級品特例税率の適用

期間の延長がなされたことに伴い、所要の改正

をしようとするものであります。 

 第101号議案「長崎県港湾管理条例の一部を

改正する条例」は、長崎港の県営常盤南駐車場

の使用料を設定するとともに、同駐車場及びド

ラゴンプロムナード等の管理を指定管理者に行

わせるため、所要の改正をしようとするもので

あります。 

 第104号議案は、長崎県教育委員会の委員の

任命について議会の同意を得ようとするもので

あります。 

 委員といたしまして、小松雄介君を任命しよ

うとするものであります。 

 第105号議案は、長崎県人事委員会の委員の

選任について議会の同意を得ようとするもので

あります。 

 委員といたしまして、本田哲士君を選任しよ

うとするものであります。 

 いずれも適任と存じますので、ご決定を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、教育委員会委員を退任されます渡邉悦

治君、人事委員会委員を退任されます星野孝通

君には、在任中、多大のご尽力をいただきまし
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た。この機会に厚くお礼申し上げます。 

 その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。  

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 なにとぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご

決定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日から6月18日までは、議案調査等のため

本会議は休会、6月19日は、定刻より本会議を

開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午前１０時３６分 散会 ― 
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平成３０年６月１９日（火曜日） 

出 席 議 員（４２名） 

１番 宮 本 法 広 君

２番 麻 生   隆 君

４番 坂 本   浩 君

５番 髙 橋 勝 幸 君

６番 里 脇 清 隆 君

７番 近 藤 智 昭 君

８番 宅 島 寿 一 君

９番 松 本 洋 介 君

１１番 大 場 博 文 君

１２番 山 口 経 正 君

１３番 山 本 由 夫 君

１４番 吉 村   洋 君

欠     番 

１６番 堀 江 ひとみ 君

１７番 川 崎 祥 司 君

１８番 深 堀   浩 君

１９番 山 田 朋 子 君

２０番 久 野   哲 君

２１番 山 本 啓 介 君

２２番 前 田 哲 也 君

２３番 外 間 雅 広 君

２４番 下 条ふみまさ 君

２５番 大久保 潔 重 君

２６番 中 島 浩 介 君

２７番 西 川 克 己 君

２８番 浅 田 眞澄美 君

２９番 中 村 和 弥 君

３０番 髙比良   元 君

３１番 山 田 博 司 君

３２番 渡 辺 敏 勝 君

３３番 吉 村 庄 二 君

３４番 瀬 川 光 之 君

３５番 坂 本 智 徳 君

３６番 橋 村 松太郎 君

３７番 徳 永 達 也 君

３８番 中 島  義 君

３９番 中 山   功 君

４１番 小 林 克 敏 君

４２番 田 中 愛 国 君

４３番 三 好 德 明 君

４４番 八 江 利 春 君

４５番 宮 内 雪 夫 君

４６番 溝 口 芙美雄 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

欠 席 議 員（３名） 

３番 吉 村 正 寿 君

１０番 ご う まなみ 君

４０番 野 本 三 雄 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 里 見   晋 君

統 轄 監 濱 田 厚 史 君

総 務 部 長 古 川 敬 三 君

県 民 生 活 部 長 木 村 伸次郎 君

環 境 部 長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 沢 水 清 明 君

企 画 振 興 部 長 柿 本 敏 晶 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

土 木 部 長 岩 見 洋 一 君

農 林 部 長 中 村   功 君

水 産 部 長 坂 本 清 一 君

産 業 労 働 部 長 平 田 修 三 君

危 機 管 理 監 豊 永 孝 文 君

福 祉 保 健 部

こども政策局長
園 田 俊 輔 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君
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交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 廣 田 義 美 君

文化観光国際部政策監 田 代 秀 則 君

産業労働部政策監 下 田 芳 之 君

教 育 委 員 会

教 育 長
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 葺 本 昭 晴 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 星 野 孝 通 君

公安委員会委員長 川 添 忠 彦 君

警 察 本 部 長 國 枝 治 男 君

監 査 事 務 局 長    亮 二 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任)
寺 田 勝 嘉 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 古 謝 玄 太 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

警察本部総務課長 杉 町   孝 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

総 務 課 長 高 見   浩 君

議 事 課 長 篠 原 みゆき 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 増 田 武 志 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 これより、一般質問を行います。 

 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議、諫早市選出の中村和

弥でございます。 

 まず、冒頭に、昨日の大阪地震で犠牲になら

れました皆様のご冥福と被害に遭われた皆様に

対し、お見舞いを申し上げたいと思います。 

 本日は、大変忙しい中に、少数ではございま

すけれども、私の後援会の皆様が傍聴に来てい

ただいております。まず、はじめにお礼を申し

上げます。ありがとうございます。 

 また、今回、私の質問は、私が提案をしまし

たけれども、傍聴者の皆さんたちにも非常にや

さしい、聞きとりやすい分割質問方式で質問さ

せていただきたいと思います。 

 さて、13日の国会で140年ぶりに成人年齢を

18歳に引き下げる法案が可決、成立をいたしま

した。いよいよ2022年から大人の定義が変わり

ます。ただ、18歳で本当に社会や生き方につい

て責任ある行動がとれるのかを私は非常に心配

をしております。 

 そのような中、皆さんもご存じだと思うんで

すけれども、東京都で発生をいたしました幼児

虐待事件ですが、常識では考えられない両親の

虐待で幼い命を絶った5歳の結愛ちゃんが残し

ました、「もうママとパパにいわれなくてもし

っかりとじぶんからきょうよりもっともっとあ

したできるようにするから もうおねがい ゆ

るしてください ほんとうにもうおなじことは

しません ゆるしてください」との反省文を見

て、私も涙が出ました。また、恐らく多くの方

たちがいたたまれない気持ちになったのも事実

ではないかと思っております。 

 遊ぶことも、外に出ることも許されない、ど

んなに辛い虐待をされても最後まで両親の愛を

信じ、子どもらしい生き方を最後までできなか

った結愛ちゃんのご冥福をお祈りしますととも
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に、同じような虐待事件が繰り返されないよう

な子育て環境の整備に努めることをお誓いしま

すとともに、国、県、各自治体におかれまして

は、早急な対応策への取組をお願いしたいと思

います。 

 それでは、通告に従い、質問をさせていただ

きます。 

 1、九州新幹線西九州ルートについて。 

 (1) フル規格化推進の取り組みについて。 

 ①整備方式への県の見解と検討委員会につい

て。 

 九州新幹線西九州ルートは、我が長崎県にと

って、産業振興、交流人口の拡大、地域の活性

化などにつながる重要な交通基盤であり、一日

も早い開業を多くの県民が待ち望んでいるとこ

ろでございます。 

 西九州ルートについては、平成34年度に武雄

温泉駅での対面乗換方式により、暫定的な形で

開業されますが、フリーゲージトレインの導入

が困難となり、山陽新幹線への直通運行が実現

できないことから、暫定開業後の整備方針が不

透明なままであります。 

 このような状況を受けて、県として、昨年7

月にフル規格による整備を求める方針を示して

以来、県議会、関係自治体、経済団体とも連携

を取りながら、国等への要望活動を行うなど、

フル規格の実現に向けて取り組んでおられると

ころでございます。 

 こうした中、去る3月30日に国土交通省から

フル規格、ミニ新幹線、フリーゲージトレイン

の整備方式ごとの比較検討結果が示され、その

後、与党ＰＴの西九州ルート検討委員会におき

まして、ＪＲ九州や関係自治体へのヒアリング

が行われたところでございますが、改めて長崎

県としての見解や検討委員会での今後の論議が

どうなるのか、お聞きをいたします。 

 ②地元負担金の軽減について。 

 フル規格による整備の実現に向けて最大の課

題は多額の地元負担であり、この負担を圧縮す

る方法を早急に検討すべきだと考えております。 

 報道によりますと、与党ＰＴ検討委員会の佐

賀県のヒアリングにおいて、長崎県の負担

1,017億円に対して、佐賀県の負担は2,408億円

で、本県のおよそ2.4倍になるということを取

り上げておられます。 

 しかしながら、6月8日の与党ＰＴ検討委員会

では、佐賀県の説明は、貸付料の制度を考慮し

ておらず、ミスリーディングなものであったと

の意見も交わされたと伺っております。 

 現在の整備新幹線における財源の取組は、国、

地方の負担以外に貸付料が充当されるものだと

思いますが、新鳥栖－武雄温泉間においても、

国が示した高い収支改善効果を活かし、地元負

担の軽減を図ることができるのではないかと考

えております。 

 このことにつきまして、知事のお考えをお尋

ねいたします。 

 ③財源確保について。 

 佐賀県におきましては、依然、フル規格には

難色を示されておりますが、平成34年には対面

乗換方式により開業されます。この暫定的な方

式は、固定化することがあってはならないこと

でございます。 

 そのため、長崎、佐賀両県は、対話は必要で

ございますけれども、新幹線整備は、国土の均

衡ある発展のために進められている国策である

ということを踏まえますと、フル規格で整備す

るという方針の決定、また、その財源の確保に

ついては、国が責任を持って解決していくこと

が必要であると考えます。（発言する者あり）
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知事の考えをお尋ねをいたします。 

 壇上からの質問は、以上でとどめ、この後は

対面演壇席から質問させていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 お答えを申し上

げます前に、昨日の大阪の地震において犠牲と

なられました皆様方に深く哀悼の意を表します

とともに、被災された皆様方に心からお見舞い

を申し上げる次第でございます。 

 それでは、中村議員のご質問にお答えをいた

します。 

 まず、九州新幹線西九州ルートの整備に関す

る県の見解並びに与党ＰＴの議論が今後どのよ

うになるのかとのお尋ねでございます。 

 九州新幹線西九州ルートの整備のあり方につ

いては、現在、与党整備新幹線建設推進プロジ

ェクトチーム「九州新幹線（西九州ルート）検

討委員会」において議論が行われており、7月

末までに結論を出すこととされております。 

 県といたしましては、フリーゲージトレイン

の導入が困難となる中、西九州ルートの整備方

式として、ミニ新幹線は、長期間に及ぶ利便性

の低下やダイヤの安定性に劣るなど、多くの懸

念材料がある一方で、フル規格については、投

資効果や収支改善効果、時間短縮効果が大きく、

将来の西九州地域全体の発展のためには、最善

の選択肢であると考えております。 

 こうした県の考え方は、与党ＰＴ西九州ルー

ト検討委員会ヒアリングや政府施策要望におい

て強く主張したところであり、山陽新幹線への

直通運行を前提に多額の財政負担を行ってきた

経過を踏まえますと、暫定的な姿であります対

面乗換方式が固定化されることがあってはなら

ないと考えているところであり、早急に整備の

方向性を示していただく必要があるものと考え

ております。 

 今後、同委員会は、「フル規格やミニ新幹線

などの整備方策、財源のあり方等について検討

を深め、改めて関係者と協議する」とのことで

ありますので、引き続き、フル規格に向けた本

県の考え方をしっかと訴えてまいりたいと考え

ております。 

 次に、整備に当たって多額の地元負担が課題

となっているところでありますが、収支改善効

果の活用により、負担を軽減することが可能で

はないかとのお尋ねでございます。 

 整備新幹線では、事業費に対して、運行事業

者である関係ＪＲ各社からの貸付料を充当した

うえで、国と地方において、2対1の割合で分担

することとなっており、建設中の長崎－武雄温

泉間についても、これまでの実績として、事業

費の約19％に貸付料財源が充当されております。 

 本県が与党ＰＴ西九州ルート検討委員会のヒ

アリングにおいて示した地元負担額は、この貸

付料の充当を前提とした数字でありますが、佐

賀県がヒアリングにおいて示された負担額は、

長崎－武雄温泉間、武雄温泉－新鳥栖間のいず

れの区間においても、貸付料が考慮されていな

いことから、大きな差が生じているものと考え

ております。 

 武雄温泉－新鳥栖間における貸付料について

は、整備に伴って発生する収支改善効果を参考

に計算されますが、フル規格の場合、国の試算

では年間約88億円の高い効果が見込まれており

ますことから、実際には佐賀県が示された地元

負担額より相当程度軽減されるものと思われま

す。 

 こうしたことから、県としては、地元負担の

軽減に向けて貸付料収入の積極的な活用を含め、

幅広い財源の確保を図ることなど政府、与党に
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対し、強く要望しているところであります。 

 次に、整備方針の早期決定と財源問題は、国

策で新幹線整備を進める国の責任で解決すべき

ではないかとのお尋ねでございます。 

 九州新幹線西九州ルートの整備のあり方につ

いては、フリーゲージトレインの導入が困難と

なる中、新たな整備方式を早急に決定する必要

があります。 

 本県としては、将来にわたる西九州地域全体

の発展のためには、フル規格が最善の選択肢で

あると考え、さまざな機会を捉えて佐賀県との

対話に努めておりますが、現状では、依然とし

て意見の隔たりがあると認識しております。 

 西九州ルートの整備を進めるうえで、特に、

大きな課題は地元負担でありますが、この問題

は両県の話し合いだけでは解決できないもので

あります。 

 したがいまして、県としては、新幹線整備は

国家プロジェクトであり、国がこれまで開発を

進めてきたフリーゲージトレインの導入が困難

になったという特殊事情もあることから、まず

は国の責任において議論を進め、西九州ルート

をフル規格によって整備していただきたいこと、

地方負担軽減のための幅広い財源の確保を図っ

ていただきたいことなどについて、要請を重ね

ているところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) ありがとうございまし

た。確かに、知事も私と同様の考え方でござい

まして、もちろん、フル規格に決定する権利、

そしてまた、財源の確保については、やっぱり

責任を持って国がやるべきだと私は思っており

ます。 

 ただいま、知事から、地元負担金の軽減につ

いて、「国の責任において議論を進めて整備を

促進するために幅広い財源の確保を要請をして

いる」という言葉をいただきました。 

 先日の知事の定例記者会見を受けて、佐賀県

の負担に関して、新幹線負担増の検討や負担肩

代わり検討等の報道がなされておりましたけれ

ども、要は、佐賀県の負担を肩代わりするよう

な受け止め方もされているという内容でござい

ましたけれども、このことについて知事の見解

を改めてお聞きしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 西九州ルートの整備のあ

り方については、先ほども申し上げましたけれ

ども、佐賀県の地元負担が大きな課題となる中

で、この財源の問題については、長崎、佐賀両

県だけで解決することは大変難しい状況にあり、

国が開発を進めてきたフリーゲージトレインの

導入が困難となったという特殊事情も踏まえ、

まずは国において、その責任のもと、議論を進

めていただくよう、要請をしているところであ

ります。 

 もとより、この新幹線整備に伴う地元負担に

つきましては、関係法令で定められているとこ

ろであり、佐賀県の負担を単に長崎県が肩代わ

りするというようなことは、この規定から外れ、

県民の理解も得られないものと考えているとこ

ろであります。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように、

国による議論を経て、その結果として地元負担

の軽減も含めて西九州ルートの新たな負担のス

キーム等が提示された場合には、県としてさま

ざまな角度から、分析、検討をする必要がある

と考えているところであり、先の定例記者会見

等においても、その趣旨を申し述べたものであ
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り、単純に地元負担の肩代わりをする趣旨で申

し上げたわけではないということをご理解いた

だきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) 知事の答弁にございま

したけれども、やっぱり両県が今回のこの負担

金というものを非常に厳しい目で見ていますの

で、これからも両県の負担金が削減されますよ

うに努力をしていただきたい。 

 もちろん、このフル規格については、長崎、

佐賀両県の発展に間違いなく寄与すると思って

おります。 

 そういう意味を含めまして、ぜひ、溝口議長

を中心に、今後も中村知事と同様に展開をして

いただき、早急に解決をしていただきたい。も

ちろん、私ども県議会議員も全力で一緒になっ

て取り組んでいきますので、よろしくお願い申

し上げたいと思います。 

 そしてまた、私の地域は、新幹線と別個の在

来線の地域でございまして、新幹線とともに在

来線の話も今後展開されると思いますので、ぜ

ひ、この在来線のあり方についても、知事の方

からも、また、議長の方からも国と対話をして

いただければ幸いだと思っております。 

 2、特定複合観光施設（ＩＲ）の導入につい

て。 

 (1) ＩＲ整備法案の成立と取り組みについて。 

 ①ＩＲ整備法の成立から開業までのスケジュ

ールについて。 

 特定複合観光施設（ＩＲ）につきましては、

その導入目的のほか、内容、制度を定める「特

定複合観光施設区域整備法案」が、去る4月27

日に閣議決定をされ、国会に提出されました。 

 現在、審議中であり、今朝も新聞でいろんな

ことが報道されております。恐らく今国会中に

成立するのではないかと期待を膨らませている

ところでございます。 

 また、「長崎ＩＲ基本構想」についての取り

まとめが、佐世保市と共同で設置をされている

「ＩＲ推進協議会有識者会議」から提出され、

九州が一体となった「ユニーク・マリンＩＲ」

というキャッチフレーズ及び「長崎ＩＲの独創

性と先駆性」、「海や島等の自然景観」、「海外と

の交流の歴史」といった3つの特徴が示されて

いるところでございます。今後、ＩＲ導入に向

けた取組が加速していくものと考えております。 

 一方、ＩＲ区域の認定数の上限は、全国で

3カ所とされており、厳しい地域間競争が予想

されております。 

 本県へのＩＲ導入のためには、制度の全体の

流れを把握し、他地域に遅れることなく、国へ

の認定申請に向けた取組を進めていく必要があ

ります。 

 加えて、制度の全体的な流れを県民の皆様に

もご理解いただき、地域における合意形成をよ

り一層深めることも大切だと考えております。 

 そこで、まず、ＩＲを導入するに当たり、

ＩＲ整備法の成立からＩＲ開業までの流れやス

ケジュールはどのようになるのか、お聞きをい

たします。 

 ②ギャンブル依存症対策の財源について。 

 県や市が公共施策としてＩＲ誘致に取り組ま

れる理由の一つに、ＩＲ事業者からの納付金を

財源とした観光や地域の振興などが挙げられる

と思います。あわせて、この納付金により、

ＩＲ導入に伴い懸念されているギャンブル依存

症の防止対策をしっかりと行っていけば、県民

の不安解消にもつながるのではないかと考えて

おります。 

 そこで、ＩＲ整備法におけるカジノ収益の公
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益還元の仕組みと、その公益還元の一環として

ギャンブル依存症対策への財源としても使える

のかをお聞きいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) ＩＲ整備法の成

立からＩＲ開業までの流れやスケジュールにつ

いてのお尋ねでございます。 

 「特定複合観光施設区域整備法」、いわゆる

ＩＲ整備法が今国会において可決、成立した場

合、まず、国土交通大臣がＩＲ区域整備の意義

や目標、区域認定に関する基本的な事項を定め

る基本方針を平成31年度中に公表します。 

 この基本方針を踏まえて、県は、ＩＲ事業者

の公募、選定手続等に関する実施方針を策定し、

事業者を選定する手続に入ります。 

 次に、選定したＩＲ事業者と共同で区域整備

計画を作成のうえ、国へ同計画の認定を申請し、

国土交通大臣は、公正かつ客観的な審査により、

平成32年度以降に3カ所を上限として認定する

ことになります。 

 認定が受けられれば、県は、ＩＲ事業者と実

施協定を締結いたします。 

 その後、ＩＲ事業者は、施設整備着手から施

設の完成までの間にカジノ免許申請を行い、カ

ジノ管理委員会が厳格な背面調査等を行ったう

えでカジノ免許を付与し、ＩＲ開業という流れ

になっております。 

 海外の事例では、ＩＲ施設整備に3年程度を

要しており、開業は、早くても平成35年度以降

になるのではないかと見込んでおります。 

 次に、ＩＲ整備法におけるカジノ収益の公益

還元の仕組みとギャンブル依存症対策にも活用

できるのかというお尋ねでございます。 

 ＩＲ整備法案では、カジノ収益の公益還元の

仕組みとして、カジノ事業者に対し、カジノ行

為の粗収益の30％について、国に15％、都道府

県等に15％の割合で納付する義務を定めており

ます。 

 また、その使途については、議員ご指摘のと

おり、観光の振興及び地域経済の振興のほか、

社会福祉の増進や文化・芸術の振興に関する施

策に必要な経費に充てるものとされております。 

 さらには、カジノ施設の設置・運営に伴って

懸念される影響の排除が、国、地方公共団体の

責務となっており、その責務の達成に必要なギ

ャンブル等依存症対策などの経費に納付金を充

てられるようになっております。 

 県といたしましても、こういった仕組みの中

で納付金を活用し、本県全体の観光振興や地域

経済の発展に寄与する施策はもちろんのこと、

懸念される影響を排除できるよう、取り組んで

まいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) ありがとうございまし

た。今の説明で流れについては大体把握できま

した。認可後も長期の期間が必要になるという

ことでございましたので、可能な限り、県民の

皆さんたちの心配がなくなるように対策をして

いただきたいと思います。 

 質問として、知事にもう一回お聞きしますけ

れども、今、答弁をいただいたんですけれども、

ＩＲ整備法が今国会において成立をされる見込

みだということは先ほど申しました。 

 そのような中で、本県へのＩＲ誘致に向けた

知事の思いを改めてお聞きしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 本県や九州は、大変古く

から海外との交流の窓口として発展してまいり

ました歴史、あるいは東アジアとの深いゆかり

があり、さらに、ＩＲ候補地でありますハウス
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テンボス地域は、既に300万人の集客がありま

すことから、既存のインフラ等も活かしながら、

ほかの地域よりも魅力のあるＩＲ施設の整備が

可能になってくるものと考えております。 

 こうした長崎や九州が持つ優位性を活かして、

ＩＲという国内外からの新たな玄関口を設ける

ことで、今までにない人の流れを生み出すこと

ができるものと考えております。 

 これが実現できれば、経済への波及、雇用創

出、さらには税収の増加等も見込まれるところ

であり、九州全体の観光振興にも寄与できるも

のと考えております。 

 このため、県議会並びに県民の皆様方のご意

見をお伺いしながら、佐世保市と連携して厳し

い地域間競争を勝ち抜き、長崎ＩＲが実現でき

るように、これからも全力を注いでいかなけれ

ばならないと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) 今回、このＩＲ構想に

ついては、全国で3カ所しかございません。こ

の認定が長崎県にきますように全力で取り組ん

でいただき、そしてまた、ギャンブル依存症等

の心配がないような対策をとっていただければ

と思っているところでございます。 

 3、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」について。 

 (1) 世界遺産登録実現と登録後の取り組みに

ついて。 

 ①イコモス勧告について。 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」の世界遺産登録につきましては、先月、イ

コモスから世界遺産にふさわしいとの登録勧告

を受けたことで大きく前進をいたしました。い

よいよ今月末の世界遺産委員会での審議を待つ

ばかりの段階まできたということでございまし

て、心待ちにしておられる県民の皆様とともに、

私も大変うれしく思っているところでございま

す。 

 平成19年に世界遺産候補になってから、ここ

に至るまで、県、関係市町をはじめ、所有者や

住民の皆様は、登録に必要な調査や推薦状の作

成、登録後を見据えた取組の推進など、さまざ

まな準備で大変ご苦労をなされたと思っており

ます。 

 県議会としましても、今年こそはと、登録の

実現を確信しているところでございまして、今

月末の世界遺産委員会において確実に登録され

るよう、イコモス勧告を踏まえながら、関係部

局には最後まで万全を尽くしていただきたいと

思っております。 

 そこで、改めて質問いたしますけれども、世

界遺産委員会を目前に、このたびのイコモス勧

告をどのように受け止めておられるのか、お伺

いをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) イコモスの

勧告をどのように受け止めているのかというお

尋ねでございますが、ユネスコ世界遺産委員会

の諮問機関であるイコモスの勧告は、登録審議

において重視されるものであり、本遺産の普遍

的価値と保存管理体制について、専門的見地か

ら、「登録が適当」との評価をいただき、まず

は安堵しております。 

 これも、推薦書を一旦取り下げ、価値づけや

構成資産の見直しを短期間で行うなど、厳しい

局面を登録への揺るぎない思いで乗り切ってい

ただいた関係市町をはじめ、関係者の皆様の不

断の努力の結果であり、これまでの間、変わら

ずご支援をいただきました本県選出国会議員及

び県議会の皆様方に改めて感謝申し上げます。 
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 来る6月24日からバーレーン王国で開催され

ます世界遺産委員会において、確実に登録が実

現されるよう、現地に赴き、最後まで気を抜か

ず、最善を尽くしてまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) 不慣れなものですから

質問を飛ばしてしまいまして、追加でさせてい

ただきます。 

 ②持続的な誘客への取り組みについて。 

 今、部長から答弁がございましたけれども、

今回、幸いにして世界文化遺産が新たに誕生し

ましたら、多くの観光客が、もちろん間違いな

く本県を訪れるということが予測されると思い

ます。しかしながら、国内の他の世界遺産では、

登録後は観光客が押し寄せたものの、その後の

観光客数が減少している実例もたくさん聞いて

おります。 

 先日、中村知事に同行いたしまして政府施策

要望をいたしました。その時に自民党の萩生田

幹事長代行から知事に対して、「登録後が重要

で、将来にわたって持続的な誘客につなげる必

要がある」というアドバイスをいただきました。 

 そこで、世界遺産の登録効果を一過性に終わ

らせない持続的な誘客を図っていくための県の

取組について、お尋ねをしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) この「潜伏キリシタン関

連遺産」は、祈りの場である教会を中心として、

地域の皆様の生活が現に営まれている集落であ

りますので、信仰や生活を守っていくことを前

提としながら、訪問者を受け入れていく必要が

あり、一時に大勢の観光客を迎えるということ

が難しく、これがほかの世界遺産と異なる点で

はないかと考えております。 

 そのうえで、登録効果を一過性に終わらせな

いためにも、訪れた方々には厳粛な雰囲気の中

で、信仰を守ってきた歴史に直接触れていただ

き、その感動をできるだけ拡げていくことが大

切であると考えております。 

 そのためにも、ただ見ていただくだけではな

くて、全体のストーリーの中での位置づけや、

地域に根差した歴史的な価値をお伝えすること

が必要となってまいりますので、引き続き、こ

れらを伝えるガイドのスキルアップや育成を進

めてまいりたいと考えております。 

 また、構成資産の中には、地元産品を活用し

た地域振興や訪問者との交流に積極的に取り組

んでいる集落もありますので、こうした動きが

県内各地に拡がっていくよう、各市町と連携し

て地域の取組を支援してまいりたいと考えてお

ります。 

 さらには、「禁教期」に絞って選定されてい

る構成資産だけではなくて、「伝来期」、「復活

期」も含めた本県のキリスト教の歴史を伝える

ことが、本当の意味で価値の理解につながると

考えているところでありますので、引き続き、

堂崎天主堂や田平天主堂などの関連資産も併せ

た周遊対策に力を注いでまいりたいと考えてお

ります。 

 こうした取組を通して、世界遺産の適正な保

存、活用に引き続き取り組んでいきたいと考え

ているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) 今回、間違いなく認定

をされ、長崎県の発展に寄与することを祈って

いるところでございますけれども、何分、今回

の世界遺産は、場所的に交通アクセスが非常に

不便なところがあると思うんです。 

 そういう意味も含めまして、先ほど言いまし

たように、一過性に終わらないように、道路整
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備を含めて、いろんな対策を早急に講じていた

だきたいと思っているところでございます。 

 4、石木ダム建設について。 

 (1) 早期建設への取り組みと生活用水の状況

について。 

 ①生活用水の使用状況について。 

 石木ダムの建設は、川棚川の治水対策や佐世

保市の水源不足解消のため、県と佐世保市が長

年取り組んでいる重要課題でございまして、事

業の進捗に向け、土地収用法に基づく手続が進

んでいる中、付替県道工事を全力で取り組んで

おられますが、依然として、一部地権者や支援

者による妨害行為が続いているとお伺いをして

おります。 

 私は、このような現状から、安全を確保しつ

つ、工事の進捗を図ることは当然ですが、加え

て、県と佐世保市や川棚町が、これまで以上に

連携をし、石木ダムの治水、利水両面での必要

性や今後の地域振興策などについて、県民や地

域の皆様へ広く発信していくことが、今こそ、

重要だと考えております。 

 聞くところによりますと、佐世保市は、全国

の同規模都市や、私が住んでいる諫早市、そし

てまた、長崎市などの他の自治体と比べますと、

一人当たりの水の使用量がかなり少ないとお伺

いしております。 

 そこで、まず1点目に、佐世保市民の一人当

たりの生活用水の使用量が他の県内自治体と比

較してどのようになっているのか、お聞きをい

たします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 佐世保市と他の自治

体の生活用水使用量についてのお尋ねですが、

各自治体への聞き取りいたしましたところ、佐

世保市の一人一日当たり上水道の平均使用量に

つきましては、平成28年度実績で191リットル

となっているのに対し、長崎市は205リットル、

諫早市、大村市などは210リットル前後となっ

ております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) ありがとうございまし

た。私も資料をいただいたんですけれども、や

っぱり佐世保市は水の使用量が他の自治体に比

べて明らかに少なくなっています。これは間違

いなく、過去の渇水の経験から、市民一人ひと

りが水の利用を我慢して節水に努めているから

だと私は推測しております。 

 また、私が聞くところによりますと、事業に

反対をされている方々は、現在、地元川棚町の

水道施設ではなく、以前、県や佐世保市が地元

の要望により設置した仮設的な給水施設を利用

されているとお伺いしております。 

 普段の水の利用については、全く困られてい

ないわけでございます。佐世保市民と違いまし

て、平成に入ってからの大渇水などの影響を直

接受けておられないことから、私自身は、水の

大切さに関する認識にも違いがあるのではない

かと考えております。 

 確かに、豊かな自然やふるさとを守る気持ち

も大事ですが、認識の違いがある方々が佐世保

市民の水源不足を解消しようとする事業を妨害

されるということは、私には理解ができません。 

 「現状、佐世保市の水は足りている」、「今後

も人口減少で使用量が増加することはない」と

いうようなお話もされておりますが、今後の地

域の発展を考えた時には、市民が常に渇水を心

配しないで十分な水を使用できるように、そし

てまた、企業誘致などによります地域発展に水

の問題が足かせにならないようにしっかりとし

た水源を確保する必要があるのではないかと考
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えております。 

 7月9日には、事業認定取消訴訟の第一審の判

決が予定されておりますが、今後とも、安全を

守るといった事業の目的に加え、水源確保の重

要性も含めて、広報等によりまして県民の理解

を得ながら、一日も早いダム建設に向けて事業

の進捗に取り組んでいただきたいと考えますが、

改めて知事のお考えをお聞きします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 石木ダムの建設は、川棚

川の抜本的な治水対策、佐世保市の慢性的な水

源不足解消のためには、必要不可欠な事業であ

ると考えております。 

 治水・利水対策としてのダムの重要性につい

ては、これまでも全世帯広報誌や県政番組等を

通して、県民の皆様方の理解が深まるよう、努

めてきたところであります。 

 また、佐世保市からも、水道水源確保対策は

最重要施策との位置づけで、石木ダムの早期完

成に向けて事業推進の要請を受けているところ

であり、引き続き、市とも十分連携しながら積

極的な情報発信に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 今後とも、石木ダムの早期完成による県民の

安全・安心の確保と県北地域の発展を目指して、

佐世保市、川棚町と一体となって事業の推進に

向けて最大限の努力を重ねてまいりたいと考え

ております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) ありがとうございまし

た。ただ、しかし、今後も妨害行為が続く可能

性が非常に高いと私は考えております。裁判の

結果を見据えて迅速な措置を施し、ぜひとも早

期完成を目指していただきたい。 

 このためには、やっぱり反対者よりも先に地

元を離れた方々もたくさんおられるわけです。

そういう方たちの気持ちも酌んでいただき、早

急な対応をしていただきたいと思っております

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 5、国境離島地域の振興について。 

 (1) これまでの成果と今後の取り組みについ

て。 

 昨年4月に「有人国境離島法」が施行されま

して、これまでの離島振興施策に加え、本県の

国境離島地域であります壱岐、対馬、五島列島

の3地域、そして、40の有人島の地域社会維持

対策に国の新たな支援が受けられる非常に心強

い制度がスタートして1年が経過いたしました。 

 この間、新たに創設されました国の交付金を

活用して、雇用機会の拡充をはじめ、航路、航

空路運賃の低廉化や滞在型観光の促進などに積

極的に取り組まれ、毎年約1,000人の社会減が

続く中、平成29年度におきまして、社会減は

640人となり、350人を超える改善となりました。 

 県が掲げる国境離島地域の社会減を現状から

5年間で5割改善するという基本目標に対し、ま

ずまずのスタートが切れたのではないかと考え

ております。 

 今後も、この流れを途切れさせることなく、

その効果をより高めるきめ細やかな施策を展開

していく必要があり、そのためには初年度の取

組をしっかり検証することが重要であります。 

 ①昨年度の総括について。 

 ②今後の取り組みについて。 

 そこで、法施行後の最初の1年間というもの

は、今後の発展、また、展開を占う意味でも大

変重要だと思うわけでございますけれども、昨

年度の取組の総括として順調にいった点と、見

えてきた課題について、お尋ねをしたいと思い

ます。 
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 あわせて、それらの総括を踏まえた今後の取

組についてもお尋ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 国境離島地域の振興を図

るため、県では、市町と一体となって、人口減

少対策として最も重要な雇用の場の創出に向け、

各地域において新たな事業の掘り起こし等に努

めるとともに、滞在型観光を促進するための事

業の展開、離島住民等に係る航路、航空路運賃

の低廉化の円滑な実施などに力を注いでまいり

ました。 

 その結果、雇用機会拡充事業においては、

340人の新規雇用が生まれ、移住者の増加とも

相まって、人口の社会減の抑制に一定つながっ

たほか、運賃の大幅な引き下げによる航路、航

空路の利用者の増加、体験プランを組み入れた

旅行商品の開発等による宿泊者の増加など、国

境離島地域の活性化に貢献ができたものと考え

ております。 

 一方、関連施策を進める中で、全国的な問題

ともなっておりますが、人材不足への対応や島

内事業者だけでは限界があります販路拡大等の

新たな事業展開、また、さらなる観光客誘致に

つながるきめ細やかな施策の展開などが課題と

なってきているところであります。 

 このため、本年度は、本県からの人口流出が

多い福岡や東京において、島内で雇用機会拡充

事業に取り組む事業者を招いた就職面談会を開

催するほか、専門コンサルタントを活用した島

内事業者と島外事業者のマッチングによる新た

な事業展開の促進に力を注いでいくことといた

しております。 

 また、観光分野においては、個人旅行者の誘

客対策として、乗船券、航空券を島民並みの割

引運賃で購入できる新たな仕組みを導入してま

いりたいと考えているところであります。 

 今後とも、市町と一体となって新法が目指す

人口が定常的に社会増となる状況を実現できる

よう、関連施策の推進に全力を注いでまいりた

いと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) ぜひ、今後も一人でも

多くの島民の方たちが住み続けられるように、

そしてまた、多くの方たちが移住していただけ

るような対策を講じていただきたいと思います。 

 6、国営諫早湾干拓事業について。 

 (1) 開門問題と水産振興策について。 

 ①開門問題の早期解決について。 

 諫早湾干拓事業についてでございますけれど

も、昨年4月25日に、国が「開門しない」との

方針を明確にされたことにつきましては、地元

の私たちとしては、とっても歓迎すべきものだ

と思います。 

 また、開門を求める方々が行った独立当事者

参加の申し出は、福岡高裁におきまして、これ

を認めないとの判決が出されましたが、現在、

さらに最高裁にて審理中であるということを伺

っているところでございます。 

 諫早湾干拓事業の防災や営農の効果は、十分

に発揮されておりまして、地元の方々の安全・

安心な生活を守るために大変重要な役割を果た

しているものでございまして、地元議員としま

して、開門問題を早期に解決し、その効果をさ

らに高めていくことに力を注いでいくべきだと

いう思いを強くしているところでございます。 

 そこで、国が開門しない方針を明確にした今、

改めて開門問題の解決に向けた考えをお聞きを

いたします。 

 ②諫早湾水産振興特別対策事業について。 

 こうした開門問題に加えまして取り組まなけ
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ればならないこととしまして、諫早湾内の水産

振興があるわけでございます。今回また、予算

も計上していただいておりますけれども、その

諫早湾水産振興特別対策事業につきましての取

組について、お尋ねをいたします。 

 ③干陸地や本明川下流域の利活用への国の対

応について。 

 干拓事業で誕生いたしました干陸地や本明川

の下流地域では、現在、作物の栽培をはじめ、

ボート練習やお祭りの開催など、一定、利用さ

れておりますが、さらに有効に活用していくた

めには、国土交通省や農林水産省など国との連

携が大変重要になってまいります。 

 例えば、地元の方々や団体が干陸地を使って

何かをしたいと考える時には、必要な建物であ

るとか、利活用を進めるうえで必要となってく

るものが数々あろうと思っております。 

 そこで、私は、地元の方々等より利活用の要

望があった場合、県として、もっと国に対し、

柔軟な対応を求めていけるような体制を整える

べきだと思っておりますけれども、この見解を

お聞きいたしたい。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 諫早湾干拓事業の開門問

題の早期解決に向けた考え方についてのお尋ね

でございます。 

 諫早湾干拓事業の開門問題については、でき

るだけ早く解決に結びつけていかなければなら

ないという思いは、私も全く同じであります。 

 そのため、今月7日の政府施策要望の際にも、

齋藤農林水産大臣に対し、開門しない方針に沿

って開門問題の早期解決を図っていただきたい

こと、開門しない前提での効果的な水産振興策

等により、真の有明海再生を目指していただき

たいこと等を要請してまいりました。 

 大臣からは、「請求異議訴訟の中で福岡高裁

が示した開門しないことを前提に、開門に代わ

る基金等の方策による全体的解決を図るものと

する考え方や、関係各県、団体の判断は非常に

重いものであり、引き続き、開門しないことを

前提に和解に向けた努力を続けたい」旨の発言

がありましたことから、私どもも、地元の県と

して、できることについては、しっかり協力し

てまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、訴訟の推移を見極

めてまいりますとともに、開門問題の早期解決

が図られるよう、適切に対応してまいりたいと

考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 諫早湾水産振興特別

対策事業につきまして、その取組について、お

尋ねでございます。 

 諫早湾水産振興特別対策事業につきましては、

これまで湾内での漁業経営の安定を目指して、

漁場環境の改善など、必要な水産振興策を進め

てきたところでございます。 

 これにより、一定の成果は上がっているもの

の、依然として諫早湾内の水産業は不安定な状

況にあり、漁業経営も厳しいものと考えており

ます。 

 このため、今年度の当初予算で約6,000万円

を計上しており、実施主体でございます漁協等

からの要望を踏まえ、アサリ、カキの種苗放流、

砂投入によるアサリの漁場改良などに取り組ん

でまいります。 

 次に、干陸地等の利活用について、国に柔軟

な対応を求める体制を整えるべきだというお尋

ねでございます。 

 諫早湾干拓事業によって創出された自然干陸

地などは、地域活性化のための非常に貴重な資
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源と考えております。 

 その有効活用を図るうえで、地元の方々から

自然干陸地の利活用に関する要望があった場合

には、国、県、地元市で情報を共有し、相談内

容に応じて必要な協議、調整を行うための体制

を整備してまいります。 

 具体的には、営業活動を行う事業者等からの

要望については、この体制の中で協議、調整を

行い、「都市・地域再生等利用区域」の制度の

活用を提案するなど、実現していくうえで必要

な取組について支援を行ってまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) わかりました。知事、

この早期解決を地元の方たちも強く望んでおり

ます。ぜひ、安心して漁業に専念して生活が立

てられるような環境を早急につくっていただき

たいと思っております。 

 また、お願いをしました国との対応、対策に

ついての件ですけれども、できるだけ密に協議

を重ねられまして、地元の方たちが相談に来た

時には、すぐ解決できるような体制をとってい

ただければと思っています。 

 そのほかにも要望として挙げたいんですけれ

ども、以前から私は調整池の水質の改善を強く

お願いしてきました。今回もこの水質改善につ

いて強く要望するものでございまして、早急に

浚渫と覆砂をやっていただきたい。 

 一部の方は、この調整池の濁り水を「毒水」

と言われる方もおられます。しかしながら、

「毒水」と言われるこの水も、考え方を変えれ

ば、窒素とリンという栄養価の非常に高いもの

でございまして、この2つが諫早湾、有明海に

流れ込まなければ、カキの養殖についても、ア

サリの養殖についても、そしてまた、ノリの養

殖についても、それだけの水揚げをすることは

できないんです。そういうところをぜひ勘案し

ていただきたい。 

 ただ、しかし、この濁りがあるから、いろん

な方たちが、一般の方たちが懸念を持っている

のでありまして、この濁りを除去するためには、

浚渫、覆砂をするしかないと私は思っています。 

 また、堤防道路を走る方たちは、ユスリカの

被害を毎年受けています。これを改善するため

には、先ほどのような措置をしなければならな

いということでございます。 

 また、最近、他県の方たち、漁民の方たちが

言っております排水ポンプの追加施設、これも

調整池の水質がきれいになれば必要がないと私

は思っておりますので、ぜひ、この浚渫、覆砂

について、国に再度強く求めていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

 7、スポーツ振興策について。 

 (1) 県央都市諫早のスポーツによるまちづく

りについて。 

 なぜスポーツ振興策の前に諫早湾干拓の問題

をもってきたかといいますと、先ほど部長に答

弁いただきました干陸地の活用についてがあっ

た。そしてまた、本明川の下流域についても、

これからのスポーツの問題の中で関連があった

から諫早湾干拓について、その関係を質問させ

ていただきましたので、ご理解をいただければ

と思っております。 

 スポーツ振興策につきまして、今年、Ｊ１に

昇格いたしましたＶ・ファーレン長崎は、順位

こそ15位でございますけれども、10位と勝ち点

１という僅差でありまして、Ｊ１に初参戦なが

ら、非常に健闘しております。 

 ただ、4月に長崎市の三菱重工幸町工場跡地

に関する優先交渉権にジャパネットホールディ
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ングスを含むグループ企業が選定されまして、

新サッカースタジアムの建設計画が公表されま

した。 

 Ｖ・ファーレン長崎におきましては、平成25

年3月にＪ２リーグに参加して以来、私の地元

諫早市の「トランスコスモススタジアム長崎」

をホームとして使っていただきました。 

 これまでもいろいろ諫早市民として頑張って

まいりましたし、Ｊ１昇格後もＶ・ファーレン

ロードにおきまして、諫早市民が総ぐるみでお

もてなしを実施し、地元として盛り上げてきた

ところでございます。 

 そういう中で、今回のホーム移転の発表には

私も一抹の寂しさを感じておりまして、また、

宮本市長におかれましても、新聞報道で、「諫

早市からの移転は非常に残念である。今後はコ

アのホームタウンとして協力をしたい」とコメ

ントされております。 

 ホームスタジアム移転は、非常に残念なこと

でありますけれども、逆に、諫早市としまして

は、4月1日から供用開始をされる新野球場、そ

してまた、スケートボート場、今後展開されま

す第2野球場、サッカー場、または県立総合運

動公園内に整備を予定されております16面のテ

ニスコートなどを活用したスポーツによるまち

づくり、そしてまた、スポーツコンベンション

に力を入れて取り組む必要性があるということ

を再認識しているところでございまして、それ

に関連した質問を2点させていただきます。 

 ①諫早・雲仙マラソンについて。 

 全国的な健康志向の高まりで市民ランナーも

増えておりまして、スポーツ交流と地域活性化

が期待できるマラソン大会は、全国で盛り上が

ってきております。 

 そのような中、我々は、諫早市及び雲仙市選

出の県議会議員と両市の市議会議員の全議員で

構成する、仮称「諫早・雲仙フルマラソンの実

現を支援する議員の会」を昨年5月に発足させ

ました。 

 その後、地元におきまして、今年の1月に、

仮称「諫早・雲仙マラソン実行委員会発起人

会」を立ち上げまして、実行委員会設立に向け

た準備会議を進めております。 

 先月には、東京マラソン財団事業担当局であ

ります早野忠昭氏から、「ランニングと音楽を

融合したマラソン大会というコンセプトのもと、

ランナーや観客、スポンサーが参加しやすく、

継続できる大会にしては」とご提案をいただき、

早速、現在、事業計画書に磨きをかけていると

ころでございます。 

 我々としましては、2020年春頃には、ぜひ開

催をしたいと考えているところでございますけ

れども、今後、実現に向けてどのような手順で

準備をするべきなのか、お聞きをいたします。 

 ②小江干陸地の有効活用と競技用ボートコー

ス整備について。 

 先の項目でも質問しました諫早湾干拓事業に

おける広大な自然干陸地や本明川下流域等を有

効に活用し、スポーツの振興につなげていくこ

とも必要だと考えております。 

 その方策として、例えば、小江地区の自然干

陸地におきましてパークゴルフやクロスカント

リーの練習場を整備することはいかがかと考え

ております。 

 まず、パークゴルフ場のコースにつきまして

は、誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づく

り、そしてまた、健康対策、知事がいつも言わ

れております健康長寿対策、これにも役立つと

考えております。 

 また、クロスカントリーにつきましては、す

－ 28 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第７日目（６月１９日） 

－ － 29 

ばらしい県立総合運動公園陸上競技場が諫早に

ございます。これと組み合わせた陸上トレーニ

ングが可能になるのではないかと考えておりま

す。 

 また、本明川下流域におきましては、競技ボ

ート練習場として、県内実業団「チョープロ」

の皆さんが自ら艇庫を建設され、県内外の高校

生チームとともに練習場として活用されており

ます。 

 この場所は、年間を通して風や波の影響を受

けにくく、淡水のために競技用具の塩害の心配

が全くありません。また、8レーン相当の川幅

があり、日本で唯一となる3,000メートルの直

線コースが確保可能であることから、ぜひとも

長崎県が誇る日本一のボートコース場として整

備する必要があると考えます。 

 この干陸地や本明川流域につきましては、河

川区域とのことでございまして、防災機能の観

点から国との調整が必要となることも想定され

るのでございますが、このようなパークゴルフ

やクロスカントリー及び競技ボートコースとし

て必要な整備を行うことで競技人口の拡大が図

られ、さらには、競技力の向上、そして、全国

大会や国際大会の開催による交流人口の拡大、

社会人、実業団、大学生、高校生チームなどが

合宿に訪れ、間違いなく地元の活性化につなが

ると思います。 

 県の考え方をお聞きをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 諫早のスポーツ

によるまちづくりについてのお尋ねでございま

す。 

 まず、1点目の諫早・雲仙マラソンについて、

どのような手順で準備を進めていけばいいのか

というお尋ねですけれども、マラソン大会の開

催に当たりましては、まずは運営主体となる実

行委員会を組織し、役割分担を明確にして準備

を進めることに最優先で取り組んでいく必要が

ございます。 

 次に、マラソンコースの道路使用に当たって

は、警察との協議・調整が重要でありまして、

地域の合意形成や安全に配慮した警備計画等を

立てて協議を進めていく必要がございます。 

 また、日本陸上競技連盟公認のフルマラソン

大会とするためには、コースについての協議が

整えば、陸連に対し、マラソンコースの公認申

請を行いまして、派遣された検定員の実測調査

を受け、公認証の交付を受ける必要がございま

す。 

 さらに、一般的には、遅くとも開催の1年前

には、基本計画、開催概要、募集要項等を策定

することが必要とされておりまして、その後、

参加者募集、広報、競技運営、救護体制、ボラ

ンティア募集、協賛獲得など、大会開催まで、

より具体的な準備作業を進めていくこととなる

と考えております。 

 次に、小江干陸地や本明川下流域の活用に向

けた県の考えはということのお尋ねでございま

すけれども、広大な敷地を有する小江干陸地や

競技ボート練習場として利用されている本明川

下流域につきましては、スポーツでの活用を含

め、さまざまな可能性を備えているため、地域

住民の利活用はもとより、県内高校生や社会人

チームの競技力向上に向けた練習、県外からの

大会合宿の誘致など、今後の活用の方向性につ

いて、地元諫早市や県教育庁、県ボート協会等

と精査を行っていく必要があると考えておりま

す。 

 そうした検討結果を踏まえたうえで、どのよ

うな整備が必要であるか整理を行うとともに、
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整備の主体、管理体制などについて役割を明確

化することが必要でありまして、まずは関係者

との協議を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) 私たちは開催日程も決

めておりまして、そういう内容でご協力をいた

だければなと思っております。 

 ただ、今の答弁で、県警との協議の必要性が

一番高いということでございましたので、県警

にお尋ねいたしますけれども、今後、私どもが

いろんなことでお願いすると思うんですけれど

も、その対応に対しましてどういうふうな見解

を持っておられるのか、お聞きをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

〇警察本部長(國枝治男君) 県警察といたしま

しては、今後、諫早・雲仙マラソンの主催者か

ら説明、相談があった場合には、必要な助言、

情報提供を行うとともに、各種問題の解決策を

講じた計画案の策定などを求め、地域住民、道

路利用者の合意形成、地方公共団体の関与、使

用する道路及び交通の状況、競技者及び観客の

安全確保のための措置等々の観点から検討を行

い、道路交通の安全と円滑に関しての責務を果

たしてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) ご協力をよろしくお願

い申し上げます。 

 そして、ボートコースについてでございます

けれども、このボートコースについては、先ほ

ど申しましたように、現在、「チョープロ」と

いう実業団がやっておりますけれども、これは

日本に一つしかないボート競技場ということで

諫早に設置をしていただきたい。 

 そしてまた、現在、「チョープロ」がつくっ

ている艇庫がありますけれども、この艇庫が手

狭になりまして、艇がその中に入らないような

状況になっています。そしてまた、トイレなど

も簡易的なものしか設置してなくて、練習に来

た方たちが非常に困っておりまして、早急に整

備をしていただきたいと思うんですけれども、

そのことに関しまして知事の見解をお聞きいた

します。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 本明川下流域は、現在、

県ボート協会等において一定の施設整備が行わ

れ、高校生や大学生、社会人チームが練習場と

して活用されているところであります。 

 ここが公認のボートコースとして認定を受け、

大会等を開催するということになれば、スター

ト施設、あるいは審判席、コースロープの設置

などが必要になってくると伺っております。 

 したがいまして、県といたしましては、まず

は県ボート協会や地元諫早市から、大会開催に

必要な競技環境や強化方針、地域振興の観点か

らの活用方策などについて、ご意見をお聞きし

てまいりたいと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 中村議員―29番。 

〇２９番(中村和弥君) ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 そして、このスポーツ施設を有効に活用する

ためには道路のアクセスが非常に大事になって

きます。ですから、今建設中でございます外環

状線とか大村までの4車線化、島原道路、長田

バイパス、これをぜひ早急に完成させていただ

きたいことを強く要望しておきたいと思います。 

 そして、今朝、報道がありました、昨日、大

阪でありましたプールの擁壁で子どもが犠牲に

なっております。その件についても調査をし、

確実に実行していただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 
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 以上で、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。  

― 午前１１時 １分 休憩 ― 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 橋村議員―36番。 

〇３６番(橋村松太郎君)（拍手）〔登壇〕 おは

ようございます。 

 自由民主党、諫早市選出の橋村松太郎でござ

います。 

 まず、昨日の大阪地方で震災に遭われ、そし

てお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り

申し上げ、また、被災された方々に心からお見

舞いを申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして質問に入らせて

いただきます。 

 1、地方創生に向けた取組について。 

 (1) 佐賀県との広域連携の取組について。 

 県においては、平成27年8月17日、地方創生

にかかる佐賀県と長崎県との連携協定を締結し、

県境周辺地域の振興などの4項目について、連

携して取組を進めていくこととしております。 

 私も人口の福岡県への流出等、中心部への一

極集中が進む中、各自治体の基礎体力を高めて

いくためには、地域独自で政策展開するだけで

はなく、地域間の連携を深化させ、地域の足腰

を強めることが何よりも重要であると考え、平

成27年9月定例会の一般質問において、積極的

に推進していくべきであると申し上げたところ

であります。 

 地方創生の時代において、真に地域力を高め

るためには、部門間の断片的な連携にとどまら

ず、お互いの政策課題を俯瞰し、忌憚のない意

見を常時くみ交わせるような組織、または機構

の設置が必要ではないかと考えます。つまり、

県独自の利益のみを主張しあうのではなく、そ

れぞれの県政課題について、さらには九州全県

に関わる行政圏域をまたいだ広域的な視点から、

その圏域に住む住民にとって真に必要な施策を

相互理解によって実現していかなければならな

いと考えます。こうした体制の整備について、

知事の見解を伺います。 

 また、そういった体制の構築とともに、両県

による次長級、課長級の幹部職員を含め、思い

切った相互の人事交流を積極的に実施すること

で、単県の枠にとらわれず、広域行政圏として

お互いの立場、特殊性を十分踏まえた施策が日

常的に立案できるのではないのかと考えます。

併せ、このことについて、知事の見解をお伺い

したいと思います。 

 2、県主要事業における県央地域の事業課題

及び進捗状況について。 

 (1) 九州新幹線（西九州ルート）開業に伴う

在来線への対応について。 

 先般、九州知事会において、ＪＲ九州が今春

実施したダイヤ改正に対し、一方的に在来線の

大幅減便に踏み切ったことに、利便性の改善等

を求めた要望がなされたところであります。 

 私も、こういったＪＲのスタンスについては

非常に危惧するものであります。 

 九州新幹線西九州ルート開業後、在来線につ

いて、23年間、上下分離方式でＪＲ九州が運行

することとなっておりますが、新幹線の開業後

ということに対し、平成34年度、これは合意事

項でこううたっておりますので、これを使って
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いきます、平成34年度に対面乗り換え方式で一

部開業した時、それをもって23年とするのか、

果たして、いつを起点とするのか、そういった

議論はなされているのか、非常に懸念しており

ます。 

 私の認識としては、昨今の状況を考えますと、

全線フル規格が達成された時点で在来線が上下

分離の対象となるものと考えております。 

 しかしながら、平成34年度の暫定開業が起点

となると極論すると、全面開業する以前にＪＲ

九州から切り離される危険性があるのではない

かと非常に憂慮されるところでありす。 

 ＪＲ九州は、地元の実情を把握せず、一方的

にダイヤ改正を実施した印象がぬぐえない中、

新幹線開業後、23年のいつを起点とするのか。

在来線沿線地域の将来を見据えた時、輸送サー

ビスは低下しないのか、大変不安に感じており

ます。間もなく平成34年を迎えようとするこの

時期に、県民に対して責任を持った対応が必要

であると考えます。 

 在来線の上下分離運行中は、その効果を地域

に対して十分発揮できるよう、ＪＲに働きかけ

ることが重要であると考えますが、これらのこ

とに対する見解を伺います。 

 (2) 国道207号の改良整備促進について。 

 多良見町佐瀬地区の整備促進については、着

実に実行されており、知事に対して心から感謝

申し上げますとともに、長田地区の延伸につい

ても新規事業として取り組まれており、併せて

感謝を申し上げ、国道207号の改良整備促進に

ついて、お尋ねいたします。 

 これまでの一般質問においても、長田東部及

び高来地区の交通渋滞が深刻な問題であること

から、早急な改良整備をお願いし、既に福田か

ら正久寺まで3.5キロが平成22年度に開通し、

さらに東部への延伸ということで、平成27年度

には猿崎町まで1.9キロ（事業費約30億 区画）

の延長が事業化されたところであり、この区間

の早期完成、早期供用開始を期待するところで

あります。 

 しかしながら、抜本的には有明海沿岸道路

（熊本、大牟田、柳川、佐賀県鹿島市を結ぶ）

の残された区間である国道207号の鹿島～諫早

間について、地域高規格道路として事業化され

ることにより、最大限の効果が発揮できるもの

と考えております。 

 このような中、国土交通省においては、物流

生産性の向上を図ることを目的に、新たに「重

要物流道路制度」が創設されたと聞いておりま

す。 

 長崎県としても、国土交通省に対して、十分

に地域の実情や有明海沿岸道路の必要性などを

強く訴えながら、その趣旨に沿いつつ、この制

度に盛り込まれ、早期の事業化につながるよう

取り組んでもらいたいと考えております。 

 今後の県の取組について、見解をお伺いいた

します。 

 (3) 本明川ダム建設事業促進について。 

 本明川ダムの建設については、治水事業とし

て平成6年度以来、国において取り組んでもら

っているところであり、幸いにして地域の協力

が得られ、一部事業の起工式も執り行われたと

ころであります。 

 また、整備地域である本野地区では、本明川

ダム建設事業に伴い、地域整備が図られること

をさらに期待するところであります。 

 この事業によって、地元においては本明川の

源流ということもあり、非常に生活面で利便性

に欠ける面もあるわけでありますので、このこ

とを契機として、富川町、大渡野町周辺から、
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大村市横山頭を経由して、長崎医療センターや

長崎自動車道へ通じる道路整備の可能性も見出

されるのではないかと考えております。 

 諫早市内の区間については、市の一定の理解

を得ていると伺っておりますが、さらに大村市

の理解を得ることが必要であると考えていると

ころであります。 

 同時に、ダム建設工事に伴う工事用道路、あ

るいは仮設道路整備をベースとして、そのルー

トが早期に完成されることを期待しております。 

 そういった視点からも、逆に奥まった地域で

はありますが、諫早地域のエントランス機能を

果たせるのではないかという思いを抱くところ

であります。 

 このような観点から、本明川ダム建設事業促

進に対し、積極的に取り組まれることを切望す

るところでありますが、その見解をお伺いいた

します。 

 (4) 江ノ浦川の河川改修事業について。 

 平成8年度から事業開始された江ノ浦川の河

川改修工事につきましては、いよいよ事業効果

が発揮されるのではないかと大いに期待される

ところであります。 

 そのような中、まずは最終的な河川改修効果

に、つまり、地域の防災効果を最大限発揮させ

るために特段の努力を払っていただきたいと考

えております。ただ、標高が低い区域において

は、浸水被害を解消できないのではとの思いか

ら、河川改修事業として、併せ補完的な機能発

揮（内水排除対策）のための事業に取り組む必

要があると考えるところでありますが、その現

状認識について、お尋ねいたします。 

 (5) 諫早湾干拓事業における環境対策と資源

の利活用について。 

 これまでも自然干陸地の利用や淡水湖の利活

用、景観形成など、再三申し上げてきたところ

でありますが、この事業は大雨時の浸水被害防

止をはじめ、防災効果はもとより、広大な農地

を利活用した大規模農業経営の実践や、先進的

なオートメーションによるオランダ型の取組な

ど、大きな成果を上げているところであります。 

 今日では、期待以上の効果が発揮されている

ところであり、そういった中で、これから最後

の仕上げとして、環境対策や美化対策、多面的

機能を活用した地域振興策などの課題に取り組

むべきと考えておりますが、知事の考えをお尋

ねいたします。 

 また、国土交通省では、工事残土を活用して

畑地化への取組を実施していただくこととなる

など、一定の方向性が見えてきました。今日で

は、地元有志の皆様方が環境整備や地域振興を

目的に、そば栽培に取り組まれ、その拡大に向

けて国も対応を考えておられる状況にあり、大

変喜ばしいことであります。 

 今後は、そばにとどまることなく、他の農作

物や花卉などによる環境改善にも取り組んでい

ただきたいと考えております。 

 このような取組に対して、県の対応について

お尋ねします。 

 さらに、淡水湖については、静寂で、全国で

も類を見ない、水平に直線で3000メートルを確

保できることから、ボートやカヌー競技には最

適の条件を有しております。 

 諫早市においても、ボート等での利活用に取

り組んでいるところでありますが、さらに競技

の実践の場として機能強化を図るべきと考えま

すが、県の考えをお尋ねします。 

 3、国の森林環境譲与税（仮称）について。 

 国においては、平成31年度税制改正において、

森林環境税及び森林環境譲与税を創設すること
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とされております。 

 現在検討されている基本的な枠組みとして、

森林環境税の全額を譲与税特別会計に直入した

上で、市町村及び都道府県に対して森林環境譲

与税として一定の経過措置を踏まえて、最終的

に市町村対都道府県、9対1の割合で譲与される

よう制度設計がなされております。 

 今後、県においては、森林行政の展開に当た

っては、これまで以上に指導的役割を果たす必

要があると思われます。 

 森林環境譲与税（仮称）は、県はソフト事業

に充当できることとされておりますが、森林の

持つ特有性、特殊性に鑑み、行政区域をまたい

で広域な行政体が数多くある中、単に市町村の

みならず、県境を隔てた森林整備についても取

組を推進していかなければならないところです

が、このようなケースに対して、県の役割が十

分果たせるような制度設計が重要であると考え

ますが、県の見解を求めます。 

 4、学校教育について。 

 (1) 教員の働き方改革について。 

 我が国の学校及び教員は、学校指導のみなら

ず、生徒指導や部活動の面でも主要な役割を担

い、さまざまな生活場面を通して児童生徒の状

況を総合的に把握した指導を行っていると思っ

ております。 

 一方で、近年、このような教育が展開される

ことにより、学校や教員に対する社会の期待は

一層多様化し、結果として教職員の長時間勤務

が表面化することとなっております。また、目

まぐるしい時代変化の中、現在の子どもたちに

は、次世代を担うことのできる資質、能力の育

成が強く望まれているものと考えております。 

 しかしながら、その育成を行うべき教員が、

本務に没頭できない環境であるとすれば、それ

は大変ゆゆしき問題であると考えます。 

 本県においては、教員の負担軽減及び適正な

労働配分に向けた働き方改革について、今年度

文部科学省の委託事業の採択を受け、取り組も

うとされていると伺っております。 

 つきましては、その具体的な取組内容と得ら

れた成果をどのように県下全域に展開されてい

こうと考えておられるのか、お尋ねいたします。 

 (2) 学校の閉庁日について。 

 県教育委員会においては、本年の8月11日か

ら16日までの5日間を、県内の公立高校全てで

学校閉庁日と定められております。 

 過去において、夏休みの期間中は長期の自宅

研修期間とされ、教員の資質、能力向上や見識

を深めることができる有益な時間として活用さ

れておりましたが、今日では、通常勤務として

登校し、内部業務に従事されております。 

 そのような中、今回の学校閉庁日の設定は、

長期にわたって有意義に活用できる期間が確保

されることとなり、調査研修や視察など、指導

力を高める絶好の機会であると考えますので、

このことを広く県民に周知するとともに、5日

間だけでなく、その前後の日程も利用しながら、

効果的な活用を期待するところでありますが、

その所見をお伺いいたします。 

 (3) 離島教育の充実について。 

 離島地域の人口減少については、有人国境離

島法による各種施策の成果により、昨年度の社

会減は一定減少傾向にあります。 

 しかしながら、離島地域と本土地域の感覚的

な距離は本当に縮まっているのでしょうか。例

えば、ある中学校の部活動のお話をさせていた

だきますと、先般、島原市において大会が開催

されることから、五島市を早朝出発し、フェリ

ーやＪＲ、島原鉄道を乗り継ぎ、到着時刻が夕
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方5時近くとなり、1日がかりで遠征していると

いうお話を伺っております。フェリー料金につ

いては、有人国境離島法により運賃が低廉化さ

れておりますが、現状において非常に過酷な学

校生活を過ごされている環境を看過できないの

ではないかと考えます。 

 学校教育、あるいは離島教育全般の問題点の

解消の視点に立てば、県教育委員会も実情は十

分把握されていると思いますが、交通費の軽減

だけではなく、教育機会の平等の確保の観点か

らも何らかの施策を講じる必要があると考えま

す。 

 有人国境離島法の活用により、真に離島地域

の人口減少に歯止めをかけ、定住者が持続して

安定的な生活を送るためには、教育面で本土並

みの機会を提供する視点も非常に重要であると

考えます。 

 次世代を担う子どもたちが、どの地域に住ん

でも、安心して遜色のない教育が受けられるよ

う、離島教育の充実が重要であると考えますが、

このことに対する教育委員会教育長の所見を伺

います。 

 併せて、「有人国境離島法」をはじめ、「過疎

法」や「離島振興法」などで対応できるよう国

に働きかけるべきと考えますが、担当部長の所

見をお伺いします。 

 (4) 教職員の人事権の市町への移譲について。 

 国においては、市町村合併等、地方分権改革

の推進と併せ、地方公共団体への事務権限の移

譲や義務づけ、枠づけの見直し等を進めました。

その動きの中で、県費負担教職員について、都

道府県から中核市をはじめとする市町村への人

事権の移譲について検討が始まっております。 

 その後、平成27年1月の閣議決定においては、

広域での人事調整の仕組みにも配慮したうえで、

中核市等に権限を移譲する方向で検討を行い、

小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、結

論が得られるものから順次実施するとされたと

承知しております。 

 しかしながら、市町村格差や離島を有する本

県の実情から、県が県費負担教職員の人事権を

有することは、全県的な教育水準の維持向上等

に向け欠かせないものと認識しております。人

事権を県が維持することについては、国に強く

訴えているとは思いますが、県教委の認識と今

後の取組について伺います。 

 以上で、檀上からの質問を終了し、再質問を

対面演壇席からさせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 橋村議員のご質

問にお答えをいたします。 

 まず、佐賀県との広域連携の取組について、

常時、意見が交わせるような組織の設置が必要

ではないかとのお尋ねでございます。 

 佐賀県との連携につきましては、平成27年8

月に地方創生の推進を目的とした連携協定を締

結して以降、県境地域の振興など、協定に盛り

込んだ4項目の推進に力を注いでいるところで

あります。 

 具体的には、日本遺産である肥前窯業圏への

観光誘客のための受け入れ体制づくり、東京、

福岡における合同移住相談会の開催、関西圏へ

のフリーマガジンによる観光情報の発信などに

取り組んでおります。 

 また、私自身、昨年3月に伊万里・有田地域

を視察し、現地で佐賀県の山口知事と今後の連

携の方向性等について意見交換を行ったほか、

本年3月の明治維新150周年記念事業の実施、

4月からのドクターヘリの相互応援の開始など、
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連携事業が一定進展しているところであります。 

 しかしながら、そのほかにも両県には共通す

るさまざまな課題があると認識をしており、こ

れまで以上に連携を深めていくことが重要であ

ると考えております。 

 このため、現在は、連携協定を推進するため

の体制として、両県の企画部門を窓口とする

「連携推進会議」と、分野別の「実務者会議」

を設けているところでありますが、今後は、こ

れらの開催頻度を高め、日頃から緊密な意思疎

通が図れる関係を築いてまいりたいと考えてお

ります。 

 また、私自身も佐賀県知事とできるだけお会

いする機会を設けることによって、さらなる連

携拡大につなげてまいりたいと存じます。 

 次に、幹部職員を含め、思い切った相互の人

事交流を推進していくべきではないかとのお尋

ねでございます。 

 先ほど申し上げた連携協定締結以降、3年間

が経過する中で、長崎、佐賀両県には新たな課

題も生じてきているものと認識しております。 

 例えば、ＩＲの誘致や新幹線の暫定開業を踏

まえた交流人口の拡大、有明海の振興、長崎、

佐賀両空港の利用促進、水産業における赤潮調

査などであり、今後も幅広い分野において、よ

り連携を密にしながら、具体的な事業の構築に

取り組んでいく必要があると考えております。 

 その際、日頃から情報共有や意思疎通に努め

ることが大切であり、議員ご提案の人事交流を

含め、どのような手法が効果的であるのか、今

後、佐賀県とも協議してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、本明川ダム建設事業の促進についての

お尋ねでございます。 

 国営の本明川ダムについては、諫早市街地を

水害から守るために必要不可欠な事業でありま

す。 

 これまで、地元の協力を得て、昨年2月には

損失補償基準協定書の調印が、そして今年2月

には付け替え道路の着工式が行われるなど、順

調に事業が進められていると聞いております。 

 市道改良等を含む地域の振興策につきまして

は、諫早市が地元からの要望を受け、水源地域

整備計画の策定に向けて関係機関と調整を行っ

ているところであり、早期に水源地域の指定及

び計画の決定ができるよう、県としても積極的

に取り組んでまいります。 

 また、大村市側の市道改良につきましても、

地域の発展につながるものと考えており、その

実現に向け、大村市との調整を進めてまいりた

いと考えております。 

 次に、諫早湾干拓事業における環境対策と資

源の利活用についてのお尋ねでございます。 

 諫早湾干拓事業によって創出された自然干陸

地等は、地域活性化のための非常に貴重な地域

資源であり、自然干陸地では、畜産農家の生産

コスト縮減につながる飼料作物の栽培、環境美

化につながるコスモスの栽培等に加え、現在は

収益作物である「幻の高来そば」の本格的な栽

培、販売に向けて取り組んでいるところであり

ます。 

 また、潮受け堤防や中央干拓地における駐車

場、トイレ、ジョギングコースなどの施設整備

を行うとともに、中央干拓地では、クリムソン

クローバーやひまわり等の景観作物の栽培、児

童等を対象としたスケッチコンクールや写真コ

ンテスト、農作物収穫祭を行ってまいりました。 

 さらに、調整池では、ボート練習場としての

利用に加え、今後、釣り大会も検討していると

ころであります。 
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 こうした貴重な地域資源については、交流人

口の拡大や、水環境、自然環境の保全、自然景

観や地域交流の場の形成など、さらなる活用の

余地が依然残されておりますことから、今後と

も、国、地元市、地域住民と連携、調整を図り、

なお一層の地域活性化につなげてまいりたいと

考えております。 

 次に、国の森林環境譲与税の制度設計等につ

いてのお尋ねでございます。 

 森林は、地球温暖化防止、国土の保全や生活

環境の創出などの機能を有しておりますが、そ

の整備に当たっては、所有者不明や境界不明森

林の増加、森林整備の担い手不足といった根本

的な課題があります。 

 このため、森林現場と所有者に最も近い市町

の果たす役割が重要であり、市町による間伐等

の実施といった役割を明確化した「森林経営管

理法」が平成30年5月の通常国会において成立

したところであります。 

 一方、森林環境譲与税は、市町による森林整

備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、

平成31年度に創設されることとなっており、県

としても重要な財源であると認識をしていると

ころであります。 

 これらの制度における県の役割は、市町の森

林整備等に対する支援となっておりますが、現

段階では、国から具体的な内容は示されていな

い状況であります。 

 県といたしましては、市町による森林整備が

着実に実施できるよう、制度の内容を十分検証

し、必要に応じて市町や他県とも連携して、そ

の改善を国に対して要請してまいりたいと考え

ております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 私の方から2点

お答えをさせていただきます。 

 九州新幹線西九州ルートの開業に伴いまして、

在来線の上下分離運行中は、その効果を十分に

発揮できるようＪＲに働きかけることが重要で

あるとのお尋ねでございますけれども、九州新

幹線西九州ルートの整備に伴う在来線の取り扱

いにつきましては、たび重なる関係者の協議に

より、平成19年12月に、長崎県、佐賀県及び

ＪＲ九州の3者において、「ＪＲ九州は、長崎本

線の肥前山口～諫早間を経営分離せず、上下分

離方式により、開業後20年間運行を維持する」

との合意がなされた。そのような経緯の中で、

平成20年3月に、武雄温泉～諫早間の認可・着

工に至ったものであります。 

 さらに、フリーゲージトレインの開発の遅れ

を受けまして、平成28年3月、本県をはじめ、

ＪＲ九州を含む関係6者の合意によりまして、

肥前山口～諫早間の取り扱いについては、「対

面乗り換え方式による平成34年度の開業時点に

おいて上下分離を行い、ＪＲ九州は、当該開業

時点から3年間は一定水準の列車運行サービス

レベルを維持するとともに、平成34年の開業を

起点といたしまして、23年間運行を維持するこ

と」とされております。 

 こうしたことから、県としましては、ＪＲ九

州において、上下分離運行期間中の輸送サービ

スが低下しないよう努めていただく必要がある

と考えております。 

 ご指摘のように、今回の大幅なダイヤ改正が

行われたことを踏まえまして、佐賀県とも十分

に連携をしながら、サービス水準の維持と沿線

地域の活性化に取り組んでいただくようＪＲ九

州に働きかけてまいりたいと考えております。 
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 次に、諫早湾干拓地の淡水湖は、ボートやカ

ヌー競技に利活用されており、さらに競技の実

践の場として機能強化を図るべきとのお尋ねで

ございます。 

 本明川下流部は、全国屈指の好環境としてボ

ート競技関係者の間での知名度も上がってきて

おり、河川管理者である国の協力を得ながら、

管理用スロープや桟橋及び距離表示板が整備さ

れるなど、競技や練習のための機能も向上をし

てきております。 

 その結果といたしまして、県高等学校新人戦

や、アンダー19九州選考レースなどの大会をは

じめ、県内外の大学生や社会人チームの合宿な

ど、活用実績は増加をしてきております。 

 また、諫早市と連携しながら、小中学生を対

象としたカヌー体験教室を開催するなど、諫早

湾干拓地周辺の水辺空間と豊かな自然を体感す

る事業も進めているところでございます。 

 さらに、今後、公認ボートコースとして認定

がされれば、県ボート協会においては、高校生

の九州大会など、県外からも参加する大会の開

催を目指していくとも伺っております。 

 こうしたことから、県といたしましては、そ

うした動きをさらに推進していくために、地元

諫早市や関係団体とも連携をしながら、ボート

競技、カヌー競技の大会や合宿の誘致など、活

用実績を積み重ねていくことで、競技場として

の価値の向上を図ってまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 2点お答えいたしま

す。 

 まず、国道207号の整備促進に関し、重要物

流道路制度に対する県の取組についてのお尋ね

ですが、国道207号は、県央地域の生活、産業

を支える重要な道路であり、これまで長田バイ

パスや東長田工区の整備を順次進めております。 

 一方で、佐賀県鹿島市から長崎県諫早市間の

中長期的な振興のためには、地域間の交流や連

携を促すことが重要であることから、有明海沿

岸道路の地域高規格道路としての位置づけが必

要であると考えております。 

 しかしながら、地域高規格道路については、

平成10年以降、新たな指定がないことから、こ

れまでも当該区間の計画の明確化について、国

へ要望を行っておりました。 

 こうした中、国土交通省においては、平常時

や災害時を問わず、安定的な輸送を確保するた

め、物流上、重要な道路輸送網を「重要物流道

路」として指定することで、機能強化、重点支

援を実施するための制度を今年度創設されてお

ります。 

 今後、重要物流道路の指定基準などが、国に

おいて議論されていくとお聞きしており、県と

いたしましては、その情報を的確に把握すると

ともに、この制度の活用を含め、県内道路ネッ

トワークの位置づけについて、国と協議を重ね

てまいります。 

 次に、江ノ浦川河川改修事業と併せた内水排

除対策についてのお尋ねでございます。 

 江ノ浦川河川改修事業につきましては、平成

8年度より着手し、河道拡幅に伴う護岸整備や

橋梁架け替えなどを実施しております。 

 河川改修が進んだ区間については、浸水被害

の軽減が図られているところでありますが、議

員ご指摘のとおり、標高が低いなど、地形的な

要因がある区域においては、水路などからの内

水による浸水被害の発生が懸念されております。 

 現在、諫早市で内水対策について検討してい

るところであり、県としても、さらなる防災効
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果の発現に向け、河川改修と併せ、効果的な内

水対策が講じられるよう、諫早市と調整を図っ

てまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 自然干陸地における

農作物などによる環境改善の取組についてのお

尋ねでございます。 

 自然干陸地においては、これまで飼料作物の

栽培の拡大や、「れんげ」などの地力増進作物

の検討に加えて、収益作物である「幻の高来そ

ば」の試験栽培に取り組んできたところでござ

います。 

 その結果、そば栽培の収益性の見通しが立ち、

地域内での消費や首都圏、近畿圏への販路拡大

が見込めることから、3ヘクタールまで拡大す

る予定としており、本格的な栽培、販売に向け

て準備を進めているところでございます。 

 また、本年度から従来の秋そばを加えた二期

作や、新たに機能性植物でありますアマランサ

ス、薬用作物であるハトムギの試験栽培にも取

り組んでいるところでございます。 

 今後は、これらの結果を踏まえ、国、県、市、

地元で構成し、自然干陸地等の利活用案を検討

する協議会の中で情報を共有しながら、まずは

生産者の掘り起しや生産技術の指導など、必要

な支援を行い、生産拡大や環境改善につなげて

まいりたいと考えてございます。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 教育行政に

ついて、4点お答えいたします。 

 まず、教員の働き方改革にかかる文部科学省

委託事業の取組内容と展開の方針についてのお

尋ねであります。 

 文部科学省の委託事業により、本県に導入す

る「統合型校務支援システム」は、学校におけ

る児童生徒の学籍管理や成績処理をはじめとす

るさまざまな業務を一元的に処理することので

きるシステムであります。本システムを活用す

ることにより、教員の業務を縮減し、児童生徒

と向き合う時間が確保され、指導の充実が図ら

れるものと考えております。 

 また、共通のシステムを全県的に導入するこ

とにより、全ての市町の校務が統一され、人事

異動後の負担を軽減することができます。 

 さらに、各市町のシステム運用コストの軽減、

学校における情報セキュリティ対策の強化も期

待できるところであります。 

 このようなことから、統合型校務支援システ

ムの全県的な共同調達、共同運用を目的とした

文部科学省の実証研究事業の委託を受けたとこ

ろです。 

 その取組の内容として、本年度は、県内21市

町と協議を重ね、長崎県推奨システムを構築す

るとともに、モデル地域に指定した長崎市、長

与町、小値賀町の一部の学校への導入を図り、

その活用法や効果の検証を進めてまいります。 

 次年度以降は、本システムの検証成果を提供

し、全市町での導入を目指してまいります。 

 このことにより、教員の業務負担を軽減でき

る職場環境の整備とともに、教育の質の向上に

努めていきたいと考えております。 

 次に、学校閉庁日の周知及び学校閉庁日を効

果的に活用した研修等についてのお尋ねであり

ますが、学校閉庁日は、教職員の健康増進や子

どもたちの心身のリフレッシュなどを目的とし

て、夏季休業中に年次休暇等を利用して、全職

員が出勤しない日を各学校が設定するものであ

り、本県は、全国に先駆けて平成28年度から導

入しております。 

 昨年度は、全ての学校が趣旨に賛同し、閉庁
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日を設定しており、実施後のアンケートでは、

「お盆の行事や家族との触れ合い等に時間を使

うことができた」など、効果があった旨の報告

がなされております。 

 議員お尋ねの学校閉庁日の周知については、

現在も保護者に対し、閉庁期間に加え、閉庁日

の趣旨についても学校を通じてお知らせをして

いるほか、各種競技団体等に対し、閉庁日の期

間中は大会等をなるべく実施しないよう依頼す

るなど、教職員が休みやすい環境づくりに取り

組んでおります。 

 また、学校閉庁日の効果的な活用については、

閉庁日の前後に、夏季休暇や年次休暇等を取得

することで、夏季休業中に研修等への参加を希

望する職員についても一定対応できるものであ

り、ぜひこのような機会を活用して自己啓発等

に取り組んでほしいと考えております。 

 次に、離島教育の確保の観点から、離島にお

ける教育施策の充実についてのお尋ねですが、

議員ご指摘のとおり、本県の離島地域は地理的

な条件が厳しい状況にあります。 

 そのため、県教育委員会では、広域交流人事

や複式学級支援、免許外教科担任解消のための

非常勤講師の配置を行うとともに、地理的条件

等にとらわれず、多様かつ高度な教育を可能と

する遠隔教育に取り組むなど、離島地域におけ

る学校教育の充実に努め、国に対しても教育水

準に地域間格差が生じないよう、離島の学校教

育の充実について要望しているところでありま

す。 

 また、高等学校未設置の離島の生徒を対象と

した通学費や居住費等の支援、総合文化祭や総

合体育大会等へ参加する離島の児童生徒を対象

とした宿泊費や交通費等の支援を行っているほ

か、舞台芸術の鑑賞機会の提供にも努めている

ところです。 

 県教育委員会としましては、引き続き本土地

域との教育格差が生じないよう、国へ要望を行

うとともに、どの地域に住んでも同じ水準の教

育を受けられるよう、離島の学校教育の充実に

努めてまいります。 

 最後になりますが、教職員の人事権の市町へ

の移譲についてのお尋ねですが、離島や過疎地

域が多い本県では、これまで全県的な教職員の

採用及び広域的な交流人事を実施し、県下全域

における教育の機会均等と、その維持向上に努

めてきたところです。 

 この結果、児童生徒の学力や教員の平均年齢

等、本土部と離島部の教育格差を生むことなく、

県内全ての小中学校で安定した教育活動が実施

できております。 

 仮に現行制度が変更され、全国一律に市町へ

人事権が移譲された場合、離島部をはじめ、小

規模市町では、採用数の確保や学校の実情に応

じた人的配置等が困難になり、教育の質の低下

を招くおそれがあります。 

 本県の地域的特殊性を踏まえ、教育水準の維

持・向上と、地域に不可欠な基礎的環境である

学校教育の充実を図るためには、現行制度を堅

持することが重要であると認識しており、本年

度もこれに対して要望しているところでありま

す。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 私の方から

1点について、お答えいたします。 

 離島教育の充実について国に働きかけるべき

ではないかというお尋ねでございますが、離島

教育につきましては、平成25年に施行されまし

た現行の「離島振興法」においても、新たに教

育の充実にかかる条項が設けられるなど、国に
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おいても離島の学校教育の充実に努めることが

求められているところでございます。 

 したがいまして、国への働きかけにつきまし

ては、具体的な要望項目等について、教育委員

会とも足並みをそろえながら、離島振興を所管

する国の担当部署に対しまして、離島の学校教

育のさらなる充実を訴えてまいりたいと考えて

おります。 

〇副議長(徳永達也君) 橋村議員─36番。 

〇３６番(橋村松太郎君) ありがとうございま

した。 

 それでは、順を追って再質問をさせていただ

きたいと思います。 

 佐賀県と長崎県との連携強化ということであ

りますけれど、私は、単に事務レベルで云々と

いうことより、もっと知事同士で、先ほどの答

弁をいただいて、山口知事ともこうやって意見

交換をなされておるというようなことをお伺い

したので、当然そうやっておられるだろうと思

ったんですが、もっともっと、隣県にあるし、

そして、やはり人的な資源を有効に活用すると

いうことも大事だろうと。長崎県の場合には、

前の古川知事もこちらの総務部長でありました

し、また、山口知事もそうであるし、長崎県に

も在職されておったと。そういうことからすれ

ば、それこそが最高の財産であろうと思ってお

るんです。そういうことを踏まえて、単純に隣

県同士の知事というのみならず、もっともっと

親交を深め、旧交を温め、そして意見を開陳し

ながら、胸襟を開いた意見交換をしていくべき

だと思っておるんです。 

 例えば、新幹線についても、それぞれの立場

の違いがあるから、佐賀県が反対するのもわか

らんでもないんですよ。されど、それはそれと

して、在来線の共通項とか、あるいは佐賀空港

の問題とか、あるいは先ほども質問したように、

鹿島から諫早までの重要物流道路の整備とか、

医療の問題とか、課題それぞれに話し合いを進

めれば、もっともっと連携が深められ、そして

また、それを活かす方法もあろうかと思ってお

ります。 

 そういう意味からして、ぜひとも、今後はさ

らに人事の交流をと。先ほどは、次長、課長級

の人事交流をと具体的に申し上げたわけですけ

れど、部長級の交流はあってもしかり、そして

また相互の部長会議にも入りながら、あるいは

部長と言わずとも、次長でも構いませんけれど

も、本省から今日は統括監としておいででござ

いますが、そういう形でいろんな交流ができる

と思うんです。ちょうど本省から県におられて、

そして本省に戻られた時、私はいろんな方々と

お会いしてきておりますけれども、まさに長崎

県の応援団ですよね。だから、そういうことを

踏まえながら、今後も、本省からも人材をこう

やって要請することもさることながら、隣県と

の人事交流を深め、阿吽の呼吸で、あるいは彼

を呼べば佐賀県の実情はよくわかるぞというよ

うなことで、あるいは大使的な意味で長崎県か

ら派遣をすると、そういうふうな、よそにない

ような人事交流を深めていって、そして連携し

て、佐賀県だって、もういつまでも、人口も今

88万人ぐらいと耳にしたわけですけれど、長崎

県も135万人と言いながら、あっと言う間に100

万人を切るかもしれない。そういう状況にあれ

ば、二人力を合わせて1つの県としてというぐ

あいに、ならないことを願うわけでありますけ

れども、今日の人の流れの中では一極集中、福

岡にどんどん集中していくというような状況に

あるわけです。そういうことを踏まえながら、

地方は地方として最後まで生き残る、活力を失
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わないようにという思いで申し上げたところで

ございます。 

 したがって、今までの事務レベルでの云々と

いう、そういうことがあっていることはある程

度は承知しておりますけれども、それとは違う、

破格の思いで、ぜひとも、知事、胸襟を開いて

ぜひ知事と、何をテーマに云々ということでは

なく、日頃のそういう親密な関係こそが最大の

財産だと思っておりますので、改めて知事の決

意のほどをお伺いしておきたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほどもお答えを申し上

げましたけれども、同じ肥前の国として歴史を

共有してきた両県でありますので、共通するさ

まざまな課題が山積をいたしております。諫早

湾干拓事業だけの問題ではなくて、原発再稼働

でありますとか、避難路の整備の話、あるいは

開業を間近に控えた新幹線を契機にした地域の

振興など、さまざまな共通課題がありますので、

これまでも直接お会いして、さまざまな情報交

換、交流を深める機会を設けてまいりましたけ

れども、私も選挙後、直接お訪ねをして意見交

換をする機会も設けたところでありますので、

そういった姿勢で、長崎と佐賀はまさに肥前の

国であったという関係から、さらに発展できる

ように努力してまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 橋村議員─36番。 

〇３６番(橋村松太郎君) 知事の大体の気持ち

は察せられるわけですけれど、どうか知事のみ

ならず、主要な部長を引き連れて、もう夕方、

夜でも結構、飲み交わしながら、胸襟を開いて

忌憚のない意見交換会を開くようなことまでも、

ぜひ計画をしていただき、今後の行政に活かし

ていただきたいということを改めて要請をして

おきたいと思います。 

 次に、新幹線については、もう一刻も早い全

面開業ということを期待するわけでありますけ

れども、それと並行して、並行在来線がゆえに

ＪＲから切り離すという形、その手法として、

上限分離でこうだということで。実は、私は並

行在来線というのであれば、少なくとも新幹線

が肥前山口なり、佐賀なり、鳥栖ぐらいまでい

った折に、肥前山口から鹿島、長崎、それを

ＪＲ長崎本線から切り離せるというふうな思い

があるんです。しかし、それを私が言ったって

しようがないので、ぜひとも、そういう思いで、

このＪＲがある限りにおいては、有効に地域に

貢献できるような乗りものとして確保していた

だいておきたいということを重ねて要望してお

きたいと思います。 

 次に、国道207号の改良でありますけれども、

もう平成10年から新しい高規格道路の方へは採

択されてないということでありましたけれど、

もう既に熊本県においては、熊本、そして大牟

田の方を経て大川、そして佐賀の方では鹿島へ

と事業計画しているんですね。だから、一刻も

早く白地になっているような鹿島～諫早間の50

キロというのを、きちっと制度の中に格付けを

して取り組んでいただきたいと。 

 こういうことを言うのは何ですけれども、今、

57号の諫早から愛野を通って森山を経由して島

原の方に走るわけですが、小浜の方に57号が行

くわけですけれども、57号の森山拡幅というの

は昭和60年代なんですよ、この事業を計画した

のは。そして、時の高田知事は、ちょっと最優

先に取り組みたいんだけれども、要するに日見

バイパスが昭和70年までには完了するから、そ

れまでのうちに最優先で森山拡幅は入れるから

と知事は約束されたんです。しかし、そういう

中にあって、ハウステンボスの方の渋滞が非常
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にひどいということで、私は、あえて涙をのん

で、「そちらを先に優先して結構です」と言っ

た経緯があるんです。 

 何を言おうかとすると、それから既に30年経

ってやっと事業化して、今日事業が進んでおる

んですよ。したがって、早い時期からそういう

取組をして、完成年度は20年後、30年後だとい

う思いがあるんです。したがって、将来を見据

えて、他県では、そういう高規格道路で佐賀県

までは来る、もう確定しているんですから、そ

れから白地になっておる諫早までは早く事業化

して、少なくとも20年か、30年までには完了で

きるようなという思いがあるから、あえて申し

上げているところでございます。それまでは、

幸いに、先ほど申し上げましたように、知事の

特段のご英断によって、わずか1.9キロであり

ますけれども、事業費では30億円、恐らくスタ

ートの時点が30億円だから、完了までには40～

50億円になるんではないかと思いますけれども、

そういうことに対して、知事が決断していただ

いたことには地元の皆さん方とともに感謝を申

し上げたいと思いますが、抜本的な改良のため

に、あるいは主要物流のルートとして、この事

業を実現させていただきたいと思うので、特段

の知事のご尽力をよろしく、この機会にも要望

しておきたいと思います。 

 次に、本明川ダムについてでございますけれ

ども、事務手続上は、水源地域の指定等をもら

いながら、県としての役割を果たしていかなけ

ればならないと思うわけでありますけれども、

その地域については、何よりも奥まったところ

でありますので、出口をということで大村へ抜

け道をというのが、もうこれはずうっとの願い

であったわけなんです。この機会を逃すとどう

にもならないという思いでございますので、幸

いに市の方ではそういうことに非常に理解を示

して、やろうとやる気になっておられるという

ことをお聞きしておりますので、あとは大村市

のことになってまいりますけれども、大村市の

方においても、決して長崎、諫早だけがメリッ

トがあるんじゃなくて、大村市の方もあの地域

に企業誘致をやったり、将来の開発をやろうと

いう意図もおありだろうと思うので、そういう

ことの市同士、市の方に対して、また財源負担

を市の方ではやってもらうとか、事業制度の問

題で関連地域整備計画の中ではそういうのもあ

るけれども、大村とはちょっとスタンスが違う

ところがありますけれども、それはそれとして、

県の立場で、そしてまた、将来においては交付

金事業等を採択してもらうためにも、国に協力

していただいて、その事業実現を図り、地域振

興を期していくべく頑張っていただきたいとい

う思いでございますので、ぜひとも部長の方で、

その重要な役割を十分果たしていただくように

お願いを申し上げておきたいと思います。 

 次に、江ノ浦川については、これはたしか、

もう平成8年からだったと思うんですけれども、

当時から河川改修工事の場合の両サイドの条件

が変わってきているんですよ。住環境整備事業

という農林省の事業でございましたけれども、

それでかなりの調整ボリュームをこうやってカ

ットしてしまったんですね。だから、あの時に

河川課の方にも「農林部と打ち合わせをしてお

かんと、浸水のための調整ボリュームがなくな

ってしまうんだから」ということを再三にわた

って言ったわけですけれども、聞き入れられず

にというか、今日の状況に至ったんです。だか

ら、当初の計画からすると、非常に無理も出て

きたという思いもあるんです。それは、途中で

計画変更があっていることも事実でありますけ
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れども、地形的な変更から、やむを得ず浸水を

容認せざるを得ないんじゃないかということも

ありますので、決して事業が完了した時点でそ

ういう状況が放置されないように、併せて一体

となって取り組んでいただき、完了時点におい

ては防災対策が万全でありますように、土木部

として、河川管理者として、最高の責務を果た

していただくようにお願いを申し上げておきた

いと思います。 

 次に、諫早湾干拓事業については、先ほど答

弁もありましたけれども、幸いに河川管理者で

ある国土交通省の方では、残土処理として畑地

化をやろうということで、ありがたいことです。

ただ、3号地についても法改正によりまして、

政令の改正といいましょうか、そういうことで

もっともっと弾力的な運用ができるようになっ

ておりますので、そういうことも踏まえながら、

先ほどの質問にもあったように、単に形式的な

管理のみならず、利益を生むことも可能だとい

う、法がこうやって拡大解釈ができるように、

運用ができるような制度改正もなっているので、

そういうこともうまく活かしながら、この事業

を活かすべく今後とも努力をしていただきたい

とお願いをしておきたいと思います。 

 次に、森林環境譲与税（仮称）ですけれども、

これも9対1ということですけれど、実際は市町

村がちゃんとやってくれるもんだという思いで、

将来においては9対1ということでありますけれ

ども、それはそれとして私が肌身に感じてきた

のは、現状では県の条例で徴収しておるけれど

も、それを執行するに当たって、なかなか問題

点もあるなと思ったんです。 

 そういうことで、ある程度財源については、

当初5年間は8割、そしてまた85％という形で、

将来90％を市町村に移譲して、県の割合が縮減

していくわけですけれど、それはそれとして、

県が上前をはねるわけじゃないんだから、その

比率については、知事、ここのところをよく、

もう知事はよく知っておられると思うんですけ

れども、調整財源として、2割のみならず、最

初の5年間ぐらいは2割が保障されているわけで

すけれど、2割と言わず、3割、4割を調整財源

として、そして、重点的にまたそれを配分すれ

ばいいんですよ。何も県が独自にという思いで

もないんです。ただ、この事業は、もっともっ

と推進しなきゃならんな、あるいは集中的に投

資せにゃいかんという場合の留保財源として県

が一定の額を持っておいて、そして調整機能を

果たすということであれば、よりこの制度を迅

速に、そして対応するというのがこの制度であ

りますので、速やかな対応が、そして、調整を

して、隣同士を含めて効果が発揮できるように

ということでありますので、この点を十分踏ま

えて、留保財源としてという意味合いからして、

2割の分はもっとでも、そして、さらに延長が

できるように。むろん、その事業効果が達成で

きたということであれば、何ら申し上げるわけ

ではありませんけれども、そういうことも踏ま

えて対応していただきたいと思っております。 

 だんだん時間がなくなりました。 

 あと、教育委員会でございますけれども、も

う先ほどの答弁でよしとします。 

 離島の振興、あるいは「離島振興法」の方で

25年以降では教育分野に対してもということで

ありますけれども、国がそうであるように、だ

んだん、だんだんと時代の要請、時の要請によ

って、その制度というのは変わるわけです。し

たがって、今度は国境離島の問題についても、

最初はハードのものだということだけれども、

人材があってこそ、はじめてその事業効果が発
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揮できるんだということを国に強く主張してい

ただきたいと思っております。 

 あとわずかですけれども、答弁できるところ

は答弁してください。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

○土木部長(岩見洋一君) ただいま、議員のご

指摘のことにつきましては、十分関係機関と調

整のうえ、進めていきたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 橋村議員─36番。 

〇３６番(橋村松太郎君) いやいや、土木部所

管については、十分頑張っていただくように要

望して終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(徳永達也君) 午前中の会議は、これ

にてとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１７分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君)（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議、佐世保市・北松浦郡選挙区選

出、田中愛国でございます。 
 通告の3項目について質問いたしますので、

よろしくお願いをいたします。 

 1、長崎ＩＲ基本構想について。 

 「ユニーク・マリンＩＲ」、有識者会議取り

まとめ概要によると、「交流とともに発展して

きた歴史を背景に、海や島など、美しい自然を

活用した独創性と先駆性に満ちたＩＲを実現し、

将来に向かって、持続可能性に満ちた美しい、

楽しい、活力ある地域社会、日本の実現を目指

す」とありますが、そこで質問をいたします。 

 1点目、「ユニーク・マリンＩＲ構想」につき

ましては、より具体的な内容について、お聞か

せ願いたいと思います。 

 2点目、ハウステンボス地域を活用するとい

うことであるが、ハウステンボスのどこを使っ

て立ち上げるのか。ＩＲ区域の設定、最小限必

要と思われる区域面積等。 

 3点目、ハウステンボスとの相乗効果とはど

ういうことなのか。 

 4点目、期待される経済波及効果について、

想定される概要をお聞かせ願いたいと思います。 

 壇上からの質問はこれにてとどめ、以後の質

問については、対面演壇席より、引き続きお願

いをしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 長崎ＩＲ基本構

想についてのお尋ねでございます。 
 去る4月26日に報告を受けた「長崎ＩＲ基本

構想有識者会議」の取りまとめを踏まえますと、

アジアとの近接性や古来からの交流の歴史、国

際的にメッセージ性の高い豊富な観光資源など

を背景といたしまして、我が国を代表するＩＲ

を本県に導入し、地方創生にとどまらない国策

への貢献を目指す「九州のＩＲ」として、その

効果を全国に波及させてまいりたいと考えてお

ります。 

 ＩＲ区域については、ハウステンボスのロッ

テルダム駐車場、第1駐車場及び第2駐車場等を

候補地として想定しておりますが、ＩＲ整備法

に基づき策定することとなる実施方針の中で具

体的に検討を進めてまいります。 

 また、ハウステンボスには、これまで2,500

億円を超える投資が行われ、アミューズメント

施設やショッピング機能なども一定整備され、

既に年間300万人が訪れる日本有数のテーマパ
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ークとなっております。こうしたハウステンボ

スの魅力に、新たな長崎ＩＲ施設として会議場

や展示場、劇場等の機能が加わることによって、

さらに集客力が高まる相乗効果も期待できるも

のと考えております。 

 なお、同取りまとめによりますと、ＩＲ施設

が整備された場合、運営による効果として、単

年度約2,600億円の経済波及と約2万2,000人の

雇用創出が見込まれるとされております。 

 また、複数年度にわたり約2,000億円の建設

投資が行われた場合、その効果として約3,700

億円の経済波及と3万8,000人の雇用創出が見込

まれ、集客延べ人数は年間740万人と試算され

ておりますが、より大きな投資を呼び込み、九

州一円へのさらなる経済波及効果の拡大につな

がるよう、佐世保市や経済界と協力しながら誘

致活動に力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 

 以後のご質問につきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) (1) 特定複合観光施設

区域整備法案の概要について、お聞きをいたし

ます。 

 1、目的の項で、健全なカジノ事業の収益を

活用し、滞在型観光を実現し、もって地域経済

の振興に寄与し、財政の改善に資することを目

的とすると。事業収益で財政改善に充てるとい

うことでありますが、外国のカジノ事業の実態、

カジノ企業の収益等を考えると、国は、どの程

度の事業収益を考えているのか。年間予算規模

として500億円程度のものなのか、1,000億円程

度まで期待できるのか、国の想定額について、

わかる範囲でお聞かせ願いたい。 

 2、特定複合施設（ＩＲ）区域制度の項目で

は、まずカジノ施設があり、ほかには①国際会

議場施設、②展示施設等、③我が国の伝統、文

化、芸術等を活かした公演等による観光の魅力

増進施設、④送客機能施設、⑤宿泊施設から構

成される一群の施設等々が、民間事業者により

一体として設置、運営されるものとするとなっ

ているけれども、1つ、ユニーク・マリンＩＲ

長崎の構想としては、具体的にどのような施設

を考えているのか。 

 2つ、ＩＲ企業経営者と全て一致するとは思

わないけれども、長崎県らしい構想はあるのか。 

 3つ、カジノ施設のほか5項目全てが完備され

なければならないのか。よりグレードの高いも

のが求められるとのことであるが、6施設にプ

ラスする建物構想は考えられないのか。 

 4つ、その建物等の規模については、何ら規

制はないのか。 

 以上、お聞きをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) まず、ＩＲ整備

法の目的の中で、事業収益で財政改善に充てる

ということが規定されているということでござ

いますけれども、この財政改善の規模等につき

ましては、今国会における法案審議の中でも議

論がなされているところであります。 

 しかしながら、どの地域にどの程度の規模の

ＩＲが整備されるのかわからない状況であると

いうことで、現在のところ、国においても、ど

の程度の事業収益となるかの試算はなされてい

ないとお聞きをしております。 

 次に、長崎ＩＲの施設についてのお尋ねでご

ざいますけれども、特定複合観光施設区域整備

法案、いわゆるＩＲ整備法案の第2条におきま

して、ＩＲ施設とは、議員ご指摘の国際会議場、

それから展示場、そしてショーケースと言われ

－ 46 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第７日目（６月１９日） 

－ － 47 

ます観光の魅力増進施設、それからゲートウェ

イと呼ばれております送客機能施設、そして宿

泊施設、これらから構成される一群の施設とい

うことになっております。民間事業者により一

体として設置、運営されるものと規定をされて

おりますので、区域認定のためには、これら全

ての整備をする必要があるというふうに考えて

おります。 

 なお、長崎ＩＲ基本構想有識者会議取りまと

めの中では、会議場、展示場施設は国際競争力

を持つ施設機能を有する、我が国を代表する規

模のコンベンションホールと、スポーツ、コン

サートなどの開催可能なイベントホール、観光

の魅力増進施設は、海外との交流を通じて発展

してきました九州の歴史、文化、伝統を体験で

きるような施設、そういった各施設整備の方向

性が示されているところでございます。 

 次に、事業者の構想とユニーク・マリンＩＲ

のコンセプトとの関係についてのお尋ねでござ

います。 

 ＩＲ事業者によるさまざま提案等をいただき

ながら事業を進めてまいりますので、ＩＲ事業

者の独自の構想も伺いながら、それにあわせま

して、本県や九州の有する歴史、東アジアとの

深いゆかりといった特徴を活かした魅力ある

ＩＲの実現というコンセプト、そういったもの

をお示しし、事業者の構想とこのコンセプトの

すり合わせを行いながら、そして具体的に区域

整備計画の策定につなげていくということで考

えております。 

 それから、建物の規制等に関するお尋ねでご

ざいますけれども、ＩＲの中核施設の規模等や

カジノ施設の面積制限につきましては、今後、

政令等で定められるというふうに伺っておりま

す。また、土地、建物にかかる現行法令による

規制もございますけれども、そのような規制も

踏まえながら、今後策定する区域整備計画の中

で具体的に検討をしてまいりたいというふうに

考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) 次に、3番のカジノ規

制については、日本人等の入場回数を連続する

7日間に3回、連続する28日間で10回に制限とあ

るが、カジノ規制の項目で、特に県が関与する

ことが想定されるのかどうか。 

 4番は、入場料、納付金等について、お聞き

します。 

 日本人等の入場者に対し、入場料、認定都道

府県等入場料としてそれぞれ3,000円、24時間

単位を賦課とあるが、このことは、国、県、お

のおの3,000円、合わせて6,000円を徴収すると

いうことか。 

 次に、カジノ事業者に対し国庫納付金、カジ

ノ行為粗収益（ＧＧＲ）の15％及びカジノ管理

委員会経費負担額、認定都道府県等納付金、

ＧＧＲの15％の納付を義務づけとあるけれども、

これは長崎県に対して入場料の3,000円、粗収

益（ＧＧＲ）の15％が入ってくると理解してい

いのかどうか、これは確認をしておきたいと思

います。 

 次に、都道府県等は、納付金に相当する金額

を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興

に関する施策、その他の法の目的等を達成する

ための施策、並びに社会福祉の増進及び文化、

芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てる

ものとするとなっているわけですが、県は、こ

の納付金をどのようにして使おうと考えている

のか、どこに使うのか。いわゆる県単事業に充

てるものと解釈してよいのかどうか。 

 また、ハウステンボス企業がある佐世保市等
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の関係は県の独自性にゆだねられるのか、留意

する必要があるものと思う。やはり種々につい

て協議しておく必要があると思うので、県の見

解を聞いておきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) まず、カジノの

規制の項目で、特に県が関与することが想定さ

れるのかというお尋ねでございますけれども、

ＩＲ整備法案の中で、有害な影響の排除を適切

に行うための施策を策定して、それを実施する

責務を有することが地方公共団体の責務として

規定をされているところでございます。国、事

業者等の役割分担がそこではあるということで

はございますけれども、県、市についても、こ

ういった規制の中で、規制を実施するカジノ事

業者を監督するようなことも含めまして関与が

出てくるものというふうに考えております。 

 次に、入場料についてのお尋ねですけれども、

日本人の入場料に対しましては、国が徴収しま

す入場料と、それから都道府県等の入場料とし

て、それぞれ3,000円ずつ、合わせて6,000円が

徴収されるということになっております。こち

らにつきましては、合わせまして国が一旦徴収

をいたしまして、そして都道府県の入場料部分

に相当します部分を県に対して支払うというふ

うな形になっております。 

 次に、納付金についてのお尋ねでございます

けれども、納付金につきましては、ＩＲ整備法

の第193条に、カジノ行為の粗収益の100分の15

に相当する額の認定都道府県等納付金が定めら

れております。この納付金につきましては、法

案第232条に、観光振興、地域経済振興、社会

福祉増進及び文化、芸術の振興に関する施策に

必要な経費に充てることが定められているとこ

ろでございます。 

 さらに具体的な使途につきましては、今後、

事業の計画を、（発言する者あり）具体的な事

業に活用していくかについては、今後まだ検討

をしていくということで考えております。 

 それから、この納付金につきまして、佐世保

市等との関係についても留意する必要があると

いうふうなご指摘でございますけれども、この

点につきましては、ＩＲの誘致、整備につきま

しては佐世保市と一体となって進めてきている

ということがございます。具体的には今後どう

いった形でその関係を考慮していくかについて

は、今後の課題というふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) 時間がないので先に進

みますけれども、質問を聞いておってください

よ、ちゃんと事前に通告しているんだから。 

 次に、与党ＩＲ実施法の内容について、お聞

きをいたします。 

 カジノ施設の規模について、ＩＲ施設の延べ

床面積の3％以下に制限するとあるけれども、

この法からすると、カジノ施設面積を仮に

1,500坪とすると、ＩＲ施設の延べ床面積は5万

坪となる。3,000坪とすると、延べ床面積は10

万坪となる。3％しかできないんですよね、カ

ジノはね。間違いないことなのか、確認してお

きたいと思います。 

 中核施設の案件基準については、日本型ＩＲ

としてふさわさしいものとする。我が国を代表

することとなる規模等であることを政令等で規

定するとあるけれども、日本型ＩＲとして具体

的な内容を把握しているのかどうか。 

 ＩＲ区域総定数の見直しについては、最初の

区域認定後7年経過後とするけれども、もしも

の時は再チャレンジする意思はあるのかどうか。 

 最後に、開業するまでのプロセスについて、
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想定されるＩＲ区域認定数の上限のもとで、申

請認定のプロセスを2回行うことを検討すると

あるのはどういうことか。 

 4点について、お聞かせください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) まず、カジノの

規模についてのお尋ねでございますけれども、

カジノ施設の規模につきましては、ＩＲ施設の

敷地ではなく、建物の延べ床面積の3％に制限

することが、与党ＩＲワーキングチームで合意

に至っており、法案第41条第1項7号により、政

令に委任される見込みになっております。ご指

摘のとおり、延べ床面積の3％ということでご

ざいます。 

 2点目に、日本型ＩＲということについての

具体的な内容を把握しているかというお尋ねで

ございますけれども、日本型ＩＲということに

つきましては、カジノ施設だけではなく、観光

先進国にふさわしい集客施設が一体的に整備さ

れたものということで考えられております。規

模等に関わる具体的な内容はまだ示されていな

いところではございますけれども、こういった

考え方のもとでカジノ、それから5つの施設、

これらを一体的に整備していくということで、

具体的な検討に向けて、さらに情報収集に努め

てまいりたいと考えております。 

 それから、再チャレンジについてのお尋ねで

ございますけれども、認定区域整備計画につき

ましては、今回、平成32年から3カ所というこ

とで予定をされておりますけれども、その後、

7年を経過した後にその見直しがされるという

ことになっております。現在におきましては、

まず対象の3カ所のうちの1カ所に選ばれるとい

うことに全力を傾注してまいりたいと考えてお

ります。 

 それから、開業するまでのプロセスについて

のお尋ねでございます。 

 これは、ＩＲ区域の認定数の上限が3カ所と

いうことで考えられておりますけれども、その

申請・認定のプロセスを2回行うということが

検討をされております。 

 これは、申請主体となる都道府県等の準備の

状況に応じて、全国3カ所の認定数のうち、最

初の認定を1ないし2カ所とし、1年から1年半の

期間をあけて、残る2ないし1カ所を選ぶという

ことも検討されるということで聞き及んでいる

ところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) (2) ハウステンボス企

業との整合について。 

 現状のハウステンボス企業及び周辺について、

あらあら述べてみたいと思います。 

 スタート時のハウステンボスの概要は、開発

総面積は152ヘクタール、46万坪、施設内面積

は120ヘクタール、36万坪、うち駐車場等が32

ヘクタール、10万坪弱、マイカー8,000台、団

体バス200台、宿泊専用300台。総投資額2,204

億円、1期工事。運河が全長6,000メートル、幅

20メートル。マリーナが173隻、ホテル客室数

は5ホテル875室、住宅250戸、別荘、コンドミ

ニアムでありましたが、現在は、ホテルオーク

ラ、日航ホテル、山側のマンション6棟及び駐

車場、ＪＲＡ競馬場外馬券場及び駐車場、防衛

施設、米軍住宅用等に割譲ないし貸付等の結果、

施設内面積は30万坪以下に減少していると思わ

れます。 

 人口集積としては、観光客数が1日平均8,000

人内外、ホテルオークラ、日航ホテル、ＪＲＡ

を含んでですね。従業員数が1,500人内外。土

曜、日曜は、ＪＲＡへのお客が1,000人程度集
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まってくると。1万人以上のお客が集まってく

るわけですが、ほかに定住人口として別荘、コ

ンドミニアム、山側のマンション6棟（学生寮

を含む）、米軍住宅等2,000人内外の定住人口が

あると。 

 概ね、常時1万人以上、1万2,000人内外の昼

間人口が想定されるうえに、ＩＲ関係で毎日

2万人程度の人出があると思うと、概ね3万人の

まちができ上がるわけですね。大変うれしい現

象であるが、周到な準備が必要と思っておりま

す。 

 ここで、想定されるハウステンボス内のＩＲ

候補区域について考えてみたいと思います。 

 現在考えられているのは、1番のロッテルダ

ム駐車場約4ヘクタール、2番の第1・第2駐車場

約10ヘクタール、3番のＪＲＡ駐車場及びアー

トガーデン約20ヘクタール、合計34ヘクタール、

10万坪強と思いますが、私は、この案には無理

があると思っております。 

 なぜならば、現在の30万坪の敷地のうち3分

の1、10万坪以上が割譲されるとなると、今後

のハウステンボスの企業経営にも影響が出てく

ると思います。 

 加えて、中心となるカジノ施設がＪＲＡの駐

車場となるとすると、すぐには動けない欠点が

ある。将来展望は開けないと思います。 

 それではどうすればと考えた場合、想定され

る約10万坪のうち、ハウステンボスで半分の5

万坪、県も半分の5万坪程度を用意する責任が

あると思います。 

 県の用意する5万坪については、1のロッテル

ダム駐車場の海側、接点となる土地の長さは約

350メートルありますので、海側へ500メートル

程度広げると、これは南部漁協に相談しなきゃ

なりませんけれども、350メートルの500メート

ルで17万5,000平米は5万坪以上となり、うち1

万坪程度は埋め立ての必要性はあると思います

けれども、ぜひＩＲ業者と相談して、残りは海

上構築物で賄う方法はどうでしょうか。 

 中心となるカジノ施設をどこにもってくるか

というのは、大きな問題なんですよ。海上を含

む大村湾沿いが最適と思います。しかし、これ

はもう私案ですので、私の考えですので、検討

はしていただきたいと思いますが、答弁は近い

将来に残しておきたいと思います。 

 また、ハウステンボスの用地5万坪の提供に

ついても、ロッテルダム駐車場及び第1・第2駐

車場では足りません。第3駐車場、第4駐車場の

下段程度は追加しなければならないと思ってい

ます。 

 ここで答弁をお願いしたいのは、以上、種々

述べたごとく、ハウステンボスと、今回長崎Ｉ

Ｒ構想の窓口となる主役、県は主役なんですよ

ね、主役となる県当局がじっくり話し合って結

論を出さなければ準備が進まない。今後、合意

を求めて検討を進めていただきたいと思います

けれど、どうなっているのか。 

 もう一つは、「県・佐世保市・ハウステンボ

ス協議会」は、どうなっているのか。ＩＲ区域

の決定、区割り、役割分担、早急に決定すべき

と思いますが、県の見解をお聞きしておきたい

と思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) このＩＲ構想を推進する

場合に、関係者間の情報共有、そして方向性の

協議等は必要不可欠なものと考えているところ

であり、既に推進協議会、そしてハウステンボ

スの間で常時、調整、決定すべき課題等につい

ては継続的に協議を進めてきているところであ

ります。 
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 先般も民間の事業者から具体的な提案等をい

ただくＲＦＩを実施いたしましたけれども、そ

の際にも、一応提示すべき内容等についてはハ

ウステンボスとも協議のうえ、提案を求めてき

たところであります。 

 今後、構想が具体化するに即して、引き続き

ＲＦＣ、ＲＦＰといった、より計画の具体化に

向けた手順を踏んでいかなければならないと考

えておりますが、やはり国内の各候補地との競

争に何としても勝ち残っていかなければならな

い。そのためには、いかに魅力的なＩＲ施設を

整備するかというのが大切でありますので、選

択肢としては、より提案の内容を審議しながら、

有利な内容を選択していく必要があるものと考

えているところでありまして、先ほどもお答え

いたしましたけれども、その候補地としては、

今、ロッテルダム駐車場、第1・第2駐車場等を

含めて考えているところであります。 

 これから民間事業者等の選定手続等に進んで

まいりますけれども、その前に個々の事業者の

構想などを具体的に聞いて、競争性の高い構想

を練りあげていかなければいけないと考えてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) どうも私の感触では、

県とハウステンボス間も若干ぎくしゃくしてい

る感じで、進展しているとは思えない。これは

私の感じですけれどもね。 

 そこで、坪数をどうするかと、総面積をどの

くらいにするのかと。5万坪で済むのか、10万

坪ぐらい要るのか。ここら辺は他の候補地との

関係もありますが、5万坪とすると、ハウステ

ンボスの今のロッテルダム駐車場と第1・第2駐

車場、及びそこら辺で済むわけですけれども、

やはり10万坪ぐらいほしいとなると、県がそれ

相応の責任を果たさなきゃいけないということ

だと思います。 

 そこで、ＩＲ企業の応募に対して、早く面積

を提示して、場所を提示して、青写真を出して

もらって、3～4者程度に絞ってでも、ぜひそれ

をやらなければ先に進めない。なぜかというと、

インフラ整備があるんですよ、ハウステンボス

の中にだって。そういう感じを持っています。 

 長崎ＩＲは、先頭を走ってこそ栄冠があるん

ですよ、1番を走ってこそ。遅れれば遅れるほ

ど、私は、どうも無理な感じがするなと思って

いますので、周辺のインフラ整備も含めて、何

しろ決定を早くしてほしいと。場所の設定です

ね。ぜひお願いしておきたいと思います。これ

は答弁は要りません。 

 (3) ハウステンボス周辺の交通アクセス整備

について。 

 まず一つ、先ほど言ったＩＲ区域設定におけ

る問題点があるわけですね。カジノをどこに、

中心となるカジノをどこに設定するか。私は、

ロッテルダム駐車場ないし大村湾に向かって、

海を利用するというのが一番いいんじゃないか

と思っているんですが、ここをもしやるとする

と、工事用道路が必要なんです。将来はＩＲ施

設への進入道路となるわけですけれども、早岐

瀬戸側へ約10メートルぐらい拡張してでも、護

岸道路の約1,700メートルの整備をしなければ

工事はできません。 

 現在ある市道は、生活道路です。別荘地、コ

ンドミニアム、ホテルオークラ、またハウステ

ンボス駐車場への進入道路であり、併用するに

は無理がある。ロッテルダム駐車場も使えなく

なるんですよ、もし一番奥の方を使えるとなる

とですね。そういう問題も出てくる。 

 次に、ハウステンボス第1・第2駐車場は、使
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うことは大体合意できていると思うんですけれ

ども、ここは真ん中に分断している県道ハウス

テンボス線があるんです。この県道ハウステン

ボス線を山側へ移設しないと、ここは使いづら

い。約600メートルほどでしょうか。移設用地

は確保できるものと思いますので、これは検討

していただかなきゃならんと思います。 

 この県道については、市道の時は交通量も少

なかったのですが、パールラインが完成して市

道から県道に変更した。その時もハウステンボ

スからは移設が要望されたんです。ただ、交通

量の増加とともに、今度はこれプラス残りの

1,500メートル程度の県道ハウステンボス線も

部分改良の必要があると、これは検討すべきで

あると思います。 

 しかし、一番お願いしたいのは、残るハウス

テンボス周辺道路につきましては、まず針尾バ

イパスですよ。4車線の完成が待たれるわけで

すが、江上交差点の立体交差、新早岐瀬戸大橋

の拡張、長崎国際大学前のランプの改良、それ

から終点となる塔の先交差点の大改良。なぜ大

改良と言うかといいますと、これはもう30年近

くなるんですが、開通時より用地確保ができな

くて遅れていた場所があったんです。用地がよ

うやく確保できましたので、大改良をお願いし

なきゃいかん。 

 加えて、ハウステンボス駅前まで延長して、

4車線の確保が必要じゃないかと。なぜならば、

ハウステンボス駅前の改良等が必要と思われる

からです。 

 もう一つは、針尾橋です。 

 これはハウステンボスをつくった時に、追加

して2車線つくりました。4車線になっています。

しかし、それでもやはり、宮方面から来る道路

の対応としては、車の対応としては、新しい橋、

歩道をつくることが必要と思われます。これは

海岸線を通って、一番奥のロッテルダムに直接

通じる道路になるということです。ぜひ検討方

をお願いしておきたいと思います。 

 鉄道については、ハウステンボス駅の改良、

プラットホームも8両編成車両に改良する必要

があるわけですね。 

 お願いしたいのは、武雄－ハウステンボス間

の速度130キロへの改良であります。今、博多

―ハウステンボス間が1時間50分はかかり過ぎ

です。新幹線が4年後に開通したとしても、新

嬉野からハウステンボス間のバイパスでもでき

なければ、時間短縮効果は見込めない。将来、

フル規格が完成しても、現在のスキームならあ

まり期待はできないということを言っておきた

いと思います。 

 海からの航路については、長崎空港－ハウス

テンボス間を30分で結ぶことを調整すべきであ

る。今は50分かかっています。30分程度の往復

航路となるので、これは関係する漁協との合意

はぜひ必要と思われます。また、航路の内容次

第では、県営のマリーナの移設も議題に上って

くるものと思っています。 

 以上のことにつきまして、県の見解があれば、

お聞かせ願いたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) ＩＲ誘致に伴うハウ

ステンボス周辺の道路整備についてのお尋ねで

ございますが、国道205号は、佐世保市内や長

崎空港からハウステンボスへのアクセス道路で

あり、ＩＲの整備に伴い、さらに重要度が増す

ものと考えております。 

 現在事業中の針尾バイパスについては、江上

交差点の渋滞解消に向け、平成31年度完成を目

標に立体化工事が進められるとともに、引き続
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きハウステンボス入口交差点まで4車線化が図

られるものと考えており、早期完成を国に働き

かけてまいります。 

 また、ＩＲ施設への進入道路など周辺の道路

整備については、ＩＲの計画を前提とした必要

な交通インフラに関して、関係機関と調整を図

りながら検討を進めてまいります。 

 次に、県営マリーナの将来的な移設について

のお尋ねですが、県営マリーナにつきましては、

ＩＲの開発計画がある程度定まった段階で、移

設が必要かどうかについて検討してまいります。 

 なお、既存施設は静穏な海域に整備してあり、

立地条件が非常によい状況ですが、隣接する区

域が埋立てとなった場合でも、30メートル程度

の航路幅が確保できるのであれば、既存施設の

活用もできるのではないかと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) ハウステンボス

周辺の交通アクセスの整備のうち、ＪＲ佐世保

線にかかる武雄－ハウステンボス間、それから

航路における長崎空港－ハウステンボス間の整

備についての考え方でございますけれども、

ＪＲ佐世保線の輸送改善については、平成27年

度の基礎調査の結果を踏まえまして、昨年度、

県と佐世保市が共同で在来線の高速化にかかる

課題など、さらに精査を行う深度化調査を実施

いたしました。この調査では、武雄温泉駅から

佐世保駅間において、曲線改良や構内改良等を

行った場合における複数の整備案を作成し、概

算事業費や概算工期、時間短縮効果を算出した

ところでございます。 

 県としては、調査結果をもとに、今後、佐世

保市やＪＲ九州とともに、在来線の高速化にか

かる整備の方向性について議論を深めてまいり

たいと考えております。 

 また、ＩＲにかかる二次交通アクセスとして、

長崎空港とハウステンボス地域を結ぶ航路は非

常に重要な移動手段の一つであるというふうに

認識しております。これまでも航路の整備につ

いては、ハウステンボスや関係者と議論をして

きた経過もございますが、今後どのような運航

形態が可能であるのか、航路事業者のご意見も

さらにお聞きしながら、検討を進めてまいりた

いというふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) ＩＲについて、若干総

括しておきたいと思うんですけれども、まず、

指定を受けると15％の粗利益、ＧＧＲの15％が

長崎県に入ってくる。年間100億円、毎年入っ

てくるのも夢じゃないんですよ。よそは200億

円ぐらい入ってくるでしょう、倍ぐらいですね。

3カ所で年間300億円か500億円ぐらいの収入が

なければ、国も一生懸命にならないでしょう。

逆算すると、500億円、長崎型がもうかるとす

ると、利益が上がるとすると15％、75億円入っ

てくるわけです。それに入場料の3,000円も県

に入ってくるわけですよ。こんな制度は、今ま

で日本の国にないんですよ。行政の中で、国と

県の間で、地方の間で。これはもう絶好の財務

を改善するチャンスなんですよ、長崎県は金が

ない、金がないと。だから、頑張ってほしいと

いう話なんですけれどもね。 

 立候補しているのは、長崎県ですからね。ハ

ウステンボスが立候補しているわけじゃないん

ですからね。ＩＲ構想は、長崎県が立候補して

国に手を挙げているわけですから。やはりそこ

は責任は県にあるわけですよ、最終的にはね。

だから早急に、県が責任をもってまとめて、ど

んどん、どんどん先に進んでほしいと。 

 ＩＲ業者を集めて、これだけの面積でどうで
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すかと、いい案が出ませんかと、コンペでもや

って、そこの中で立派なものをつくりあげて国

とやっていく。 

 指定までに2年ぐらいかかるでしょうね。そ

れから1年ぐらいは国との折衝があるでしょう。

3年ぐらいのうちには事業がスタートする。そ

の3年のうちにやらなきゃいかんインフラもあ

るんですよ。これは先行投資してでもやらなき

ゃいかん。 

 それから3年で開業という大体の流れですが、

長崎ＩＲの場合は、2年で開業できるんですよ、

やろうと思えばね。インフラの整備ができてい

れば。なぜか、ハウステンボスができているか

ら。よその地域に比べると、1、2、3ぐらいス

タート、進んでいるんですよ。そういう意味か

ら、ぜひ成功してほしいと。 

 九州で一つですよ。九州の代表ですよ。そう

いう意味から、最後に知事の決意のほどの見解

を、このＩＲに関してお聞きしておきたいと思

います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) このＩＲ構想が実現いた

しますと、経済効果、雇用創出効果、あるいは

交流人口の拡大効果等、さまざまな効果が期待

できるところであり、また、財政的にも一定の

財源が増加してくるという形になってくるもの

と考えているところであり、やはりこれからの

厳しい地域間競争を勝ち抜いて、何としても第

1次の認定が得られるように、引き続き全力を

注いでいかなければならないと考えております。 

 ただ、その前提として、先ほど来ご議論をい

ただいておりますように、区域の設定をどうす

るのか、施設の配置をどうするのか、併せてま

たアクセスが一番大きな課題になってくるもの

と考えているところでありまして、さまざまな

陸海空アクセスをどのように改善していくのか、

そういった観点からも具体的な課題の検討を進

めて対応策を構築していく必要があるものと考

えているところであります。 

 これからも、この構想が九州全体の構想とし

て前進できるように、関係者の理解を得ながら

全力を注いでまいりたいと考えているところで

あります。 

 地元佐世保市、経済界の皆様方とも情報を共

有しながら、そしてさらに、これからはできる

だけ早く、ＩＲ事業者の提案を待って、構想を

一刻も早くまとめて、本県らしい構想を練りあ

げていかなければならないと考えているところ

であり、全力を注いでまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) 知事には理解していた

だいていると今の答弁でわかりましたけれども、

県にもいろいろなセクションがありまして、特

に、土木等々で先行投資しなきゃいかんという

ようなことになると、いや、決まってからでい

いじゃないかと。 

 決まってからじゃ遅いんですよ、インフラ整

備をするのはね。いろいろと法の整備があって、

簡単にできないでしょう。海をちょっと埋める

だけでも、いろいろと環境アセスから何からや

らなきゃいかん。だから、先手、先手でぜひ進

めてほしいなということであります。県が一丸

となって、九州の代表として、このトップを走

ることができるように、ぜひお願いをしておき

たいと思います。 

 2、新幹線西九州ルートについて。 

 (1) 佐賀県の同意取り付けの可能性について。 

 ①新幹線効果が見込めない事業費負担に無理

がある。 
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 佐賀県は、ここ30年間、新幹線効果は見込め

ないと、新幹線をつくっても新幹線効果が見込

めないと。もう一つは、事業費の県負担が無理

であると、こういう理由で、フル規格導入につ

いて、同じ土俵に上ってきてくれない。同じ土

俵に乗ってくれない状態が続いている。国への

共同陳情要請に応じてもらえない。やっぱり一

緒に行って国と当たらなければ、うまくいきま

せんからね。そういう実態が続いていると思う

が、私はそういう認識をしているんですよ。佐

賀県が、なんで30年間、新幹線効果が見込めな

い、事業費県負担に無理があると。しかし、こ

れが覆せなければ、西九州ルートの先行きが見

えてこないわけですからね。 

 県の認識と、どういう動きをしているのか、

お聞きをしておきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 本年3月の国の

試算におきましては、フル規格による佐賀－新

大阪間の所要時間は、直通運行により2時間44

分とされまして、平成34年度の暫定開業時と比

較して30分の時間短縮となり、武雄温泉や嬉野

温泉においては、それ以上の短縮効果が見込ま

れております。 

 このような利便性の向上により、これまで以

上に大幅な交流の拡大が図られることとなるた

め、収支改善効果についても年間で88億円と非

常に高い数値が示されているものであり、佐賀

県においても新幹線の整備効果を有するものと

考えております。 

 その一方で、フル規格で整備した場合、佐賀

県における地元負担が大きな課題となっている

ことは認識をいたしております。 

 そのため、県としましては、新幹線整備が国

家プロジェクトであり、国が開発を進めてきた

フリーゲージトレインの導入が困難になったと

いう特殊事情を踏まえまして、まずは国の責任

において議論を進め、地元負担軽減のために高

い収支改善効果を活かした貸付料の活用を図る

など、幅広い財源の確保について要請をしてい

るところでございます。 

 そういったことで、佐賀県の財政的な負担の

軽減、そういったことも含めまして検討を要請

しているところであり、今後もあらゆる機会を

とらえて政府・与党に対して本県の考えをしっ

かり訴えてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) 30年間、いろいろと答

弁もいただきましたけれども、聞き飽きたよう

な感じもしますね。30年進まないわけですから

ね。私は、平成3年、4年からずっと関わりを持

ってきましたけれども、佐賀県はがんとして新

幹線効果が見込めないと、事業費の負担を負え

ないというようなことなんですね。 

 だから、やっぱり発想の転換を若干図らなけ

ればいかんのじゃないかなと。ただ、事業効果

はいろいろあると言ったって、佐賀県がないと

言っているわけだから、ないと言っている人を

どうやって説得するかということを考えなきゃ

いかんわけですね。 

 ②現スキームの工事は31年、32年、33年で終

わるが、その後どうするのか。 

 現スキームの工事は31年、32年、33年で終わ

ってしまうわけですね。その後、鉄道・運輸機

構は九州から撤退してしまうんでしょうかね。

撤退してしまうと、あとは簡単にいかないと思

いますね。多分、小浜－新大阪の北陸ルート等

に力が注がれると思う。だから、どう今後取り

組んでいけばいいのかというのは、やっぱり長

崎県は総力を挙げて考えなきゃいかんなという
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気でおります。 

 ここでちょっと私なりの話をさせていただこ

うと思うんですが、先般、ＪＲ九州の初代社長

の石井さんの講演があったそうですね。佐賀空

港経由等が披露されたことを新聞で知りました。 

 30年前、正確には28年ぐらい前かもわかりま

せんが、福岡、佐賀、長崎県とＪＲ九州の4者

協議の中でこのような話があったら、長崎ルー

トもつぶれなかったんですよ。しかし、よく考

えてみると、その時は佐賀空港はまだオープン

してなかったんですね。だから、そういう発言

がなかったのかなと、当時の石井社長からね。 

 がんとして、この石井社長は、当時のアセス

ルートは採算が取れないと、時間短縮効果が出

ないと。長崎ルートをつぶしたのは、この人な

んですよ。ＪＲ九州の初代社長、石井さんなん

です。私は何十回と会いましたから、当時。 

 その人が、今、佐賀空港案はどうだというよ

うなことを話しておられるということで、ああ、

贖罪の意味もあって、今はそういう話をなさっ

ているのかなと思ってですね。残念でありなが

ら、時代は変わってきたなという感じもするん

ですけれどもね。 

 当時、短絡ルートに変更されて、長崎－武雄

間はスーパー特急を走らせるというようなこと

で、後のことは決まってなかったんですね。現

状を見ると、県北地域の選択は何だったのかな

と。苦渋の選択、苦渋の選択と。平成4年の11

月ですからね、県案が決まったのは。そんな感

じがいたします。 

 そこで、せっかく佐賀空港を経由、筑後船小

屋駅で鹿児島ルートと接続するスキーム案が出

てきたわけです、この石井さんから。しかし、

よくよく考えてみると、この考え方は私自身は

評価しているんです。 

 なぜかといいますと、久留米、筑後船小屋か

ら長崎に来るわけですね。そうすると、久留米

地域、筑後船小屋の八女市とか大牟田市、大川、

柳川あたりをひっくるめてお客として想定でき

るならば、これはまたそれとして一つの方法か

なと。 

 プラス、これはＪＲ九州がやってもらわなき

ゃいかんのですが、鹿児島発、熊本、船小屋経

由、空港から、武雄から長崎に行く。鹿児島発

熊本経由長崎着のこういうルートが新幹線でで

きれば、これは大変なプラスの要素が考えられ

るなという気が、私は、この前、新聞で見てか

ら、そういう感じがしているんですよ。鹿児島

県、熊本県、宮崎県も含めて長崎行きができる

わけですからね、新幹線が鹿児島発長崎着にな

れば。船小屋経由でいけば。鳥栖経由ではちょ

っと無理があった。船小屋経由なら自然ですね。

そういう感じがするわけですね。 

 だから、久留米、大川、柳川、大牟田、八女

市等々の周辺の人口を入れると、佐賀市20万人

より、3倍ぐらいの60万人ぐらいの人口集積が

ありますからね、久留米の周辺は。効率のよい

ルートではないのかなと、真剣に考えてみる必

要もあるなと。 

 しかし、これはあくまで現スキームの佐賀経

由が断念させられた時に、こういう検討をすべ

きだと私も思いますので、答弁は要りません。

しかし、そういうことも考えられるなと。筑後

船小屋から久留米を通って博多に行く。鹿児島

から長崎まで来る。これができると、これは大

変なプラスとなる。 

 また事業費負担についても、これをやると福

岡県に3分の1程度は負担してもらえるんですよ。

筑後側の関係で3分の1は福岡県、残りを佐賀県

が負担すると。長崎県も、鹿児島～長崎ルート
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ができるならば、若干の負担も耐えられるので

はないかというような感じがします。これはし

かし、あくまでも田中私案ですので、答弁は要

りません。（発言する者あり）私の案ですから

ね。 

 しかし、本当に最後のチャンスだという認識

だけはしてほしい。西九州ルートが生き残る最

後のチャンス。このチャンスを逸すると、鉄

道・運輸機構もなくなり、北陸ルートがどんど

ん進んでいく、北海道ルートも進んでいく、向

こうは莫大な金が要りますからね。だから、最

後のチャンスでいろいろなことを考えてもいい

んじゃなかろうかなと。 

 始点、終点だったんですよ、当時の案はです

ね。佐世保経由を外してもいい理由は、いや、

長崎と博多さえ確保すれば、途中はいいんです

よというのが当時の考えだった。だから早岐は

外されたんです、新佐世保駅は。そういうこと

もありますので、ひとつ考えてほしいなと。 

 佐賀県に肥前山口駅もつくっていいんですよ。

佐賀空港駅もできる。福岡県には大川・柳川合

同駅ができるし、筑後船小屋駅、久留米駅、大

牟田駅等々も利用できる。乗り入れができるわ

けですからね。 

 加えて、佐賀空港の利用について言うと、鹿

児島県から熊本県から、久留米周辺の利用客が

佐賀空港に来られるんですからね、新幹線が1

本走っていると。これは私なりにいい案だなと

思っているんですけれどもね。時間の関係もあ

りますので、次に進みたいと思います。 

 3、佐世保市の長年の懸案事項の一つ前畑弾

薬庫の針尾島移転について。 

 ①進捗状況、いつ具体的な工事着工が見込め

るのか。 

 平成10年から平成29年までの20年間の実情、

内容については、調査とか実験の名目で15億円

以上の予算が投入されているんです、もう。こ

の前畑の移転に関してはですね。しかし、いま

だ先へ進めない。 

 今後、基本設計、環境影響調査、実施設計に

4～5年かかるとして、5年後には埋立て承認、

埋立て、施設整備工事等が進むものと思ってい

ます。もう7年ほどかかっていますから、5年後

には間違いなく進むんじゃないかと。県当局の

具体的な情報はないのか、お聞かせ願いたい。 

 ②安久ノ浦湾の埋立について。 

 地上を覆う形の弾薬庫と聞くが、安久ノ浦湾

は約20万坪の広さがあるんです。その埋立て土

量はどの程度になるのか。併せ情報があれば、

お聞きしておきたいと思います。よろしくお願

いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 危機管理監。 

〇危機管理監(豊永孝文君) お答えいたします。 

 前畑弾薬庫の針尾島移転の進捗状況と、いつ

具体的な工事着工が見込めるかについてでござ

います。 

 国におきましては、平成23年の返還合意以降、

米海軍針尾島弾薬集積所の周辺海域を含む地質

調査等の各種調査を概ね終了し、平成28年、平

成29年度で移設先である針尾島弾薬集積所の弾

薬庫等の配置検討を、また、今年度と来年度の

2カ年で工事用道路や埠頭等の配置検討と各施

設の配置計画に関する米側との協議を深化させ

ていくと伺っているところでございます。 

 それ以降の予定といたしましては、基本設計、

環境影響評価、実施設計等を行ったうえで工事

に着手するということになりますが、安久ノ浦

湾の埋立面積がかなり大きいということもござ

いまして、環境影響評価に相当の期間を要する

と想定しており、現時点におきましては、埋立
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て工事の着工時期についてはお示しできる段階

にないと伺っているところでございます。 

 次に、安久ノ浦湾の埋立てにどのくらいの土

砂が必要になるのかとのお尋ねでございますが、

国におきましては、先ほど答弁いたしましたと

おり、現在、工事用道路や埠頭、弾薬庫等の基

本的な施設の配置について米軍との協議を進め

ているところであります。 

 必要となる埋立て面積につきましては、その

配置、協議の結果、主として火薬庫の弾薬保管

量等になると思いますが、そういった結果によ

って決定されるということから、現時点におい

ては埋立てに必要な土砂の量についてお答えで

きる段階にはないというふうに伺っております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 田中議員―42番。 

〇４２番(田中愛国君) この前畑弾薬庫の針尾

島移転というのは、佐世保市の至上命題なんで

す。もう50年ぐらい前からですよ。そうしない

と、佐世保湾は使えないんです。有効活用がで

きないということで、残念ながら、いつ、どう

なるかわからないというような話も聞くんです

が。 

 ③50万坪～60万坪の大工業団地ができる。 

 一つ、私が懸念しているのは、多分、この安

久ノ浦湾、20万坪的なところに、からにして潮

を抜いて、つくって跡を覆うと、この土量が大

変な量になるのでね。一時期、五島あたりで山

を2つ3つ買って、それを持ってこなきゃいかん

な、なんて話もあっていました。だから、埋立

ての土量次第では、本当にどう先行きが見通せ

るかわからない。 

 ここで県は、助け舟を出してみないですか。

どういうことかといいますと、安久ノ浦の周辺

で100万坪ぐらいありますよ、山林が。昔、ゴ

ルフ場計画なんかをしたところもあるしね。だ

から20万坪で15メートルないし20メートルとす

れば、大変な量の土が要るけれども、100万坪

ぐらいの周辺を持っていくと解決するわけです

よ。 

 そうすると残るわけですね、土地が。100万

坪近い平地が。これは県の工業団地にもできる

なと。100万坪は無理にしても、半分の50万坪

にしたって、ちょうど針尾工業団地が50万坪と

いうことで、昭和40年代後半、ずっと動いてき

たんです。それが今はハウステンボスになって

います。新たに50万坪ぐらいの工業団地が割安

でできるんです。この造成費用は、極端に言う

と防衛省が出すような感じですからね。 

 ④早岐射撃場（陸上自衛隊が現在も使用中）

の相浦移転について。 

 ただ、一つだけネックになるのは、陸上自衛

隊の相浦の早岐射撃場23万坪。若干、そんなに

余計は使っていないと思うんですけれども、特

特会計で昔やったことがあります、海上自衛隊

はね。もし、陸上自衛隊もできるとすれば、県

が中に入って考えたらどうでしょうかね。 

 時間がまいりましたので、終わりますが、田

中私案を幾つも出しましたけれども、ぜひ検討

していただけたらと思います。（発言する者あ

り） 

 終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３２分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 

〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 
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 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君)（拍手）〔登壇〕 改革21、

佐世保市・北松浦郡選挙区選出、山田朋子でご

ざいます。 

 本日は、お足元の悪い中、地元佐世保より多

くの皆様に傍聴においでをいただきました。本

当にありがとうございます。 

 そして、本日が任期中最後の質問となりまし

た。このような機会をいただきました多くの県

民の皆様に心から感謝を申し上げ、県民生活の

一助となるべく、質問をさせていただきます。 

 1、少子化対策について。 

 (1) 知事の基本的な考え方について。 

 知事は、6月8日金曜日の定例記者会見におい

て、本県選出の加藤代議士の「子どもを3人以

上産み育ててほしい」という発言に対し、「違

和感を覚えなかった」、また「何が女性蔑視に

値するのかが理解できなかった」と発言をされ

ました。 

 知事は、長崎県の最重要課題である人口減少

問題に歯止めを何としてもかけないといけない

という強い思いと、地方創生総合戦略において、

2030年には合計特殊出生率2.08を達成しなけれ

ばならないという目標を掲げていらっしゃいま

す。そのような事情や思いの中で、ご自身も今

まで、たびたび結婚式等のお祝いの席で、でき

れば子どもをいっぱいもうけてほしいと発言を

されてきたとのことです。 

 本県の抱える事情や目標を達成したいという

強い思いは、私自身も共有するものではありま

すが、言うまでもなく、そもそも論として、子

どもをつくるか、何人つくるかは個人の意思、

それぞれの家庭での判断で決めるものであり、

何びとであろうとも、子どもを3人以上産んで

ほしいとか、いっぱいもうけてほしいなどは発

言すべきものではないと思います。ましてや、

知事や議員など社会に対し影響を与えかねない

公職者の発言はあってはなりません。 

 そこで、今回の発言に関しての知事の見解を

求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 山田朋子議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 さきの加藤衆議院議員の発言に対する私の記

者会見の際の発言に対する真意についてのお尋

ねでございますが、議員もお触れになられまし

たように、私自身、たびたび結婚披露宴の席に

お招きをいただき、お祝いを申し上げる機会を

賜ってきたところでありますが、その際には新

郎新婦に対して、幸せいっぱいの家庭を築いて

ほしい、そしてできれば子どもをいっぱいもう

けてほしいと申し上げてきた経験があったとこ

ろであり、さきの発言に対して、直ちに違和感

を覚えなかったと申し上げてきたところであり

ますが、これからは、さまざまなご事情やお考

えをお持ちの方々がいらっしゃるという点も踏

まえて、そのような方々にも配慮しながら発言

していかなければならないと、反省を含めて考

えたところであります。 

 今後とも、少子化対策につきましては、県の

総合計画に掲げておりますとおり、県民の皆様

方が希望される結婚・妊娠・出産が実現できる

社会づくりに全力を注ぎ、安心して子育てがで

きるような環境づくりを市町や関係団体と一体

となって進めてまいりたいと考えているところ

であります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 知事はご存じでしょう
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か、長崎県における不妊治療に対する助成状況

を。長崎県の1年間の予算が約7,000億円、県が

行っている不妊治療に対する助成が約1億円、

中核市長崎市、佐世保市で約1億円。2億円とい

う大きなこの数字が物語るものが何だかわかっ

ていただけるかと思います。これは切実に、心

から子どもをほしいと願っている県民がこれだ

けいるということを、知事はご理解をいただき

たいと思っております。 

 今の答弁の中で、今後は、いろんな事情の方

を配慮しながら発言をするというふうにも言わ

れましたし、また安心して妊娠して子育てがで

きる環境を整備していくというふうにご答弁い

ただきました。そちらに知事に対してご期待を

申し上げながら、今後、子どもを産みやすい環

境整備のために、何点か質問をしていきたいと

思います。 

 (2) 「不妊に悩む方への特定治療支援事業」

について。 

 特定不妊治療費助成事業は、平成28年度、制

度改正により、助成の対象年齢に制限が設けら

れ、対象年齢が42歳までとなりました。これに

より、43歳以上の方は対象外となり、保険適用

ではない高額の負担がかかる不妊治療を全額自

己負担で行うことになりました。 

 高齢になると出産に至る確率が低くなること

と、母体や子どもの命や健康面にリスクが高ま

ることは認識をしております。それでも、そう

いうリスクがあっても子どもを産みたいと希望

する方々がいらっしゃいます。 

 そのような方々の切実な思いに応えて、高知

県は、国の年齢制限が設けられた平成28年度か

ら、県単独事業として同様の助成を行い、切れ

目のない支援を行っております。 

 私は、子どもを望む全ての方々が利用できる

助成制度を新たに県単独で設け、支援を行うべ

きだと考えます。ご見解をお尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 国による平成

28年度の制度改正については、妊産婦死亡率や

流産率が加齢に伴い増加することや特定不妊治

療を行っても43歳以上では出産に至る割合が50

回に1回まで低下するなどの最新の医学的知見

等を踏まえて、見直しが行われたものでありま

す。 

 県としても、安全・安心な出産につなげると

いった観点などから、年齢による区分は必要と

考えており、そのため、できるだけ早く治療を

受けていただけるよう、制度周知に努めている

ところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 私には、さまざまな声

が寄せられました。この年齢制限を設けられ、

私はもう子どもを産むことができないんだと悲

しくなり、絶望的な気持ちになり、過度なスト

レスを感じるようになった方のお話や、平成の

現代で、不妊を理由に離婚を強いられた方のお

話も複数寄せられました。年齢制限が設けられ

なかった時は、最高48歳の方が不妊治療の助成

を受けた実績があります。 

 心から子どもをほしいと願う県民がいるのな

らば、少子化対策を強力に推し進めている長崎

県として、県民の切なる思いに応えるべきだと

考えますが、知事のご見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 少子化対策の一環として、

あるいは県民の皆様方が希望される妊娠・出産

の実現のために、不妊治療に対する助成事業を

進めているところでありますが、先ほども担当

部局からお答えをさせていただきましたように、
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いわゆる最新の科学的な知見等を踏まえて、妊

産婦の死亡率あるいは流産率が加齢に伴って増

加すると、そういった現状を総合的に勘案して、

一定国の施策も年齢制限等が設けられたところ

であり、そうした点についても、やはりしっか

りと尊重をしていく必要があるのではなかろう

かと考えているところであります。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今、知事からご答弁い

ただきました。 

 その医学的な見地等々の中で、限られた財源

を効果的に使わないといけないということも理

解をするところではありますが、私は、なぜ、

じゃ、高知県は取り組んでいるのかということ

も理解いただきたいと思います。高知県の知事

は、切れ目なく、子どもを望む人がいるならば

支援をすべきということで、一財を投じて支援

をしております。 

 また、群馬県高崎市も同じように、子どもを

持つことを希望し、治療すれば妊娠のチャンス

が生まれる人を最大限に支援したいと市長も発

言をし、この高崎市に関しては、回数制限も撤

廃をし、年齢制限も撤廃をし、とにかく子ども

を望む方を全力で支援されております。 

 私は、このことはずっと言い続けております

が、継続して今後とも言い続けたいと思ってお

ります。ぜひ、知事に思いが届く日がくること

を期待したいと思います。 

 この助成事業ですけれども、今、局長の答弁

もありました。できるだけ若い方、若い世代に

利用していただきたいということでありました

が、実績を見た時に、もちろん近年の晩婚化も

影響しておりますが、20代後半が7.8％、30代

前半が27.7％、30代後半で45.1％、40歳から42

歳で19％という状況にあります。この数字でわ

かるように、この助成事業を活用される方が30

代後半から利用が多くなっております。 

 そのことを考えた時に、私は、ある思いに至

りました。不妊の定義そのものが余り広く認識

をされていないのではないかということです。 

 私自身も、つい先日までは、自然妊娠を望ん

で3年しても妊娠しなかったら不妊だと思って

おりましたが、現在では、1年自然妊娠をしな

かったら不妊になるということであります 

 そこで、私から提案をいたします。 

 普及啓発のためのカードやポスターの作成及

び妊活フォーラムの開催などをしてはいかがか

と思いますが、ご見解をお尋ねします。  

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) これまで県と

いたしましても、特定不妊治療費助成制度の周

知は、全世帯広報誌ですとか、タウン誌への掲

載など、さまざまな媒体を活用して実施してき

たところですが、議員ご指摘のとおり、不妊の

定義等については、県民にお知らせするという

視点が足りなかったと感じております。 

 今後は、県民の皆様に広く理解していただく

ために、まずは県のホームページに不妊や不妊

治療の説明を追加するなど、できることから実

施してまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 広く不妊の定義を理解

いただきまして、早期にこの助成事業を活用い

ただくように、ぜひお願いをしたいと思います。 

 (3) 子育て支援施策について。 

 ①待機児童対策について。 

 私が去年の11月定例会において、待機児童の

実態について質問をした際、待機児童問題が解

決すべき喫緊の課題であるため、いち早く解決

をしなくてはならないとの認識のもと、局長答
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弁で、今年度中に新たに586名分の定員拡大に

取り組んでいますとありましたが、平成30年の

現在の状況をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 保育所の待機

児童対策につきましては、昨年度中に、実績と

いたしまして545人分の定員拡大を行うなど、

これまでも、市町と連携して保育の受け皿確保

を図ってまいりました。 

 このような対策を講じているものの、雇用情

勢が改善し、就業の機会が拡大していること、

また平成27年度からの制度改正によって入所要

件が緩和され、短時間の勤務など、保護者の働

き方の多様化に合わせた保育所の利用が可能と

なったことなどから、保育の需要が増大してお

ります。そういうことから、現時点において、

待機児童の解消には至っておりません。 

 県といたしましては、国の交付金等を活用い

たしまして、今年度中に定員415人分の施設整

備を行うこととしており、平成31年度までの待

機児童解消を目指してまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今、局長から、新たに

415人分の保育の定員増に向けた取組をしてい

ただくということでありました。平成31年度に

は待機児童解消ということでありますので、期

待を申し上げたいと思います。 

 次に、このように保育園を計画的に整備をい

ただいていることは高く評価し、感謝を申し上

げますが、しかながら、保育所のハード整備だ

けしても、保育園で働く人がいないという現場

の声をよく聞いております。状況はどのように

なっておりますか。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 本年4月1日付

けの保育士の採用状況について、アンケート調

査を行ったところ、予定どおり採用できなかっ

た施設は27％で、職員の勤務ローテーションが

組みにくいなど、厳しい状況はあるものの、配

置基準は満たしており、定員に対する職員は、

ほぼ確保できております。 

 保育士を安定的に確保するためには、特に、

処遇面での改善が必要であることから、これま

でも、実態に即した職員の配置基準の見直しを

含め、給与改善を図ることができるような公定

価格を設定するよう、国に対し要望を行ってい

るところであります。 

 県といたしましては、保育所の管理者向けに、

職員の処遇に関わる意識改革を促すための取組

も含め、今後とも、保育士の処遇改善につなが

る施策を進め、一層の保育人材の確保に努めて

まいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今、局長からも答弁が

ありましたように、配置基準というのが全然実

情に応じておりません。 

 ゼロ歳児、3人に1人、1～2歳児、6人に1人、

3歳児になると20人に1人、4～5歳児で30人に

1人、こういった配置基準では、到底、子ども

の安全・安心を守ることができておりません。

そういった中で、各園がこの加配分の人件費を

園の負担として出しているという状況がありま

す。 

 既に国に対しても要望をいただいております

が、この加配分に対する何らかの補助というも

のも、保育協会の方から毎年要望で挙がってお

ります。国の要望もあわせてですが、こちらの

方も検討できないか、それは子どもの安全・安

心を守るという観点で、私はとても大事だとい
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うふうに思っておりますので、ぜひご検討いた

だきたいと思います。 

 次に、保育士確保に関しては、県内の養成校

卒業生に県内就職をしてもらうための取組や他

県に進学をした学生に長崎県に戻ってきてもら

うための取組として、どのようなことを行って

いるのか伺います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 主に保育士養

成施設の卒業予定者を対象とした保育士確保対

策しましては、平成28年度から、就職合同面談

会と修学資金貸付事業を実施しているところで

ございます。 

 昨年度の合同面談会では、71人が就職につな

がったとの報告がなされており、また昨年度末

卒業した修学資金の貸付対象者64人のうち62人

が県内保育施設に就職するなど、一定の効果を

上げております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 次に、修学支援金の貸

し付け状況について、お聞かせをいただきたい

と思います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 保育士修学資

金の貸し付け状況につきましては、平成28年度

に60件、平成29年度に153件、平成30年度に94

件の貸し付けを行っております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) この貸し付けですけれ

ども、応募者に対して、その貸し付けが全員の

希望にかなっているのかどうか、そのあたりの

応募状況を教えてください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 応募状況と、

それに対する貸し付け状況でございますけれど

も、平成28年度は、応募60件に対して、先ほど

申しました60件貸し付けができておりますが、

平成29年度は、応募が186件に対して153件の貸

し付け、平成30年度は、187件の応募に対して

94件の貸し付けということになっております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 初年度は、貸し付けを

希望する学生に対して100％貸し付けが可能だ

ったけれども、平成30年度は187件に対して94

件という、希望した人の半分ぐらいしか貸し付

けができていないという状況にあります。 

 これは国の基金を活用して、平成32年度まで

の制度とお聞きをしておりますが、私は、これ

は学生の県内定着と保育の受け皿の拡大という

ことで、二重に効果が期待できるものだという

ふうに思っております。 

 基金の中で予算が限られているとは思います

けれども、これを希望する学生に効果的に貸し

付けができる方法、あるいは県が単独でこちら

の不足分を足すなど、そういったことの考えが

できないのか、そのあたりをお伺いしたいと思

います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 保育士修学資

金貸付等事業につきましては、実施主体を県社

会福祉協議会として、国費10分の9、県費10分

の1という有利な国の予算の活用という部分が

ございまして、議員おっしゃいましたとおり、

この制度が平成32年度までで構築されていると

いう状況がございまして、現時点、新たな国の

制度等がない限り、なかなか厳しい状況である

というふうに考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) この修学支援金の制度

は、貸し付けを受けた学生が5年間就職をした
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ら支払いが免除になる制度であります。例えば、

今年で言うと、187人の学生が県内の保育園で

勤めていいよというふうに希望していたという

ことがこの数字からも明らかなように、私は、

財政上厳しい中ではあるかと思いますが、当然

ながら制度の継続を国に求めること及びこのよ

うに効果の高いものは県としても独自に考える

べきだということをご要望申し上げ、次の質問

にいきたいと思います。 

 ②放課後児童クラブへの支援について。 

 県内では、共働き家庭の増加から需要が伸び

ており、現在、359カ所のクラブが設置をされ

ております。女性が働くうえで、そして子ども

たちの放課後の安全・安心な居場所として放課

後児童クラブは必要不可欠なものとなっており

ます。 

 そこで、放課後児童クラブの社会的な役割の

重要性と県単独補助について伺います。 

 現在、県単独の補助制度は、母子家庭や父子

家庭の児童等の保育料の負担軽減を目的に、全

国に先駆けて昭和58年から継続して実施してお

り、全国で唯一の制度、母子家庭等児童助成事

業があります。しかし、県の財政状況が厳しい

中、毎年、廃止されるのではないかと関係者の

皆様が危惧をされております。この制度がない

と、経済的理由で子どもを通わせることができ

なくなるという保護者の切実なる声が多数寄せ

られております。 

 そこで、放課後児童クラブの社会的役割の重

要性をどのように認識し、その認識のもと、継

続をいただくのか、伺いたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 県独自の放課

後児童クラブにおける母子家庭等児童助成事業

の今後の継続につきましては、県が児童扶養手

当受給者に対し行ったアンケート調査では、依

然として約7割の母子家庭が年間収入200万円未

満であるという現状を踏まえて、今後、県の財

政が大変厳しい状況ではありますけれども、予

算編成の中で、引き続き検討してまいりたいと

考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) この制度は本当に子ど

もたちの安全・安心を守るうえで必要な制度で

あります。ぜひ財政当局ともしっかりやりとり

をしていただいて、全国でも例がない、このす

ばらしい制度の継続をお願いしたいと思います。 

 ③子どもの貧困の全県調査について。 

 平成29年11月定例会において私が提案しまし

た子どもの貧困の全県調査ですが、さきの2月

定例会の予算総括質疑において、同僚前田議員

の質問の際に、待望していた全県調査を実施す

るとの答弁をいただきました。 

 長崎県の子どもの貧困率は16.5％という山形

大学の戸室健作准教授の調査結果が出ておりま

す。これは県内の子ども6人に1人が貧困状態に

あるという結果であります。 

 また、県内の平成27年度要保護・準要保護児

童生徒数は1万9,215人、就学援助率は17.57％

という状況にあり、待ったなしの早急の対応が

必要です。 

 そこで、子どもの貧困の全県調査の実施スケ

ジュール及び調査結果の活用に関する考え方を

お聞きしたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 子どもの貧困

に関する実態調査につきましては、現在、県と

市町で構成する「長崎県子どもの貧困対策推進

協議会」において、実施に向けた協議を進めて

いるところでございます。この協議が調い次第、
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予算案を上程したいと考えているところでござ

います。 

 また、調査結果につきましては、分析等を行

い、課題等を明確にしたうえで、本県の子ども

の貧困対策推進方針を進めるために具体的な支

援策について、市町とも協議しながら検討を行

っていきたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 調整がつき次第という

ことでありましたが、具体的に、何月議会を目

指して頑張っているのか、端的に答えてくださ

い。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 協議が調い次

第ということでございますので、最短であれば

9月定例会に上程したいというふうに考えてお

ります。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 最短であれば9月定例

会ということであります。ぜひご期待を申し上

げて、本当にこれは待ったなしの課題でありま

すので、早急に取組をしていただきたいという

ことをお願い申し上げます。 

 2、子どもたちを守る取り組みについて。 

 (1) 県内における児童虐待の状況について。 

 虐待により幼い命が奪われる悲惨な事件が後

を絶ちません。2017年までの15年間で、18歳未

満の子どもが1,175人も虐待により亡くなりま

した。 

 2017年に警察から児童相談所に虐待の疑いが

あるとして通告した件数は、前年度の2割増の6

万5,431人、また児童相談所における児童虐待

相談対応件数の増加傾向は一向にとどまらない

状況が続いており、最近でも、東京都目黒区で

幼い子どもの命が失われる児童虐待事案が発生

をしました。 

 本県においては、児童相談所の職員のケース

ワーカーの皆さんが昼夜をたがわず子どもたち

の命を守るべく取組をいただいていると理解を

しておりますが、長崎県の子どもたちの安全・

安心のために、状況確認、提案等をしていきた

いと思います。 

 児童相談所の体制として、ケースワーカー1

人当たりのケース数と児童虐待対応件数につい

て伺います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 長崎、佐世保

の両児童相談所の6月12日現在のケース数は、

虐待以外のケースも含めて約1,100件ございま

して、ケースワーカーは合計22名、1人当たり

のケース数は約50件であります。 

 また、虐待相談対応件数は、平成28年度、

665件となっており、平成26年度で301件、平成

27年度は495件と、大きく増加している状況で

ございます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 虐待相談対応件数が増

加する中、児童相談所の体制強化は不可欠であ

ると考えますが、どのような対応を考えている

のか伺います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 国は、虐待相

談対応件数の急激な増加等を踏まえまして、平

成28年度の児童福祉法改正によって、児童相談

所で相談対応を担う児童福祉司の配置基準につ

いて、従来、人口概ね4万人から7万人に1人で

あったものを、平成31年度には4万人に1人と強

化したところであります。 

 そのため、本県においても、平成31年度には、

現在の31名から35名と4名の増員が必要となっ
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ており、その確実な配置に努めることとしてお

ります。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) ぜひ体制強化をしてい

ただき、子どもたちを守っていただきたいとお

願いしたいと思います。 

 (2) 児童相談所と警察との連携について。 

 児童虐待の未然防止や重篤化の進行を抑える

ためには、児童相談所と警察が十分な連携によ

り対応することが重要だと思っており、そのた

めには、それぞれが持つ情報を共有しておくこ

とが必要だと思います。 

 県では、平成21年に、児童相談所から警察へ

の情報提供についてのガイドラインを定め、ケ

ース内容が重篤なものや、そのおそれがあるも

のについて情報提供が行われていると聞いてお

ります。 

 私は、児童相談所と警察の間の情報提供につ

いて、重篤なケースは当然でありますが、それ

以外の虐待事案についても、家庭との関係構築

の面で難しい面があるということも聞いてはお

りますが、それでも警察と情報共有することは

必要ではないかと思っており、文教厚生委員会

でも要望してまいりました。茨城県や高知県、

愛知県は、既に児童虐待ケース全件について児

童相談所から警察への情報提供が行われている

と聞いております。 

 本県においても、子どもの身体や生命に少し

でもリスクがあるような児童虐待案件について

は、全て警察と情報共有を行うべきだと考えま

すが、ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 児童相談所と

警察による情報共有につきましては、ただいま

議員からお話がありましたとおり、現在、警察

と緊密に連携した対応を行っているというふう

に認識しております。 

 しかしながら、今回の東京都目黒区での虐待

事案をはじめとする多くの痛ましい虐待事案で

は、関係機関による情報共有のあり方が課題と

なっております。 

 県といたしましては、これらの状況や、これ

までの議員からのご指摘等を踏まえ、警察と児

童相談所間の情報共有に関し、再検討を行う必

要があると考えており、全件の情報共有も含め

て、現在、警察と協議を行っているところであ

ります。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今の答弁の中で、全件

共有も含めてというふうにございました。私は、

ぜひ全件共有していただいて、子どもたちをこ

の本県においてもあのような悲惨な事件が起き

ないように、長崎県の子どもたちを全力で守る

取組をしていただきたいということを強く申し

上げたいというふうに思っております。 

 警察が加わることによって、犯罪の抑止力と

いうものも大きく上がります。ストーカーに関

しては、指導警告で7～8割の抑止効果があると

聞いております。 

 児童相談所の職員だけで家庭訪問するのでは

なく、警察と一緒に行くことによって、私は、

抑止効果も大きく期待ができると思っておりま

すし、また警察が一緒に加わることによって、

新たな情報が増え、一時保護の判断材料も増え

るというふうに思っております。 

 確実に子どもたちを守る取組のために、これ

は絶対に進めていただきたいということを申し

上げ、次の質問をしたいと思います。 

 (3) 特別養子縁組について。 

 平成27年度中に発生した子どもの虐待死事例
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52人のうち、生まれたばかりのゼロ歳児の死亡

例は最も多く30名、57.7％となっております。 

 このようなケースの中には、予期しない妊娠

などで出産に至ったケースも多いことから、生

まれた直後から特別養子縁組を前提とした里親

委託等を行うことによって虐待の発生を予防す

ることもできたのではないかと考えます。 

 愛知県では、30年以上前からこのことに取り

組んでおり、本県も、数年前から新生児の里親

委託を推進していると聞いておりますが、私は、

さらにこの取組を推進すべきだと考えておりま

す。県のお考えを伺います。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 平成28年の児

童福祉法の改正によりまして、子どもの家庭的

養育優先の原則が明記され、翌年には、「新し

い社会的養育ビジョン」において、子どもにと

って永続的に安定した養育環境を提供するため

の「特別養子縁組」の推進が盛り込まれたとこ

ろでございます。 

 県といたしましても、議員ご指摘の児童虐待

防止の面も含め、特別養子縁組制度の推進は必

要と考えておりまして、まずは、その前提とな

る里親登録数の増加に努めてまいりたいと考え

ております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 今ご答弁いただきまし

た。まずは、里親登録の件数を増やすというこ

とであります。 

 今、県内は131世帯、里親登録をいただいて

おります。それはもとより、当たり前のことと

してご理解をいただきたいと思っております。 

 昨日報道がありました、千葉県市原市の高校

において、校舎裏で、へその緒のついた新生児

の遺体が発見されたというニュースを皆様も耳

にされたと思います。 

 このように、先ほど申し上げたように、ゼロ

歳児、ゼロカ月、ゼロ日で亡くなる子どもが非

常に多い状況にあります。そのうち、このゼロ

日、生まれた日に亡くなる子どもが約85％にも

及ぶと言われております。 

 皆様は、何て無責任な、ひどいことをするの

だろうと思うかもしれませんけれども、その前

に、ぜひ思いをめぐらしていただきたいと思い

ます。望まない妊娠をして、誰にも相談するこ

ともできず、このような結果を選ぶしかなかっ

た母親というのが多く存在していると思います。 

 年間で50ぐらい、このように赤ちゃんが遺棄

された事件が挙がりますけれども、私は、もっ

と多くいて、この10倍ぐらいの子どもが誰にも

気づかれないまま亡くなっているのではないか

と本当に心配をしております。 

 愛知県では、30年以上前からこの取組を進め

ています。 

 まずは、里親委託の件数を増やすだけではな

く、望まない妊娠をした女性の声を妊娠中から

聞き、しっかりとフォローをし、赤ちゃんが生

まれたら、病院ですぐ里親委託ができるような

状況をつくる、そういったことは私は県の役割

としては大事だというふうに思っております。 

 他県では、妊娠ＳＯＳという電話相談窓口を

設けているところもあります。本県においても、

ぜひご検討いただきたいと思っております。 

 本県においては、産科医のご協力をいただい

て、虐待の疑いがあったり、ネグレクトの疑い

があったり、望まない妊娠をしている方の情報

というものを市町の方にいただけるようになっ

ております。こういったものをもっと機能を高

めて、私は、ぜひこの特別養子縁組を進めるべ

きだと思っております。知事の見解を求めたい
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と思います。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) やはり親として望まない、

望むにかかわらず、子どもが生まれて、それを

しっかり育てていくというのは大切な責務であ

ると、こう考えているところでありまして、そ

ういった一方で、先ほど来、ご議論いただいて

おりますように、さまざまなサポート体制の整

備も進めていかなければならないと、両面から

しっかりと取り組んでいく必要があると考えて

いるところであります。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 当然ながら、子どもを

産み育てることは親の責務であります。しかし

ながら、それができない方がいらっしゃるとい

う事情もあるので、今、知事が言われたように、

サポート体制を充実してもらうこと、望まない

方や望まない妊娠、子どもがほしくてたまらな

い方も多くいらっしゃいます。そういった方々

をしっかり結びつけることができるのは、私は、

県だというふうに思っておりますので、この特

別養子縁組を長崎県として推進いただくことを

強く要望したいと思っております。 

 (4) 佐世保こども・女性・障害者支援センタ

ーの建て替えについて。 

 平成19年から建て替えの議論がはじまり、は

や11年が経過をしました。私が建て替えの質問

をしてからも3年が経過をしました。 

 その間、法改正に伴い、平成28年度から、中

核市でも児童相談所を設置できるようになりま

した。そのような事情もあり、佐世保市との協

議を進めてきたと聞いております。しかしなが

ら、現時点においては、佐世保市としては、児

童相談所の設置は難しいとの結論に至ったとも

聞いております。 

 あわせて、佐世保の児童相談所の一時保護は、

男女別に4人部屋が1つずつしかありません。高

校生から幼児まで同じ部屋で保護をされた事例

も見られたと聞いております。長崎市にある児

童相談所では、2人部屋が男女別に4部屋設置さ

れています。同じ児童相談所で、明らかに保護

環境に違いが見られます。 

 細心の配慮と対応が必要な一時保護の環境と

しては、現在の佐世保の児童相談所は適さない

と私は思っております。一刻も早い建て替えに

向けた取組をすべきと考えております。スケジ

ュールをお尋ねしたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 佐世保こども・

女性・障害者支援センターにつきましては、既

に築45年が経過をし、老朽化、狭隘化が進んで

いるため、建て替えの必要性については認識を

しているところでございます。 

 一方で、先ほど議員の方からもお話がありま

したけれども、平成28年6月には児童福祉法が

改正され、改正法の施行後5年をめどに、中核

市等が児童相談所を設置できるように、国がそ

の設置に係る支援等の必要な措置を講ずるもの

とされたことから、建て替えの検討を進めるに

当たっては、佐世保市の動向を踏まえる必要が

あると考えまして、昨年度から、佐世保市と中

核市移行を含めた協議を開始しております。 

 しかしながら、国による具体的な支援策が示

されていないというような中では、専門的人材

の確保など、課題も多いということから、佐世

保市への児童相談所の移行は当面難しいのでは

ないかと考えているところでございます。 

 県といたしましては、建て替えを含め、財源

や建物の規模等について、具体的な検討を進め

ているところでございまして、できるだけ早く
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方針をお示ししたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) できる早く方針をお示

ししたいということでありました。 

 先ほど申し上げました。佐世保は男女別に

4人部屋が1部屋ずつしか一時保護できる部屋が

ありません。このような環境では、子どもにと

って、一時保護の環境としては適さないと私は

思っております。本当に待ったなしです。もう

長くかかっています。平成19年から議論してい

ます。 

 本年度中には、しっかりとしたスケジュール

をお示しいただきたいことをお願い申し上げた

いと思います。 

 (5) 児童ポルノの自画撮り被害防止について。 

 中学生や高校生らがインターネットで知り合

った相手に自分の裸等を送らせる自画撮りの被

害が後を絶たないことから、他県においては、

画像などを不当に求めた時点で処罰できるよう

青少年健全育成条例等の改正を行っております。 

 本県においては、平成29年度の被害状況は

2件とのことです。件数が少ないうちから、二

度と同様の被害が出ないように、他県同様、条

例の改正をすべきと考えますが、見解をお聞か

せください。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 自画撮り被害

に関する取り締まりにつきましては、議員ご指

摘のとおり、現行法では、画像の要求段階では

処罰の対象とはなりません。そのため、要求行

為そのものを罰則付きで禁止するための条例改

正が行われているということは、私どもも関係

都道府県や警察を通じて承知いたしております。 

 本年2月に条例改正した東京都では、条例違

反容疑で書類送検された事例があり、条例によ

る抑止効果があることが認められております。 

 本県におきましても、毎年数件の被害が発生

しているということから、その防止を図るため、

議員のご意見も踏まえ、「長崎県少年保護育成

条例」の改正について検討してまいりたいと考

えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 3、命を守る取り組み

について。 

 (1) 防災会議のメンバーについて。 

 長崎県防災会議とは、災害対策基本法第14条

から第17条に基づき設置をされている常設の会

議です。平成24年6月の法改正に伴い、災害対

策基本法第15条5項第8号に基づき、地方自治体

の裁量でメンバーを追加することが可能となり

ました。 

 私は、平成24年の11月定例会において、防災

に女性の視点を加えるべきだと具体的に提案を

し、女性団体、栄養士会、助産師会の皆様に新

たに加わっていただきました。 

 その時もあわせて、災害時の要援護者となり

得る高齢者関係団体、障害者団体等も加えるべ

きと提案をしてまいりましたが、その際は、社

会福祉協議会が新たに加わっただけで、実現を

しておりません。 

 あわせて、日中の災害に備え、要援護者とな

り得る幼児の関係機関である保育園協会、幼稚

園協会、私立学校の団体などにも加わってもら

うべきと考えます。 

 要援護者抜きでは十分な避難計画や対策を打

つことはできないと私は思っております。防災

会議のメンバーの人数は条例で規定をされてい

ます。条例改正をし、県民の命を守るために、

要援護者となり得る団体の皆様のご参加を検討

いただけないか伺います。 
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〇副議長(徳永達也君) 危機管理監。 

〇危機管理監(豊永孝文君) お答えいたします。 

 避難計画でありますとか、避難所運営に関し、

乳幼児や障害者、それから高齢者等の要配慮者

の視点を取り入れた防災体制を確立することは

大変重要なことと認識しており、地域防災計画

の中で、地域における避難行動要支援者対策の

強化として、平常時からの地域における支援体

制づくりや社会福祉施設等の防災対策の充実を

図ることとしております。 

 県の防災会議におきましては、議員ご指摘の

とおり、これまで社会福祉協議会委員等を通じ

て、そういった方々の声を反映してきたところ

でございますが、ご指摘のとおり、要配慮者の

生の声を直接聞かせていただき、さまざまな防

災対策に反映させるため、関係団体の同会議へ

の参加は有意義なものであると考えますので、

まずはオブザーバーでの参加を含め、関係団体

の選定等も含め、検討してまいりたいと考えて

おります。 

 なお、5月20日に諫早市で実施いたしました

総合防災訓練におきましては、消火訓練や避難

訓練に障害のある方や関係者の方々にはじめて

参加していただいたところであり、今後とも、

要配慮者の防災対策に力を注いでまいりたいと

考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) ぜひ条例改正をいただ

いて、県民の命を守るための防災会議のメンバ

ーの充実を図っていただきたいと思います。 

 (2) 避難所開設・運営マニュアルについて。 

 一たび災害が発生すると、住まいを失い、地

域での従来の生活ができなくなった被災者が身

を寄せるところが避難所です。各市町において

避難所を指定しております。 

 実際の災害で助かった命が、長時間及び不自

由な生活等のためストレスが発生し、持病を悪

くしたり、もしくは病気を発症して亡くなる災

害関連死というものがあります。熊本地震では、

災害で亡くなった人の5倍超の258人が亡くなり

ました。 

 この被害を最少にするべく、避難所の生活の

質を向上するため、避難所の基本的な考え方、

組織のあり方、活動内容についてまとめた「避

難所開設・運営マニュアル」が重要となります。 

 そこで、長崎県内の市町における「避難所開

設・運営マニュアル」の策定状況はどのように

なっているのか伺います。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 県内自治体にお

きます「避難所開設・運営マニュアル」につき

ましては、平成30年4月現在で、8市町が策定済

みとなっております。 

 残り13市町のうち、2市は今年度、6市町は来

年度以降に策定予定となっておりまして、5市

町が策定未定と聞いております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 策定済み8市町、予定

が8市町、予定がないところが5市町ということ

であります。 

 熊本県や山口県では、県が避難所開設・運営

マニュアル策定のための基本方針を示しながら、

そのようなところに働きかけをしております。 

 本県としても、これは昨日、大阪でも大きな

地震が発生をしました。いつ、どこで、どのよ

うな災害が起きるかわかりませんので、この整

備を進めることは私は必要だというふうに思っ

ておりますので、早急に働きかけをしていただ

きたいと要望したいと思います。 

 (3) 災害弱者の安全確保について。 
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 ①避難行動要支援者について。 

 災害発生に備え、高齢者、障害者等の1人で

は安全に避難が困難だと思われる方々、いわゆ

る避難行動要支援者の避難計画をあらかじめ定

めておく個別支援計画の策定が喫緊の課題とな

っております。 

 要支援者は県全体で7万6,838人と聞いており

ますが、私個人としては、数が少ないように思

えます。 

 各市町で対象者の定義が異なると聞いており

ますが、要支援者の漏れが出ることがないよう、

県が市町に対して働きかけ、要支援者の把握を

適切に行っていくべきだと考えますが、どのよ

うに進めていくのか、端的にお答えをいただき

たいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 災害時における

高齢者等の避難行動要支援者につきましては、

国の取組指針で、地域において真に重点的・優

先的支援が必要な方が漏れることがないように、

例えば、具体的な要件といたしまして、介護度

や障害等級などが示されるなど、細かく要件を

設けることが求められております。 

 県としては、対象者が適切に把握されるよう、

各市町における要件設定の状況を取りまとめ、

今月7日に開催いたしました「災害救助法担当

者会議」で、その調査結果を提示し、国の指針

や各市町の設定要件の状況を参考にして、要支

援者を的確に把握していただくように、改めて

要請をしたところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 避難行動要支援者の個

別支援計画、県内14市町が未着手であります。

こちらに対して、しっかりと働きかけていただ

きたいということをご要望したいと思います。 

 次に、観光客の災害時の安全確保について。 

 災害弱者として、観光客の安全確保は、観光

立県長崎としては絶対に必要不可欠なものだと

認識をしております。 

 本県を訪れている観光客は1日平均すると8万

8,000人、うち外国人観光客またはクルーズ船

客船を含め、外国人は約5,000人と言われてお

ります。今後の港湾の整備、観光客船の大型化

などで、もっと多くの外国人観光客が予想され

ております。 

 言うまでもなく、観光客は地域の地理に不安

であり、特に、外国人観光客は、言語も通じず、

十分な避難誘導も困難だと思われます。 

 そこで、必要となるのが自ら情報をとる手段

としてのＷｉ－Ｆｉ環境の整備です。県内で

は、まだまだＷｉ－Ｆｉ環境の整備が進んでお

りません。防災と観光振興を目的に、それぞれ

国の補助金もあります。まずは、県有施設の

Ｗｉ－Ｆｉを進めるべきだと考えております。 

 九州の自治体では、沖縄県を除いた全ての県

で本庁舎に一般来場者向けのフリーＷｉ－Ｆｉ

が整備をされております。現在、新庁舎は多く

の来場者でにぎわっております。また、場所柄、

災害時、帰宅困難者も来る可能性もあると考え

ます。あわせて、県有施設で避難所指定をされ

ている県立総合体育館、県立武道館、長崎県立

大学シーボルト校体育館についてもＷｉ－Ｆｉ

環境を整備すべきと考えますが、ご見解をお聞

かせください。 

〇副議長(徳永達也君) 危機管理監。 

〇危機管理監(豊永孝文君) お答えいたします。 

 Ｗｉ－Ｆｉは、パソコンやスマートフォンな

ど、機種に関係なく使用でき、かつ災害時にお

ける通信が利用しにくい場合でも、情報収集や

災害情報の配信が可能となることから、防災拠
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点や避難所でのＷｉ－Ｆｉ環境の構築は意義が

あるものと考えております。 

 特に、本県庁舎は、議員ご指摘のとおり、長

崎駅にも近く、災害発生時には帰宅困難者の一

次滞在施設として利用が見込まれ、また通常時

でも、来庁者や観光客の利便性が向上すると思

われますので、フリーＷｉ－Ｆｉ環境の整備に

ついて、関係部局と連携し、検討してまいりた

いと考えております。 

 なお、ほかの避難施設に指定されている県有

施設につきましては、平常時の利用や措置費用、

維持管理を含めて、施設管理者との協議が必要

であると考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 早急に関係者、県関係

団体とお話をいただきまして、整備いただける

ということであると理解をしております。お願

いをしたいと思います。 

 次に、観光施設等における観光客の安全確保

について。 

 長崎県地域防災計画と議員提案の「みんなで

取り組む災害に強い長崎県づくり条例」の中で、

観光施設、宿泊施設における観光客に対する災

害情報の発信、避難誘導をお願いしております。 

 そこで、県内の観光施設、宿泊施設、特に、

災害弱者である外国人観光客のための避難計画

の策定状況はどのようになっているのか伺いま

す。 

〇副議長(徳永達也君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 県内の宿泊

施設等において、消防法に基づく避難計画の策

定は適切に対応されているものと認識しており

ますが、外国人対応に関して、幾つかの宿泊施

設に確認したところ、その対応状況には濃淡が

ございます。 

 そのため、一昨年の熊本地震を受け、外国人

に対して、非常時の避難誘導や情報提供を円滑

に行うための指針として、九州運輸局が提供し

ている非常に参考となるマニュアルがございま

すので、県内の宿泊施設等に対して、その活用

による外国人向け避難計画の策定を促してまい

りたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 観光立県長崎として、

観光客の安全をぜひ守っていただきたいことを

お願いしたいと思います。 

 4、板山トンネルについて。 

 (1) 早期の建設に向けた取り組みについて。 

 佐世保市の知見寺と世知原町を結ぶ1.6キロ

メートルの地域間交通、板山トンネルについて、

平成26年2月の私の4回目の質問の際、知事が事

業化を決定いただき、当初予算9,800万円を計

上いただき事業化をして、本年で5年となって

おります。 

 初当選以来、本日まで、7回目の質問となり

ます。この間、要望活動として、地元で30年以

上活動いただいている「せちばるおこし城山グ

ループ」の皆様、佐世保市と関係団体で構成さ

れている「椋呂路・板山トンネル建設促進期成

会」、こちらには地元選出の県議団の力強い応

援があります。全ての皆様のたゆまない努力が

あり、知事の災害時の命の道路としての整備が

必要というご英断があり、本日まで事業が進捗

しておりますことに、あらためて感謝を申し上

げます。 

 この地域は、年に数回、積雪や濃霧等で通行

止めや、狭隘で急なカーブも多く、走行には特

に注意を要する道路となっております。そのよ

うな事情から、一刻も早い完成が望まれており

ます。 
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 そこで、伺います。 

 事業の進捗状況と完成までのタイムスケジュ

ールをお示しいただきたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 板山工区については、

平成29年3月に計画説明会を開催後、世知原側

の用地取得に着手し、平成29年度に用地取得が

完了したことから、本年度は、トンネル坑口ま

での工事用道路の建設に着手することとしてお

ります。 

 一方、佐世保市街地側においては、地元の皆

様から、トンネル施工後の地下水の枯渇を懸念

するご意見が出されたため、地下水の調査、解

析を実施し、その結果や対策について、本年3

月に説明会を行い、ご了承をいただいたところ

です。 

 本年度は、用地取得を進めてまいります。 

 今後も、早期完成に向け、用地取得や工事の

推進に努めてまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 順調に進めば、トンネ

ル工事に入れば4～5年で完成をするというふう

に聞いております。ぜひ、早期の完成をお願い

したいと思っております。 

 5、難病患者の相談窓口について。 

 (1) 県北地区への設置について。 

 2018年現在、指定難病は331疾患となってい

ます。難病とは、原因不明で、治療法が未確立

であり、後遺症が残るおそれが少なくない疾病

です。経過が慢性にわたり、長期にわたって継

続する場合が多く、長期の療養を要するものと

なっております。 

 そのような難病患者の皆様の生活全般の相談、

就労相談をお受けすることを目的に、長崎市内

に「長崎県難病相談・支援センター」が設置を

され、県内各地から来所や電話相談などで、平

成29年度の実績で年間1,100件の相談が寄せら

れております。 

 しかしながら、相談の基本はピアサポート、

寄り添い支援が望ましいと言われる中、離島・

半島を有する長崎県でたった1カ所、長崎市の

みに設置をされているということから、1,100

件の相談のうち、約9割が電話相談という状況

になっております。 

 県内第二の都市、佐世保・県北地区からの相

談は302件と、全体の約37％という状況になっ

ております。難病患者の皆様から、慢性疾患を

持ちながら遠路長崎まで相談に行くのは困難だ

と、よくお話をお聞きします。現在では、長崎

の難病相談・支援センターから月に1回程度、

就労支援員を佐世保まで派遣いただいています

が、相談内容の大半を占める生活全般のための

相談には支援員の派遣をいただいておりません。 

 そこで、難病連絡協議会県北支部の上田会長

が自ら、難病と闘いながら、自らのお仕事をし

ながら、善意で独自で県北地区の患者の相談を

受けていらっしゃいます。 

 平成29年4月から平成30年3月までの相談実績

が55件、そのうち対面面談が35件となっており

ます。このことからもわかるように、自分の暮

らす地域に相談窓口があれば、電話ではなく、

対面相談がおのずと増えてきます。 

 対面じゃないと症状、状況がわかりにくく、

適正な支援につながりにくいと思われます。民

間の善意による活動と長崎の難病相談・支援セ

ンターに寄せられている県北地区の相談を合わ

せると357件となります。 

 常設で、年間を通して毎日の窓口とまでは申

しませんが、例えば、週に1回開設するなど、

県北地区の患者の窓口を、善意にいつまでも甘
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えることなく、県として設置すべきと考えます

が、ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 現在、対面によ

る相談につきましては、長崎市内やその近郊に

在住する方からのものが多くて、その他の地域

の方からは、主に、電話による相談を受けてお

りますが、その他の地域においても、相談者の

利便性に配慮した対面による相談支援が望まし

いと考えております。 

 今後、対面相談による支援体制の充実に向け

まして、センターの指定管理者と協議を進め、

現行の契約の中で可能なものについては今年度

から対応するとともに、新たな指定期間となる

来年度以降の指定管理業務の中で、見直しを検

討してまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 各地区における相談窓

口を充実させることは重要であるという認識を

いただいているようであります。今度、指定管

理の見直しの時期ということでありますので、

まずは佐世保の分を加えることで検討いただき

たいということをお願い申し上げたいと思って

おります。 

 6、発達障害療育体制について。 

 (1) 医療人材確保と市への財政支援について。 

 療育とは、障害のある子どもの発達を促し、

社会的に自立できるように取り組む治療的保育

のことです。 

 県内では、相談、支援、治療、療育が専門の

医師のもと、受けることができるのは、諫早市

の「長崎県こども医療福祉センター」、長崎市

の「ハートセンター」、「佐世保市子ども発達セ

ンター」の3カ所となっております。 

 一般的な受診の流れは、市町が実施する乳幼

児健診で子どもの発達の遅れや障害の疑いを専

門家に指摘され、先ほどの専門機関を受診する

こととなっております。しかしながら、現在、

初診まで、諫早、長崎が3カ月から4カ月待ち、

佐世保に至っては約8カ月待ちという異常な状

況になっております。小さな子どもの発達に関

わる大事な時間、早期の支援、治療で発達や障

害の程度が軽度になる可能性のある中、保護者

にとって深刻で、一日も早い受診が望まれます。 

 初診は医師が行いますが、その後の支援とい

うのは、コメディカルと呼ばれる理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士が行っていきます。 

 このような方々のスキルアップ研修を今、諫

早の「長崎県こども医療福祉センター」の方で

行っていただいておりますが、到底、このよう

な受診が混雑している中において、諫早まで行

くことがかなわず、受けることができておりま

せん。 

 これを例えば、佐世保、長崎とかで実施する

ことによって、地域の通所支援事業所の方々も

受けることができるようになれば、私は、幾分

か外来のそういった方々がセンターから地域に

移行することによって、混雑が解消できるので

はないかと考えますが、端的に、研修を諫早以

外でするのか、しないのか、答えていただきた

いと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 現在、県こども

医療福祉センターにおいて研修を行っておりま

すけれども、これは療育の現場であるセンター

で実際の取組を見ていただきながら講義を行う

ことで、専門性の高い実践的な研修となってい

るということでお聞きしております。 

 今後、県北の方で研修をするかどうかにつき

ましては、このような質の高い研修をセンター
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外でどの程度実施できるのか、問題もあると考

えておりますので、佐世保市とも、具体的な意

向も伺いながら、現在のセンターでの体制でど

のような研修が可能であるか、検討してまいり

たいと思っております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) ぜひ出向いて研修を受

けていただきたいと思います。それによって、

多くの人が研修を受ける機会を得ることとなれ

ば、地域の療育力が上がって、佐世保の8カ月

待ちなんていうとんでもない状況が幾分か改善

できるのではないかと思うところであります。 

 次に、市町への財政支援についてです。 

 今、佐世保のセンターでは、平成28年の新患

が388人、そのうち佐世保市以外の患者は34人

で、約10％という状況にあります。平成29年度

末時点で受診をされた患者は1,430人、そのう

ち市外の患者は156人、19.9％という状況にな

っております。 

 佐世保のセンターでは、この人件費で毎年約

5,000万円が赤字となり、市の単独で財政負担

をしております。私は、この佐世保市以外の地

域の方も10％程度おいでになっているようなこ

のセンターに対し、県が財政支援をすることに

よって療育スキルの向上、専門職の雇用に係る

経費の一部を助成いただくことによって、利用

者増への対応と技術の向上につながるのではな

いかと期待をするところでありますが、財政支

援についての考え方を端的にお答えいただきた

いと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 県といたしまし

ては、発達障害児療育体制に係る県と市の役割

分担を踏まえ、その建設費の一部を県で負担し、

その後、運営費については市に担っていただく

という基本的な考え方のもとに支援を行ってお

ります。あわせて、佐世保市子ども発達センタ

ーにつきましては、小児科医や整形外科医の派

遣についても支援を行ってきたところでござい

ます。 

 このようなことから、運営費につきましては、

設置者の負担が基本であり、県からの財政支援

につきましては、難しいものと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 山田朋子議員―19番。 

〇１９番(山田朋子君) 難しいという答弁であ

りました。 

 しかしながら、一財で5,000万円の赤字を毎

年あげるということは、私は、大変な財政負担

であると思っております。県としても、この財

政負担というものの軽減に向けて、ぜひ前向き

にご検討いただきたいと申し上げ、質問を終わ

りたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会をいたします。 

─ 午後 ３時４７分 散会 ─ 
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３４番 瀬 川 光 之 君

３５番 坂 本 智 徳 君

３６番 橋 村 松太郎 君

３７番 徳 永 達 也 君

３８番 中 島  義 君

３９番 中 山   功 君

４１番 小 林 克 敏 君

４２番 田 中 愛 国 君

４３番 三 好 德 明 君

４４番 八 江 利 春 君

４５番 宮 内 雪 夫 君

４６番 溝 口 芙美雄 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

欠 席 議 員（３名） 

３番 吉 村 正 寿 君

１０番 ご う まなみ 君

４０番 野 本 三 雄 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 里 見   晋 君

統 轄 監 濱 田 厚 史 君

総 務 部 長 古 川 敬 三 君

県 民 生 活 部 長 木 村 伸次郎 君

環 境 部 長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 沢 水 清 明 君

企 画 振 興 部 長 柿 本 敏 晶 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

土 木 部 長 岩 見 洋 一 君

農 林 部 長 中 村   功 君

水 産 部 長 坂 本 清 一 君

産 業 労 働 部 長 平 田 修 三 君

危 機 管 理 監 豊 永 孝 文 君

福 祉 保 健 部

こども政策局長
園 田 俊 輔 君

会 計 管 理 者 野 嶋 克 哉 君
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交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

企画振興部政策監 廣 田 義 美 君

文化観光国際部政策監 田 代 秀 則 君

産業労働部政策監 下 田 芳 之 君

教 育 委 員 会

教 育 長
池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 堀 江 憲 二 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 平 松 喜一朗 君

公安委員会委員 中 部 憲一郎 君

警 察 本 部 長 國 枝 治 男 君

監 査 事 務 局 長    亮 二 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任)
寺 田 勝 嘉 君

教 育 次 長 本 田 道 明 君

財 政 課 長 古 謝 玄 太 君

秘 書 課 長 伊 達 良 弘 君

警察本部総務課長 杉 町   孝 君

選挙管理委員会書記長 井 手 美都子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

議会事務局職員出席者 

局 長 木 下   忠 君

総 務 課 長 高 見   浩 君

議 事 課 長 篠 原 みゆき 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 増 田 武 志 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君)（拍手）〔登壇〕 自由

民主党・県民会議の髙比良 元でございます。 

 1、県都長崎市のダム機能の拡充について。 

 (1) 子どもを産み育てやすい社会環境づくり

について。 

 我が国では、このまま何もしなければ、男性

の4人に1人、女性の7人に1人が生涯未婚のまま

一生を過ごすと見込まれております。社会の再

生産機能を維持していくためには、子どもは、

いわば社会の公共材であり、国は、結婚・出産

を希望する若い世代を積極的に支援するととも

に、国民全体で子育て世帯を支えていく必要が

ある。すなわち、総合的な家族政策が求められ

ているという、私としての基本認識のもとに、

具体策として幾つかお尋ねをいたします。 

 まず、婚活サポートサービスの拡充について

です。 

 情報の提供にとどまらず、多様な出会いの場

づくりや婚活サポーターによる相談支援、サポ

ートサービスの普及・啓発、婚活サポートセン

ターの設置、民間の主体的な集いの場、機会の

紹介など、仮に長崎市が今後積極的に取り組む

とした場合、県としてどういった支援が可能か、

お尋ねをいたします。 

 以下の質問は、一問一答により対面演壇席か

ら行います。 

〇議長(溝口芙美雄君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 県では、長崎

県婚活サポートセンターによる相談業務や、お

見合いデータマッチングシステムの運営のほか、

地域の仲人さんである「縁結び隊」によるお引

き合わせや、結婚イベントによって出会いの場

を創出する「ながさきめぐりあい事業」などの

婚活支援事業を実施しております。 

 こうしたことから、長崎市に対しては、デー
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タマッチングシステム端末の貸与による婚活サ

ポートセンターの窓口整備でありますとか、縁

結び隊の養成講座を県、市が共同で開催するこ

とによって、婚活サポーターの効率的な育成を

図ること、あるいはまた、多様な出会いの場づ

くりにつきましては、ながさきめぐりあい事務

局による婚活イベントの情報発信に加え、運営

ノウハウの提供などの支援が可能と考えており

ます。 

 このような県と連携した取組も含めて、新た

な婚活支援策には、国の地域少子化対策重点推

進交付金を活用することができますので、その

際には市と協議を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 国の新たな制度設計

に伴うところのいろいろな支援活動について、

県、市ともに積極的に取り組んでいこうという

お話だと思います。 

 子育てに係る経済的負担の軽減策についてお

尋ねをしますが、幼児教育の無償化や2020年

4月からの大学の授業料減免などの国の措置と

あわせて、0－2歳児の保育料の減免枠や私立高

校の授業料の減免枠の拡大、あるいは大学の給

付額奨学金の拡充等について、仮に長崎市が今

後上乗せ、横出しをするとした場合、県として、

どういった支援が可能か。また、県独自の、こ

れらについての現行制度の拡充はできないか、

あわせてお尋ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 市町による保

育料の上乗せ減免に対する県の支援につきまし

ては、国からの特段の財政支援等がない現状に

おいては、困難であると考えております。 

 なお、現行制度において、既に各市町では、

独自の取組により保育料の減免等が実施されて

おり、今回の国の無償化措置に伴い、その財源

が余剰となります。 

 国は、この財源により子育て支援のさらなる

充実を図るよう促す方針であるとお聞きしてお

り、その財源を市町の判断で有効活用していた

だくことも可能であると考えておるところでご

ざいます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 私立高校の授業料の

減免枠の拡大についてでございますが、私立高

等学校の授業料は、平成32年度から年収590万

円未満の世帯について、実質無償化が実現され

ることとなっております。ただ、年収590万円

以上の世帯については、依然として保護者負担

が大きく残っているという状況になります。 

 また、年収590万未満の世帯については、こ

れまで所得が高くなるに従って、徐々に減額さ

れるように設定しておりました助成額が一律と

なって、年収590万円を境として保護者負担の

格差が大きく拡がることとなります。 

 議員のお尋ねは、この格差が拡大する点につ

いて、市の上乗せ措置への県の支援、あるいは

県独自の支援措置についてのお尋ねでございま

すが、高校教育における経済的負担の問題につ

いては、基本的に国の制度の中で検討すべき課

題と考えております。 

 このため、先般の政府施策要望におきまして

も、重点項目として、高等学校等就学支援金の

さらなる拡充の要望を行ったところでございま

す。 

 県といたしましては、引き続き、国に対して

働きかけてまいりたいと考えておるところでご

ざいます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 
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〇教育委員会教育長(池松誠二君) 大学の給付

型奨学金は、日本学生支援機構において平成29

年度から実施されており、住民税非課税世帯や

社会的養護が必要で、学力、資質等の要件を満

たす学生に対して、月2万円から4万円の支給が

なされております。 

 また、現在、国においては、非課税世帯に対

する大学授業料等の減免や給付型奨学金の増額、

また年収380万円未満の非課税世帯に準ずる世

帯に対しての収入に応じた段階的な支援の検討

がなされているところです。 

 お尋ねがありました、市が奨学金を上乗せし

た場合については、市独自の実情を踏まえて取

り組まれることであり、県からの支援は現在の

ところ考えておりません。 

 また、県独自の奨学金制度の拡充については、

多額の財源が必要となるため困難であります。

なお、県育英会においては、県内就職者への半

額減免制度を検討した経緯がありますが、返還

金を貸与原資としており、ほかからの財政支援

なしには県育英会単独での実施は困難であると

の結論に至っております。 

 給付型奨学金については、国において制度拡

充が図られていくことを期待しているところで

あります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 保育料の減免のさら

なる追加といったことについては、実質的に現

状が6割の減額という取扱いになっているから、

そこの財源をうまく活用してやれるのではない

かというご示唆をいただきました。 

 高校、あるいは大学の分についての対応とい

うことについては、なかなか所要財源が多額に

上るというようなこともあって、現行制度をど

う維持するかといったことについても、これは

文教厚生委員会でかなり論議をしてきましたけ

れども、県の財政事情から見ればやっぱり難し

い。このことは十分承知をしています。 

 ただ、国が今回、消費税を上げると言った、

その財源をもって、今までなかなか難しかった

高等教育、家庭としては一番金がかかるという

ことについて思い切った措置をしていこうとい

う流れにあるといったことから考えてみると、

やっぱりここは自治体としても、そこに言って

みれば共同歩調で取り組むような、そういう施

策というものを今後十分検討していく、そうい

う課題があろうと認識をしています。 

 いずれにしても、市が仮にやった場合に、そ

れに単独の市に対して県が特別に措置をすると

いったことはなかなか難しい話でしょうから、

県全体としてどこまでできるか。 

 私の質問の意図というのは、長崎市がいろい

ろ検討したうえでやろうとした場合どうかとい

う話でありますから、基本的には第一義的には

やっぱり長崎市の取組の問題であると承知をし

たうえでお尋ねをさせていただきました。 

 ところで、我が国は、かつて各家庭は経済的

に貧しいながらも多くの子どもたちを産み育て

てきたわけですが、その時代の家庭、地域の子

育ての在り方に学ぶべきことはないかどうか。

ここは知事にお考えをお尋ねしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 近年では、核家

族化、あるいは地域のつながりの希薄化等によ

る育児の孤立化など、地域の子育て、あるいは

家庭を取り巻く環境が大きく変化してきている

ものと考えております。 

 こうしたことから、かつての家族や地域・集

落が担っておりました子育ての機能を補うため

に、保育所、幼稚園、認定こども園、放課後児
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童クラブの充実などに取り組んできたところで

ありますが、依然として、不安感、負担感を持

つ子育て家庭は数多くいらっしゃるところであ

ります。 

 こうした、かつての子育ての在り方に学ぶと

いうことでは、地域の実情が大きくさま変わり

しておりますので、現状に見合った地域での支

援がますます重要になってくるものと考えてい

るところであります。 

 そのため、地域における育児の相互援助活動

や、子育て中の親子の交流の場づくりなど、地

域の中で支え合う取組を進めているところであ

ります。 

 県としては、引き続き、市町と連携して、社

会全体で子育てを応援する機運の醸成に努めて

まいりますとともに、誰もが安心して子どもを

産み育てることができる社会環境づくりに力を

注いでいかなければならないと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 今、知事から一定ご

答弁をいただいたわけでありますけれども、私

なりに考えてみますに、まず1つは、子は社会

の宝と考えるような子宝思想の普及・啓発に国

として取り組んでおったのではないか。さらに

は、農耕を中心とする社会にあって、大家族中

心に地域社会全体で担う共同養育が行われてい

た。今、この点については、ちょっと知事の方

からも触れられました。さらには、親から子、

子から孫へと家系をつなぎ、家を守り、家を継

承していくということが社会通念とされている。

さらには、子育てにおいて今日と比べると経済

的負担が少なかった等々が考えられるのではな

いかなと思うんですね。 

 ですから、そこはその時代における子育ての

在り方であったろうと思うんですが、私として

は、現代の社会システムにこれらをアレンジし

ていく中で、新たな施策を立案していく必要が

あるのではないかなと考えるところであります。 

 次に、子育て家庭の住宅政策なんですが、良

好な子育て環境や子育て世帯の経済的負担の実

態を見る時に、住まいの問題が非常に大きいと

思います。子どもの一定の成長時期までを考え

た住まいを、借家を含めて取得できることが大

切であると思いますが、残念ながら、長崎市内

のアパート等の賃貸料は一般的に高いと言われ

ています。 

 このため、子育て家庭に対し、現行の公営住

宅の特定優良賃貸住宅以下の低廉な賃貸料で貸

し出せる公営住宅を可能な限り整備することや、

空き家を自治体で借り上げて、一定の改修費の

負担と合わせた低家賃での貸し付け、あるいは

持ち家取得についての資金の無利子貸付制度等、

子育て家庭のための住宅政策を、仮に長崎市が

実施するとした場合、市とともに県としての支

援が可能か、この点についてお尋ねをいたしま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 子育て世帯に対する

低廉な家賃の住宅の供給は、重要な課題である

と考えております。 

 既存の県営住宅の募集の際には、子育てを主

な目的とした優先入居枠を一定程度確保してお

り、特に長崎市内においては、毎回20％程度の

枠を確保するなど、子育て世帯に配慮した募集

方法を工夫しており、これらについては、他の

入居世帯とのバランスも考慮しながら、今後も

可能な範囲で枠を拡げることも検討してまいり

ます。 

 民間の空き家等を活用した子育て世帯向け住

宅の供給につきましては、空き家の所有者に対
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し、新たな住宅セーフティネット制度について

説明をし、積極的な活用を促進してまいります。 

 また、持ち家取得に対する無利子貸し付けに

つきましては、近年は民間融資も充実しており、

低金利でもあることから、現時点では考えてお

りませんが、現在、「3世代同居・近居促進事

業」により、親世帯と同居または近居する場合

の新築住宅の取得やリフォームに対して補助を

行っているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 子育て家庭のための

公営住宅の枠を広げていきたい、あるいは空き

家の活用を積極的に行っていきたいと、非常に

積極的なご答弁をいただいたと思います。 

 持ち家関係についても、3世代の同居・近居

について、新たな制度をつくって、そのことを

まずは推進していきたいという話でありました。

ぜひ、同居・近居に限らず、参入枠を広げても

らうようにお願いを申し上げたいと思います。 

 (2) 若者の転出超過の解消について。 

 総務省の人口移動報告によりますと、昨年の

長崎市の転出超過数は1,888人で、全国市町村

のうちでワーストスリーの状況になっています。

北九州市が全国ワーストワンで、2,248人とな

っているわけでありますが、しかし、北九州市

は、長崎市の人口の倍以上はおるわけでありま

して、そういう意味では、長崎市の転出超過は

全国の中でもとりわけ深刻であるといったこと

がうかがえると思います。 

 そこで、その転出超過の大きな要因になって

いるのは、まさに18歳から23歳までの若者の流

出でありまして、その解消策が喫緊の課題とな

っているわけであります。 

 そこでまず、若者の志向に合った働く場の創

設・拡充ということについて、お尋ねをいたし

ます。 

 若者にそれぞれの職業の大切さを教える、多

くの選択肢を選択の俎上に上げることが大事で

ありますが、その一方で、時代のトレンドとも

言える職業が、長崎市内にはそもそも立地をし

ていない、あるいは数が少ないといった職種の

企業を多く立地させることが、若者が定住する

ために大切だと思います。 

 例えば、情報関連企業、先端技術系企業、フ

ァッション関連企業、大手企業のアウトソース

の受け皿となる企業などなどいろいろあると思

いますが、こうした企業をどれだけ誘致し、ま

た育てるかについて、長崎市との連携も含めた、

県としての取組方はどうか、お尋ねをいたしま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) 長崎市における

企業誘致につきましては、保険会社などの事務

センターに加えまして、金融システムの保守・

開発等を行いますＩＴ部門、あるいは自動車な

どの制御を行う組み込みソフト開発、製造業の

研究開発などの企業を対象に誘致に取り組んで

おり、産業振興財団に長崎市から職員2名の派

遣を受けまして、連携して誘致に取り組んでい

るところでございます。 

 こうした分野の企業は、高度の専門人材や協

力企業を求めており、大学などと連携した専門

人材の育成、地場企業の技術習得等を図りなが

ら、積極的な誘致活動を行ってまいります。 

 加えまして、柔軟な発想を持った学生の起業

も含め、革新的なサービスを創出するスタート

アップ企業などの集積を図るため、出島交流会

館に新たな交流拠点を整備し、長崎市とも連携

した育成支援及び誘致に取り組んでまいりたい

と考えております。 
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〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 今、部長が最後に言

われたスタートアップ事業、これについては相

当力を入れないと、なかなかやっぱり長崎県内

からの実績というものが他県と比べると少ない

という状況にあると思うんです。ここは、例え

ば、中小企業基盤整備機構に配置をされておっ

た、いろいろ企業のマッチングをするについて

の専門的な人材とか、それに類するような人を、

より多く産業振興財団とかに配置をすることに

よって、いろいろなネットワークというか、相

互の情報の互換というか、そういうものを通じ

た中でのベンチャー等の創出について、なお一

層やっぱり力を入れていく必要があると思いま

すが、今、答弁の趣旨の大宗としては、そうい

うふうなことで、県としては取り組むんだとい

ったことを承知をするところであります。 

 そこで、働きたいと思う職種というか、企業

がなかなか少ないと、魅力ある企業が少ないと

いうこととあわせて、都会と比べて賃金がやっ

ぱり低いということで、県外に転出をしてしま

うというようなケースがあるんですが、私は、

賃金そのものよりは、やっぱり実質的な可処分

所得、このところを向上させていくということ

が何より大切だろうと思っているんです。 

 都会の企業と比べて、県内の一般企業の賃金

は低いと言われているわけでありますが、その

可処分所得において、例えば、長崎から東京に

働きに出る新東京人と、長崎で就労をする長崎

人との間でほとんど差がなく、これに加えて定

性的な住みよさというものが加わって、長崎で

暮らすということが、いわば得をするといった

状況をつくり出すということが大切だと思うわ

けでありますが、そのためには、家計費の支出

として大きい住宅関係費を圧縮してやることが

一番だと思います。 

 先ほどの子育ての関係についても重複すると

ころもあります。このため、企業において、例

えば、社員住宅の整備についての財政支援、あ

るいは独身者のための低廉な住宅の整備、その

他雇用の確保の観点から、住宅政策を仮に長崎

市が実施するとした場合、市と連携して推進す

る考えはないか、知事いかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 議員ご指摘のように、所

得、あるいは生活に要する費用等の面を比較し

た場合、本県並びに福岡県、東京都の世帯当た

りの生涯収支を比べてみますと、ほとんど差が

ないところでありまして、県では、こうした情

報をパンフレットに取りまとめ、学生やその保

護者の方々に配布するなど、あらゆる機会を通

して本県の暮らしやすさを紹介してきたところ

であります。 

 そうした中、長崎市は、確かに民間賃貸住宅

の月額の家賃が全国的にも高いということもあ

りまして、この負担を軽減することは、若者の

地元定着を図る対策として、選択肢の一つでは

なかろうかと考えているところであります。 

 しかしながら、この社員住宅の整備への助成、

あるいは住宅手当への支援などについては、行

政の直接的な施策としてはなかなか難しいと考

えているところでありまして、既に県内企業の

中には、若年層の雇用確保のために、社員住宅、

あるいは独身寮等を開設されたり、住居手当の

創設、ボーナスの増額等について、自助努力で

対応しておられるところも出てこられているわ

けであります。 

 こうした中、県におきましては、就職の際に

ひとり暮らしを余儀なくされる離島・半島地域

出身の新規高卒者に対して、来年度から県が所
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有する空き公舎を提供することができないか、

準備を進めているところであります。 

 今後とも、その収支バランスの向上を図り、

若者の流出を防ぐためにどうした対策が効果的

であるのか、長崎市とも十分協議をしながら研

究を進めてまいりたいと考えているところであ

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) ありがとうございま

した。 

 1点目の可処分所得において、あまり差がな

いといったことについては、これは徹底して普

及・啓発というか、意識醸成を図るような取組

をぜひさらに追加してお願いをしたいと思いま

す。 

 それと、県の空き公舎の活用といったことに

触れられたわけでありますが、そういったこと

を長崎市としてもやっぱり独自に考えていくと

いうことが必要であろうと認識をいたします。

その際、いろいろ協議をするといったようなこ

ともご答弁いただきましたので、そういう取組

ができればなと思う次第であります。 

 次に、仕事で離れるという人もおりますけれ

ども、今度は学びのために県外に出て行ってし

まうといったような若者もやっぱり非常に多い

と思うんです。 

 そこで、学びのために一旦ふるさとを離れる

と、その地でそのまま就職をして定住するとい

う若者も多数に上るわけでありますので、そう

いう現実からは、既存の大学の専攻科目をもっ

と拡げて、学びの選択肢をさらに増やすとか、

あるいはかつて大分県が立命館大学を誘致して

多くの学生が集まったというように、特色ある

学科を持った大学を誘致するとか、こうした取

組を促進したり、主体的な働きかけや財政支援

をするということも必要だと思うんですが、仮

に今後長崎市がこういったことに動き出そうと

した場合、市との連携も含めて、県として、ど

ういう取組をされるか、考え方をお尋ねいたし

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 進学、就職に伴

う若年層の県外転出は、本県にとって重要な問

題であり、これまでも若者の県内定着促進に向

けて、関係機関とも連携しながら、さまざまな

施策を講じてきたところでございます。 

 議員ご提案の大学の誘致等につきましては、

県内高校生の地元進学の促進が期待できるもの

と考えておりますが、一方で、全国的に少子化

が進み、18歳人口が急激に減少する中、定員割

れや他県では誘致後に撤退した事例も見受けら

れるなど、課題も多いものと認識をしておりま

す。 

 このような中、県内では、県立大学や長崎大

学において、社会のニーズに対応した新たな情

報系学部等の設置が進んでおりますが、県とし

ても、県内産業の活性化に貢献できる専門的な

人材の育成を担う学部等の存在が、若者の継続

的な県内定着につながるのではないかと考えて

おります。 

 今般、国においても、「まち・ひと・しごと

創生基本方針2018」の中で、地域における大学

振興と若者の修学・就業を促進する方向性が示

されたところであります。 

 今後は、さらに県内大学の活性化や学部・学

科の在り方などについて、長崎市を含め関係自

治体や大学関係者等と協議を行ってまいりたい

と考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 積極的な協議をお願
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いしたいと思いますが、夢を語れば、私として

は、グローバル企業とグローバル大学をセット

で誘致をする。韓国なんて、まさにそういうこ

とをやっているんです。ほかでもやれるわけで

すから、そういうものに向かって、歩を進める

というような思い切った取組も必要であると、

私としては思っています。 

 (3) 産業の振興と雇用の拡大について。 

 域内の経済循環を最大化するための対策につ

いてであります。 

 県民所得や市民所得を向上させたり、地元雇

用を伸ばしたりするためには、県民経済計算上

からも、生産から最終消費に至るまでの域内で

の経済循環を高めることが最も効果的であると

いったことが、これはもう理論的にわかってお

ります。外貨を稼ぐ取組とあわせて、域内の消

費拡大や生産資材の調達、あるいは企業内の連

携等をもっと拡大する必要があると思いますが、

県の考え方はいかがですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) 県内の経済循環

を高めていきますことは、県民所得の向上を図

るうえでも重要な視点であると考えております。 

 域内消費を拡大するため、例えば、農林水産

分野におきましては、「ながさき地産地消こだ

わりの店」、「長崎県の魚愛用店」などの認定、

ＰＲにより、飲食店、小売店等での取扱いの拡

大を図っております。 

 また、加工用原材料の域内調達につきまして

は、産地と食品企業とのマッチングや1次加工

業者の紹介による商品開発支援など、6次産業

化や農商工連携の促進に取り組んでおります。 

 このほかものづくり企業につきましても、こ

れまで中堅企業が外貨を獲得し、県内企業へ波

及させる取組を進めてまいりましたが、さらに

企業間連携によるサプライチェーンの強化や新

技術開発に対する支援を行うこととしておりま

す。 

 今後とも、域内の経済循環を高めることで、

県民所得向上につなげる施策を推進してまいり

たいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 域内経済循環をやっ

ぱり最大化するという中でネックになるのが、

そもそもいろいろな生産資材の調達ということ

で考えた場合に、その技術がなくて賄えていな

い。したがって、県外に頼らざるを得ない。あ

るいはいろいろなものはあるんですけれども、

やっぱり県外よりもコストが高いといったもの

で、コスト競争に負けている。 

 言ってみれば、次の質問をさせてもらうんで

すが、地場の小規模の企業の体質強化をいかに

図るかといったことが一番肝要なことで、先ほ

ど言われたサプライチェーンといったことも有

力な取組方だろうと思いますので、そういう認

識を持ったうえでの取組をさらに加速をさせて

いただきたいと思う次第であります。 

 そこで、今言いました地場の中小企業の体質

強化策についてでありますけれども、本県は、

製造業の出荷額が少ない。そのことが県民所得

の伸び悩みの原因となっているわけであります。

一事業所当たりの平均出荷額も、他県の半分程

度にとどまっている。そして、県が今後、力を

入れていこうとしているＩＣＴやＡＩ、あるい

はロボット産業等で、長崎市内で先駆的に操業

をしている優良事例を、私としては勉強不足も

手伝ってか、承知をしておりません。 

 また、食品産業やサービス産業、一般にして

も、県外に大きな販路を持つ事業所も、長崎市

内に本社を置く事業所は数えるほどしかありま
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せん。 

 そこで、地場企業の新事業展開や新分野開発

などを通じた体質強化が喫緊の課題であるわけ

でありますが、そのために、市とも連携して、

県としてどういったことに注力をすべきか、ど

のように考えているか、お尋ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) 小規模な事業者

が多い地域の商工業やサービス業の振興のため、

県内全体で17地域の商工団体が主体となりまし

て、「地域産業活性化計画」というものを策定

し、事業者と商工団体、県、市町等が地域の産

業特性に応じた目標を共有して、販路拡大や付

加価値向上等に取り組むという取組を進めてお

ります。 

 長崎商工会議所におきましては、交流人口の

拡大を背景として、飲食店等のサービス産業や

かまぼこなどの食品製造業などを注力する分野

として定め、年間100事業者の売り上げ増とい

った具体的な目標を設定して、事業者の経営分

析を踏まえた事業計画の策定、商談会への出展、

地元企業が連携した観光土産品の開発等に対す

る支援を進めていくこととされており、県、市、

商工会議所が連携をして、それぞれの施策を活

用しながら一体となって支援していくこととし

ております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) この問題は、もうま

さに命題でありまして、そう簡単に成果がすぐ

には出るものではない。それは十分承知をして

います。 

 今言われた、県内各地域で「地域産業活性化

計画」を策定して、関係機関、団体が一つにな

って取り組もうとしているというお話がありま

した。これは、政策評価じゃありませんけれど、

その取組状況と成果がどこまで具体的に顕在化

していくか、ここはしっかり把握をしながら、

あの手、この手の長崎の総合力で取り組んでい

ただくよう、強く要望したいと思います。 

 そこで、長崎市の基幹産業というのは、言う

までもなく、造船、重機であるわけであります

が、時代のトレンドや国際的な価格競争の中で、

地域経済の自立的発展を展望する時に、これの

みに頼っていてはなかなか難しいと私は思いま

す。もとより、造船、重機にさらに頑張っても

らえるように、行政としても手を打っていくこ

とも必要でありますが、その一方で、造船、重

機に比肩するような新たな基幹的産業を創出し

ていくということが何より大切だと思います。 

 県内でも、他の市町には大きな雇用吸収力を

持った優良企業が立地をしているわけでありま

すが、長崎市内には残念ながらそういう状況に

ありません。こうした状況から、先に進むため

に、仮に長崎市がこうしたことに今後積極的に

取り組むとした場合、市との連携も含め、県と

してはどう取り組むか、そのことについてお尋

ねをいたします。知事、答弁をお願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) さまざまな産業構造上の

問題に直面する中で、これからはより付加価値

の高い先駆的な産業を強化していかなければな

らないと考えているところであります。 

 これまでの経過について見ます時に、長崎市

においては、どうしてもやはり内陸部に競争力

の高い工業団地がないということで、製造業等

の誘致に非常に制約があったところであります

けれども、これから長崎市として、どのような

産業構造の達成を目指そうとされるのか、そう

いった点についても十分意見交換をさせていた

だきながら、新たな産業の創出に向けた取組も
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また必要になっているものと考えておりますの

で、十分協議していく必要があるものと考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) ありがとうございま

した。まずは、やっぱり長崎市が基本的な地域

経営の戦略ということをしっかり立てたうえで、

県としっかりと協議をしていく。そのことにつ

いては間口を開いているというようなお話であ

ります。ぜひ、そういった施策の推進について

の展開が図られるようにやっていく、このこと

が何より大切だろうと思います。 

 次に、今度はオフィス系企業についてのお尋

ねであります。 

 まず、「クレインハーバー長崎ビル」、これは、

建設の時の市場の背景とか必要性、緊急性、そ

ういったことについての説明とは裏腹に、現在、

市内からの県外企業の移転とは別といたしまし

て、県外からの新規の入居企業はゼロの状態に

なっています。この原因は一体何か。 

 そこで、あわせてクレインハーバー長崎ビル

への入居に限らず、オフィス系企業の長崎市内

への立地はそもそも難しいのでしょうか。ある

いは立地を促進するために地元として補うべき、

あるいは揃えるべき課題というのは何か。 

 今後、市内中心部でオフィスビルを建設しよ

うとする計画も多々あるわけでありますが、う

まく活用される見通しは立てられるのか、あわ

せてお尋ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) 昨年12月に完成

した「クレインハーバー長崎ビル」は、現在5

フロアのうち1フロアが入居済みで、先般もう

1フロアの入居が決まりました。いずれも平成

26年度に誘致した企業が事業拡大して移転した

もので、新たに200名の雇用が創出されます。 

 全国的に人材確保が難しくなっている中、確

実に人材を確保するため、既に進出した拠点を

中心に事業拡大を図る傾向があることから、県、

市、大学などでしっかりとこのような人材確保、

事業の推進を支援することが大切でありまして、

そのことがさらなる誘致の促進につながるもの

と考えております。 

 さらに、現在力を入れておりますＩＴであり

ますとか、組み込みソフト研究開発部門等の分

野では、高度な専門人材、あるいは技術力のあ

る協力企業を確保するということが必要とされ

ておりますので、人材の育成及び地場企業のマ

ッチングに取り組んでいく必要があると考えて

おります。 

 もう一点、長崎市において民間事業者による

オフィスビル整備が進み、良質なオフィスフロ

アが増えますことは、今後の企業誘致の強みに

なりますので、民間事業者や長崎市と連携を図

り、ビルの供用開始時期を見据えながら誘致活

動に取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) オフィスビルの建設

計画が進んでいることは、企業誘致にとっての

大きな戦力になるというお話ですから、それぞ

れの建設時期等をにらみながら、県として、率

先した取組をぜひお願いしたい。 

 それにあわせて、やっぱり長崎市も今、産業

振興財団に2名職員を配置しているということ

でありますが、そこに甘んじることなく、より

積極的な誘致活動をさらに展開していかなけれ

ばいけないと思うんです。 

 企業誘致と一言に言うけれども、例えば、こ

の間、産業振興財団の職員からレクチャーを受

けましたが、もう訪問企業数というのは山ほど

－ 88 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第８日目（６月２０日） 

－ － 89 

上っているわけです。そこの中で、しかし、実

際に長崎ということを検討の俎上に上げるとい

う企業も非常に限られている。そこの中から、

さらにふるい落とされて、実際誘致をするとい

うのは本当に厳しいというか、そういう状況に

あるわけでありますので、ここはもう本当に長

崎の総合力で、さらに鉢巻き、ねじを巻いてや

らなければいけないと思います。あの手、この

手でもうみんなで一緒になってやるという、そ

ういうやっぱり機運、体制をつくっていく必要

があると思っています。 

 ところで、産業の振興、あるいは子育てにつ

いて、可能な限りそれをしやすいような社会環

境づくりといったことをお尋ねしてきたわけで

ありますが、そういうこととあわせて、やはり

人が残っていくには、住んで楽しいまちづくり

というのが進まなければいけないと思うんです。 

 (4) 賑わいの場づくりについて。 

 具体的には、三菱幸町工場跡地のジャパネッ

トの計画への県の対応についてであります。 

 ご案内のとおり、ジャパネットがサッカー場、

マンション、オフィス、ホテル等の建設を行う

等の提案をもって、三菱の公募に採択をされま

した。総投資額は、約500億円。外国のディペ

ロッパー企業の参加も含め、市内のまちなかの

民間投資としては、県都のダム機能の発揮に大

きく寄与をするということも含めて画期的なこ

とだと私は認識をしています。 

 何としても計画を達成し、成功させるために、

県、市連携して、例えば都市利用規制や道路整

備対策などのハードルをクリアしていくことが

必要だと思いますが、知事、考え方いかがです

か。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) この三菱幸町工場跡地の

活用に当たりましては、これまでも県から三菱

重工業に対して、良質な雇用の場の確保、交流

人口の拡大、あるいは長崎の魅力の向上に寄与

する活用策が望ましいと申し上げてきたところ

であります。 

 今回の計画は、サッカー専用スタジアムのほ

か、ホテルやオフィスなどの複合施設を整備す

る内容でありまして、これまで私どもがお願い

してきた意見に相当程度沿ったものであると評

価をいたしております。 

 こうした計画の発表を受けまして、県におい

ては、既に県庁内の関係部局による連絡調整組

織を設け、優先交渉権者との間で情報共有、あ

るいは意見交換を行っているところでありまし

て、交通対策をはじめ、想定される諸課題につ

いて検討をはじめたところであります。 

 今後とも、長崎市と連携を図りながら、優先

交渉権者との協議を進めるなど、的確に構想実

現に向けて協力してまいりたいと考えていると

ころであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 構想の実現に向けて

積極的に関わっていきたいというような強いご

主張がありました。 

 昨日の晩、ワールドカップで日本がコロンビ

アに勝ちました。日本全国で老いも若きも、男

性も女性も一丸となって歓喜し興奮をしたと思

います。ああいう姿を目の当たりにしています

と、もうスポーツの力というのは本当にすごい

なと思います。何としても、今回のジャパネッ

トの計画は成功してもらわなければならないわ

けであります。そのために、県としても、強い

決意を持って積極的な役割を果たしていただく

ことを、さらにお願いをさせていただきたいと

思います。 
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 ところで、長崎市は、ＭＩＣＥ関連予算を

6月市議会に計上しておられます。一方、ＩＲ

関連法案が今国会に上程され、県としては、何

としてもハウステンボスに立地決定するよう推

進をしております。 

 ＩＲがハウステンボスに立地をすることにな

れば、国際的な水準のコンベンション施設やメ

ッセ会場、鑑賞型のホール、大小会議室、宿泊

施設、あるいはショッピングモール、それらが

一体的に整備されることになります。投資額は

約2,000億円と聞いています。 

 こうした動きや勢いがある中で、長崎市は、

市民の税金約150億円を投じて、同じようにコ

ンベンションホールやメッセ会場をつくろうと

いうような計画であります。民間活力の活用に

よるホテル建設などは別といたしまして、市が

直接財政負担をして実施をするコンベンション

施設やメッセ会場といったものが、佐世保にで

きるであろう圧倒的なＩＲ施設と重複をする中

で、また、県外に類似施設があまたある中で、

果たしてうまく稼働するのか、私としては率直

疑問が先に立つわけでありますが、まず、そも

そも県として、市のこのＭＩＣＥ計画に対して

一定の財政支援を行うのかどうか。 

 また、仮に計画が実現をした場合、ＩＲ施設

への誘客対策のほかに、ＭＩＣＥへの誘客に対

して、県としても、何か積極的に関与しようと

いう考えはあるのか、お尋ねをいたします。知

事、お願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 長崎市のＭＩＣＥ計画は、

市が主体となって民間活力の活用を図りながら

整備する計画となっているところであり、同計

画に県の補助は予定していないところでありま

す。 

 また、コンベンションの誘致につきましては、

その受け入れ施設がどこであるかを問わず、こ

れまでも県内各市町と連携して取り組んできた

ところでありますので、多様なコンベンション

の誘致を進め、観光消費の拡大に結びつけてい

かなければならないと考えているところであり

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 県の財政支援はない

といったことが明確に述べられました。その他、

コンベンション関係については、ちょっと今の

知事の答弁ではよくわからないのでありますけ

れども、多様なコンベンションが展開をされる

といったことは望ましいという、そこの話にと

どめておったと理解をいたします。 

 昨日、同僚議員から、ＩＲに関する質問があ

りました。県の財政への寄与度、あるいは地域

経済の振興を考えての、いわば、これは切り札

としての県の計画であると思います。また、民

間の営業において相互融通というようなことは

なかなかに考えにくいということでもあろうと

思います。 

 そうした意味で、現実的には長崎市が市民の

税金を投入してやるという計画は、私としては、

よほど慎重にやる必要があるのではないかと思

っております。 

 そこで、長崎市内にある既存の施設を活かし

て、例えば、まちなか全体がコンベンションの

舞台というような長崎市の特色を活かしたコン

ベンションのやり方が、私としては可能ではな

いかと思うのでありますが、ＭＩＣＥのような

大型の施設がなければ、コンベンションはでき

ないとお考えかどうか、ここは里見副知事にご

見解をお聞かせいただきたいと思うのでありま

すが。 
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〇議長(溝口芙美雄君) 里見副知事。 

〇副知事(里見 晋君) 議員ご指摘の新たな

ＭＩＣＥ施設によることなく、既存施設や地域

の特性を活かした工夫を講じるということによ

って、コンベンションの誘致を進めていくとい

う考え方も当然あり得るものだと思っておりま

す。 

 ただ、その一方で、長崎市が予定されている

ＭＩＣＥ施設につきましては、複数のホールや

複数の会議室が併設された計画となっておりま

すので、分散せず1カ所で分科会を開催する必

要がある大規模な学会など、これまでよりも多

様なコンベンションを誘致する可能性はあるの

ではないかと考えております。 

 いずれにいたしましても、施設のありように

よって、誘致できるようなコンベンションの姿

は多少変わるとは思いますが、施設があればあ

ったで、それに適するコンベンションの誘致活

動になり、なければないで、それに応じたコン

ベンション誘致活動になっていくものではない

かと考えているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 今の副知事の答弁は、

全く的を射た答弁であると思います。なければ

ないで、やりようがある。あったらあったで、

それを活用したやり方というものをやっぱり工

夫して頑張っていかなければならない。当然の

ことでありますが、コンベンションということ

を盛んに言いますけれども、大事なことは、な

んでそこのまちで、そのコンベンションをする

のかという主催者側の動機づけに対して、しっ

かり訴え得るインセンティブというか、そうい

う特徴を持ったまちでなければならないという

ことと、それとあわせて、アフターコンベンシ

ョンについて、やはりその魅力度が高いまちで

ある、あるいは長崎市でやるとする場合にそこ

でわざわざやるという意味があるコンベンショ

ンでなければなりません。こういうものでない

と、これはなかなかそう簡単ではない話であり

まして、この辺をやっぱり共通認識を持って、

こういったことについては取り組んでいく必要

があろうと、私としては考えています。 

 そこで、あわせて県庁舎の跡地活用というこ

とですが、旧県庁舎もいよいよ解体をするとい

うことですが、跡地対策もこれまでいろいろ議

論がありましたけれども、検討作業の現時点で

の進捗はどうか、簡単にご説明をいただきたい

と思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 県庁舎の跡地活

用としまして、先行して検討を進めることとし

た「広場」と「交流・おもてなし空間」につき

ましては、昨年度、県議会の総務委員会で検討

内容をお示しし、ご議論をいただいたところで

あり、その議論等を踏まえ、備えるべき機能や

規模など、さらに検討を進めているところでご

ざいます。 

 一方、「文化芸術ホール」につきましては、

昨年2月の県議会からの意見書を踏まえ、長崎

市が整備を検討しているＭＩＣＥ施設における

ホールとの機能重複に関する調整を確実に行う

必要があるものと考えております。 

 現在、6月市議会にＭＩＣＥ施設関連議案が

提出されていることから、その審議の状況を注

視し、その動向を見極めたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 今から質問をしよう

とすることについても、もう一定踏み込んで今

答弁があったやに思いますけれども、もう一度

お尋ねをしますが、長崎市の計画の進捗も視野
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に入れる必要があると。そのとおりであると思

うんですが、旧庁舎の閉鎖、解体ということが

進む中で、周辺のにぎわいも低下をしていると

言われています。かつての長崎市のまちの成り

立ちに大きな役割を果たしてきた市内の一等地

であることから、これは長崎市民の理解を得る

跡地活用策がいよいよ求められていると思うの

であります。その辺を踏まえたうえで、再度答

弁をいただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 県庁が移転した後、周辺

地域について、にぎわいが低下しつつあり、関

係の皆様方が大変心配をなさっておられるとい

うお話を、私もお伺いしているところでありま

す。 

 したがいまして、できるだけ早いうちに跡地

の活用について方針をお示ししたいという思い

があるところでありますが、先ほど担当部長が

お答えしましたように、現在、市議会において、

ＭＩＣＥ関連施設の議案が審議されているとこ

ろでありますので、近々一定の方針が出される

ものと考えているところであります。こうした

審議の動向を見極めたうえで適切な時期に判断

してまいりたいと考えております。 

 なお、現状で旧庁舎の解体、発掘調査等を含

めると、新たな事業を進めるに至るまで相当の

時間が残されておりますので、まずは既存の旧

庁舎新別館の活用を急いでいくことといたして

おりまして、現在、準備作業を進めているとこ

ろであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 解体に着手する中で、

一定全体工事が終了するのが2カ年程度かかる

というような話でありますから、その間におい

ては、やはりその次、どう手を打つかといった

ことについての計画はしっかりと組み立てをし、

県民、市民の理解を得るといったことについて、

ぜひお取組をお願いしたいと思います。 

 (5) 長崎市の特徴を活かした観光の振興につ

いて。 

 まずは、資産の顕在化、付加価値化の対策と

いうことについてであります。 

 長崎市内は、我が国でも特色ある歴史を有し

ているわけでありますが、残念ながら多くは以

前ここに何があったというような石碑でありま

すとか、掲示板の設置で終わっております。そ

のほか、観光の目的地となるべきような施設や

街並みもインパクトが弱い、もったいないとい

うような状況にとどまっているものが多くあり

ます。 

 今後とも、観光地として生き延びるためには、

こうした歴史的資産を顕在化させたり、付加価

値を高めたりする必要があると思いますが、こ

うしたことについて、仮に長崎市が今後積極的

に取り組むとした場合、市との連携も含めて、

県としてどう取り組むのか、お尋ねをいたしま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 県におきま

しては、これまでも歴史に彩られた本県ならで

はの資産を顕在化させ、観光資源として磨きあ

げることに力を入れてまいりました。 

 また、観光資源となり得る歴史的、景観的な

価値の高い建造物等については、文化財の指定

やまちづくり景観資産の登録を行ったうえで、

保全等の行為に対して、市町と連携して支援し

ております。 

 引き続き、市町と連携して、歴史的資産を活

用した新たな観光資源の整備、活用を進めると

ともに、にぎわいの創出につながる地域や市町
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の主体的な取組をソフト・ハード両面から支援

していくこととしておりますので、長崎市とも、

これまで以上に連携してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 長崎市とも、これま

で以上に連携して進めていきたいというお答え

をいただきました。あとは、だから、長崎市が

いわゆる積極的なそういう取組をやっぱり主体

的にやっていこうとする、その姿勢いかんであ

ろうと思います。 

 あわせて、観光産業の振興といったことにつ

いて、お尋ねをいたします。 

 観光の振興というのは、入り込み客数がどう

かということにとらわれず、観光産業の振興で

なければなりません。観光の第1次受益者であ

る市内の旅館・ホテルは、厳しい経営環境にあ

って、従業員の人手不足も深刻な状況にありま

す。このため、旅行形態に対応する設備投資や

高付加価値化への対応も難しいといった状況で

す。地場の土産品等の販売額も伸び悩んでいる

と言われています。こういう実態を改善し、観

光が地域経済のプラスに役立っているという状

況をつくり出すことができてこそ、観光に力を

入れる意味があると思うのでありますが、長崎

市が今後こうしたことに取り組もうとした場合、

市との連携も含めて、県としてはどう取り組む

のか、お尋ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 県では、従

来、主に誘客による「量」の拡大に取り組んで

きたところであり、観光客数には一定の成果が

出ておりますが、産業としての観光の活性化や

良好な雇用環境の創出などについては、まだ十

分ではないものと認識をしております。 

 このため、近年では、より消費を高めるプレ

ミアムコンテンツの開発などによる観光の

「質」の向上に取り組んできたほか、観光産業

の核である宿泊業の生産性向上への支援を行い、

例えば、業務見直しを進め、接客業務の質を高

めることにより、顧客満足度が向上している事

業者もあります。 

 今後は、これまでの取組に加え、観光事業者

が多様な産業と連携して、地域にお金を落とす

取組や優秀な観光人材の育成によるサービス向

上への取組などに対する支援策を検討し、観光

産業の活性化、高度化を推進してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 

〇３０番(髙比良 元君) 雲仙の旅館・ホテル

が大変に苦戦をしています。やっぱりそういう

中で大手資本による企業買収等が進んで、地場

の事業所といいますか、これまで地場の資本で

運営をしておったような旅館・ホテルというの

がなくなっていってしまう。長崎市においても、

幾らかそういうふうな傾向が出てきています。

かなりやっぱり厳しい状況にある。 

 今、生産性の向上という話をされましたけれ

ども、そういったことに取り組むためには、例

えば、チェーン化を図るというか、そこまでし

なくても協業、共同で一体的な取組をやってい

くとか、やっぱりいろいろな工夫が必要になっ

てくる。あるいはインバウンドの対策について

も、やっぱりここは観光連盟なんかでやってい

るんだろうけれども、いろいろな受け入れにつ

いて可能な旅館・ホテル一体となって進めてい

って配分をしていくとか、いろいろな取組があ

ろうかと思うんです。 

 今までは、やっぱり第1次受益者のその経営

の向上、そのことによって観光産業の生産額を

伸ばしていって、県民所得の向上につなげると
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いう、そういう視点が必ずしも明確ではなかっ

たと思っているんです。観光統計の数字だけで

一喜一憂するような状況にあった。実際はやっ

ぱり狙いとするのは、認識は一致していると思

いますが、観光産業の振興があって初めて、そ

の地域経済にプラスになるということでありま

すので、ここは産業労働部と一体となった中で

取組をぜひお願いしたいと思います。 

 あわせて、国際クルーズ船の対策についてで

あります。 

 年間105万人が上陸をし、国内でも第2位の寄

港地と長崎市は言われているわけでありますが、

県内の貸切バスの需要が減少したり、地場の土

産品店等での売り上げにあまり影響していなか

ったり、まして宿泊関係は無縁だったり、長崎

の経済浮揚にはほとんど関係のないところで動

いていると思います。 

 県外の中国系ランドオペレーターが大手を振

っているというのが実態で、長崎は、彼らにい

わば利用されているという状況であると言って

も過言ではないと私は思います。こういった状

況を改善し、地域経済のプラスにするため、長

崎市や観光関係機関との連携も含めて、県とし

てどう取り組むのか。1泊、2泊するような準母

港化を目指すぐらいの意気込みで取り組むべき

だと思いますが、いかがですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策

監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) クルー

ズ振興の取組につきましては、基本的には県が

誘致活動を、地元自治体が客船の受け入れ対応

を行っているところでございます。 

 長崎港に入港するクルーズ船の寄港地ツアー

に関しましては、長崎市が、市内におけるツア

ーの充実等を行い、県は、長崎港から島原半島

などへの県内広域周遊対策に取り組むことで、

地域経済の活性化を図っているところでござい

ます。 

 中国からのクルーズ船では、依然として特定

の免税店へツアーが集中していることから、地

元の旅行会社と共同で新たな着地型ツアーの造

成を目指しているところでございます。 

 今後とも、長崎市や旅行会社などの関連観光

機関と連携をいたしまして、クルーズ客の周遊

性の向上を積極的に進めてまいりたいと思って

おります。 

 それから、準母港化を目指すぐらいの意気込

みということでございますけれども、県産品の

客船への供給でございますが、船会社との協議

を重ねた結果、昨年度から、長崎港等での積み

込みが増加をしておりまして、今後の取引拡大

に向け、船舶納入業者等と共同で新たな県産品

の紹介を船会社に行うことといたしております。 

 また、県内での宿泊を伴う乗下船クルーズ商

品の開発にも、平成28年度から取り組んできた

ところであり、その成果といたしまして、昨年

度は長崎港において2回実施をされ、今年度に

おいても5回計画をされております。 

 さらに、中国発着のクルーズにおけるフラ

イ・アンド・クルーズ商品の開発に、今年度か

ら地元の旅行会社と連携して取り組んでいると

ころでございます。 

 上海から長崎への航空便で訪れたお客様が、

県内で宿泊・滞在をした後に、長崎港から乗船

する商品の年度内の販売開始を目指していると

ころでもございます。 

 引き続き、クルーズ船の入港を経済的な効果

の拡大に結びつけられるように、関係機関とと

もに取り組んでまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 髙比良議員―30番。 
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〇３０番(髙比良 元君) いろいろな取組につ

いて、今、政策監の方から紹介をいただきまし

た。本当にうまくやっていければいいなと思う

んですが、やっぱりなかなか難しいところがあ

る。それははっきり言うと、マージンの問題と

か、そういうことですよ。そういったことがネ

ックになって、なかなか商品企画造成をしても

うまくいかないとか、こちらの方にやっぱりお

声がかかってこないとかということがあるわけ

で、その辺はやっぱり総合力を持って取組をよ

ろしくお願い申し上げて、質問を終わりたいと

思います。 

 ありがとうございました。 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 近藤議員－7番。 

〇７番(近藤智昭君)（拍手）〔登壇〕 南松浦郡

選出、自由民主党、近藤智昭でございます。 

 質問をさせていただきます。 

 1、豪雨や台風等の自然災害に強い農林水産

業の基盤構築について。 

 (1) どのような取り組みを進めているのか。

取り組みの現状とこれからの取り組み。 

 去る5月28日に、気象庁の福岡管区気象台か

ら、九州北部地方が梅雨に入ったと見られると

の発表がありました。これから、梅雨の豪雨、

夏場から秋口にかけての時期を中心とした台風

など、例年と同様に自然災害による農林水産業

への被害が懸念されるところであります。 

 本県におきましては、昨年も、6月末から7月

上旬にかけて、大雨や台風に連続して見舞われ、

農作物、農業用ハウス、農地、農業用施設、林

地荒廃等の農林業に関する甚大な被害が発生し、

その被害額は、壱岐地区、島原地区、県北地区

を中心に、県全体で27億円を超えたとお聞きし

ているところです。 

 また、私が一昨年の11月定例会において質問

しましたとおり、昨年10月下旬に大接近した超

大型台風21号により、新上五島町をはじめ、五

島市、壱岐市、対馬市において、定置網に甚大

な被害が発生し、新上五島町での被害額は3億

円近くに達したところであります。 

 このような毎年繰り返される自然災害に対し

て、被災地域においては、農林水産業の営みの

速やかな再生に向けた復旧活動に取り組まれて

います。 

 その中で着実な復旧を図るため、国が激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する

法律に基づき、激甚災害として指定し、必要な

措置を準備するなど、国や県、地元市町が一体

となった緊急的な支援が実施され、速やかな復

旧・再建につながっているものと理解している

ところであります。 

 しかしながら、私は、本県、特に、離島地域

の基幹産業である農林水産業が将来にわたって

持続、発展していくためには、災害が発生した

後の復旧対策では不十分であると考えておりま

す。 

 もちろん、災害が発生した後に、できるだけ

速やかに復旧・再建を果たすことも極めて重要

でありますが、農林水産業における事業の継続

性を担保するためには、そもそも被害が発生し

ないように、事前に十分な対策を講じることこ

そが、より一層重要であると考えております。 
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 地球温暖化に伴い、大雨や台風による被害が

年々大規模化、激甚化していると感じていると

ころです。このような環境においては、農林業

や水産業を営まれている皆様が将来の事業拡大

への意欲を持ち、安心して投資等に取り組まれ

ることは期待できません。 

 そこで、豪雨や台風等の自然災害の被害を受

けにくい、強靱な農林水産業の基盤の構築に向

けて、これまで県は、国や地元市町と協力しな

がら、どのような取組を進めてきたのか、お尋

ねします。 

 また、これまでの対策に加えて、今後どのよ

うな取組を進めていく必要があると考えている

のか、お伺いします。 

 2、国家戦略特区の区域指定に向けた本県の

これまでの取り組み、今後のスケジュールにつ

いて。 

 (1) どのような取り組みを行い、内閣府にど

のような提案をしたのか。 

 本県が一昨年、平成28年の夏に、国家戦略特

区における新たな規制改革メニューとして内閣

府に対して提案を行った農業分野における外国

人材の就労については、農林部の職員を中心と

した努力のかいもあって、内閣府から高い評価

を受けたことから、昨年9月に実施された改正

国家戦略特区において、農業支援外国人受入事

業として、既にメニュー化されたところであり

ます。したがって、今現在、既に国家戦略特区

の指定区域である愛知県、福岡市、北九州市、

新潟県、仙台市など、全国の中で10地区は農業

支援外国人受入事業の活用が可能な状況となっ

ております。 

 一方で、本県は、国家戦略特区の区域指定を

受けていないため、このメニューを最初に提案

した県であるにもかかわらず、長崎県農業支援

外国人の受け入れができない状況が続いており

ます。 

 近年、農業就業者の高齢化等に伴う就業人口

や農家戸数の減少が加速化する中、私は、農業

の担い手を確保する手段の一つとして、外国人

材の活用は極めて有効であると考えております。 

 ただし、現在でも多く活用されている外国人

技能実習制度には、さまざまな制度面の制約が

あることに加えて、実習生の農業に関する知識

や技能も比較的低いことから、外国人技能実習

制度の活用だけでは農業の担い手確保の問題は

解決できません。 

 労力不足に悩む県内の多くの産地の農業者の

皆さんも、一刻も早く本県が国家戦略特区の区

域指定を受けて、農業支援外国人の受け入れが

できるようになることを望んでおられるのでは

ないでしょうか。 

 国家戦略特区の区域指定のためには、内閣府

に対して、規制改革に対する県の強い思い、や

る気を見せる必要があり、特区における新たな

規制改革メニューとして、ほかの自治体が考え

ていない、これまでにない画期的なメニューを

提案することが求められることとなります。 

 このため、本県では、庁内で新たな規制改革

のメニューの検討を続けており、農林部を中心

に、さまざまなアイデアを繰り出して、順次、

内閣府に対して提案を続けているとお聞きして

おり、国家戦略特区ワーキンググループも関心

を示していると聞いております。 

 そこで、以上のような流れも含めて、県は、

国家戦略特区の区域指定に向けて、これまでど

のような取組を行い、内閣府に対してどんな提

案をしてきたのか、お尋ねします。 

 (2) 区域指定に向けた手続きのスケジュール。 

 今後、内閣府とのやりとり等、区域指定に向
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けた手続等のスケジュールはどのようになって

いるのか、お伺いします。 

 3、離島水産業にかかる港湾施設用地使用料

の負担軽減について。 

 ご承知のとおり、昨今の離島における水産業

は大変厳しい現状にあります。多くの漁協にお

いて、組合員の高齢化等による脱退が相次ぎ、

組合員の平均年齢も優に60歳を超えております。

水揚げ量の減少や漁獲の低迷、燃油の高騰、ま

た昨年の台風被害などもあり、現場では、漁協

の経営はもう限界まできているのではないかと

思われます。 

 私のふるさとである新上五島町には7つの漁

協があり、厳しい経営状況にありながら、しま

の基幹産業である水産業のあかりを消さないよ

うにと、また貴重な雇用の場をなくさないよう

にと、日々、懸命の努力を重ねております。 

 そのような中、多くの漁協は、近くの漁港や

港湾において、荷さばき施設や冷蔵庫等の漁業

関連施設を設置して漁業活動を行っております

が、施設の設置に当たっては、県の漁港管理条

例あるいは港湾管理条例に基づき、占用または

使用許可を取って、規定の使用料金を負担して

おります。 

 新上五島町には、県が管理する漁港9つと港

湾7つがあります。いずれも長年にわたる県当

局の努力で岸壁や埋立地などの施設が整備され、

安全で立派な港となって、地元も大いに感謝し

ているところではありますが、この頃、港湾施

設を利用している地元の漁協から、港湾施設用

地使用料の負担が重たいとの声を聞くことがあ

ります。 

 そこで、同じ漁業用工作物を設置している場

所の漁港と港湾の使用料の算定方法を確認して

みますと、1平方メートル当たりの年間使用料

が、漁港の場合は、近隣地価の100分の6を乗じ

た額と地価を基準としているのに対して、港湾

の場合、漁港と同様に近隣地価の100分の6を乗

じた額を基本としながらも、括弧書きで、物干

し場及び物置き場の単価114円掛ける12カ月分

1,368円が下限価格である旨が記されています。 

 具体的に申し上げますと、上五島にある上五

島漁業協同組合は、漁港である上五島漁港と港

湾である青方港にそれぞれ漁業関連施設を設置

しているわけですが、上五島漁港が近隣地価の

6％、414円がそのまま貸付単価となっているの

に対しまして、青方港では、近隣地価の6％が

497円であるにもかかわらず、その2.75倍の

1,368円が下限価格として設定され、貸付単価

となっているわけであります。漁港であれば

497円で済むところが、港湾であるばかりに

1,368円と大幅な負担増を余儀なくされていま

す。 

 確かに漁協施設に対しては一定の減免措置は

ありますが、それは漁港においても同じであり

ます。漁港と港湾の使用料に大きな格差がある

ことには変わりはありません。 

 漁港が水産業者にとっては、そこが漁港であ

ろうが、あるいは港湾であろうが、ひとしく漁

業活動の拠点として利用しているわけでありま

すので、このように使用料に大きな格差がある

ことに疑問を抱いている人は少なくありません。

（発言する者あり） 

 そこで、お尋ねします。 

 漁港の占用料に下限価格の設定がないのに、

なぜ港湾のみ、物干し場並びに物置き場をもと

にした下限価格を設定しているのか、その理由

をお聞かせください。 

 4、国境離島地域の振興について。 

 国境離島地域の振興につきましては、自民党
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離島振興特別委員長の谷川衆議院議員をはじめ、

本県選出国会議員の皆様の多大なるご尽力によ

って、一昨年、悲願であった「有人国境離島

法」が成立し、昨年4月に施行されたところで

あります。 

 県や関係市町におかれては、これを離島の振

興に向けた最大のチャンスと捉え、関係機関と

も連携して、新たな雇用の場の創出をはじめ、

島民の皆様の航路・航空路運賃やしまの産品の

輸送コストの低廉化、滞在型観光の促進などに

懸命に取り組まれているものと思います。 

 施行から1年余りが経過する中、関連施設の

推進によって、関係地域等の人口の社会減の抑

制にも一定の成果が見られるところであり、全

国の中でも最も多くの国境離島を抱える本県に

とって、この法律は、まさに宝物であると実感

しております。 

 とりわけ、国境離島の地域社会を維持するう

えで、私は、多くの働く場を生み出す雇用機会

拡充事業は、これまでの政策では実現し得なか

った画期的な支援制度であると考えており、ま

た、この事業の効果として、基幹産業である農

林水産業の生産拡大や特産品の販売拡大、観光

客の受入環境の充実につながるなど、しまの活

性化に大きく寄与しているものであります。 

 新上五島町においては、昨年度、16件の事業

が採択され、43人の雇用の場が生まれました。

例えば、養殖ブリの海外出荷に向けた増産体制

の整備、五島手延べうどんやかんころ餅の品質

や生産性の向上、町の特産品を活用した新商品

の開発と販路拡大、海水浴場からの美しい景観

が年間を通じて展望できるカフェの新設、海で

の観光体験メニューの充実など、しまの地域資

源を活用した新たな地域産業化の取組が、地元

の事業者のみならず、Ｉターンなど島外の方々

によって次々と生まれております。 

 新法が成立し、新たに創設されたこの交付金

事業を準備段階から、このように軌道に乗せる

までの道のりは決して平たんではなく、国との

調整をはじめ、現場の関係市町や県の地方機関

においては、さまざまな課題や苦労があったも

のと察するわけであります。 

 そこで、国境離島の振興を図るうえで重要な

柱である雇用機会拡充事業について、これまで、

どのように取り組み、一昨年度の成果に結びつ

けてきたのか、今後の取組を含め、お尋ねしま

す。 

 5、交通死亡事故抑止対策の状況について。 

 国立社会保障・人口問題研究所がまとめた将

来人口推定によりますと、長崎県の人口は、

2045年には98万2,000人で、100万人を切るとも

言われております。人口減少対策は、長崎県の

最重要課題となっております。 

 このため、県におきましては、さまざまな施

策を講じておられるところでありますが、私と

しましては、長崎県が安全で安心して暮らせる

県であるということが、長崎県の人口減少を食

い止めるための一つの大きな魅力であると考え

ております。 

 県民の皆様が安全で安心して暮らすためには、

特に、県民の身近で突発発生し、被害性やその

遺族が悲しい思いを感じるばかりか、加害者の

人生までも一変させてしまう交通死亡事故をさ

らに減らしていくことが重要であります。 

 現在、長崎県では、「長崎県総合計画チャレ

ンジ2020」に挙げた、平成32年までに年間の24

時間死者数を34人以下にするという目標に向け

て、警察や県、市町、交通安全協会等の関係団

体、交通ボランティアの方々が連携して、さま

ざまな交通事故の抑止対策に取り組まれている
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ことを承知しております。 

 しかしながら、事前にいただいた資料による

と、近年の長崎県内における交通事故の状況は、

発生件数と負傷者数は年々減少しているものの、

死者数については、平成24年に39人を記録して

以降、昨年までの間、いずれの年も40名を超え

ており、厳しい状況にあると言わざるを得ない

状況であります。 

 そこで、平成32年までに年間の24時間死者数

を34人以下にするという目標達成に向けて、現

在取り組まれている交通死亡事故抑止対策の状

況について、警察本部長にお尋ねいたします。 

 6、離島・半島地域対策について。 

 (1) 福江港ターミナル駐車場について。 

 離島・半島地域の多くは、地理的条件が厳し

いため、さまざまな問題を抱えており、離島・

半島の振興については、分野ごと、もしくは総

合的に取り組んでいかなくてはなりません。 

 その中で、五島福江島の海の玄関口である福

江港のターミナルの駐車場に関することであり

ます。 

 ご存じのとおり、本土との旅客航路は、島民

にとって貴重な足として利用されており、福江

港発着航路の乗降客数は年間約60万人に達して

おります。 

 このような中、週末や多客期の航路出発前に

なると、ターミナルに併設されている駐車場は

利用者の車であふれ、駐車待ちの車両による混

雑が発生しています。 

 また、福江港の駐車料金についても、県条例

により、24時間当たりの上限価格を500円まで

と、利用者の負担軽減への一定配慮がなされて

おります。 

 ところが、利用者の中には、五島在住の方で、

離島医療では診療ができない高度な医療を受け

るために、本土の医療機関に通院されている方

がいらっしゃいます。この本土へ通院をされて

いる方は、福江港から本土間の航路運賃につい

ては、一定条件のもと、割引が適用されており

ます。しかしながら、本土通院をされる方が福

江港の駐車場を利用する場合、一般の利用者と

変わらない駐車料を支払っている状況となって

おります。 

 そこで、お尋ねします。 

 「有人国境離島法」による航路運賃低廉化に

より交流人口が拡大する中、福江港の駐車場の

収容台数の拡充ができないのか、また島民利用

者の利便性向上のため、本土通院を余儀なくさ

れている方に対する駐車場利用料金の負担軽減

ができないのか、県のご見解をお聞かせくださ

い。 

 7、第70回長崎県高校総合体育大会総合開会

式について。 

 去る6月1日に、県高総体総合開会式が行われ

ました。私も文教厚生委員長としてはじめて参

加し、生徒の入場行進の様子を正面で見せてい

ただき、改めて感動しました。 

 公立学校、私立学校、特別支援学校及び離島

の小規模校の学校、選手や応援の生徒、保護者

など、会場全体の一体感や運動部とマーチング

がブラスバンドの演奏と、文化部との融合を感

じただけではなく、行進をしている生徒は、正

面だけでなく、最後の最後の反対側のバックス

トレートまで、堂々と胸を張り、最後まで行進

するその誠実な姿に心を打たれた次第です。 

 「平凡を重ねて非凡をなす」という言葉があ

りますが、心打つ生徒の姿は、持続した学校現

場における教員の日々の指導のたまものであり

ます。また、このような体育の祭典を開催する

ことができるのは、それを支えるスタッフの力
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です。総合開会式は本県の自慢であります。 

 一方、他県では、こういう総合開会式を取り

やめてしまったところ、また今後、取りやめよ

うとしているところもあると聞いております。 

 県高総体総合開会式は、生徒にとって貴重な

体験の場です。長崎県では、今後とも、ぜひ続

けていってほしいと願っていますが、教育委員

会教育長の見解をお聞きします。 

 あとは対面演壇席で行います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 近藤議員のご質

問にお答えをいたします。 

 自然災害の被害を受けにくい強靱な農林水産

業の基盤構築に向けた対策についてのお尋ねで

ございます。 

 本県にとって、農林水産業の振興は重要な課

題であり、特に、離島においては、農林水産業

が基幹産業であると認識をいたしております。 

 農林業における現状の対策は、災害を未然に

防止し、安心して農林業が営める生産基盤を維

持するための農業用ため池の整備、海岸保全施

設の整備、地すべり対策、治山事業や森林整備

などを総合的に推進しているところであります。 

 一方、水産業における現状の対策は、漁業者

が安全で安心な漁業生産活動を行えるよう、流

通や生産の拠点となる漁港について、激甚化す

る台風等に対応した施設の強化等、防災対策に

取り組んでいるところであります。 

 特に、水産業では、昨年10月の台風21号によ

り、新上五島町、五島市、壱岐市で、定置網を

中心に大きな漁具被害が発生いたしました。 

 被害を受けた地域において、被災漁業者向け

の個別相談会を実施し、復旧に向けて必要とな

る支援内容の聞き取りを行い、地元意向を踏ま

えて制度資金の運用面を見直すとともに、本年

6月には、水産業の復旧等に係る新たな制度の

創設について、国に要望したところであります。 

 さらに、台風等の被害を受けやすい定置網に

ついては、新たな経営モデルとして、波浪に強

いタイプの漁具導入を支援しており、今後、導

入されたモデル事業の効果を評価しつつ、市町

と連携して、国の国境離島関連事業や県事業を

最大限活用した新たな漁具の普及、展開を図っ

てまいりたいと考えております。 

 これらの対策を計画的、効果的に実施するた

め、今後も、必要な予算の確保を国にしっかり

と要望し、自然災害の被害を受けにくい強靱な

農林水産業の基盤構築に向けて、引き続き力を

注いでまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 私の方から、国

家戦略特区に関しまして、2点お答えをさせて

いただきます。 

 まず、県では、これまでどのような取組を行

い、内閣府にどのような提案をしてきたのかと

いうお尋ねでございます。 

 国家戦略特区制度は、内閣総理大臣主導で国

の成長戦略を実現するため、国が区域を指定し、

規制改革等の施策を集中的に推進する制度であ

り、これまで、平成26年から平成27年にかけて、

3次にわたり、全国で10の区域が指定され、89

の規制改革事項が認められております。 

 本県におきましては、規制改革に関しまして、

各分野における関係団体へのヒアリング等を経

て、農業分野における外国人材受け入れのため

の新たなスキーム構築や自動走行システムの実

証実験、特定健康診査における遠隔診療の導入

など、本県の産業振興や課題解決に資する規制
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改革事項について、平成25年度の制度開始以降、

これまで、提案募集に対する6度の応募のほか、

随時の提案を含めまして、新たな提案を行って

まいりました。 

 このうち、平成28年度に行いました農業分野

における外国人材受け入れについては、国にお

いて所要の法改正が行われ、規制改革のメニュ

ーに追加をされましたけれども、一方で、区域

指定につきましては、全国から多数の規制改革

の提案がなされる中、平成27年度の3次指定を

最後に、本県を含め、新たな指定がなされてい

ない状況にございます。 

 現在は、こうした状況も踏まえながら、さら

に林業、水産業への外国人受け入れ拡大のほか、

所有者不明となっている農地、林地の集約化等

を進め、民間事業者の新規参入を促進すること

による農林業の成長産業化の推進などについて、

提案を行っております。 

 本年1月以降、国家戦略特区ワーキンググル

ープのヒアリングを2回にわたり受けていると

ころであり、引き続き、国家戦略特区としての

区域指定を求めてまいります。 

 次に、国家戦略特区の区域指定のスケジュー

ルについてのお尋ねでございます。 

 国が行う国家戦略特区の区域指定に関しまし

ては、先日、4次の指定についての考え方が示

され、従来の指定基準である地方公共団体の意

欲、実行力等に加え、既に施行されている規制

改革事項や今後検討が想定される新たな事項へ

の積極的な取組が求められております。 

 県といたしましては、これまで、さまざまな

新規の規制改革事項の提案を通して、本県の区

域指定にかける強い思いを訴えてまいりました。 

 現在提案中の事項につきましては、引き続き

ワーキンググループによるヒアリングが予定さ

れておりますことから、県としては、提案事項

の必要性や効果をさらに具体的に訴えるととも

に、既存の規制改革事項の積極的な活用方針な

どを示すことで、他県に勝る本県の強い意欲を

アピールしてまいりたいと考えております。 

 現時点において、本県が目指している国の

4次指定の審議に関する具体的なスケジュール

は示されておりませんけれども、県といたしま

しては、今後とも、区域指定の実現に向けて全

力を傾注してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 2点について、お答

えをいたします。 

 まず、港湾において、物干し場及び物置き場

をもとにした下限価格を設定している理由につ

いてのお尋ねでございます。 

 港湾施設用地の造成につきましては、漁港事

業とは異なり、国庫補助が活用できないことか

ら、起債を活用して全額県負担で行っておりま

す。 

 この借り入れた起債の償還費用を港湾を利用

する全ての方々に平等に負担していただくため

に、県下の港湾近傍地価の平均をもとにした

「物干し場及び物置き場」単価を下限価格とし

て設定しております。 

 なお、漁港と同様に本県の重要な産業である

水産振興の観点から、漁業協同組合の使用料に

つきましては3分の1を、さらに国や地方公共団

体から補助を受けた構築物の設置につきまして

は10分の4を減額しております。 

 次に、福江港ターミナル駐車場についてのお

尋ねについてでございます。 

 福江港ターミナルに併設されている駐車場に

つきましては、週末や繁忙期には、旅客航路を

利用される車両で駐車場は満車状態になり、タ
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ーミナル周辺まで混雑が生じております。 

 こうした状況から、地元からの強い要望もあ

り、現在、駐車場における駐車枠の配置を見直

し、従来の225台から、約1割増しの250台に収

容台数の拡大を図ることとしております。 

 また、高度な医療を受けるために本土まで通

院される方々の駐車場料金につきましては、議

員ご指摘のとおり、現在は、一般利用者と同じ

料金となっております。 

 昨年、県で行いました本土通院割引等を適用

された方を対象にした実態調査によりますと、

1日当たり平均7台程度が利用され、駐車場料金

につきましては、1回の通院につき、24時間上

限の500円を支払うケースがほとんどであるこ

とがわかりました。 

 こうした方々の負担を軽減する方策につきま

しては、調査の結果を踏まえ、関係部局、機関

等と協議しながら検討してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 私の方から

は、国境離島地域の振興について、答弁をさせ

ていただきます。 

 雇用機会拡充事業のこれまでの取組と今後の

取組についてのお尋ねでございますが、雇用機

会の拡充につきましては、国の交付金を最大限

に活用するため、全国に先駆けて、できる限り

多くの事業の掘り起こしにつなげたいとの思い

のもと、地元市町と一体となって、制度の周知

や事業者への働きかけなどに積極的に取り組ん

でまいりました。 

 具体的には、新法制定以降、制度の詳細が明

らかになる前の段階から、各地域におきまして、

市町と振興局によるプロジェクトチームを立ち

上げ、事業分野ごとに関係団体との意見交換を

重ねながら、多くの事業者に対し、丁寧な説明

と事業拡大等への後押しに努めてまいりました。 

 加えまして、法施行後におきましては、現場

の意見も踏まえ、公募手続等に関して、国と必

要な調整を行ったほか、採択事業者へのきめ細

かなフォローアップや島外での移住相談会等の

機会を活用した求人情報の周知等に取り組んで

まいりました。 

 この結果、昨年度の雇用機会拡充事業による

本県の雇用実績は340人となり、全国の雇用者

数の約7割を占める実績となったところでござ

います。 

 また、このうち80人は島外からの移住者とな

っており、この事業をきっかけに、熱意がある

人材や企業をしまに呼び込むことができ、新た

な活力を生み出すことにつながっているものと

考えております。 

 今後の取組につきましては、引き続き、島内

事業者への働きかけやフォローアップに努める

ほか、首都圏等の創業・起業セミナーを開催し、

都市部事業者による離島での事業展開を促すと

ともに、福岡や東京における島内採択事業者を

招いた就職面談会の開催など、移住施策とも連

携をしながら、県外からの人材の確保に力を注

いでまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

〇警察本部長(國枝治男君) 長崎県総合計画に

掲げた目標達成のための交通死亡事故抑止対策

の状況についてのお尋ねですが、議員ご指摘の

とおり、昨年の死者数は47人であり、大変厳し

い状況にあります。 

 近年の交通死亡事故の発生状況を分析いたし

ますと、2年連続で高齢者の死者数が全体の死

者数の7割を超えるとともに、昨年は、全死者

のうち、歩行中の事故による死者が約5割とな

っております。 
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 交通事故による死者数を34人以下にするため

には、県警察といたしましては、高齢者及び歩

行者の交通事故抑止対策を推進する必要がある

と考えているところであります。 

 現在、県警察におきましては、高齢運転者に

係る交通事故抑止対策として、「交通事故歴を

有する高齢者宅の訪問活動」を実施しているほ

か、高齢運転者の交通事故防止に効果が期待さ

れる安全運転サポート車の普及促進等を図って

いるところであります。 

 また、歩行者の交通事故防止対策として、安

全横断「手のひら運動」を推進しております。

これは道路を横断する際に、ただ手を挙げるだ

けではなく、歩行者が運転者に対して、「手の

ひら」を示して横断の意思を伝えたうえで、道

路を安全に横断しようという運動であります。 

 今後も、長崎県総合計画に掲げた目標達成に

向けて、これらの施策を推進してまいりたいと

考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 県高総体総

合開会式はぜひ続けるべきと思うが、見解はど

うかというお尋ねでございますが、県高総体総

合開会式は、県内各地の高校生が、母校を代表

する誇りを持つことや他校との交流を深めるこ

と、またフェアプレーの精神の大切さを再確認

することなど、競技の勝敗を超えたスポーツの

持つすばらしさを大いに感じることができる特

別な機会であります。また、選手はもとより、

運営を支える生徒も一体となってつくり上げる

高校生の一大行事です。このような総合開会式

を70年の長きにわたって続けてきたことは、大

変意義深いと考えております。 

 生徒の堂々たる入場行進は、日々、心と体を

鍛え抜いた自信に満ちあふれたものがあり、参

加した選手だけでなく、運営を支える生徒や応

援者も含めた生徒全員の新たな成長につながる

ものと感じ、私自身も、すがすがしい気持ちに

なりました。これもひとえに学校での体育授業

をはじめとする全教職員のたゆまない指導の成

果であり、本県の教育力の高さを改めて感じた

ところです。 

 総合開会式につきましては、貴重な教育の場

であり、生徒の成長に大きな効果があると認識

していますので、私としましても、本開会式に

つきましては、継続をしていきたいと考えてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 近藤議員－7番。 

〇７番(近藤智昭君) 幾つか再質問させていた

だきます。 

 先ほど、離島水産業に係る港湾施設用地使用

料の負担軽減はどうかならないかということで

質問したんですけれども、港湾使用料の下限価

格については、答弁ありがとうございました。 

 関係で再質問として、離島水産業が置かれて

いる大変厳しい状況というのは多分わかってお

られると思うんですけれども、漁業活動のため

の施設であれば、そこが港湾であっても、漁港

と同じ程度の単価となるような負担軽減を図る

ことが離島水産業の振興を支援するといった政

策的な配慮があっていいんじゃないか。これは

地価基準価格よりも安くしろと言っているわけ

じゃないんです。離島の漁協や水産業者を苦し

めているので、その見直しができないかと私は

お願いしているわけです。県の見解、どう思わ

れるか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 港湾の整備に充当し

た起債の償還の一部には、利用者の使用料を充

てていることから、使用料は、港湾事業推進の
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大切な財源となっておりますが、近年の漁獲量

減少や漁業従事者の高齢化による離島水産業の

経営環境の厳しい現状についても十分理解して

いるところでございます。 

 議員ご提案の離島における漁業協同組合への

支援につきましては、本県の財政状況や地元の

意見及び他県の状況も踏まえながら、関係部局

とも協議してまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 近藤議員－7番。 

〇７番(近藤智昭君) 港湾をつくるにしたって、

漁港をつくるにしたって、漁業者の大事な漁場

を放棄させた中でつくっているわけです。その

ような港湾は、逆に言ったら、漁業を推進して

こそ意義あるものじゃないのかなと思うんです。

今現在、むしろ、漁業者の負担となっている現

状は、ちょっとおかしいんじゃないかと思うん

です。 

 また、長崎県内には、現在、使用されていな

い港湾がたくさんあります。港湾に対するさま

ざまな縛りがあるのは知っていますけれども、

その縛りの見直しから、有効な活用を進めてい

く必要もあるんじゃないかと思うんです。借地

料を安くしてでも使用してもらうことにより、

管理も含めた有効活用があるのではないかと考

えるんですけれども、所見はいかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 借地料につきまして

は、先ほど申し上げましたとおり、離島の水産

業の振興を図るということからは、議員がおっ

しゃるとおり、何か政策的な配慮も必要じゃな

いかということにつきましては理解するところ

でございます。 

 現在は、全県下で平均して下限価格を決めて

おりますので、ちょっと高くなっているんです

けれども、離島の近傍地価というのは安いわけ

です。ですから、離島は離島での考えというも

のも考えていかなければならないのではないか

というふうに思っておりますので、先ほど申し

上げましたように、これにつきましては関係す

る部署と十分協議をしていきたいと考えており

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 近藤議員－7番。 

〇７番(近藤智昭君) これはぜひお願いします。 

 ある漁協では、さっき言ったように、同じと

ころで、同じような形で借りて、一方は四百幾

らで済む、一方は１,000円以上の金を払う。結

局、そこの組合の冷蔵庫というのは、その漁協

の生産性を上げる一つの手段としてやっている

んですけれども、現在、もう施設も古くなって、

赤字を垂らしているんです。その赤字が200万

円と聞いているんですけれども、借地料が二百

何十万円なんですよ。 

 やっぱりこれからの漁場、漁協とか、いろん

な形で補助金をやるんじゃなくて、今現在使っ

ている状況とかをしっかり把握した中に、いろ

んな形での支援があると思いますので、そうい

う見直しも少しずつ、よろしくお願いします。 

 次に、国境離島地域の活性化のためには、雇

用の場の創出だけでなく、交流人口の拡大が不

可欠であります。 

 しまの観光客にもう1泊促す「滞在型観光促

進事業」を活用した、各しまでの観光の魅力を

高める取組の事業と、さらなる誘導に向けた今

後の取組について、お尋ねします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 滞在型観光

促進事業では、体験プログラム付き旅行商品の

販売支援のほか、世界遺産候補や日本遺産をめ

ぐるツアーや夜型、朝型の体験プログラムなど、

滞在につながるメニューの開発を進めてまいり
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ました。 

 具体的には、五島市、新上五島町、小値賀町

では、満天の星空を観察する「星空ナイトツア

ー」が開発され、昨年10月から、275名の参加

があり、「ガイドの星空解説があり、大変よか

った」などの声が聞かれるなど、好評を得てい

るところでございます。 

 今年度は、個人旅行者が乗船券、航空券を島

民割引運賃で購入できる新たな仕組みを導入す

る予定であり、あわせて市町とも連携して、地

域の体験や食の充実等、しまの魅力を活かした

新たな着地型観光サービスを開発するなど、さ

らなる滞在型観光の促進に力を注いでまいりま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 近藤議員－7番。 

〇７番(近藤智昭君) どうもありがとうござい

ました。 

 そういう形でやっているんですけれども、私

はちょっと掘り下げていきます。絵に描いたら、

そういうふうな形で描けると思うんです。例え

ば、宿泊施設に関して、地元の食材を使うとか、

朝ご飯、夕食に対しての向上、そういうレベル

アップの指導とかは絶対必要になってきますよ

ね。 

 また、幾らか挙げさせてもらいますと、離島

に関する宿泊施設の部屋を見てみますと、まだ

水洗とかない、洗面所の清潔感の向上とか、今

から絶対必要になってくるんですよ。そういう

指導とかもしっかりした中で、県が一緒になっ

てやっていかなければいけないものだろうと思

います。 

 それで、私が一番懸念しているのが、高速イ

ンターネットの施設がないんです。環境の向上

を挙げる中で、携帯が入らなかったり、いろん

な形でそういう箇所が結構あるんです。 

 そういうものもしっかり把握した中で、いろ

いろ指導していただくと思うんですけれども、

クレジット対策もまだできていないんです。外

国人の方々は、ほとんどクレジットでやってい

るんですよね。そういうものをしっかり伸ばし

ていきたいと思います。 

 宿泊客を迎える時のしまの人たちのウエルカ

ムの態度です。やっぱりそういう研修とかも絶

対必要になってくると思うんです。 

 そういうことを絶対やってほしいと思うんで

すけれども、そういう形について、何か所見が

あったら、一言お願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 議員おっし

ゃいますとおり、観光客が多く来ても、そこで

満足してお金を落としていただくということに

なれば、やはり受入体制の整備が必要だと思っ

ております。 

 そういうことで、我々も市町と一緒になって、

あるいは地元が汗をかいて多くのお客さんを呼

び込み、そして満足度を高めてお金を落として

もらう、そういった仕組みに一緒になって取り

組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 今、近藤議

員からご指摘ございました観光基盤の整備等に

ついてのお話でございますけれども、これは法

の施行がなりまして1年が経過しましたので、

これまでの1年間の取組と今後の取組について、

もう一度、関係者集まって協議をしようという

ことで、今年の4月に、各市町に有識者懇話会

というものを立ち上げてまいりました。そして、

その中の主要なテーマの一つとして、観光客の

受入環境の整備というものを一つの課題として

今、検討を進めているところでございます。 
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 今、近藤議員が申された内容についても、そ

の検討項目の一つとして掲げておりますので、

今後、地元市町、関係団体、事業者と一緒にな

って改善を進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 近藤議員－7番。 

〇７番(近藤智昭君) まだまだ設備とかそうい

うことで遅れているところがありますので、ぜ

ひそういうところもしっかり早い対応をしてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、警察において、安全横断「手のひら運

動」や過去に交通事故を起こした高齢者に対す

る訪問指導など、交通事故抑止に向けて工夫を

凝らして取り組んでおられることはよくわかり

ました。その結果は出ているのでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

〇警察本部長(國枝治男君) 交通死亡事故抑止

対策は、直ちに成果が上がるものではありませ

んし、短期間で統計的成果を議論するのもなか

なか難しいとは考えておりますが、本年5月末

における交通事故による死者数は14人で、昨年

同期より2人少なくなっております。 

 また、発生件数及び負傷者数については、昨

年同期と比べて1割以上減少しております。交

通死亡事故抑止対策の成果が得られていると申

し上げてもいいのかなと考えているところであ

ります。 

 来月11日からは夏の交通安全県民運動が実施

されるところであり、今後も、県や市町、関係

機関、団体と連携しながら、安全で安心な長崎

県の実現に向けて、県内の交通事故情勢を踏ま

えた交通死亡事故抑止対策を推進してまいりた

いと考えております。 

 なお、長崎県が安全で安心して暮らせる県で

あるということが長崎県の人口減少を食い止め

るための一つの大きな魅力であるとの議員のご

指摘につきましては、重く受け止め、交通警察

のみならず、県警察職員一同、心して日々の職

務に取り組んでまいりたいと考えているところ

であります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 近藤議員－7番。 

〇７番(近藤智昭君) では、これで私の質問を

終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 午前中の会議はこれに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１３分 休憩 ― 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君)（拍手）〔登壇〕 大村市選

出、自由民主党の里脇清隆でございます。 

 一昨日、大阪を中心に発生した地震、今日は

また、ほかの地域でも地震が起こっているよう

ですが、犠牲となられた皆様のご冥福をお祈り

いたしますとともに、負傷された方々、並びに

被害に遭われた皆様へ、心からお見舞いを申し

上げます。 

 それでは、通告に従い、一般質問に入ります。 

 今回の質問は、長崎空港について、歯の健康

について、県有建築物の維持管理について、教

育行政についての4件の大項目について、それ

ぞれ一問一答方式で質問させていただきます。 

 1、長崎空港について。 

 (1) 長崎空港24時間化の取組について。 

 ①24時間化に向けての進捗状況は。 

 長崎県の発展には、長崎空港の活性化と利用
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促進は欠かすことのできない課題であることは

言うまでもありません。 

 長崎空港乗降客数は、1996年度の320万3,000

人を記録して以降、低迷を続け、2009年度には

232万人まで落ち込みましたが、2010年の新生

ハウステンボスのオープンも一つの大きな要因

ではありますが、県並びに長崎空港ビルディン

グ株式会社の積極的な取組によってＶ字回復を

見せております。 

 近年では、スカイマーク神戸線の増便、日本

航空伊丹線の機材の大型化、ソウル線の運航再

開などの実現によって、2017年度の長崎空港乗

降客数は、歴代2位となる315万8,442人を記録

しました。 

 また、この9月には、ＬＣＣのジェットスタ

ー・ジャパンによる長崎－成田線も就航するこ

とから、さらに空港利用者の伸びが期待される

ところであり、関係者のご努力を高く評価いた

すものです。 

 さらに長崎空港の活性化には、深夜・早朝帯

の路線開拓をはじめ、人だけではなく、物流に

も力を入れていかなくてはなりません。つまり、

空港をフルに活用するための手段の一つが24時

間化であります。 

 長崎空港24時間化については、毎回取り上げ

させていただいておりますが、この長崎空港24

時間化が記載されている平成28年度からの5年

間の県政の施策の指針である「長崎県総合計画

チャレンジ2020」も折り返しを迎えようとして

おります。 

 航空路線の誘致拡大は、国を説得する大きな

ステップではありますが、具体的な24時間化と

しての進捗状況はどうなのか、お尋ねいたしま

す。 

 以降の質問については、対面演壇席から行い

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 里脇議員のご質

問にお答えいたします。 

 長崎空港24時間化の取組についてのお尋ねで

ございますが、長崎空港については、海上空港

である特徴を活かし、運用時間の24時間化を目

指すことにより、国内のビジネス、観光に係る

新たな旅客や海外からのインバウンド客を取り

込み、今後さらに本県の交流拡大を図る可能性

を持つ拠点施設であると考えております。 

 現在、県では、長崎空港の24時間化に向けて､

国の関係機関との意見交換や空港24時間化推進

委員会における議論等を継続的に行っていると

ころでありますが、運用時間延長のためには、

現行の運用時間外において新規就航や増便がな

され、定期便としての運航が見込まれることな

ど、そういったことが要件となってまいります

ことから、航空需要を高め、路線誘致を図るこ

とが課題となっているところであります。 

 そのため、運用時間内及び深夜・早朝の時間

帯における定期航空便を一体的、あるいは段階

的に誘致することが必要であると考えており、

本年9月からは、新たにＬＣＣのジェットスタ

ー・ジャパン社の長崎－東京（成田）路線就航

につながったほか、今年度においても、私自ら

エアポートセールスのため国内航空会社を訪問

し、航空路線の増便と開設を要請しているとこ

ろであります。 

 今後とも、世界遺産登録やＩＲの誘致などの

動きを捉え、長崎－東京線を含めて就航路線の

増便や新規路線誘致活動に力を注ぎ、引き続き

空港24時間化を目指して力を注いでまいりたい

と考えております。 
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 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 私も先日、議会の同僚と

フィリピンに行ってまいりまして、そこでも知

事自らトップセールスということで行かれてい

るというふうなことで、国内はもとより、また

東南アジア方面へも自らトップセールスを行わ

れていることに、知事の積極的な取組を私は理

解いたしております。 

 今、答弁されたように、まさに長崎空港を24

時間化に近づけるためには、新規路線の就航な

ど航空需要を高めていくことが大切であろうか

と思います。そういう中で、現在は大手航空会

社やＬＣＣの路線開設に取り組まれている、力

を入れているというようなところが見受けられ

るんですけれども、新たな路線展開を図るため

には、チャーター便などを含めて地方の都市間

を結ぶ地域航空会社にも営業をされることで、

さらに24時間化の実現に近づけるのではないか

と思いますが、県としての取組はいかがなので

しょうか。お伺いいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 長崎空港の24時

間化に向けましては、航空需要を高めていくと

いうことが必要であり、そのためには、既存路

線の増便や新規路線の開設について、各航空会

社に対して幅広く誘致活動を行う必要があると

考えております。 

 議員ご提案のとおり、地域航空会社というこ

で、70～80人乗りの飛行機を使って地方間同士

を結ぶような航空会社も近年出てきておりまし

て、そういった地域航空会社も路線の拡大や航

空機材の導入を進めているという状況にござい

ます。 

 現在、県としても、こういった地域航空会社

にも営業活動をはじめているところでございま

して、こういった地域航空会社への営業活動に

ついても有効な対策と考えられますので、今後、

路線需要の分析や観光ＰＲなどに努めながら､

積極的な誘致活動をさらに進めてまいりたいと

考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 24時間化は、そう簡単に

はいかない、大変なことだと思いますけれども、

あきらめてはいけませんし、一歩一歩、何とか

近づけるように頑張っていただきたい。今も答

弁をいただきました。ぜひ積極的な取組を今後

もよろしくお願いをいたします。 

 (2) 箕島大橋について。 

 ②箕島大橋（空港大橋）の増設について。 

 この全長970メートルの箕島大橋については、

以前から、1本では足りないのではないか、も

しもの時にどうするのかとの声があります。 

 現実に今年の3月25日に、橋の上で大型バス

と軽乗用車の正面衝突事故が起こりました。ど

ういう状況だったかというのは、もう想像どお

り、交通渋滞で飛行機の利用者は大変だったと

のことであります。 

 現状の交通量だけを見ますと、さほど混雑す

るわけでもありませんし、もう1本必要だと感

じることはないと思いますが、防災や事故など

危機管理の面で、1本では不安です。 

 県、航空局、空港ビル、大村市が、防災計画

など危機管理の面からも共通の認識を持って検

討していただきたいのですが、県のお考えをお

尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 箕島大橋は、昭和50

年の長崎空港開港に合わせ、空港と本土を結ぶ
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唯一の連絡橋として建設されました。 

 現在の交通量は、1日7,000台程度であり、2車

線で交通処理上大きな問題がないことから、現

時点では4車線化の必要性はないものと考えて

おります。 

 箕島大橋は、ここ20年間で交通事故は1回し

か発生しておりませんが、仮に交通事故等によ

り交通規制が生じた場合は、関係機関と連携し

て、早急な規制解除に向けて取り組んでまいり

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 土木の面から見るとそう

いうふうなことになるかもしれませんけれども、

これはそう簡単にいく問題ではありませんし、

今後、航空局、全てひっくるめた中で検討をで

すね。いざという時の場合どうするのかという

ことを検討、協議をしていくべきだと思います。 

 例えば、橋の上で事故があった。その時に、

橋の中にとにかく車を入れないように、いち早

く止めること、そこからスタートだと思います

ので、そういった部分に対しての人的な対応と

いうものをやはり考えていただきたいというふ

うなことをお願いしておきます。 

 (3) 空港駐車場の満車対策について。 

 ①駐車場の空車区画の表示ランプの設置につ

いて。 

 空港の駐車場は、空港ビルが管理しているの

ではなく、財団法人空港環境整備協会が国有地

を借り上げて運営されており、約1,000台分の

スペースがありますが、満車で、入口で渋滞し

ていることがしばしば見受けられます。状況を

お伺いしたところ、年間に約120日、満車時間

が発生している日を記録しているそうです。 

 いざ入場することができても、1,000台分の

広い駐車場の中にわずかに空いた駐車スペース

を探すのは至難のわざです。私も経験がござい

ます。 

 エリアごとにでもいいですが、空車スペース

がわかるような表示ランプの設置ができないも

のか、空港環境整備協会との協議及び県の意向

について、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 長崎空港の駐車

場では、現在、満車時において、空港環境整備

協会の職員の方々が、駐車場内の空車区画へ利

用車両を誘導する対応を行っておりますが、限

られた人員の中、他の業務もあり、満車時間帯

の全てに対応ができていない状況にあります。 

 また、空港駐車場は約2万8,000平方メートル

と広いことから、場内をブロック化して、空車

状況を案内するためには、新たなシステムを設

置する必要があるということであり、同協会に

おきましては、現在のところ、設置は難しいと

の認識を持っております。 

 県といたしましては、空港利用者の利便性向

上のため、混雑が予想される時間帯における誘

導案内の充実を、同協会に働きかけますととも

に、引き続き、駐車場の利便性向上に向けた協

議、検討に関係機関と連携を図ってまいりたい

と考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 空港環境整備協会の方が

空車スペースを案内するなど努力されているこ

とは承知をいたしておりますし、理解をいたす

ところでございます。 

 しかしながら、空港駐車場の利便性向上につ

いては、航空便の利用者のみならず、長崎空港

ビルディングのショッピング機能や物産品販売

としてアンテナショップ機能を地域に広めるう

えでも大切でありますので、どうか引き続き改
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善に向けた協議をお願いいたします。 

 ②空港駐車場の増設について。 

 さらに踏み込んで、空港駐車場の増設につい

て、お尋ねをいたします。 

 駐車場は、数年前に拡張を一度いたしました。

それでも足りないのは、決して悪いことではな

いんです。 

 それはなぜかといいますと、空港ビルを運営

している長崎県の第3セクタ－、長崎空港ビル

ディング株式会社は、離島航空路の支援など県

の政策的な運営に加えて、空港ビルそのものは

乗降客だけでなく、ショッピングモールとして

買い物に来られる方も多いんです。私も大村で

近くですので、ちょくちょく行くんです。明ら

かに買い物だけのために来られている方々を多

く見受けます。 

 この努力については、いわゆるショッピング

モールとして販売を拡大する、お客さんを迎え

入れるという努力については、私は、評価すべ

きで大いに推進していただきたいと思うところ

です。その結果として駐車場が足りない一因か

もしれませんが、民間の経営者であるならば、

来訪者を制限するでしょうか。当然駐車場の増

設を考えるはずです。そこで、増設への取組に

ついての提案になります。 

 ショッピングだけならば少々待ってもいいか

もしれません。長崎のショッピングセンターで

もよく見受ける光景でございます。ところが、

飛行機に乗らなければならない、時間に制約の

ある方もおられる。 

 そこで、早急に駐車場の増設に向けて取り組

んでいただきたいが、県のお考えをお尋ねいた

します。 

〇副議長(徳永達也） 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 長崎空港の駐車

場につきましては、旅客数の増加などに伴いま

して､時間帯によって、一時的に入場待ちが発

生しているような状況が見受けられると認識を

いたしております。 

 こういった状況を踏まえまして、空港環境整

備協会や長崎空港ビルディングなどの関係者と

の間で、多客期においても駐車スペースが確保

できるような対策を講じる必要があるとの認識

を共有しているところでございます。 

 現在、空港駐車場では、一般の旅客等の方々

と空港関係従事者の車両が同じ敷地内に駐車を

されているという状況にありますため、例えば、

長崎空港ビルディングにおいて、空港ビル職員

の方々の駐車場を別の敷地に新たに整備するこ

とができないかなど、県としても、空港駐車場

の一般利用スペースの拡張に向けて、関係者と

連携して、さらに協議を行ってまいりたいと考

えております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 確認させてください。早

期の実現に向けて協議を進めると、そういうふ

うなことで理解してよろしいですか。 

〇副議長(徳永達也君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 先ほど、ご答弁

申し上げたような形で、一般利用者のスペース

を拡張するということについては、関係者と協

議をして、できるだけ早く実現できるように努

めてまいりたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 非常に前向きな答弁をい

ただいたというふうに理解をいたしました。 

 空港駐車場の増設が早期に実現するならば、

前段で提案いたしました空車区画の表示ランプ

については、そう急いで取り組むことはないで

す。あえてそんなに無理して、そこに費用をか
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ける必要はないと思います。だから、しばらく

は状況を見守っていいと思います。 

 今、答弁がございましたように、県も、それ

から空港環境整備協会もぜひやりたいというこ

とでございますので、あとは土地の所有者をど

う説得するのか。土地の所有者が貸さんと言う

のであれば立体型でも考えると、そういうふう

な方向でもいい、どちらでも結構でございます。 

 とりあえずは、従業員は多分あそこは200台

分ぐらいとっているんじゃないかなと思います。

その部分をあけることによって、かなり余裕が

できてくるのではないかと思いますので、ぜひ

よろしくお願いをいたします。 

 恐らく、知事をはじめ理事者の皆さん、空港

を利用する時に、そのまま空港の搭乗口に行か

れると思うんですが、ぜひ空港のショッピング

ゾーン、お土産品コーナーをのぞいていただき

たいんです。 

 今年度、空港民営化について検討するという

か、調査を行うということがありましたけれど

も、果たして空港ビルの今の努力というものに

ついて、状況をご存じなのかなと、非常に努力

をされていることはよくわかりますよ。 

 屋上に行かれても結構です。言い方は悪いけ

れど、デートスポットにもなるような雰囲気を

醸し出しています。 

 そして、いわゆる長崎県のもの、長崎の物品

販売としても、どこかのアンテナショップより、

さらにこっちの方が頑張っておられる。いわゆ

る長崎県の物産を販売するという長崎県の思い

である政策的な面をしっかりと組み入れられて、

どんどん売り上げも伸びてきています。 

 そういったところもご理解いただくと、もっ

とここに来ていただきたい。ショッピングモー

ルとして大きくして、販売網を広げる、お客さ

んにたくさん来ていただける、そういう環境を

つくるためにも、この駐車場の増設というのは

絶対に必要ですので、ぜひ明日からでも早急に

協議を進めていただきたいので、よろしくお願

いをいたします。 

 2、歯の健康について。 

 (1) フッ化物洗口について。 

 ①フッ化物洗口の成果の検証について。 

 フッ化物洗口は、むし歯予防に効果があると

いうことで、平成25年度の開始から5年目を迎

えました。私も、一般質問でたびたび取り上げ、

進捗状況の確認と積極的な取組を訴えてまいり

ました。 

 小学校においては、100％の実施、中学校に

おいても昨年度から取り組まれ、順調に実施が

進められているようであり、今後の取組状況を

関心を持って見守っているところでございます。 

 フッ化物洗口の実施に向けては、学校現場の

協力と保護者の理解が必要であり、担当課の取

り組み方、尽力を高く評価いたすところでござ

います。引き続き、このフッ化物洗口を実施し、

継続的に適正な口腔管理を行う体制を整え､ま

た拡大していくためにも、フッ化物洗口の効果

が大きいということを示して理解していただく

ことが不可欠であります。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 これまでの取組の効果について、フッ化物洗

口実施前と実施後の成果、また、フッ化物洗口

を実施して、卒業後のむし歯等口腔内の状況は

どうか、検証することが必要であると考えます

が、県としては検証について、どのように考え

ているか、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) この歯と口腔の健康づく

りというのは、歯科疾患の予防にとどまらず、
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生活習慣病の予防など全身の健康につながって

くること、あるいはまた、本県では、むし歯の

有病者率が高いということから、私は、生涯に

わたって、むし歯を抑制する効果が高い、就学

前から中学生までのむし歯予防にさらに力を注

いでいく必要があると考えて、平成25年から、

お話をいただいたように小学校までのフッ化物

洗口、平成29年度からは、その対象を中学校ま

で拡大してきたところであります。 

 議員ご指摘のとおり、この事業を継続して進

めてもらうためには、学校あるいは保護者の

方々はもちろんでありますけれども、設置者で

あります市町等の理解も不可欠であると考えて

いるところであり、そのためには、何よりもこ

の成果を具体的にお示しすることが効果的であ

ると考えております。 

 そのため、小学校において、平成25年度と平

成27年度で、実施校と未実施校の比較を行った

ところでありますが、実施校でむし歯が平均で

0.1本少ないと、また、新たなむし歯が発生し

なかった学校の割合も、実施校が約10ポイント

多いというような結果が出ているところであり、

予防効果が徐々にあらわれはじめているものと

考えているところであります。 

 今後も、こうした歯科保健に専門的な知見を

お持ちの県歯科医師会等のご協力もいただきな

がら、効果の検証を進めて、その結果をお示し

していくことによって、このフッ化物洗口への

取組をさらに拡大、推進してまいりたいと考え

ているところであります。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) このフッ化物洗口に限ら

ず、全ての事業、施策については、必ず検証と

いうものが必要であると、当然のことだという

ふうに思います。 

 このフッ化物洗口は、県の3分の1、また2分

の1補助で実施されているもの、ところが、こ

れは太陽が沈む、サンセット、つまり終わりが

ある。軌道に乗ったところで補助事業は終わる

わけですが、そういうふうなことで、あとは市

町独自の判断に委ねることになります。 

 継続していただくためには、今、知事がおっ

しゃったように、やはり実施主体である市町が

必要性を感じることとあわせて、保護者のご理

解というものも必要になってくることがありま

す。 

 そこで、しっかりと、今､知事がおっしゃっ

たとおり、今後もその検証について取り組んで

いただきますようにお願いを申し上げます。 

 (2) 歯科保健医療の充実について。 

 ①歯科健診の推進について。 

 子どものむし歯予防については、適切な口腔

管理を行う体制ができたところですが、歯科健

診について、高校生までは学校保健安全法に基

づいた歯科健診を受診する機会があるものの、

卒業後、いわゆる大人は法的な歯科健診が実施

されていないのが現状です。 

 歯科医師会の調査資料によると、歯科健診を

受けて適切な口腔管理を行うと、内臓疾患など

にかかる率が下がる結果が出ているそうです。

つまり、歯の健康は、疾病予防につながり、ひ

いては医療費の抑制につながるということでご

ざいます。生涯にわたり健全な口腔機能を維持

していくために、まずは定期健診や適切な口腔

管理が必要と考えます。 

 成人期の歯科健診の推進や歯周病予防などに

対する適切な口腔管理のための県の取組につい

て、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 成人期におきま
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しては、歯周疾患が代表的な歯科疾患というこ

とで言われておりますけれども、平成28年度の

県歯科疾患実態調査によりますと、本県で中度

から重度の歯周病を発症している人の割合は、

40歳代で52.2％、60歳代では73.9％まで達して

おりまして、県といたしましては、健診の受診

や歯周病の重症化予防など、成人期の歯科保健

の推進が必要と考えているところでございます。 

 そのため、市町が実施いたします歯周病健診

への助成をはじめとして、県歯科医師会等への

委託による歯科医師あるいは歯科衛生士のスキ

ルアップの研修、また、市町や事業所等の保健

関係者への啓発を目的とした研修、そして、県

民への歯科保健指導の体験事業など、国の補助

制度を活用しながら事業を展開するとともに、

県ホームページにおきましても、むし歯や歯周

病の予防対策、あるいは本県の歯科保健の現状

等を掲載するなどして普及啓発に努めていると

ころでございます。 

 県といたしましては、口腔の健康は、全身の

健康にもつながる重要な要素として考えており

ますので、今後とも、歯周病健診を実施してい

ない市町に対しましても、その実施を促すとと

もに、引き続き、県歯科医師会等と連携を図り

ながら、本県の歯科保健の推進に取り組んでま

いりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 答弁の中にも出てきまし

た、確認になります。 

 政府の「骨太の方針」に盛り込まれた歯科健

診の充実、それから、口腔機能管理の推進など

歯科保健医療の充実、この国の予算については、

県もしっかりと予算取りを行われて、県の施策

にしっかり反映させていると、また、今後もそ

ういうふうに取り組んでいくと理解してもよろ

しいんでしょうか。 

 特に、強く申し上げたいところは、この実施

に向けては、やっぱり歯科医師会との連携とい

うものが必要であろうかと思います。協力をし

ていただかなければなりませんし、その辺のと

ころがまず一番大きな柱になるんじゃないかな

というふうに思いますので、確認ですけれども、

しっかりとその辺、歯科医師会との連携、また、

県の思いと歯科医師会の思いというものもあろ

うかと思いますが、その辺のところをがっちり

と組んでやっていくというふうに理解してよろ

しいんでしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 先ほどお話があ

りました、昨年の政府の「骨太の方針」にも予

算が盛り込まれておりましたけれども、去る

6月15日に示された2018年の「骨太の方針」の

中にも、生涯を通じた歯科健診の充実などにつ

いて盛り込まれているところでございます。 

 先ほどから申し上げましたとおり、成人期に

おける歯科保健の推進に当たりましては、国の

補助制度を活用しながら各種事業に取り組んで

おりますので、今後とも、県歯科医師会としっ

かり連携を図りながら、国の助成事業も活用し

てまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) どうぞよろしくお願いい

たします。 

 3、県有建築物維持管理について。 

 (1) 清掃委託業務の発注について。 

 ①清掃業務の入札における総合評価方式の導

入やＪＶ方式の導入について。 

 県の施設の清潔感というんでしょうか、きれ

いだなと感じる。そのまま言います。清潔感に

ついては、特に、県庁舎はもとより、現在建築
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中の新図書館など、県民をはじめ多くの来訪者

を迎え入れる施設の清掃や、あるいは接遇など、

よりきめ細かな配慮が必要ではないでしょうか。 

 日本の代表的な施設で羽田空港は、2013年か

ら2018年の6年間に5回、世界一清潔な空港とし

て選ばれております。そこには世界一を目指す

というコンセプトに沿った取組があるからで、

そこに携わるスタッフのレベルや、それを管理

統括する現場管理者の高い指導力があるという

ことでございます。 

 現在、この庁舎に入っている業者をどうこう

言っているわけではありません。この新しい立

派な県庁舎、毎日多くの方々が県庁見学にも訪

れています。県庁は、当然行政を行う、業務を

行うところ、あるいは議会棟は議会を行うとこ

ろということでございます。観光施設ではあり

ませんけれども、今の現状で見ると観光資源の

一つにもなっているのではないか。また、県民

の多くの皆さんが、1階のエントランスを利用

されていることもありますし、そういった部分

の一翼を担っているのではないかというふうに

も感じられます。 

 知事は、「健康長寿日本一の県づくり」を掲

げられました。私は、一番を目指すということ

に大いに賛同いたします。 

 新しい県庁舎、また、建築中ですが、九州最

大規模の新図書館、一番を目指していただきた

い。完成したばかりの県庁舎だから取り組める

こととして、日本一清潔な県庁舎を旗印として

掲げていただきたい。 

 そこで、2点お尋ねをいたします。 

 まず1点目は、清掃業務についても総合評価

方式を導入すべきではないかと。 

 建築工事や土木工事においては、厳しい現場

管理と検査が行われます。 

 一方、清掃業務委託については、県は、仕様

書をもとに入札を行い、業者は、それに基づい

て入札を行って落札をします。その後、業者か

らの日報の提出はあるものの、特段、検査とい

うものは行われていないように見受けられます。 

 年間の委託料としては高額の委託です。すご

く甘いとは思いませんか。大事な県民の財産で

すから、日ごろからしっかりと検査を行ってい

ただきたい。 

 そのためにも、入札における総合評価方式の

導入、あるいは、高い能力の人材が集まらない

というのであれば、要するにその清掃業者さん

が、そういう優秀な人材が集まらないというの

であれば、ＪＶ方式の導入も検討されていいの

ではないかと思いますが、県のお考えをお尋ね

いたします。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 新県庁舎におけます

清掃業務委託につきましては、一般競争入札に

より業者を選定しておりますけれども、昨年11

月定例会の総務委員会での議論を踏まえまして、

入札方法の見直しの参考とするために、現在、

全国の都道府県の入札方法等の調査を実施して

いるところでございます。 

 既に回答がございました37県のうち8県が総

合評価落札方式で入札を実施しておりまして、

そのメリットとして、施設管理業務の品質の確

保、さらなる向上が図られているといった意見

がございます。 

 総合評価落札方式が、価格等品質の評価が高

い業者を選定するうえで有効であるというふう

に考えられますので、関係団体のご意見をお聞

きしながら、導入について検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 また、ＪＶ方式でございますが、まずは県庁
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舎の清掃業務にどの程度の業者が単独で対応で

きるのか、どうかの確認が必要と考えておりま

して、清掃業務にかかる有資格者の有無とか人

員体制等の調査を行ったうえで、導入の必要性

について検討してまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 非常に前向きのご答弁を

いただきました。総合評価方式を行うというこ

とは、つまり、そこをしっかりと検査ができる

ということで、検査をしないと、要するに評価

をする人がいないと総合評価方式、なかなか難

しい。ただ会社の規模だけというわけにはいき

ません。良質のものをやっているという業者を

選定するということであろうかと思いますので、

その辺に絡んで2点目で質問をいたします。 

 ②建築物清掃管理評価資格者による清掃業務

の点検について。 

 「建築物清掃管理評価資格者」というのがあ

ります。この「建築物清掃管理評価資格者」に

よる点検について、お尋ねというか、ご提案を

申し上げます。 

 実は、この清掃業務、私も長いこと市議会に

いました。その時の経験としてお話をさせてい

ただきます。 

 一旦期限が切れて、期限が切れる前に、次の

清掃業者が入札で落札をいたしまして、落札を

して掃除に入る時に、担当者に、その清掃業者

から言われたことです。 

 この床に、そのままワックスをかけてもきれ

いになりませんよと。要するに、前がいい加減

だったというかですね。一回、ワックスを全部

はがして、きれいに掃除をしたうえでないと、

ワックスをかけても意味がありませんと、それ

でもいいですかというふうなことを言われたと。

それだけしないと、将来に向けて、これはどん

どん、どんどん、汚れがひどくなっていきます

よと。その汚れは、ふいても、もうワックスを

かけると取れなくなってしまいますということ

で、逆に高くつくということになりました。 

 つまり清掃業務については、やっぱり専門的

な知識とか能力がないと、素人が見てもわから

ない部分というのがたくさんあります。我々は、

見て、「あ、きれいだな」という感性とか感覚

のみでしか判断はできない。なかなか良しあし

は判断できない。 

 建設業に施工管理技術者とかあるように、清

掃業務に関しても国家資格としてビルクリーニ

ング技能士、また、その上の、最初に申し上げ

ました、「建築物清掃管理評価資格者」という

のがあります。 

 発注者が、ここでいいますと県の担当者が、

その清掃の良しあしを判断できない、また、そ

ういう時間がないのであれば、「建築物清掃管

理評価資格者」による点検をさせるべきです。 

 やり方としては、多分2つあろうかと思いま

す。その資格者がその会社にいることを入札参

加の条件とするか、別途にその資格者へ点検を

委託するかだと思います。 

 私は、羽田空港はなんでだろうというところ

から、このことにつながって結びついていった

次第です。 

 このことについて、「建築物清掃管理評価資

格者」について、県のお考えをお尋ねいたしま

す。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) 議員ご指摘の「建築

物清掃管理評価資格者」は、自ら提供する業務

の品質を高めるため、作業の結果を点検し、そ

の点検結果を業務改善に活かすとともに、必要

に応じて発注者に改善提案ができる能力を備え
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た人と認定された者とされているところでござ

います。 

 清掃の作業品質と業務管理体制を、このよう

な資格者により専門的な知見から点検、評価し

必要な改善を行っていくことは、庁舎の衛生環

境を維持していくうえで望ましいものというふ

うに考えております。 

 「建築物清掃管理評価資格者」の活用につき

ましては、今後、他の自治体の取組事例とか、

その成果を参考にしながら、先ほど申し上げま

した総合評価落札方式の導入と併せて検討をし

てまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) ぜひ、他の自治体という

か、他の施設というか、そういったところも参

考にしながらですね。逆に言いますと、せっか

くこの新しい県庁舎、今がチャンスというふう

に捉えながら、よりよいものといいますか、こ

こにも日本一を目指すというふうな思いも込め

ながら、ぜひ検討、協議をお願いいたしたいと

存じます。よろしくお願いいたします。 

 (2) 県有建築物の維持管理について。 

 ①清掃業務、環境衛生業務など総合的管理業

務について。 

 建築物の維持管理については、今申し上げま

した清掃業務のほか、電気、水道、空調、排水

などのさまざまな種類があります。環境衛生業

務全般を総合管理業務として一括発注すること

で発注業務の簡素化が図られ、受ける側の経費

面からも安価になるのではないかと思いますが、

考え方をお尋ねいたします。 

 我々は、通常はできるだけ分割して、発注を

小分けにしてというふうなことでやるんですけ

れども、こういった管理業務については責任分

担というものもありますし、その分を一つにま

とめることによって、県の方も委託、要するに

管理の中身についてしっかり把握しやすいので

はないかということからの提案ですが、いかが

でしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 総務部長。 

〇総務部長(古川敬三君) こちら新庁舎におけ

る維持管理業務を新たに委託するに当たりまし

て、清掃業務や環境衛生業務などを一体的に発

注する総合的管理業務のほか、さらに一歩進め

て庁舎管理業務全体を一括して発注、管理する

方法も含め、これまで検討を行ってまいりまし

た。 

 しかしながら、完成後は一定期間のメーカー

の保証等により管理業務の発注が不要なものも

あることとか、県内業者の受注機会の確保を図

る必要があることから、当初は業務ごとに発注

をしたものでございます。 

 議員ご指摘のとおり、清掃業務や環境衛生業

務の集約化につきましては、発注業務の効率化

が図られますとともに、一定のコスト削減が見

込まれるものというふうに考えております。今

後、複数年で個別発注した業務が満了する2年

後をめどに、県内業者の受注機会の確保にも配

慮しつつ、可能な範囲で集約して発注できない

か、再度検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 清掃に関して、県庁舎、

あるいは新しく今建築中の図書館、この辺を取

り上げて申し上げた次第です。新しく立派な建

物です。県民の多額のお金をつぎ込んで建てら

れたものですし、いつまでもきれいで、しかも

施設そのものは全国に向けて自信を持って出せ

るもの、売り込める施設だというふうに思いま

す。 

－ 116 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第８日目（６月２０日） 

－ － 117 

 そこで、中身的にもいつもきれいだ、すばら

しいという好印象を受けていただくためにも、

最初が肝心ですよというふうな思いです。先ほ

ど申し上げました、最初にだめだと、あとはも

う、一回ワックスをはぎ直さないとだめですよ

と言われてしまいます。そうならないように、

今がチャンスですからということでご提案をさ

せていただきましたので、ぜひ、そういった部

分を含めて、教育庁も含めてよろしくお願いを

いたします。 

 4、教育行政について。 

 (1) 学校の冷房設置について。 

 ①県立学校の冷房設置状況と設定温度につい

て。 

 間もなく夏本番を迎えますが、既に暑い日が

続き、冷房のない室内での会議や作業は、とて

も我慢のできない暑さです。私が子どものころ

とは暑さが全く違います。こういう環境の中で

子どもたちに「勉強しなさい」と言っても、そ

れは酷というものです。 

 文部科学省は、本年4月の学校環境衛生基準

改正で、教室などの夏の冷房については、設定

温度を30度から28度に変更しました。これは冷

房のついている学校の話であって、ついていな

い学校をどうするのかが問題なんです。 

 そこで、まず県立学校、ほぼ高等学校と捉え

ていいと思いますが、普通教室で全国平均

74.1％に対し、本県は78.9％、全国平均を上回

っています。全国平均から見ますと優秀なんで

すけれども、これらの冷房装置は、ほとんどが

ＰＴＡでリース契約とかで設置されたものだと

伺っております。 

 また、「県立学校における冷房機器取扱い基

準について」という県教委通達で、設定温度に

ついては、国より先に平成3年から既に28度に

設定されています。 

 そこで、質問は2点。 

 まず、冷房が設置されている学校は、通達ど

おりの設定温度で使用されているのか、お尋ね

いたします。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 議員ご指摘

のとおり、平成3年に既に28度、これは省エネ

の関係で28度という設定温度を通達しておりま

して、各学校においては、この温度で運用して

いるところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 冷房が設置されていない

約20％の学校は、生徒数が少なくて、いわゆる

ＰＴＡでの設置が困難な状況の学校ではないの

かなと、離島の高校とか、そういうふうなとこ

ろが入ってくるのかなと推測されますが、そう

いった学校の設置に向けて、県としてどのよう

に考えておられるのか、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 県立学校に

おいて冷房装置を設置した目的は、基本的には

夏季休業中の課外授業を中心として使用すると

いうことで設置をしてきております。 

 そういった意味で、議員ご指摘のとおり、約

2割の高校において未設置でございますけれど

も、そういう需要との関係を各学校と協議しな

がら、個別に対応を考えていきたいというふう

に考えているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 需要という言葉が出まし

たけれども、要するに生徒というか保護者とい

うんでしょうか、設置を求めていないというふ

うな理解なんでしょうか。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 
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〇教育委員会教育長(池松誠二君) 基本的には

先ほど申し上げたとおり、夏季休業中の課外授

業に対応するという設置目的で、我々、ＰＴＡ

の方々への使用許可をして、実質的に設置をし

ているということでございますので、そういっ

た意味で、使用する目的が、必要なのかどうか

ということについては、各学校によって対応が

違うと思いますので、個別に各学校と、そうい

う必要性について協議をしていく必要があると

いうふうに考えているということでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) ここで独りぼっちでやり

あっていると、何か、答弁の理解がちょっとよ

くできないんですけれども、要は、学校管理以

外の部分で使うことについてということなんで

しょうか、どういうことなんでしょうか。夏休

みとかなんかのということ。 

 要は通常の授業ですよ。6月でもそうですけ

れど、28度を超える環境の中では28度に設定し

なさいよという国の通達、それを満たすために

どうしたらいいですかということになると、冷

房をつけなきゃだめでしょうということになる

んですけれど、それに該当しないということに

なるんですか。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 現在、ＰＴＡ、

個人負担のところで運用経費等を賄っていると

いうことでございますので、先ほど申し上げた

とおり、一つはそういう使用頻度についてどう

かというのは、例えば夏季休業中に補習をする

かどうか、8月中に学校に生徒たちが多数出て

くるかどうかというようなことも含めて、各学

校によって状況が違うので、そこは各学校のい

わゆる使用頻度という表現をさせていただきま

したけれども、どんな使い方をするのかという

ことと、それから負担のありようもございます

ので、各学校、個別によって事情が違うので、

そこは今後、その2割の学校については個別に、

いろんな協議を学校としていかなければいけな

いというふうに考えているということでござい

ます。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) 要は、設置については

ＰＴＡ、使用料についても個人負担、ＰＴＡ会

費というんですかね、学校の育友会費の中から

負担をしているので、県費は全く出していませ

んよというふうなお話だと思うんです。 

 だから、最初に申し上げた質問は、要するに

生徒のたくさんいる学校はリースでも設置でき

るでしょうし、電気代も皆さんにそんなに負担

がかからずにできますけれども、生徒数の少な

いところはどうするんですかというふうなお尋

ねですよ。 

 例えば、平均してリース代がこれだけなんで

よと、大規模校ではというか、平均して幾らと。

じゃ、その分はとりあえず出しなさいよと。そ

れ以上の分については県の方で考えるからとい

うふうな考え方で協議をしていくのかどうかと

いうことなんですよ。 

 意地悪な言い方をして申し訳ないです。県は、

離島留学だとかなんだとか、離島に行きません

かということを売り込みます。パンフレットの

中に、「エアコンはありませんから」と書きま

すか。「暑かですけれど、辛抱してください、

それでも離島留学どうぞ」というふうなことは

ないと思うんですね。やっぱり同じ環境の中に

いたいと思うんですよ。 

 であるならば、その辺のところを公平感を持

つために何らかの措置を前向きに検討するとい

うことで理解してよろしいですか。 
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〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) いわゆる学

習環境のアメニティの向上ということについて

は、我々もそれは努力をしていかなければいけ

ないというふうに考えておりますが、限られた

財源の中で、どこをどう優先順位をつけていく

かという考え方はいろいろあると思います。 

 県議会においても、ただいま冷房施設につい

てのご要請といいますか、ご提案がございまし

たけれども、例えばトイレの洋式化についても

進めるべきだというようなご要請といいますか、

ご提案もあっております。 

 我々も、それぞれいろんなことについて、先

ほど申し上げたとおり、学習環境の向上という

ことについては努力をしていかなければいけな

いというふうに思っておりますが、例えば校舎

の老朽化と冷房と、どちらを先にやるか。今般

の地震においても、学校施設のいわゆる整備の

関係で被害が出たということになると、優先順

位としてどうするかということについては、そ

れぞれの学校の環境なりで違うのではないかと

いうことですので、一律に未設置の2割の学校

に全て冷房をつけますということについては、

先ほど申し上げたとおり、いろんな学校の環境、

授業形態が違うので、そこは個別に対応してい

かなければいけないし、県費で全てのランニン

グコストを賄うというのは、現実的には不可能

だというふうに思っておりますので、ＰＴＡの

方々のご理解も得ることが必要であるというこ

となものですから、ここで一律に対応ができな

いという趣旨のご答弁でございますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 

〇６番(里脇清隆君) これ以上詰めるわけにい

きませんし、新しい学校に洋式トイレをつくっ

て、トイレにも冷房をというふうな話になって

きてしまいますから、この議論については、も

う時間がありませんので、次の質問をさせてい

ただきます。 

 ②市・町立小中学校の冷房設置について。 

 全国の小中学校の冷房設置状況は、普通教室

で全国平均49.6％、約50％に対して、長崎県は

8.6％。特別教室は全国平均34.6％に対し、本

県は19.1％。長崎県が全国平均を下げていると

いうことは頭の中に置いておいていただきたい。 

 そういう中で大村市は、来年度の供用開始に

向けて、全中学校にエアコンの設置が決まりま

した。なぜ中学校だけ先なのかは別にします。 

 長崎市もエアコン設置に向けて検討に入るそ

うですが、新聞記事によると、長崎市教委は、

これまで、暑さ、寒さを感じ、児童の適応能力

を高めることが必要として、エアコンは設置し

ない考えだったということてす。市教委の発言

や考えに、私がどうこう言う立場にありません。 

 そこで、教育委員会教育長にお尋ねいたしま

す。 

 今日のこの環境下において、小中学校の教室

に冷房は必要と考えますか。それとも、児童の

適応能力を高めるために必要ないと思われます

か。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 必要かどう

かと言われれば、梅雨の時期も含めて快適な学

習環境という意味では、ないよりはあった方が

いいというふうには思いますが、先ほど申し上

げたとおり、県も同じですが、どう優先順位を

考えるかということが一番、財政問題も含めて、

各市町教委もネックになっているんじゃないか

というふうに思っております。 

〇副議長(徳永達也君) 里脇議員―6番。 
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〇６番(里脇清隆君) 優先順位とかではなくて、

これはやっぱり必要だと思う。ただ、今の現状

ではできないというふうな回答が私はほしかっ

たんです。ちょっと順番が逆の答弁みたいに、

私、聞こえたんですけれども。 

 さて、予算化については、市町が判断するこ

とと言ってしまえば、それまでなんですけれど

も、やっぱり県教育委員会というのは、各市町

を統括というわけではないですけれども、上部

組織になるのかなと、どういう立場になるのか

なと思いますが、子どもたちの健康を考えるう

えで、やっぱり旗振りをやる必要があろうかと

いうふうに思います。そういった意味で教育委

員会教育長の、要するに市町の教育委員会に対

しての立場といいますか、考えを最後にお尋ね

して終わります。 

〇副議長(徳永達也君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 私は、議員

とは若干考え方が違っておりまして、やはり市

町の教育委員会というのは、学校の設置者とし

てのそれぞれ責任があると思いますので、先ほ

ど申し上げたとおり、市町の財政状況も踏まえ

て、各自の市町において判断をされるべきもの

というふうに考えております。 

 ただ、我々としては、全国の状況なり、国の

補助制度の状況なりについては情報提供をしっ

かりしていきたいというふうに考えているとこ

ろです。 

〇副議長(徳永達也君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開をいたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 
〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 改革21、社会民主党の坂本 浩でございます。 

 まず、質問に入る前に、一昨日の大阪地震に

おきまして、犠牲になられた方々のご冥福を心

よりお祈り申し上げますとともに、被災された

皆様方に心からお見舞いを申し上げる次第であ

ります。 

 社会民主党は、当日午前、対策本部を立ち上

げまして、被災者の皆様の声をきちんと受け止

めながら、政府対応等を含めた対策を進めてい

く所存でございます。 

 それから、今日は、足元がお悪い中、たくさ

ん傍聴に来ていただきまして、本当にありがと

うございます。 

 それでは、質問通告に基づきまして、一問一

答で一般質問を行います。 

 知事をはじめ理事者の皆様方、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 1、核兵器廃絶にへ向けた県の取り組みにつ

いて。 

 4月27日の「南北朝鮮首脳会談」に続きまし

て、6月12日、トランプアメリカ大統領と金朝

鮮労働党委員長がはじめて「米朝首脳会談」を

開き、平和と繁栄を求める両国民の希望どおり

に、新たな米朝関係の構築に向けて取り組むこ

と、朝鮮半島での恒久的で平和的な、安定的な

平和体制の構築に向け力を合わせること、4月

27日の「板門店宣言」を再確認し、「朝鮮半島

の完全な非核化に向けて取り組むこと」、「戦争

捕虜・戦闘時行方不明兵の遺骨の回収」、「既に

身元が判明している分の即時引き渡しに取り組

むこと」、この4項目に合意をして共同声明を発
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表いたしました。 

 つい半年前まで、核の威力をかりていがみあ

っていた両国が、歴史的な対話を果たし、外交

による非核化に踏み出したことの意義は大きい

と考えます。現段階では、まだ完全な非核化ま

での道筋が明確になったわけではなく、未解決

の課題も山積しているのが現実でありますが、

今回の対話を千載一遇の好機として、北東アジ

アの非核化と包括的な平和に向けた不可逆的な

転換点にするための模索がはじまっています。 

 そうした中で、被爆県長崎として、核兵器廃

絶への動きを高めるための発信が今こそ必要だ

と考えます。 

 (1) 北東アジアの非核兵器地帯について。 

 ご承知のとおり、被爆地長崎に所在する長崎

大学の中に「核兵器廃絶研究センター」、略称

ＲＥＣＮＡがございます。ＲＥＣＮＡは、2015

年（平成27年）3月に、北東アジア非核兵器地

帯設立への包括的アプローチを発表するなど、

積極的に国内外、とりわけ日本政府に向けて、

被爆地からの発信を強めてきたところでありま

す。 

 ちょうどこの米朝首脳会談の直前でありま

した5月30日から6月1日にかけまして、この

ＲＥＣＮＡが主催をして、ロシアのモスクワに

おいて、今年で3回目となる「北東アジアの平

和と安全保障のパネル」が開催されました。そ

の中で、北東アジアに向けた項目を含めた9項

目に及ぶ提言を出したところでございます。 

 知事におかれましては、このＲＥＣＮＡが提

言してきた「北東アジア非核兵器地帯構想」及

び、今回の第3回パネルで出された「北東アジ

アの非核化に向けた提言」について、ご所見を

お願いいたします。 

 以降につきましては、対面演壇席より質問さ

せていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 坂本 浩議員の

ご質問にお答えいたします。 

 北東アジア非核兵器地帯構想についてのお尋

ねでございます。 

 北東アジア非核兵器地帯構想は、日本、韓国、

北朝鮮の3カ国が非核兵器地帯を形成し、その

地域に関わりの深い3つの核保有国が消極的安

全保障を供与する6カ国条約を締結しようとす

るものであります。 

 非核兵器地帯に関する国の見解では、一般論

として適切な条件が満たされるのであれば、核

不拡散等に資するものの、北東アジアにおいて

は、安全保障上の不安定要因や緊張関係が存在

していること、現実に核戦力を含む大規模な軍

事力が存在すること等により、環境が整ってい

るとは言えないとされているところであります。 

 「南北首脳会談」や「米朝首脳会談」におい

て、朝鮮半島の完全な非核化の意思は確認され

ましたが、非核化に向けた具体的な行程や検証

方法等は示されておりません。 

 北東アジア非核兵器地帯構想は、核兵器のな

い世界の実現に向けたアプローチの一つであり、

非核化に向けた具体的な道筋が示されることが、

構想実現への第一歩となってくるものと考えて

いるところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) ありがとうございました。

日本政府の声を代弁していただいたような答弁

のようでありましたけれども、この提言をもう

一回ぜひ読んでいただきたいんです。 

 今、知事からも言われました、日本が少し消
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極的だなというふうな理由も述べられましたけ

れども、このＲＥＣＮＡがもともと出している

北東アジアの非核兵器地帯構想ですね、包括的

アプローチ、これに基づいて、今回3回目の会

合ということなんですけれども、タイミングが、

ちょうどこういうタイミングだったものですか

ら、私もここで取り上げたんですが、もともと、

今、知事が言われた6カ国にプラス、恐らくモ

ンゴルあたりも入ってくるんじゃないかなと思

いますけれども、この地域の国、ＮＰＴ上は非

核兵器国ということになっているわけなんです

けれども、ここに対して、周辺のアメリカ、ロ

シア、中国、ここが消極的な安全保障を法的拘

束力を持って約束するということなので、それ

が大前提になっている。したがって、「３プラ

ス３」というふうな表現をしているわけなんで

す。 

 したがって、今、知事が言われましたけれど

も、そういう法的拘束力を持った消極的な安全

保障を非核保有国に対して核保有国が与える。

だから、日本が、極端に言えば、その時点では、

恐らく朝鮮半島の非核化がなったというふうな

時点になろうかというふうに思います。したが

って、道のりは長いというふうに思うんですけ

れども、やっぱり日本は唯一の戦争被爆国、そ

して長崎は2つ目の爆弾が落とされたところ、

そういう意識を持って、ぜひ「南北首脳会談」、

あるいは「米朝首脳会談」、そういうのを踏ま

えながら、ぜひ積極的に評価していただきたい

なというふうに思うんです。 

 (2) 被爆県としての取り組みについて。 

 被爆県として行動を、ぜひ取り組みを進めて

いただきたいというふうに思っているんですけ

れども、このＲＥＣＮＡと長崎市と、それから

県と「核兵器廃絶長崎連絡協議会」というのを

設置して、この間、取り組みを進めてきたとこ

ろであります。ぜひこの「提言」、今、私は要

点のところだけしか言いませんでしたけれども、

ほかにも9項目ありますから、いろいろあるん

ですが、その中でも、特に、北東アジアの非核

化に向けた提言について、どう活用するべきか。 

 私も、ＲＥＣＮＡのセンター長といろいろお

話ししたんですけれども、やっぱりＲＥＣＮＡ

というのは研究機関でありますから、自分たち

で自ら、日本政府にはもちろん説明に行ってい

ますけれども、運動体ではないですから、「そ

ういう動きはなかなかですね」というふうな話

だったものですから、ぜひＮＧＯの一つとして、

長崎県・長崎市が積極的にＲＥＣＮＡに働きか

けて、この被爆県、被爆都市から何をしていこ

うか、そういうふうなことをぜひ考えていただ

きたいというふうに思うんですけれども、その

ことについてはいかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策

監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 「南北

首脳会談」や「米朝首脳会談」におきまして、

朝鮮半島の完全な非核化の意思は確認をされた

ところでございますけれども、非核化に向けた

具体的な行程や検証方法などはいまだに示され

ていない状況でございます。 

 北東アジアの非核化に向けた提言の活用につ

きましては、今後の朝鮮半島の非核化の動向を

注視しながら、対応を検討してまいりたいと考

えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 今のは知事と同じような

答弁だったんですけれども、非核化の決意だけ

で検証はないじゃないかということなんですけ

れど、今まで世界でその検証は一つもないんで
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すよ。今まで核兵器が存在していて、それをな

くそうという動きは、いわゆる核保有国同士の

核軍縮交渉なんですよね。例えばアメリカとロ

シア、ＳＴＡＲＴⅠ、ＳＴＡＲＴⅡとかですね。

それは、しかも検証の方法はないんですよ。 

 この提言の中には、読まれたと思うんですけ

れども、4項目目に、今後は、ＲＥＣＮＡとし

て、提言については毎年やっていましたけれど、

今回3回で一旦終わって、2年ごとにやる。その

間、何を研究するかというと、まさに今言われ

た非核化の検証なんですよ。 

 どういう検証の方法があるのか。今までして

ないわけですから、世界のどこでも。米ロ間の

交渉だって、アメリカがロシアを信用する、ロ

シアがアメリカを信用する、それしか方法はな

いんですよ。だから、簡単に非核化の検証と言

いますけれど、今ないわけですから、それをこ

の北東アジアの地域で、誰がどうするのかと、

全くないわけですから、そのことをＲＥＣＮＡ

は、ワーキンググループとして非核化の検証と

地域安全保障とグローバルな核軍縮・不拡散体

制をつくろうと、この2つのワーキンググルー

プをつくって、今からその研究をやっていくん

です。2年後にもう一回パネルを開きたいと、

こういうふうなことなんですよね。 

 だから、そこら辺を含めて、ＲＥＣＮＡから、

話を聞いてもらって、そのうえで、長崎県、長

崎市として何ができるのか、ぜひそのことをし

ていただきたいと思います。 

 ＲＥＣＮＡが、もう既に外務省の方にはこの

提言、第3回パネル会合の様子は報告に行って、

協力も要請をしております。日本政府が、恐ら

く消極的じゃないのかなというふうなことはあ

るんですけれども、ぜひ長崎市、あるいは場合に

よっては、同じ被爆地の広島県・広島市とも協

力をしていただきながら、特に、このＲＥＣＮＡ

の提言は、もともとの包括的アプローチの時か

ら、いわゆる「長崎プロセス」と言われるぐら

い、長崎大学でいろんな研究者の皆さんが、外

国の皆さんとも相談をしてつくりあげた、練り

あげた、一つの長崎の成果なんですよね。宝な

んです、私たちにとっては。ぜひそれを持って、

例えば、さっき言いました、長崎市はもちろん

ですけれども、広島県・広島市を含めて日本政

府に対する要望活動を行うとか、何かそういう

ふうな考えはないでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策

監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 先ほど

から申し上げますように、具体的な行程検証方

法などがいまだ示されていない状況におきまし

て、政府に対する要請につきましては、今後、

朝鮮半島の非核化の動向を注視しながら、対応

を検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 恐らくそれ以上の答弁は

ないというふうに思いますし、あとの時間の関

係もありますので、次にいきたいと思います。 

 2、学校における「働き方改革」の推進につ

いて。 

 (1) 公立学校における教職員の勤務実態につ

いて。 

 昨年の2月定例会でも、私は教職員の長時間

労働問題について、一般質問をさせていただき

ました。その後、県教委の方では「超勤改善等

対策会議」、これを各市町教育委員会の皆さん

とつくっていただいて、今取り組みを進められ

ております。 

 その間、文部科学省の方でも改善に向けたい
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ろんな対策というのが提起をされてきたところ

であります。これは教職員だけの問題ではなく

て、子どもの健やかな成長と学びが第一であり

ますし、そのためには、そこにいる、向き合う

教職員の皆さんが心身ともに健全な形で子ども

と向き合う環境を整備する、引き続き重要な課

題だというふうに認識をしております。 

 改めて、昨年以降の状況について、お伺いを

し、今後の課題として、学校現場に「働き方改

革」をいかに浸透させていくのかという観点か

ら質問をさせていただきます。 

 本県の、特に、今回は市町立の小中学校、い

わゆる義務教育のところの学校の超勤をはじめ

とする勤務実態の現状はどうなっているか、お

尋ねいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 小中学校に

おきましては、管理職員が教職員の勤務実態を

把握し、1カ月当たりの超過勤務時間が80時間

及び100時間を超える教職員数を市町教育委員

会に報告をしております。 

 平成29年度における小中学校の勤務実態の現

状としては、1カ月当たりの超過勤務時間が80

時間を超えた教職員の割合は、小学校1.5％、

中学校16.7％で、そのうち100時間を超えた割

合は、小学校で0.1％、中学校で5.7％となって

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 今、報告がありましたけ

れども、去年の4月に文部科学省が発表した全

国調査、これは抽出ですから、長崎県内も全部

じゃないんですけれども、本当はこの数字がわ

からないんですかと、お伺いしたかったんです。

なかなかその分については、抽出で、県内の分

についてはわかりませんということでしたので、

県教委調査の昨年の4月から今年3月までの分の

数字でありました。 

 100時間超えについては、前年度に比べて、

ほぼ横ばい、若干減っているというふうな状況

であります。 

 去年の4月に文部科学省が発表した全国調査、

これは平成28年度の速報値というふうなことで、

5年ぶりに調べたものなんですけれども、いわ

ゆる時間外の月80時間超、これが小学校で

33.5％、中学校で57.7％ということで、今、教

育委員会教育長から言われた分からすると、随

分と開きがあるなと感じています。 

 去年の2月定例会で私が質問した時に、当時

は連合総研でこういう数字が出ていますよとい

うふうなことを言って、どうなんですかと聞き

ましたら、長崎県についても、こういう全国的

な長時間勤務と同様の状況にあると認識をして

いるという答弁だったというふうに私は記憶し

ているんですけれども、そうすると、この開き

を考えると、この1年間の取り組みで、県内の

小学校、中学校、月80時間超ですね、いわゆる

過労死ラインと言われるところは激減したとい

うふうな認識でいいんですかね。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) すみません。

今、文部科学省の調査のデータを持ってきてい

ないので、数字は、議員がおっしゃったとおり

だと思うのですが、私の認識は、1年間で、確

かに微減はしているんですけれども、劇的に減

少したという認識は持っておりません。やはり

今からいろんな取り組みをやっていく中で、今

後減少を目指していくということですけれども、

私の認識としては、今からまだ取り組むことが

たくさんあるなというふうな認識を持っている

ところでございます。 
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〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 認識としては、やっぱり

長時間労働というのが多い、多いといいますか、

やっぱり問題になっているんだというふうな認

識でいいということですね。 

 これは、担当課の皆さんにいろいろ話を聞か

せてもらいながら、そもそもというか、いわゆ

る超過勤務に関する調査というふうなことです

よね。文部科学省の場合は、1日当たりの総労

働時間で1週間が約60時間ぐらい。そうすると、

1週間の教職員の皆さんの勤務時間を引いて、

それに4を掛けると、大体80時間というふうな

ことになるものですから、ちょっとこれは比較

が、最初ぱっと見た時にわかりにくい部分があ

って、そこは全国調査があるならあるで、それ

を県内でするんだったら、ぜひその抽出でもい

いですから、そういう全国との比較がわかりや

すいようなのもしていただきたいと思います。 

 それと、本来なら、超勤に関する調査ですか

ら、時間外労働ということについて言えば、労

働基準法の第36条、これでいわゆる36（サブロ

ク）協定を結んで、本来なら時間外を許可しま

すよというふうなことになるんですけれども、

教職員の皆さんの場合は、いわゆる給特法で除

外されているんです。しかし、そうはいっても、

労働時間ですから、そうすると、36協定でやっ

ても、例えば、月時間外の限度基準というのが

示されていて、これは月45時間なんですよね。

だから、そういう意味でいくと、多分、県立学

校は45時間、80時間、100時間ですか、3段階で

調査していたと思いますので、今後の調査には、

45時間というのを一つの基準に設けるべきだと

いうふうに思いますけれども、そこら辺はいか

がでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 先ほど申し

上げたとおり、市町村教育委員会といいますか、

各学校においては、所属職員の出退時間を確認

しておりますので、先ほど申し上げたのは、統

計上80時間、100時間を市町村教育委員会に報

告をしているということでございますので、県

立では45時間もやっていますので、45時間の数

字の把握については、市町村教育委員会とも話

をしてみたいというふうに思っています。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) ぜひお願いします。 

 それで、今、いみじくも教育委員会教育長が

言われましたけれども、いわゆる出退勤の時間

管理ですよね。これが、県立もそうですけれど

も、各市町立の小中学校において、本当に客観

的な管理ができているのかというふうな疑問点

を感じています。 

 先ほど数字を出していただきましたけれども、

やはりこの超勤の勤務時間実態を正確に把握す

るためには、客観的な出退勤の時間の管理、こ

れは不可欠だというふうに考えているんですけ

れども、県教委、あるいは市町の教育委員会、

学校現場も含めて、その認識ですよね、客観的

にできているのかどうか、現状はどうなのか、

それについてお伺いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 勤務時間の

いわゆる客観的な把握については、それはぜひ

しなければいけない。これは法律上もそうなっ

ておりますので、教育委員会としては、それを

やらなければいけないというふうに考えており

ますし、改めて平成29年1月に、厚生労働省が、

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ず

べき措置に関するガイドライン」ということも

出しましたので、それを踏まえて対応すべきと
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いうことについては、県教委、市教委とも認識

を同一にしております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 今言われました、厚生労

働省が出しましたガイドライン、「労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

するガイドライン」ですけれども、これは原則

的には2つですよね。1つは、使用者が自ら現認

することにより確認をする。これは管理者が現

認して確認をする。2つ目が、タイムカードと

かＩＣカード、パソコン、そういった使用時間

の記録等の客観的な記録を基礎として確認して、

それをきちんと適正に記録をとるというふうな

この2つです。 

 これは、ぜひ現場段階まで周知をしていただ

きたいというふうに思うんですけれども、例え

ばタイムカードだとか、ＩＣカードだとか、そ

ういうのが、今現状どうなっているのか、そこ

ら辺についてはいかがですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、客観

的な勤務時間の把握というより現状でございま

すけれども、パソコンの起動・終了時刻を記録

するということ、それから、ＩＣカードによっ

て記録をするということで、現に導入をしてい

るところが3町ございます。 

 今後、平成30年度中にＩＣカード、またタイ

ムカード、パソコンの起動・終了時刻の記録を

客観的にとるというところが4市1町予定をして

おります。 

 また、県立学校につきましても、パソコンを

使って勤務時間を把握するということについて、

現在、システムを開発中ということでございま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 今ありましたように、現

在3町ですよね。ＩＣカードとパソコンという

ことなんですけれども、実はこれ、町名を聞い

て、そこの学校、何人ぐらいいるのかなと思っ

て、資料をもらって計算をしてみました。今年

の3月からしていますので。それで、先ほど言

われました4市1町が、今年度末にそれを何らか

の方法で導入するということなんですけれども、

現段階で言えば、県内の小中の教職員の数で割

ると、この3町で5.5％なんですね。 

 前、新聞報道で見た時に、いわゆる給特法に

よって労基法の第37条、いわゆる時間外の割り

増し賃金の規定が除外をされているということ

で、管理職、あるいは服務監督権者による学校

現場での時間管理が非常におろそかになってき

たのではないかというふうな指摘があって、実

際そういう客観的な出退勤の記録をとっている

ところが10％にも満たないというふうな報道が

あっていたんですね、これは全国的に。 

 その中で、今現在だけで言えば、県内では、

公立高校はまだやっていませんから、5.5％と

いうふうなことで、ほとんどが、これが、先ほ

ど言われました、増えてくると、約半分ぐらい

になるようなんですけれども、現段階ではそう

いう状況と。 

 だから、ほとんどが自己申告になっているわ

けじゃないですか。だから、そこが問題じゃな

いかなと。自己申告じゃなくて、早く客観的な

記録がきちんと残せるように、ぜひしていただ

きたい。そのことによって、冒頭あった、いわ

ゆる80時間超えが小学校で1.5％、中学校で

16.7％という数字も、今後ひょっとしたら、変

わってくるのではないかなというふうに思って

います。 

 いわゆる自己申告ですから、現場のいろんな
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声が私にも届くんですけれども、例えば80時間

を超えると、管理者は、80時間を超えた人がい

たら、産業医に見せなきゃいかん。これは、

100時間を超えたら、もう義務なんですよね。

80時間を超えたら、努力義務なんです。 

 そうすると、少なくとも学校で、例えば学校

長あたりに、「あなたは80時間を超えているじ

ゃないか」ということで呼ばれるのが嫌だとい

うことで、要するに、自ら申告する時に、少し

落としたりとか、面倒なんだというふうなこと

だったりとか、あるいは給特法によって、本来

学校業務じゃないところも含めて、自分の中で

きちんとそれが、現場の先生の皆さんが意識で

きていないのかどうかわかりませんけれども、

自主的な、自発的な業務ということで、自主的

に規制をしてしまっているというふうな、そう

いう現場の声が届いております。 

 私は、この給特法というのがある以上は、使

用者の方々が、学校長なり教育委員会が、まず、

きちんと意識改革、そのうえで、やっぱり現場

の先生方の意識改革というのをやって、先ほど

あった厚生労働省が出したガイドラインに沿っ

て実践をしていくことをぜひお願いしたいとい

うふうに思いますけれども、この点に関しても

う一回、お願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 勤務時間の

正確な把握ということについて、これは使用者

の義務である、法律上そうなっているというこ

とについては、先ほど申し上げたとおり、県教

委、市町村教委とも共通認識を持っております。 

 そういった意味で、今まで、いわゆる自己申

告によって勤務時間を把握していた部分につい

て、ご指摘のように、客観的に把握する必要が

あるということで、いろんな手法を市町村教委

も検討しておりますし、既に導入をしていると

ころもあるということでございます。 

 遅くとも平成33年度までには全市町村におい

て、タイムカードなりパソコンの起動・終了時

刻の記録、それからＩＣカード等によって、客

観的に勤務時間を把握できるようなシステムを

構築していくということで、そこも全市町村の

教育委員会と合意をしているところでございま

すので、既に導入しているところの効果なり、

経済的負担なりが具体的にわかってくれば、平

成33年度までじゃなくて、もっと前倒しで全市

町村導入に向けて動きはじめられるのではない

かというふうに考えているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) (2) 教育委員会（県・

市・町）としての取り組みについて。 

 それで、そういうのを受けて、先ほど申し上

げましたように、文部科学省の方も、中央教育

審議会等の議論を受けまして、去年の12月に、

「学校における働き方改革に関する緊急対策」

を文部科学大臣が決定いたしました。それを受

けて、今年の2月に、この緊急対策を「学校に

おいて業務改善及び勤務時間管理等に関わる取

り組みの徹底について」ということで、文部科

学事務次官の通知が発出をされました。この通

知等につきましては、恐らく県教委が今取り組

んでいる部分の方向性なり、指針になろうかと

いうふうに思いますけれども、教育委員会教育

長の所見をお伺いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 今、議員が

ご指摘になったように、文部科学省は、中央教

育審議会の答申を受けまして、昨年12月26日付

で、文部科学省が中心的に実施していく内容を、

「学校における働き方改革に関する緊急対策」
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としてまとめ、この緊急対策を踏まえ、本年

2月9日に、都道府県並びに市町村教育委員会及

び各学校に対し、取り組むべき方策を通知をし

ています。 

 私、2つの通知を読みまして、まず思ったこ

とは、学校の業務内容が多岐にわたっていると

いうようなことと、その結果、さまざまな視点

からの「働き方改革」が提案されているという

ことであります。 

 一方、一口に学校と言っても、都市部や過疎

地域など立地環境の違いや、児童生徒数の差に

よる規模の違い、また、校種による教育活動の

違いなど、そのありようはさまざまであります。 

 加えて、脈々と築かれてきた我が国の学校教

育文化や、学校教育に対する社会からの期待の

大きさ等を考えれば、学校の「働き方改革」は、

学校を取り巻く社会全体で進めていかなければ

ならない改革だという認識を持ちました。 

 教職員の「働き方改革」は喫緊の課題であり、

教職員が日々の生活を豊かにしつつ、児童生徒

に対し、効果的で質の高い教育活動を行うこと

ができるよう、長時間勤務を良しとする今まで

の働き方に対する意識を改革するとともに、緊

急対策に示された内容については、本県の実情

に応じた内容から、適切かつ迅速に対応したい

というふうに考えているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) ぜひ、その取り組みを加

速していただきたいと思います。その中には業

務削減だとか、定時退校だとか、部活動の休養

日だとか、先ほど言いました超勤改善等対策会

議の中で進められておりますので、ぜひ加速し

ていただきたいと思うんです。 

 あと、もちろんそういった、先ほどからも言

っていますように、ワークルールというんです

か、働くいろんな法律がありますから、それを

学校現場でもきちんと、ワークルールがあるん

だということをいま一度、学校長をはじめ現場

の管理職の皆さん、それから教職員の皆さんに

周知をしていただきたいというふうに思います。 

 あと、業務量というのは、そう簡単に減らな

い。その中で、じゃ、どうするのかということ

の中で、やっぱり必要な教職員数というのを確

保することが重要ではないかというふうに思い

ますけれども、ただ、そうは言っても、財政の

関係で、今、実際、標準定数というのがありま

すけれども、例えばスクールソーシャルワーカ

ーですとか、今、加配的に配置をされている

方々をきちんと定数化するとか、いろんなこと

ができるんじゃないかというふうに思いますの

で、そういうのを今後、県教委として何か方法

がないのかどうか、そこら辺はいかがですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、学校

の体制としては、これは文部科学省も言ってい

るんですが、チーム学校として、いわゆる教員

だけではなくて事務職員、それから、先ほど議

員からご指摘がございましたようなスクールカ

ウンセラー等々の外部の力もかりて、子どもた

ちの健全育成のために、チーム学校として取り

組む体制を整備していかなければいけないとい

うふうに考えております。 

 その中で、特に、基盤となる教員の定数改善

については、県としても文部科学省に対して、

いわゆる定数改善計画を策定して、きちんと定

数を満たすような人員配置をしてくれというこ

とについては、国に対しても要望しているとこ

ろでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) わかりました。ぜひ国に
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対する要望もお願いいたします。 

 (3) 保護者、地域をはじめ県民に対する理解

活動について。 

 この項の最後になりますけれども、今やりと

りしたものについては、いわゆる教育委員会の

取り組み、あるいは学校での教職員中心の取り

組みというふうになるんですけれども、学校で

の「働き方改革」を進めるに当たっては、そう

いう内部的なものだけじゃなくて、やっぱり保

護者、あるいは地域の皆さん、それから部活の

関係も出てきますので、例えば運動団体だとか、

文化団体だとか、そういったところの皆さんの

理解と協力を得てやっていかなければならない

というふうに思いますし、それから、この間、

担当課の皆さんとやりとりさせてもらって、ど

うも各課、各課で、それぞれ一生懸命やってい

るんですけれども、それがトータル的に見えて

こないというのがあったものですから、そうい

うのをぜひ県の広報誌とか、あるいはホームペ

ージ、それから、予算の関係があるでしょうけ

れども、できれば、よその県の教育委員会の見

本も担当課の方にはお渡ししましたけれども、

県教委独自にパンフレットなんかをつくって、

広く県民の皆さんに周知、理解活動をできない

かというふうに思っているんですけれども、そ

こら辺についてはいかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 議員ご指摘

のとおり、教職員の勤務実態について、県民の

皆様方に現状を理解していただくことは、「働

き方改革」を進めていくうえで、大変重要であ

るというふうに考えております。 

 ある民間の教育会社と新聞社の調査で、部活

動で先生方が大変忙しいということについては

認識をしている。じゃ、それを誰かにかわるべ

きかというアンケートをとったら、保護者の方

は非常に消極的なアンケート結果がございまし

た。 

 ですから、保護者の方々に、子どもたちの健

全育成、教育の充実を図るためには、やはり学

校現場で中心的な役割を果たしておられる教職

員の方々が心身ともに健康であることが重要で

ある。そのためには、やはり長時間勤務の是正

をやっていかなければいけないということをご

理解していただかないと、なかなか物事が進ま

ないというふうに思いますので、議員おっしゃ

るように、我々としても広報媒体、どんなもの

が使えるか検討をして、県民の方々に広く周知

を図り、ご理解をいただきたいというふうに考

えているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) よろしくお願いいたしま

す。 

 3、建設業における担い手（若年技能者）確

保と育成について。 

 (1) 本県の建設業を取り巻く現状と取り組み

について。 

 ご承知のとおり、平成6～7年ぐらいをピーク

に、建設業の、いわゆる建設投資等を含めて減

少をずうっと続けてきていまして、就業者数も

ずうっと減少を続けているということで、特に、

近年では担い手、それから人手不足が深刻さを

増しているところであります。 

 本県における建設投資額、業者数、あるいは

就業者数、年齢構成等についての現状をお尋ね

いたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 本県における民間投

資を含めた建設投資額のピークは、平成6年度

であります。 
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 平成6年度と直近である平成27年度、もしく

は平成28年度のデータを比べますと、建設投資

額は約9,200億円から4,750億円へ48％の減、建

設業者は約5,400社から4,900社へ9％の減、建

設就業者数は約8万2,000人から5万6,000人へ

32％の減となっております。 

 年齢構成の中で、若年層である29歳以下の就

業者数の割合を、平成7年と平成27年の国勢調

査に基づくデータで比較しますと、17.5％から

10.2％へと大きく減少しております。 

 このような状況から、県としましても、将来

の社会資本の整備や維持管理、災害発生時の対

応に欠かせない建設業の担い手の確保、育成が

重要な課題と考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 今、言われた数字のとお

りだとすると、本当に担い手をどうつくってい

くのかというのは、むしろ危機感を抱かざるを

得ないような状況にもあるんじゃないかという

ふうに思っております。 

 そのうえで、今後、新規入職者の確保、それ

に対して県の担い手確保、特に、若手技能者の

育成の取り組み等々について、お示しいただき

たいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 建設業の担い手確保

につきましては、産学官が連携した「建設業人

材確保・育成協議会」に県も参画し、県内建設

業への就職を促す活動などに取り組んでおり、

その結果、建設業における県内就職率の改善が

近年見られております。 

 具体的な活動としましては、不足する技能者

を確保するための「技能者教育訓練システム」

による鉄筋工、型枠工などの養成や、継続して

若手技術者を育成する県独自の研修システムの

構築、さらには、就労環境改善により、若手技

術者の定着につなげる週休二日工事の施行など

を進めております。 

 県としましては、若手技能者の建設企業への

就職促進や定着強化について、今後もさまざま

な施策を展開してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) いろんな取り組みを土木

部としてもされているというふうに思うんです

けれども、私なりにいろんなところと、業者の

方とか、さまざまな方といろいろお話をしまし

た。ポイントは、私なりに考えたのは2つあっ

て、一つは週休二日制、これが定着できるのか

どうか、この業界でですね。それともう一つは、

いわゆる中小建設業のところをいかに育成して

いくかということなんです。 

 先ほど言われました、県内の現状なんですけ

れども、入札参加の許可業者比較数、これを規

模別に洗い出してもらったんですけれども、そ

れによると、19人以下、もうちょっと細分化し

ていたんですけれども、中小という形で19人以

下を抽出すると、業者数で85％、従業員数で

52％、これぐらいのシェアを占めているわけで

すね。ここが、やっぱり元気がつくといいます

か、仕事がそういうところにどんどん回ってい

くというふうな形をつくれば、何ていうんです

かね、技能者の担い手がそこに入ってくる。し

かも、入る時に週休二日制といいますか、特に、

今の若い方は、建設業に入る時もそれを望んで

いるらしいですから、大企業ではほとんどやれ

ているところもあるみたいですから、その2つ

がポイントになるんじゃないかというふうに思

います。 

 それで、週休二日制については、現在試行中

ということで、いろんなケース・バイ・ケース
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ということがあって、来年度以降、本格的にな

ってくるんじゃないかというふうに思うんです

けれども、これはちょっと業界の新聞で読んだ

んですけれども、この5月に、47都道府県のう

ち38県が、もう既にこの週休二日制をやってい

る。恐らく試行中のところも含めてだと思いま

す。今年度中には、それに8県が増えて、46に

なるわけです。1県だけは、災害の関係ででき

ないということらしいんですけれども。 

 こういうことが載っていたんですけれども、

その中に、いわゆる週休二日をすることによっ

て、経費の上乗せですよね。例えば公共事業で

県が発注する場合に、工期の問題だとか、ある

いは二日制にするということでいろんな経費を、

労務費だとかなんとか、そういうのを上乗せす

るというふうなことがあったんですけれども、

試行の中においてもそういう声が出てきていな

いのかどうか、そこら辺だけでもちょっと教え

ていただければなと思うんですけれども。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 週休二日につきまし

ては、これは業界全体で取り組んでいく必要が

あると思っておりまして、これは国直轄、それ

から各県とも意見交換をしながらやっておりま

す。 

 週休二日をしますと、当然、例えば機械のリ

ース料だとか、上乗せをしていかないといけな

い部分も出てまいります。その点につきまして

は、きちんと費用を見ようということで考えて

おりまして、そういった環境を整えていきたい

というふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) ぜひそこら辺も連携を取

って進めていただきたいと思います。 

 それで、特に、中小建設業者のところに関わ

ってくるんだろうというふうに思うんですけれ

ども、いわゆる設計労務単価ですよね。これが

本当に現場、例えば元請はもちろんですけれど

も、そこからいく1次・2次下請のところですね、

ここのところにきちんと反映ないしは浸透して

いるのかどうか。やっぱり労務単価を引き上げ

るということは、ピンハネとは言いませんけれ

ども、そういう中小のところに関わってきます

ので、そこの分について、県としての考え方を

出していただければと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 下請工事における適

正な労務者賃金の確保につきましては、元請企

業と下請企業における適正な額での契約締結が

重要と考えております。 

 このため、県におきましては、元請、下請間

の契約適正化を図るため、年間20回以上のセミ

ナーの開催をはじめ、年2回の文書での関係団

体への指導、立ち入り調査や広報活動の実施、

県発注工事における下請代金内訳書の確認など

に取り組むとともに、「元請・下請適正化対策

連絡会議」において、下請契約や請負代金支払

い等に重点を置いた協議を行ってまいりました。 

 今後も、引き続き下請代金について、必要な

経費を適切に計上するよう指導を行ってまいり

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 県として至極当たり前の

対応だろうというふうに思うんですけれども、

ただ一方で、国土交通省の資料によると、今年

の3月から適用する公共工事の設計労務単価、

全国の全職種平均で、前年比でプラス2.8％の

1万8,632円ということになっているわけです。

平成24年度と比較して、43.3％上がってきてい

るんです。これは国土交通省が結構力を入れて、
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建設業を取り巻く状況の中で、設計労務単価を

随分上げてきたんです。ただ実際は、現場のと

ころでは7％ぐらいしか上昇していないという

ふうな指摘もありました。それから、厚生労働

省の賃金構造基本統計調査を見ますと、建設技

能者の賃金上昇は、平成23年から平成27年で

6.7％にとどまっているということなんです。 

 そうすると、この設計労務単価が、これだけ

金額で上がってきたのに、それに実際働いてい

る人たちの賃金が追いついていないというふう

なことになっています。もちろん、民間も入っ

ていますから、単純に比較はできないというふ

うに思うんですけれども、ただ傾向としては、

これはあるだろうというふうに思いますので、

ぜひ県の発注事業において、さらに周知をして

いただきたい。 

 業界の方も、例えば中小の建設業者の団体は、

県にも、自治体にも分離・分割発注を要望した

りとか、あるいは大手の建設業者でつくる一般

社団法人の日本建設業連合会、略称で日建連と

言うそうでありますけれども、ここも、昨年の

9月22日に、改めて、「労務賃金改善の推進につ

いて」というまとめを行って、今言いましたよ

うな現状を見ながら、特に、下請発注、公共事

業における適正な労務賃金の支払い、そういっ

たことも、民間と民間の契約の中でもきちんと

やっていこうというふうなこともされています

ので、ぜひ県としての対応、指導もお願いした

いと思います。 

 (2) 住宅関連産業の人材確保について。 

 建設業の関わりで、まず、住宅リフォーム支

援事業です。 

 平成25年度から、平成29年度までの実績、あ

るいは評価ですね、この住宅リフォーム支援事

業について、お尋ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 県では、平成25年度

から3年間、住宅性能向上リフォーム支援事業

を行い、合計約2,900名の方に、また、平成28

年度からは「3世代同居・近居促進事業」を行

い、これまでの2年間で約190名の方に申し込み

をいただいております。 

 住宅性能向上リフォーム支援事業につきまし

ては、利用された7割の方から、支援がきっか

けになり、リフォームに取り組まれたとの評価

をいただいております。 

 また、新築やリフォームを対象とした「3世

代同居・近居促進事業」は、平成29年度の申し

込みが、平成28年度の約4.5倍となり、利用者

の皆様からも、同居・近居による経済的負担の

軽減や、親世代と子育てを分担できることを評

価いただいております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) ありがとうございました。

この住宅リフォーム支援事業については、前も

答弁をいただいておりますけれども、現場にお

ける臨機応変な対応が必要でありまして、総合

的な技術力が求められるというふうなことで、

あるいは中小建設業者の人材確保、後継者の育

成にも有効だというふうな認識にかわりはござ

いませんか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) ただいま議員がおっ

しゃったように、こういうリフォーム支援事業

をやることにより、リフォームに携わる現場の

技能者等の実際の作業を行うことによる育成に

も貢献するものと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 今年の2月15日に、「災害

時における応急仮設木造住宅の建設に関する協
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定」というのが、一般社団法人全国木造建設事

業協会と長崎県の間で結ばれました。これは長

崎県だけではなくて、結構全国で何十県か協定

を結んでいるようであります。要は、災害時に、

普通はプレハブでつくっていたのが主流だった

んですけれども、もともとは木造で、その後軽

量鉄骨を使って、時間も早いということでプレ

ハブに変わったということなんですけれども、

ただこれが、2011年の東日本大震災以降、木造

の仮設住宅が結構注目をされてきたというふう

な経過があります。 

 東日本大震災の時に、全部でつくった5万

3,000戸のうちの1万1,000戸、それから2016年

の熊本地震、この時に4,300戸のうちの683戸、

それから2017年、去年の九州北部豪雨、この時

に107戸すべてを福岡県が木造の仮設住宅を建

築したというふうなことです。経費も安いよう

ですし、それから、県産材も使える。そして、

さらに技術もそこでまた磨けるということなん

です。 

 ただ、やっぱり今言いましたように、そうい

う住宅関連とか木造の若い職人さんたちを育て

ないと、いざ災害があった時に、人がいない、

あるいは、ものがないということになってはい

けないと思います。現在は、多分、1カ月間で

500戸つくる能力が、この全国木造建設事業協

会にはあるそうでありますので、ぜひそういう

のを含めても、今後、県民のニーズはもちろん

ですけれども、木造住宅産業の振興と、そうい

う技術継承の視点を持って、住宅リフォームな

り、住宅関係の事業を推進していただきたいと

いうふうに思いますけれども、いかがでしょう

か。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 県内の戸建て住宅の

うち、約9割が木造で建てられており、また、

住宅リフォームについても、近年、多くの方が

関心を持たれている中で、その担い手である木

造住宅産業については、大変重要であると考え

ております。 

 一方、国の調査において、大工就業者数が

年々減少しているとともに、若年層の割合も低

下していることは認識しております。 

 県では、「住宅性能向上リフォーム支援事

業」や「3世代同居・近居促進事業」のうち、

リフォーム工事において、地域工務店の受注機

会の拡大につながるよう、施工者を県内業者に

限定することとしております。 

 また、本年度より、「3世代同居・近居促進事

業」の広報チラシを配布し、地域工務店が自ら

ＰＲに役立てていただくようにしております。 

 今後とも、県民ニーズに対応した住まいづく

りの支援につきましては、木造住宅産業の振興

や技能継承の視点を持って、引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 丁寧な答弁、本当にあり

がとうございました。よろしくお願いいたしま

す。 

 4、旧優生保護法に基づく不妊手術の強制に

ついて。 

 (1) 県内における被害の実態について。 

 報道等では、1万6,518名という方々が、自ら

の意に反した、あるいは十分に意思を確認され

ないまま強いられた不妊手術であります。中に

は、10歳にも満たない子どももいたということ

が報道されておりました。これは旧優生保護法

に基づいて、1948年（昭和23年）から1996年

（平成8年）まで続いたわけでありますけれど

も、これについて県内も、国の方からも何らか
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の依頼がきて、今、調査をしている段階じゃな

いかと思いますけれども、状況について教えて

ください。 

〇議長(溝口芙美雄君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) お尋ねの旧優

生保護法に基づく不妊手術の現時点での調査状

況でございますけれども、本県において不妊手

術を受けた方が51名おられることを確認してお

りますけれども、さらに保管資料の内容を精査

して、実態把握に努めているところでございま

す。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) これは旧優生保護法の、

いわゆる強制不妊手術に関わる第4条と第12条

に基づくもので、長崎県で設置をしていた優生

保護審査会に残っていた書類に基づいて51名が

特定できたと思うんですよね。 

 一方で、国が、厚生労働省が発表したものが

あります。これは新聞でも報道されていたんで

すけれども、たまたま件数が51名で、よく見た

ら、国の調査は衛生年報とかそういうふうなの

が出典なんですけれども、県の今の51名は、

1959年（昭和34年）から1969年（昭和44年）ま

での11カ年だと思います。国の資料を見ると、

1949年（昭和24年）から1973年（昭和48年）ま

での25年間で51名で、全然ダブってないのと、

2カ年だけダブっているわけです。これをトー

タルで合算すると、当然102名になるんですけ

れども、2カ年の第4条に基づく強制不妊手術が

あったということで、これは多い方をすると、

最終的にはどっちを使うかわかりませんが、25

年中17カ年度の81名ということになります。 

 今、51名というふうに言われましたけれども、

これは、今県が把握している分の51名であって、

今後、恐らく各医療機関等にも資料の保全等を

依頼しているはずですから、そうすると、今度、

いろんな病院とかで新たな資料が見つかったり

とか、あるいは被害当事者の方が名乗り出る可

能性もあります。ぜひ100名程度はあるという

ふうな認識をすべきではないかというふうに思

います。 

 (2) 人権侵害としての認識と今後の課題につ

いて。 

 それで、これは恐らく国の法律に基づいて長

崎県が優生保護審査会を設置して行ってきた手

術なんですけれども、当然、人権侵害としての

認識をきちんと持たなければいけないというふ

うに思っておりますけれども、そこら辺につい

てはいかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) 県が設置して

おりました優生保護審査会は、議員ご指摘のと

おり、旧優生保護法に基づいて、優生手術が必

要と認めた医師から申請があった場合に、優生

手術の適否について審査を行っていたものでご

ざいます。 

 そういった観点で、優生手術そのものは、そ

の時代の社会情勢を背景に、国の施策として実

施されたものでございますけれども、その後、

優生思想に基づく部分が障害者差別になってい

ること等の理由から、法改正がなされたものと

認識しております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 坂本 浩議員―4番。 

〇４番(坂本 浩君) 最後に、被害が、先ほど

見た数字だけでもはっきりしませんから、埋も

れる可能性もありますので、資料の保全と集約

をぜひきちんとしていただきたいのと、それか

ら、相談窓口の設置、これはぜひお願いしたい

と思いますけれど、いかがですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) こども政策局長 
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〇こども政策局長(園田俊輔君) こども政策局

のこども家庭課が窓口になって、それを周知し

ていきたいと思っております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４６分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 大場議員―11番。 

〇１１番(大場博文君)（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議、島原市選出の大場博

文でございます。 
 質問に入ります前に、先日、近畿地方で発生

をいたしました震災によりまして犠牲になられ

た皆様、また、被災された方に対しまして、お

悔みとお見舞いを申し上げる次第でございます。

一日も早い復旧・復興を願っております。 

 また、本日は、早朝より島原を出発していた

だきまして傍聴に駆けつけていただきました。

ありがとうございます。新県庁、新議場はいか

がでしょうか。この後も、2階レストランで、

評判の高い昼食もご馳走になられるということ

でございますが、まずは一番の楽しみとして私

の一般質問をと、よろしくお願いいたします。

（発言する者あり） 

 それでは、通告に従いまして、質問をいたし

ます。 

 1、観光振興について。 

 (1) 世界遺産登録後の地域整備の取り組みに

ついて。 

 いよいよ「長崎と天草地方の潜伏キリシタン

関連遺産」の世界遺産登録が秒読みの段階とな

ってきました。 

 登録が実現すれば、長崎県も2つの世界遺産

を持つ県となり、「明治日本の産業革命遺産」

と合わせて、大きな魅力としてアピールできる

ようになります。本県が世界に誇ることのでき

る、これらの文化遺産を長く活用していくため

にも、その保存管理をしっかりと行っていくこ

とが必要となってきます。 

 そこで、まず、世界遺産として新たな登録が

見込まれる「潜伏キリシタン関連遺産」につい

て、登録後の保存にどのように取り組んでいる
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のか、その指針をお尋ねをいたします。 

 また、官民挙げて、待ちに待った世界遺産登

録の実現に当たり、関連行事やイベント等によ

るにぎわいの創出によって、県内が活気づくこ

とも期待しておりますが、記念年としての取組

は何かお考えでしょうか、お尋ねいたします。 

 世界遺産登録には、登録後の観光客数の増加

等の経済効果があると言われています。現に、

登録をされた多くの世界遺産では、観光客の増

加が見られます。 

 ただ、世界遺産とは、本来、国内外の経済情

勢や紛争などに左右されることなく、後世に残

していくことを目的に登録を進めています。特

に、自然遺産の場合、その保護が前提であるた

め、その経済効果を期待するには、きめ細やか

な地域独自の環境整備が必要となってまいりま

す。 

 国内の世界遺産には、都市部から離れ、交通

アクセスが良好とは言い難いが、世界遺産登録

前後にかけて、急速に知名度が高まり、全国的

な観光地として注目を集めるようになった遺産

があります。そこでは、以下のような課題が挙

げられています。 

 過疎化や住民の高齢化により、建物維持活動

の人手不足の問題、急速な観光客の増加と交通

対策、空港や駅、観光地を結ぶ2次アクセス、

観光地と観光地を結ぶ3次アクセスの拡充の問

題、外国人観光客向けの多言語表記等の整備、

情報発信、そして、地域間格差など、やはりこ

のような課題解決をし、私は、特に、この地域

間格差、そして、その問題解消のための2次ア

クセス、3次アクセスの整備充実が必要と考え

ています。 

 今後、長崎県の観光振興の中で、大きな位置

づけとなる世界遺産を活用した観光振興策、特

に、県内広域に点在する構成資産への観光客の

地域間格差のない、全体的な底上げに資する周

遊対策について、しっかりとした取組が必要と

考えますが、県の考えと今後の取組についてお

尋ねをいたします。 

 (2) イスラム教（ハラール）の対応の取り組

みについて。 

 国内では、大きな国際大会である2020年の

「東京オリンピック」を控えて、東南アジアを

中心にイスラム教徒（ムスリム）の訪日が増え

ており、豚肉やアルコールを禁じる戒律に従っ

たハラールの食品の需要が高まっています。 

 ハラール認証マークを掲げる飲食店や食品メ

ーカーなどは増えており、認証は不可欠になっ

てきております。 

 また、ムスリムをどう受け入れればいいのか、

問題点はあるものの、多くの外国人観光客を受

け入れる立場として、ハラール認証はあった方

が安心できるのではないかと考えています。 

 本県も、世界遺産登録やラグビーワールドカ

ップ、東京オリンピックなど、大きな国際大会

を控えて、ムスリムの訪日客が増える中、食品

の材料表示の英語化などの環境整備について、

どのようにお考えでしょうか、お尋ねをいたし

ます。 

 2、外国人材の活用について。 

 (1) その考えと今後の取り組みについて。 

 国は、一定の専門性、技術を有し、即戦力と

なる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを

構築する必要があるという考えから、人手不足

の解消に向け、新たな在留資格を創設し、外国

の人材受け入れを促進する考えを示しています。

新たな分野で人手不足が深刻な業種が対象のよ

うであります。 

 中村知事も、先日の知事説明の中で、「外国
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人材のさらなる活用により、県内経済の活性化

を図るため、商工団体と連携し、活用等に向け

た環境整備を進めていく」と述べられています。 

 日本の活力を高めるうえでは、外国人材が活

躍できる場を拡げていくことが重要であり、日

本でも働く外国人の数は年々増加しています。 

 ただ、農業などの産業を支える人材を技能実

習制度という形で受け入れてきましたが、一時

的な出稼ぎ受け入れという側面が強く、実習生

が不当な待遇を受けるなど、課題も挙げられて

います。 

 また、現実では、送る側、受け側との間で意

識のギャップもあります。そういった中で、国

は、制度改正を行っており、それに併せ、県と

しても受け入れの環境整備が必要ではないかと

考えています。 

 本県も、農業、介護、宿泊分野など、外国人

材の活用について切望する企業は多いと聞いて

います。今回、外国人材活用促進事業に取り組

もうとされていますが、この事業の基本的な内

容、考えをお尋ねいたします。 

 また、現在、本県も国家戦略特区の提案を行

い、今後とも、拡大が期待されている農業分野

で外国人材の活用を考えています。現在、本県

の農業分野の労力確保は非常に厳しい状況にあ

り、生産現場の大きな課題となっており、実現

できるよう大きな期待が寄せられています。 

 その農業分野の外国人就労に向けた現在の進

捗状況はどのようになっていますでしょうか、

併せてお尋ねをいたします。 

 3、住宅宿泊事業法について。 

 (1) 新法制定後の本県の体制と考えについて。 

 一般の住宅に有料で旅行者らを泊める民泊が

6月から全国で解禁されるのを前に、営業を希

望する家主らの事前受付が全国ではじまりまし

た。今月15日に「住宅宿泊事業法」が施行され

ました。 

 届け出た家主ら事業者は、年間180日を上限

に民泊が営業できるようになります。届け出は、

家主らの氏名や住宅の所在地などを記載した書

類のほか、登記簿などを提出するなどし、登録

者の指定や二重登録の防止などの対策がとられ

ています。 

 まずは、本県の現在の民泊登録の状況につい

て、お尋ねをいたします。 

 この新法では、ホテルや旅館が原則営業でき

ない住居専用地域でもサービスが可能となるた

め、全国では、さまざまなトラブルや地域環境

の悪化を防ぐため、自治体が条例で営業地域や

期間を規制する動きも拡がっています。 

 兵庫県や東京都大田区では、住居専用地域な

どで民泊の営業を全面的に禁止するなど、厳し

い規制を条例で定めているところもある一方、

大阪市では、民泊の営業日数や区域について制

限を設けないところもあります。 

 このような状況の中、本県では、その条例制

定についてはどのようにお考えでしょうか。 

 本年2月に、大阪市内で無許可の違法民泊の

施設から女性の切断遺体が見つかる事件があり、

改めて規制をめぐり議論になっています。実施

に向けて、以前から、さまざまな事件の発生や

近隣住民とのトラブルなどを指摘してまいりま

したが、今後は、正規な登録をしない違法民泊

への対策が重要であり、必要と考えています。 

 本県の違法民泊の対策等については、どのよ

うにお考えでしょうか、お尋ねをいたします。 

 4、長崎県市町消防広域化推進計画について。 

 (1) 今後の本県の体制と考えについて。 

 昭和23年に「消防組織法」が施行され、自治

体消防が発足いたしました。 
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 本県内では、長崎市、佐世保市の消防本部設

置にはじまり、その後、県内では、消防組織の

常備化が進み、平成の合併により、県内市町村

の消防常備化が完成をいたしました。現在、県

内では、8消防本部と2組合消防本部の計10消防

本部があります。 

 近年、大規模災害の発生や事故の多様化、ま

た、人口減少や高齢化の進行、地域消防を担っ

ている消防団員の不足など、地域における消

防・防災力の低下が危惧されています。 

 住民の生命や財産を守る責務を全うする必要

がありながら、小規模な消防本部では、組織管

理や財政運営で厳しい状況が予測されるなど、

体制の見直しが急務となっております。また、

人口減少が進む本県においては、各本部が管轄

する人口も減少するなど、地域状況にも変化が

あらわれています。 

 このようなことを見た場合、新たな消防体制

の整備や確立が必要と考えていますが、今後の

広域消防の考えについて、お尋ねをいたします。 

 5、島原半島振興について。 

 (1) 島原病院の医師確保について。 

 長崎県島原病院は、救急医療及び急性期医療

を担うほか、地域がん診療関連拠点病院、高次

脳卒中センターの認定を受けるなど、高い医療

機能を備える島原半島の中核病院であり、島原

市をはじめ島原半島の住民にとって大変重要な

病院であります。 

 これまで懸念されていた小児医療については、

平成26年度の島原地域小児医療研究室開設に伴

い、2名の小児科医確保により、小児科診療が

再開されたほか、同年8月には、病理診療科が

新設され、また、常勤医不在となっていた泌尿

器科においても、平成28年10月に泌尿器科医

1名が配置されるなど、医師の確保等に取り組

んでいただいたことにより、地域医療の充実が

図られています。 

 しかしながら、小児科医2名の配置は、平成

30年度までの時限的なものであり、平成31年度

以降については不透明であることから、小児科

医不在という事態も懸念され、地域小児科医療

に与える影響ははかりしれないものがあります。

安心して子どもを産み、育てることができる子

育ての環境の崩壊につながりかねない重要な問

題と認識をしております。 

 安心して健康な生活を送ることができる地域

完結型の医療提供体制を確立するためには、依

然として医師不足の状況にあり、そのため、平

成30年度以降も引き続き、長崎県島原病院小児

科医の安定的な確保と、将来にわたり地域医療

を担う人材の確保に取り組んでいただきたいと

思いますが、いかがお考えでしょうか、お尋ね

をいたします。 

 (2) 圃場整備について。 

 島原市は、これまで県の積極的な取組により、

「県営畑地帯総合整備計画」に基づき、平成14

年度から三会原第1地区を皮切りに、現在、三

会原第3地区、三会原第4地区において、農地の

圃場整備事業に取り組んでいます。 

 また、平成24年に地域高規格道路、島原道路

もルート帯が公表され、ルート帯に含まれる有

明大三東地区についても、次期採択に向け、事

業の推進を図っているところでもあります。 

 島原市において、農業は、重要産業の一つで

あることから、農地の基盤整備や灌漑施設の整

備を積極的に推進しているところでもあります。

地元農家も農産物の生産性の向上を図るため、

圃場整備事業に対して大きな期待を寄せていま

す。そのためにも、今後、圃場整備事業の着実

な推進を図るために必要となる予算の確保が重
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要となってまいります。 

 ただし、その予算は、ここ数年、補正予算に

より、何とか事業費を確保している状況にあり

ます。やはり安定的な事業推進のためには、国

に対して当初予算の十分な確保について働きか

けていただきたいと考えておりますが、県の取

組状況について、お伺いをいたします。 

 また、現在、島原市で進められている地区の

進捗状況と、今後の新規地区の見通しについて、

併せてお尋ねをいたします。 

 (3) 水産業の振興対策について。 

 近年、島原市における漁獲量は減少し、この

ことが漁業従事者を減少させる一因となってお

ります。有明海の再生対策として、湾奥部にお

いては、平成20年度から、国の補助事業である

水産基盤整備事業を活用して、県が事業主体と

なり、海底耕うん事業が実施され、近年は耕う

んと併せて貝殻類の散布により、底質改善が行

われています。 

 平成20年度から、海底耕うん事業開始以降、

底生性魚介類の減少傾向に一定の歯止めがかか

るなどの効果も見られており、今後も継続した

事業の実施が必要と考えています。 

 併せて、漁業従事者の高齢化が進む中で、一

人でも多くの漁業の担い手の確保を図るうえで

も、有明海栽培漁業推進協議会などと連携した、

地域の特性にあったガザミ、クルマエビなどの

種苗放流事業を今後も継続し、資源管理の取組

を推進する必要があると考えています。 

 そのためにも、今後の海底耕うん事業の継続

と効率的な種苗放流を行うための栽培漁業の推

進をお願いしたいと思いますが、どのようにお

考えでしょうか。 

 (4) 九州新幹線長崎ルート開通を見据えた観

光ルートの構築について。 

 九州新幹線鹿児島ルートの全線開通以降、飛

躍的なアクセスの向上により、九州への交流人

口の拡大が続いています。島原市においても、

長崎の海の玄関口として、熊本県や熊本市との

連携を図りながら、横軸連携強化の一環として、

平成21年度から平成28年度まで、熊本港に観光

案内所を設けて案内人を配置し、島原市並びに

島原半島の観光情報はもとより、県内各地の情

報についても広く提供を行い、本県への観光客

誘致に努めてきたところでもあります。 

 平成29年度からは、島原半島観光連盟へ業務

を引き継ぎ、事業を展開しています。 

 また、九州新幹線西九州ルート（長崎ルー

ト）の整備により、人やものの交流の活発化が

見込まれることから、長崎、鹿児島両ルートと、

島原、熊本を結ぶ航路を活用した広域観光ルー

トの構築により、両県相互の交流人口の拡大に

つながると期待しております。 

 特に、島原半島地域は、「島原半島ユネスコ

世界ジオパーク」や「長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連遺産」のユネスコ世界遺産登録へ

向けた取組など、他の地域にはない、魅力あふ

れる観光素材を有しております。 

 今後、より一層、長崎、熊本両県の横軸連携

強化を図り、島原港から長崎県内各地への広域

観光ルートの構築や、九州新幹線西九州ルート

の開通を見据えた、県内外から島原への広域観

光の構築をお願いしたいと思いますが、お尋ね

をいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。 

 なお、答弁の次第により、対面演壇席より再

質問を行わせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 大場議員のご質
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問にお答えをいたします。 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」について、保存管理をどのように進めてい

くのか、そしてまた、登録記念年として、どの

ような取組を行うかとのお尋ねでございます。 

 世界遺産の登録には、顕著な普遍的価値の証

明にとどまらず、将来にわたって構成資産を保

護・継承していくための「包括的保存管理計

画」が必要であり、イコモスの登録勧告は、保

存管理の方法及び体制も含めて評価されたもの

であると受け止めております。 

 引き続き、この計画に基づいて、適切な保

護・保全、秩序ある公開などを着実に進め、世

界遺産を保有する県としての責務を果たしてい

かなければならないと考えております。 

 特に、構成資産の多くが、人口減少や高齢化

の進む離島・半島地域に所在しておりますこと

から、地域コミュニティを守り、その営みを継

続させていくことが資産の保護に結びついてま

いります。関係市町や住民の皆様方と一緒にな

って、地域の維持と活性化策にもしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。 

 いよいよ、今月末には世界遺産の登録が見込

まれているところであり、県及び関係市町では、

パブリックビューイングを開催することといた

しており、また、登録実現後は、行政のみなら

ず、民間企業などの主催により、県内各地でさ

まざまな祝賀イベントや記念企画展、関連フェ

ア等が予定されております。 

 こうした官民挙げての盛り上がりを通して、

「潜伏キリシタン関連遺産」に対する保存・活

用への意識がさらに高まり、登録年にふさわし

いスタートが切れるよう、関係者と連携をしな

がら取り組んでまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 私の方から、

2点お答えをさせていただきます。 

 まず、世界遺産の周遊対策についてのお尋ね

でございますが、「潜伏キリシタン関連遺産」

は、12の構成資産で世界遺産の価値を証明して

おり、より多くの構成資産を訪れていただくこ

とで全体のストーリーや価値の理解につながる

ものと考えております。 

 一方、構成資産は、離島や半島に点在してい

ることから、関連資産を含めた効率的かつスム

ーズな周遊対策が求められています。 

 このため、県におきましては、公共交通機関

で周遊しづらいエリアについては、例えば、諫

早駅を基点として、南島原市の原城跡などをタ

クシーで巡るプランや、五島列島において、海

上タクシーを活用して旧五輪教会堂などを巡る

ツアーなど、官民が連携しながら現地ツアーの

開発、販売支援を行っているところでございま

す。 

 今後とも、市町や関係団体等と連携しながら、

周遊対策に力を入れてまいります。 

 次に、島原半島の広域観光ルートについての

お尋ねでございますが、西九州ルートの開業に

より、関西からのアクセスの向上はもちろん、

中国地方や福岡都市圏からの誘客拡大が期待さ

れていますので、その効果を広く波及させるう

えで、鹿児島ルートと西九州ルートを結ぶ島原

半島横断の広域ルートの構築は重要な取組の一

つになると考えております。 

 県におきましては、九州の横軸である長崎、

熊本、大分の3県連携による広域ルートの構築

に取り組んでおり、今年度は潜伏キリシタン関

連遺産をテーマに、周辺地域の食や温泉を組み
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込んだ旅行商品の開発を進めております。 

 このほか、県内の旅行会社等で設立した「長

崎めぐり旅ビューロー」と連携し、世界遺産や

郷土料理、体験プランなどを組み込んだ現地ツ

アーの開発、販売支援も行っているところでご

ざいます。 

 引き続き、横軸の流れを拡大するという観点

から、島原半島への広域観光ルートの構築に力

を注いでまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 私の方

からは、ムスリム観光客の受け入れ環境整備に

ついてのお尋ねにお答えをさせていただきます。 

 日本とは宗教的、文化的な習慣の違いを持つ

ムスリム観光客に、快適に本県を周遊、滞在し

ていただくためには、安心して利用できる飲食

店の確保など、民間事業者も含めた受け入れ環

境の整備を進める必要があります。 

 そのため、県では、これまでムスリム対応セ

ミナーの開催や、ムスリム向けに配慮した食事

を提供する施設等の情報発信に取り組んでまい

りました。 

 民間事業者の負担を抑えつつ、ムスリムの受

け入れ環境整備を進めるためには、まずは豚肉

やアルコールを使用していないことを英語で表

示するなど、民間事業者が取り組みやすいこと

から着手することを促し、より多くのムスリム

観光客を受け入れる体制を整えることが効果的

でございます。 

 そのような環境整備を通じて、ムスリム観光

客の増加を図り、その先のハラール認証取得を

目指す事業者の増加、そして、さらなるムスリ

ム観光客の誘客という好循環に結びつけてまい

りたいと考えております。 

 県といたしましては、引き続き、本県がムス

リム観光客にとって、安心で魅力的な観光地と

なるための受け入れ環境整備について取り組ん

でまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 外国人材活

躍促進事業についてのお尋ねでございますけれ

ども、この事業の目的は、本県と友好交流関係

のあります国や地域との間で有能な技能実習生

の送り出し体制、及び安全・安心な受け入れ環

境を整備することにより、技能実習生の安定的

な確保を図るとともに、県内で技能実習生を受

け入れた企業の将来的な海外展開を促進すると

いうことでございます。 

 今年度は、安全・安心な受け入れ環境を整え

るための協定等の締結に向け、送り出し国・地

域と協議を行うとともに、県内におきまして、

技能実習生の受け入れについて、企業のニーズ

を把握するための実態調査を行うこととしてお

ります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 私からは、3件お答

えいたします。 

 まず、農業分野での外国人就労に向けた現在

の進捗状況についてのお尋ねでございます。 

 本県が推進しております産地計画の目標達成

により、農業所得の向上を図るためには、経営

規模拡大や生産量の拡大に必要な労力の確保が

喫緊の課題となっております。 

 生産現場からも、外国人材の活用について、

県全体で年間300人程度の要望が寄せられてい

ることからも、国家戦略特区の活用が強く求め

られているところでございます。 

 このため、県といたしましては、外国人材の

適正な受け入れに向けたルールづくりのため、

入国管理局、労働局、県等の関係機関で構成す
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る「適正受入管理協議会」の設置など、派遣先

を指導監査する体制を整備することといたして

おります。 

 また、ベトナム国立農業大学と技能実習生

ＯＢを本県へ送り出していただくための協議を

進めるとともに、外国人材の受け入れと派遣を

行うために、新たに設立する「農業サービス事

業体」や、派遣先となり、各地域で農作業を請

け負う「ＪＡ出資法人」の設立に向けた準備等

を進めているところでございます。 

 今後は、本県が、国家戦略特区の区域指定を

受け次第、年内にも外国人就労が可能となるよ

う、引き続き、市町やＪＡ等の関係機関と連携

し、外国人材の受け入れ体制づくりを進めてま

いります。 

 次に、農業農村整備事業における国の当初予

算確保のための県の取組についてのお尋ねでご

ざいます。 

 農地の基盤整備は、生産性の向上や担い手の

確保を図るうえで極めて重要であり、国の農業

農村整備関係の当初予算が大幅に削減された平

成22年度以降も、本県では、事業推進に支障が

ないよう、国の補正予算を積極的に活用して必

要額を確保してまいりました。 

 このような中、国の平成30年度当初予算に平

成29年度補正予算を加えた平成30年度の実質の

予算額は5,800億円と、平成29年度を上回る規

模が確保されたところでございますが、当初予

算のみで比較すると、大幅削減前の8割に満た

ない状況になっております。 

 県といたしましては、継続地区において、工

期の遅延がなく、新規地区の着手を含め、事業

を計画的に推進するためには、当初予算におい

て十分な必要額の確保が重要と考えており、今

月7日の政府施策要望において、知事より、齋

藤農林水産大臣に対し要請を行ったところであ

ります。 

 大臣からは、「重要な予算と認識しており、

今まで一貫して予算確保に努力してきたところ

であり、しっかりと予算を確保してまいりた

い」旨の発言をいただいたところであります。 

 県といたしましては、引き続き県議会のお力

添えをいただきながら、地元、市町、関係団体

と一体となって、あらゆる機会を通じて当初予

算の確保を国に対し強く要望してまいります。 

 次に、島原市における継続地区の進捗状況及

び今後の新規地区の見通しについてのお尋ねで

ございます。 

 現在、島原市で基盤整備事業を実施しており

ます2地区の平成29年度末の進捗状況につきま

しては、事業費ベースで三会原第3地区が54％、

今年度から実施設計に着手する三会原第4地区

が3％と、それぞれ計画どおりの進捗となって

おります。 

 また、今後の新規推進地区の見通しにつきま

しては、県の平成29年度から平成33年度までの

5カ年計画に基づき、松崎地区、東大地区、中

原地区の3地区において、県と市が連携して、

現在、制度に関する勉強会や意向調査を実施す

るなど、地域の合意形成を図っているところで

あり、早期の事業申請を目指してまいりたいと

考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 私の方から、

「住宅宿泊事業法」にかかる3点について、お

答えをさせていただきます。 

 まず、本県の現在の民泊登録の状況について

のお尋ねでございます。 

 昨日までの県内の届出状況でございますが、

長崎市が7件、佐世保市が3件、島原市が2件、
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大村市、五島市、雲仙市、東彼杵町が各1件で

ございまして、合計16件の届出となっておりま

す。また、全国の届出件数は、6月15日時点で

3,728件と公表をされております。 

 次に、条例制定についての本県の考えについ

てのお尋ねでございます。 

 昨年度、県内では、旅館業法に基づく許可を

取得していない無許可営業の疑いの通報が20件

ございましたが、指導により、1件は旅館業法

に基づく許可を取得し、残り19件は営業を取り

やめております。なお、この20件について、騒

音やごみの問題など、周辺住民の生活環境の悪

化を招くようなトラブルの報告はございません

でした。 

 県におきましては、「住宅宿泊事業法の適正

な運営を確保しつつ、旅行者の宿泊需要に的確

に対応する」という法律の趣旨を踏まえまして、

現段階では、条例を制定せず、トラブル防止の

ための一定のルールを定めました県独自の実施

要綱により、健全な民泊事業の普及と適切な指

導を行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

 次に、違法民泊の対策についてのお尋ねでご

ざいます。 

 本県といたしましても、違法な民泊により、

観光県長崎としてのイメージを悪化させないよ

う、違法民泊に関する通報、相談窓口を、国の

コールセンターとは別に、県の生活衛生課の中

にも設置いたしたところでございます。 

 また、届出を受理した事業者の所在地情報を

ホームページに掲載するととに、届出住宅の標

識が正しく掲示されていることを確認するなど、

適正な民泊の普及を図ってまいりたいというふ

うに考えております。 

 さらに、通報等により、違法民泊のおそれが

あるなどの情報を入手した際には、関係市町や

県立保健所及び警察と連携し、適切な指導を行

ってまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 危機管理監。 

〇危機管理監(豊永孝文君) 今後の広域消防に

ついて、どのように考えているのかとのお尋ね

でございますけれども、平成18年の「消防組織

法」の改正により、国は、平成25年3月を推進

期限とする「消防の広域化に関する指針」を示

しました。 

 これに基づき、各消防本部の管理者や市町な

どで構成する「長崎県市町消防広域化推進協議

会」を設置し、平成22年に、時期を特定せず、

基本案として、県内を1消防本部とする「長崎

県市町消防広域化推進計画」を策定いたしまし

た。 

 その後、推進期限が平成30年3月まで延長さ

れる中、本県を含め、全国的にも広域化の機運

が高まらず、進展が見られないことから、国は

本年4月に、改めて推進期限を平成36年3月まで

延長したところであります。 

 今回の指針では、各消防本部でそれぞれの消

防力を分析したうえで、平成36年4月、10年後

及び将来における広域化の組み合わせなどにつ

いて、年度内の計画の再策定を求めております。 

 全国に先んじて人口減少が進む本県といたし

ましては、各地で大規模な災害等が発生する中、

現状の体制では、今後、県民の安全・安心の確

保がより厳しくなっていくものと考えており、

各消防本部における広域化の検討結果や関係市

町の意見を踏まえ、計画の再策定について、協

議会において検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 平成31年度の島
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原病院小児科医の人材確保について、県の考え

はどうかとのお尋ねでございます。 

 県におきましては、地域医療を担う医師を確

保するため、「新・鳴滝塾構想推進事業」によ

る若手医師の確保に努めるとともに、小児科な

ど不足している診療科については、研修資金の

貸与事業にも取り組んでおります。 

 また、「ながさき地域医療人材支援センタ

ー」においては、公立の病院や診療所における

医師のあっせん等の支援を行っており、今年

4月、島原半島の中核病院である島原病院にも、

このあっせんにより医師1名が確保されたとこ

ろでございます。 

 議員ご指摘の平成31年度以降の島原病院の小

児科医の確保につきましては、県も長崎県病院

企業団の構成団体の一員として、病院企業団や

島原半島3市と連携し、支援のあり方も含めて、

医師を派遣している長崎大学病院等と協議を行

い、その確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 水産部長。 

〇水産部長(坂本清一君) 私の方からは、海底

耕うん事業の実施と効果的な種苗放流による栽

培漁業の推進について、お答えいたします。 

 島原半島の海底耕うん事業につきましては、

有明海沿岸域におきまして、平成20年度から平

成24年度に実施した後、実施箇所を追加して、

平成26年度から5カ年間で事業を実施しており、

今年度で完了する予定となっております。 

 今後の海底耕うん事業につきましては、地元

のご要望を十分踏まえたうえで、現在実施中の

事業の効果を検証し、国や関係機関と連携を図

りながら、さらなる事業実施に向けて検討して

まいります。 

 栽培漁業につきましては、カサゴなどの定着

性の魚種の放流は、地元と県が造成しました栽

培漁業推進基金や地域の協議会を中心に行って

いるところでございます。 

 また、有明海を広く回遊するトラフグやヒラ

メなどの魚種につきましては、関係県や県内の

他地域との共同放流に取り組むとともに、放流

技術が確立していないガザミにつきましては、

将来の共同放流を目指した技術開発を行ってい

るところです。 

 今後とも、地元との役割分担を図りながら、

漁業環境の維持・改善や、海域環境に応じた栽

培漁業を推進してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員─11番。 

〇１１番(大場博文君) ご答弁ありがとうござ

いました。 

 それでは、若干でございますが、再質問をさ

せていただきたいと思います。 

 まずは、世界遺産登録後の取組についてでご

あります。 

 知事、今月29日、30日、ドバイにおきまして、

会議の中で登録が審議をされる。非常に濃厚と

いうことでございますが、知事、また、議長も

政府団の一員として出席されるということでご

ざいます。ぜひ、登録に向けて、最後の最後ま

で、気を抜かず頑張っていただきたいと思いま

す。長崎の力、私はパブリックビューイングの

方で拝見させていただきたい、応援をしており

ますので、ぜひ頑張ってきてください。 

 壇上で言いました世界遺産登録は、非常に長

崎経済にとっても有効なものであると考えてお

りますが、ただ、登録されたところで声を聞く

のが、登録された地域、地域の、要は格差がよ

くあると。一部の施設においては非常に観光客

が来るけれども、また、あるところでは少ない

ということがありますので、県としてはそうい
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ったものを、今回、特に、離島を含めて、非常

にアクセスが悪いところも含めて認定がされよ

うとしておりますので、その辺を県としてはし

っかりとフォローアップをしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、イスラム教（ハラール）の対応につい

てでありますが、まずはそういうふうな前段階

の取組としていきたいということでございます

が、それはそれとして了といたしますが、確か

にハラール認証に向けては、さまざまな、いろ

んな承認団体があったりとか、費用が非常にか

かるなど問題点も挙げられておりますので、そ

の辺は理解しているつもりでありますけれども、

ただ、全国では、そういったことを含めて登録

が進んでいます。やはり今回の世界遺産登録に

向けて、今回が私はいい機会ではないかと思っ

ております。それに向けて、今度は、現在はそ

ういうふうな情勢を、県内のハラール認証の各

飲食店、取得に向けたそういった取組をしてい

ただきたいと。今度は、さらにそれより、続け

て先に進んでいただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) 先ほど

もお答えをいたしましたけれども、ムスリム観

光客の増加が全国的にあっているということで

ございまして、まず、観光庁の方から、ムスリ

ム観光客のおもてなしについての方針と申しま

すか、ガイドブックが出ておりまして、その中

で「ムスリムへのもてなしについての基本的な

考え方」ということがございます。対応できる

ことをまず伝えまして、ムスリム旅行者が自ら

選べるようにすることが大切だと。地域とか、

宗派、国、地域、文化、個人差がそれぞれあり

ますので、まず、メニューを英語で併記すると

か、あと、対応できることを簡潔に述べるとか、

そういうことからまず進めましょうということ

の、観光庁からのそういったガイドもございま

すので、まず、そういったことを、できること

からはじめまして、ムスリムの旅行者が増えて

くることによって、その先にハラール認証とい

うふうなステップを踏んでいくのが適切ではな

いかというふうにも考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員─11番。 

〇１１番(大場博文君) わかりました。増えて

いくことを期待して、そういうふうな対応がで

きるということも併せて期待をしたいと思いま

す。 

 次に、外国人の活用について、お伺いをいた

します。 

 外国人材は、既に日本経済を支える存在にな

りつつあります。その流れは、今後もより一層

強くなるのではないかというふうに予測をされ

ております。これから、日本が、国際競争力や

経済社会基盤の維持をしていくためには、ます

ます外国人材の力が必要であると考えておりま

す。 

 ただ、今後、受け入れる側として求められる

のは、外国人材の社会への定着、支援のあり方

などを含めた全体的な取組であろうと思います。 

 高度人材や留学生の就労を促す政策などの拡

充をするなど、また、高度人材とは言えないも

のの、介護や農業など、日本の産業を支える人

材を正面から受け入れる仕組みづくり、そして、

受け入れた人材の支援などが挙げられると思い

ます。 

 今回、今度の事業で、まずはベトナムという

ことで事業を展開していくと考えられています

が、今回はベトナムということですが、今後、

ベトナム以外の国への展開は考えていらっしゃ
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いますでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 今、議員の

方からお話がありましたように、まずは本県と

友好交流関係に関する同意書を締結した地域が

あるなど、信頼関係が厚くて、現在、実際県内

で技能実習生として最も多く受け入れているの

がベトナムでございまして、今後もニーズが見

込まれるということで、まずはベトナムという

ことで考えておりますけれども、そのほかには

ベトナムに次いで、実際、技能実習生の受け入

れが多いのがフィリピンでございまして、フィ

リピンについても検討してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員─11番。 

〇１１番(大場博文君) わかりました。 

 先ほども述べましたように、やはり長崎県内

の企業でも、外国人材の活用については非常に

希望されているところが多いというふうに聞い

ておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 次に、農業分野での人材確保についてであり

ます。 

 やはり部長ご存じのとおり、農業分野での人

材確保は本当に急務になっております。 

 平成29年に「国家戦略特区法」が改正をされ

て、特区内において外国人の就労が可能という

ことになって、本県も申請を出されました、指

定をお願いしたいということで出されておりま

すが、ただ、農業者の方は、恐らく昨年には決

まるんではないかと、それを非常に心待ちにさ

れていた農家さんも多くて、それが今、国会の

審議もずれにずれて、現在でもまだということ

でありますので、先ほどの答弁の中で、年内に

は何とかということでありますが、それを待た

れている方としては本当に切実な思いでござい

ますので、改めてその決意のほどをお願いした

いと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 農林部長。 

〇農林部長(中村 功君) 私どもとしては、

「国家戦略特区」を活用した外国人就労という

のを早期に実施したいという気持ちは、今、ご

指摘にあったことと同じでございます。 

 そういったために、まずは区域指定を受ける

ために全力を挙げてまいりたいと思っておりま

すけれども、なかなかスケジュールが定まらな

い中でございますので、私どもとしましては、

まず派遣を行います農業サービス事業体を早期

に立ち上げをいたしまして、指定を受ければ即

就労というか、派遣ができるように進めてまい

りたいと思っておりますし、国内とか、県内の

人材の派遣についても、早期に実現できるよう

に取組を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員─11番。 

〇１１番(大場博文君) 先ほども答弁の中で、

年間300人程度の要望もあるというふうに、そ

ういうふうに声が届いておりますので、しっか

りとした対応をよろしくお願いいたします。 

 次に、「住宅宿泊事業法」について、お伺い

をいたします。 

 いよいよ今月15日から法が施行をされました。

ニュース等々で報道され、今朝のニュースでも

出ましたけれども、やはり全国的に少し登録が

進んでいないというふうなことであります。そ

の大きな理由としては、申請などが非常に面倒

であるとか、そういうふうなことであろうかと

は思います。 

 ただ、これまでが、住宅を提供される側が本

当に安易に、その認識がないままに、そして、

単なるビジネスとして捉えられていた面があり
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まして、いわば、これまでが野放しにし過ぎた

と私は思っておりますので、まずは、こういう

ふうに、一定の基準のもとに登録をしていると

いうことは私も以前は言っておりましたけれど

も、その必要性はしっかりと受け止めていただ

きたいと思いますが、一つの例で挙げますと、

旅館・ホテルで言いますと、賠償責任がありま

す。そういった旅館・ホテルでの賠償責任をす

る場合には、よほどのことがない限り宿泊者が

守られます。そのよほどのことというのも、基

本的には旅館・ホテル側は逃れられないという

ような形になっております。 

 一例で言いますと、部屋の中でお子さんが遊

んでいたと。そしたら、壁にぶつかって上にあ

った花瓶が落ちてお子さんがけがをしたという

場合に、それを旅館としては、遊ばれたお子さ

ん側が悪いのではなく、賠責によりますと、そ

こになぜ落ちやすい花瓶を置いていたのかと、

旅館側の不備が問われます。そういうふうな形

になりますので、今、登録が進まないと、そう

いうふうなことで、要はお客様を泊める立場の

方としては、迎える側として、それだけの準備

が要るという心構えは、まず、私は必要だと思

っております。 

 そういった意味で、本県は、条例は制定をし

ない考えでありましたが、要は、そういうふう

に受け入れ側の立場をしっかりとする県の考え

が私は必要だと思っておりますが、先ほど、県

としては、条例は今のままで一定様子を見たい

ということでありました。ただ、それに代わる

実施要綱で対応するということでございますけ

れども、その中身について、お伺いしたいと思

います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 県が定めまし

た要綱の内容でございますけれども、この要綱

では、事業者が守るべきルール、あるいは県の

指導事項等について、法令上は望ましいとされ

ているもの、あるいは独自の対策を追加してお

ります。 

 具体には、事業に関する通報、相談窓口の県

への設置でありますとか、宿泊事業を届け出よ

うとする方には、届け出住宅の近隣の住民の方

に対して、事業の事前周知を書面等により行っ

たことを示す報告書を提出していただくとか、

あと、宿泊させる住宅の「消防法令適合通知

書」を添付することを求めたりしております。 

 また、家主不在型の場合においても、管理が

任されております委託事業者が、緊急の対応を

要する場合に10分以内に駆けつけることなどを

規定をいたしております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員─11番。 

〇１１番(大場博文君) ありがとうございまし

た。私が知る中でも、法律よりも少し厳しい内

容になっているのかなということで、それは了

としたいと思います。 

 また、それを決められる時に、関係団体の観

光業の方、宿泊業の方とも何度も協議を重ねら

れたというふうにお聞きしておりますので、ま

ずはそういうふうな状況で、最終的な条例を、

私の立場としては条例をつくっていただきたい

と思っておりますが、そういうふうなことで状

況を見ながら、今後の対応ということでしっか

りとした対応をしていただきたいと思いますが、

やはり今後の問題としては、こういうふうに法

律で制定をされた後の違法民泊、いわゆるヤミ

民泊の対応だと思います。 

 壇上で言いましたが、大阪で殺人事件が起き

ました。それも違法民泊の施設で行われたとい

うことで、これは管理ができていない、いわば
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典型的な事例だと思います。 

 大手宿泊紹介業者では、そういうふうに今は

もう法施行がなったうえで、登録をしない施設

については契約をしないというふうな独自の動

きを見せておりますが、ただ、そういった登録

をしなくても、民泊をしようと思えば、インタ

ーネットなどで、今の状況として募集する方法

は幾らでもあるわけですので、要は、私は、こ

の違法民泊というのはなくならないというふう

に思っております。 

 現在、長崎県内においても、これはもう長崎

市と佐世保市ですが、昨日現在で、長崎市で86

件、佐世保市で16件であります。先ほど、本県

で正規登録をされた方というのは16件だったで

すね。それを除いても、まだ多くのこういった

無届けのところがある。ただ、その中には、現

に民宿であったりとか、簡易宿泊所であったり

とか、そういった方も出されておりますので、

全部が全部とは言いませんけれども。ただ、ざ

っと見た中でも、まだ多くのそういうふうな違

法民泊が出されているという状況がありますの

で、また、そういったこともあって、これから

はもっと狡猾に、わからないように地下に潜る

可能性もありますので、より対応が難しくなっ

てくると思います。ですので、今後は、従来の

ホテル・旅館、また今回、正規に登録をされた

方が不利益にならないような対応を、県が一丸

となって取り組んでいただきたいと思いますが、

決意をお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 議員おっしゃ

るとおりでありまして、まずは、しっかり届け

出をしていただくということが、まず第一かな

と思っております。 

 住宅宿泊事業の開始に必要な手続などについ

て、これまで説明会をやったり、ホームページ、

あるいは広報誌等において、お知らせをしてき

ております。今後とも、引き続き、住宅宿泊事

業制度の周知を含めて、広報を行ってまいりた

いというふうに考えております。 

 また、先ほどもお話をちょっとさせていただ

きましたけれども、県民の方から寄せられた通

報や苦情についても、関係機関と十分に連携を

しながら、適切に対応をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員─11番。 

〇１１番(大場博文君) 全国では登録が進んで

いない。私は、その重要性を県としてしっかり

と知らせていただきたい。やはりそういうふう

な施設をするには、こういったことが大切です

よというふうな広報活動もしっかりと行ってい

ただきたいと思います。 

 次に、長崎市町消防広域化推進計画について

であります。 

 先ほどの答弁の中で、これまで県内の広域化

が進んでこなかった状況というのは理解をいた

しました。ただ、県内の状況を踏まえて、人口

減少をはじめ、変化をいたしております。やは

り新たな広域化に向けた動きというのは必要で

はないかと思います。 

 現在、新たな広域化をするに当たっても、今、

広域化がなかなか進まない中で、今度は、現在

ある広域化の中でも、その問題によりましては、

隣接する広域圏組合等との相互連携によって業

務に取り組むことによって解決もできる事案も

あるのではないかと思っておりますので、そう

いったことに対しては、県はどのようにお考え

でしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 危機管理監。 

〇危機管理監(豊永孝文君) お答えいたします。 
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 消防体制の維持・強化のためには、議員おっ

しゃるとおり、消防の広域化と併せまして、隣

接する消防本部の連携、協力も有効であると考

えております。 

 国も、今回の指針の改正によりまして、例え

ば消防指令センターの共同運用等、消防事務の

一部についての柔軟な連携、協力の推進を求め

ているところでもありますので、これにつきま

しても協議会等で検討してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 大場議員─11番。 

〇１１番(大場博文君) ありがとうございまし

た。しっかりとそういった連携が取れるように、

ぜひお願いしたいと思います。 

 最後に、島原半島の振興についてですが、時

間がありませんので、先ほど島原市は、特に、

現在、出生率が伸びております。近年では、

2.07人という形で島原市の取組の効果があって

おります。ただ、その中で小児科医がいなくな

るのは非常に痛いというのが地元の声でござい

ますので、それはしっかりと受け止めていただ

いて、平成31年度以降も引き続き小児科が設置

できるようにお願いいたしまして、質問を終わ

ります。 

 ありがとうございました。 

〇議長(溝口芙美雄君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 １分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君)（拍手）〔登壇〕 おはよ

うございます。 

 自由民主党、壱岐市選出の山本啓介、43歳で

でございます。 

 一般質問の機会をお与えいただきました。心

から感謝を申し上げ、全力で臨んでまいりたい

と思います。 

 本日、一人目の大場議員の時に埋め尽くされ

た傍聴席でございましたが、壱岐から多くの皆

さんにお越しいただきました。 

 38人乗りの飛行機でございます。滑走路が延

長され大型化すれば、もっと多くの方が来る機

会に恵まれるのかなということを冒頭申し上げ、

質問に入りたいと思います。 

 1、新産業の創出について。 

 (1) 新産業の展開とその内容について。 

 壱岐市には、4つの有人の二次離島がありま

す。1つは自衛隊の基地。日夜、国家防衛にお

努めをいただいております。それ以外の3島は、

壱岐市民が暮らす島であります。原島、長島、

大島、人口は3島で321人、135世帯であります。

三島は、壱岐の島のさらに島であります。 

 長崎県には、51の有人離島があります。その

人口は12万4,462人、5万4,216世帯、その人口

減少率は、30年で実に41.5％減であります。 

 昭和28年からの離島振興法、そして昨年スタ

ートした国境離島新法、人口減少に歯止めをか

けるために、雇用を生む環境を支援する、業を

起こす、事業を拡大する、背中を押す、輸送コ

ストを支える、交流人口増加の取組を支援する、

あらゆる取組のきめ細かな支援が国から届いて

まいりました。 

 その変化については、知事の説明や、さきの

議員の方々の質問に対する答弁で明らかになっ

ています。長崎県に対しまして、なお一層の期

待と、ご尽力を心からご要望申し上げたいと思
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います。 

 他方、これまで本県の経済の動力ともいえる

メインの産業はどうか。雇用を多く望める産業

は、まさしく製造業であります。本県の主たる

製造業は造船業、その生産額は3,672億円、本

県の全製造業における生産額の約2割を占める

ものであります。 

 しかし、造船業は近年、船舶需給の関係から

厳しい状況が続いております。この状況に改善

の見通しが立たない今、知事は、これらに並ぶ

産業として海洋・エネルギー関連産業の集積や

ＩｏＴ、ロボット、航空機関連産業などに注目

し、既存のものづくり産業と新たなサプライチ

ェーンを構築し、次世代産業の集積を図りたい

との目標を表明されました。これら新産業の創

出について、お尋ねをいたします。 

 これまでも、60分の質問に共通したテーマを

もって私は一般質問に臨んでまいりました。今

回のテーマは、プロジェクト化、そしてプロジ

ェクト管理、そしてプロジェクトの完結であり

ます。しっかりとした意識の共有と目標設定、

すなわち体制づくり、その過程における徹底し

た管理、そしてゴールとしての姿までしっかり

とたどり着かせるということ、まさしく重要で

あろうと考えております。これらに沿ってお尋

ねをいたしますので、ご協力をよろしくお願い

いたします。 

 知事が目指される新たな長崎県の製造業の担

い手、新産業といわれる分野でありますが、そ

もそもこれらの分野について、本県は今、環境、

企業体、技術等どのような状況にあるのか、ま

た、現在どのくらいの位置にあるのでしょうか。

本県の立ち位置について、お尋ねをいたします。 

 以降につきましては、対面演壇席より行わせ

ていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) 今後成長を目指

しております3分野についての現況等について

でございます。 

 海洋エネルギー関連産業につきましては、洋

上風力発電の市場拡大が見込まれる中、国が選

定します実証フィールドに全国8海域中3海域が

本県で選定されており、五島市沖の洋上風力発

電をはじめ、全国に先駆け、県内企業が参画し

た先導的な実証事業が行われております。 

 このような中、将来の大規模な商用化を見据

え、大きな受注が期待できる据え付け、施工分

野で最新の大型クレーン船を導入して事業参入

を図ろうとする企業、商用化に必要不可欠な調

査、計測分野やメンテナンスの分野で、共同受

注体制の構築や海洋環境の無人観測装置の開発

を行う企業などもあらわれるなど、県内企業に

積極的な市場参入の動きがあらわれているとこ

ろでございます。 

 ロボット・ＩｏＴ関連産業につきましては、

第4次産業革命が急速に進展する中で、県内に

おきましても、産業用ロボットを使用した工場

自動化システムの製作で事業を拡大している企

業や、農業の分野でＩｏＴ等を活用して先駆的

な取組をしている企業があるほか、一方、県内

の情報関連企業の多くは、受託開発を中心とし

た業態となっています。 

 このため、県内企業がＡＩやＩｏＴ等の先端

技術を駆使した企画提案型の企業へと発展する

ことを目指して、先般、産学官で構成する次世

代情報産業クラスター協議会を立ち上げたとこ

ろであり、これまで既に90を超える企業、団体

が参加をされております。 

 最後に航空機関連産業につきましては、精密

加工技術を活かして、直接エンジンメーカーと
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取引する企業を中核として連携している企業グ

ループがあるほか、大手航空会社の機体をメン

テナンスする企業や、大型金属の加工技術によ

り新たに参入を目指す企業など、県内に関連企

業が30社程度存在をしております。 

 世界市場の成長が見込まれる中で、企業間連

携に加え、技術力の向上や認証取得などによる

新規参入を促進し、県内のサプライチェーンを

強化、拡大することで企業の集積を図ってまい

りたいと考えているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) ただいま部長から、そ

れぞれ取り組む産業ごとの現在地、現状につい

て、本県の状況について、ご説明をいただきま

した。 

 海洋エネルギーについてはまさしく、恐らく、

そういう言葉は出ませんでしたが、我が国にお

いてはというようなことであると思います。積

極的に取り組んでいる内容であると。 

 そしてＡＩ、ＩｏＴ、ロボット等については、

クラスター協議会をつくって、90社に上る本県

の情報関連産業の集積を図って取り組もうとし

ていると、これからということであろうかと思

います。 

 さらには航空機関連については、既に取組が

ある中をもっと積極的に進めていきたいという

ような本県の立ち位置を説明いただきました。 

 造船業を支えてこられたものづくりの皆様の

新たな関わりとして、造船業と並ぶものをとの

考えに対して知事は、これらの新産業をお示し

いただいておりますが、それらはどのように本

県に今後誕生をするものなのでしょうか。 

 誘致、人材誘致、企業育成、連携、さまざま

考えられますが、世界に名だたる造船の長崎県、

これに比肩する産業としての取組であります。

当然スピードもさることながら、わかりやすい

歩むべき道筋というものがなければなりません。

これらのロードマップをお示しいただきたいと

思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 新たな産業分野を開拓し、

企業の集積を図って産業化を進めてまいります

ためには、地域の産学官が足並みをそろえて、

その総力を結集して取り組んでいかなければな

らないと考えております。 

 このためには、議員ご指摘のとおり、いつま

でに何を目指していくかということを、しっか

りと産学官の関係者が共有する必要があるもの

と考えております。 

 高度人材育成、企業間の連携、起業・創業、

企業誘致等といった観点から課題を整理し、必

要な取組、目標を共有することが重要であり、

これらについては年内には取りまとめを進めて

いきたいと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 私が求めたのが、ロー

ドマップをお示しいただきたいと。 

 今、知事からご答弁いただいたのは、その取

組の方法と、年内には地域の産学官等を中心に

取りまとめをし、これらのロードマップをつく

っていく、完成させると、それが年内だと。 

 これから造船業と比肩する本県の歴史的な転

換期である新たな大きな産業のうねりを、産業

の塊をつくっていく、その歩みを、年内中にロ

ードマップを固め、1月からそれらがスタート

していくと。もちろん今はスタートはしている

んでしょうけれども、ロードマップが示されて

スタートをしていくと、そういうご答弁をいた

だいたと理解してよろしいでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 
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〇知事(中村法道君) 次なる基幹産業を創出し

ていく必要があるというのは、今回私が選挙戦

を通して県民の皆様方にお話をし、その終わっ

た後、各関係者に指示をして検討を進めさせて

きたところでありまして、まだロードマップを

具体的に検討する時間が十分取れていないとい

う状況であります。 

 できるだけスピード感を持って取り組んでい

く必要があると考えておりますので、とりあえ

ずということはないのかもしれませんけど、官

民共通理解のもとに、どういった方向性で、い

つまでに何を目指していくのか、まずはそれを

しっかりロードマップという形で取りまとめて

いきたい。 

 もちろん、さまざまな課題が、これからも新

たな課題等も出てくるものと思いますので、そ

ういった段階ではまた、このロードマップの見

直しも視野に入れながら、一刻も早い実現を目

指していかなければいけないと考えているとこ

ろであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 知事、冒頭も申し上げ

ましたが、その取組は、私は大変期待をしてい

るものであります。 

 産業、製造業が長崎市内の港周辺、そして佐

世保の方、また大島ですかね、西海の方、そう

いった一定の地域だけにとどまらず、ＡＩや

ＩｏＴ、そしてロボット産業等々についても、

そういったものの集積は今後、離島であっても

果たされる内容じゃないかなと、そういう期待

があるからこそ、知事のこの表明、そしてその

取組に期待を寄せているわけでありますが、い

ささか今の答弁であれば、ロードマップをつく

る前にロードマップの見直しについての言及が

あったり、少し固まりが足りないのかなという

ふうに思います。 

 ぜひとも、年内中に冊子のようなもの、また

は1ペーパーでも結構でございますが、しっか

りとした方向性や、これは本県の経済に大きく

関わる取組であろうかと思いますので、いま一

度、ご答弁をいただいて、次の質問に移りたい

と思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほどお答えいたしまし

たように、ロードマップは、年内をめどに作成

していきたいと考えております。 

 新たな課題が出た際には、その段階でまた見

直しを進めようと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) スピード感というお言

葉がございました。ぜひ、行政の中にとどまら

ない取組というのは、先ほどからの説明にもあ

りましたので、この県庁内にも専門家の登用な

ど、そういったことも検討いただきたいなとい

うふうに思います。 

 切り口を確認すると、当然造船業を支えたも

のづくりの皆様とマッチングすることは外して

はいけないのでありますが、しかしながら、こ

れらの分野について集積を促すためには、一定

の枠にとどまらない職種の取組も必要ではない

かと思います。 

 情報通信産業などテクノロジーの分野におい

ては秀でたスキルを持つ国々はあるわけであり

ますが、今の時点の取組は外国の視点が欠けて

いると思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) 3分野のうち、

取組が先行しております海洋エネルギー関連産

業におきましては、これまでも先進地でありま

すスコットランドとの産学官交流や、フランス

－ 156 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第９日目（６月２１日） 

－ － 157 

の潮流発電機を使用する実証事業などが行われ

ています。 

 ロボット・ＩｏＴ関連産業においては、県内

企業の技術者の学び直しや企業間連携等に主眼

を置いて取組をはじめたところであり、大学等

と連携して、ＡＩ等の先端技術や組込みソフト

ウエア開発技術の習得などを支援することによ

り、3年間で約300名の専門人材の育成に取り組

むとともに、事業化に向けた企業間マッチング

を24件以上図っていくこととしております。 

 海外の技術や人材の活用につきましては、今

後とも、産学官で意見交換をする中で、具体的

な成果に結びつく可能性があるものについては、

必要な取組を検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 海洋エネルギーについ

ての外国との絡みは今ご説明がありましたが、

それ以外については外国という視点についての

ご答弁が少し弱かったように思います。再度質

問をしたいとは思うんですけれども。 

 今、部長からご説明いただいた内容を、先ほ

どのさまざまな取組の誘致、人材誘致、企業育

成、連携の中で、人材育成、人材誘致につなが

るものであろうかと思いますが、そういったこ

とも書き込んだ事業計画、5カ年計画や3カ年計

画、中・長期の計画があろうかと思いますが、

そういったものも年内中に示されるのか。外国

人の関係、ＡＩやＩｏＴの部分についての質問

と併せて、ご答弁をお願いしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) 外国の技術や人

材の活用ということにつきましては、なかなか

一般論で語ることが難しい問題でございます。

具体的な情報の収集、あるいは企業、こちらの

事業者側の意見交換の中で、どのような可能性

があるのかというようなことを十分に把握しな

がら検討する必要があると思いますので、現段

階で、そのような点について先ほどのロードマ

ップの中に盛り込む、盛り込まないということ

について申し上げるのは、なかなか難しい状況

にあるということでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) ちょっと角度を変えて

みます。 

 例えば、国においてはさらなる展開を見せて

いる外国人技能実習制度でありますが、本県に

おいても、その後の展開について新規の事業が

提案されているところであります。先ほどの大

場議員とのやりとりでも明らかになりました。 

 そもそもこの制度は、我が国が先進国として

の役割として、発展途上にある国々に経済を担

う人材を育成するために、3年間にわたり技能

や情報、知識を提供することを目的としていま

す。 

 このことが現場では、マンパワーの補完の効

果があるため、制度の活用が、目的を果たしな

がらも地域の課題を解決する効果をもたらして

いますが、本県の課題の本質は解決していない

というふうに思います。一時のマンパワーは穴

埋めできても、その地域を支える産業や技術の

担い手、継承者は育っていないのであります。

いかがお考えでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(下田芳之君) 議員ご指摘

のとおり、技能実習制度につきましては、人材

育成を通じた開発途上地域等への技能、技術、

知識の移転による国際協力を推進することが目

的でございまして、労働力の需給調整の手段と

して行われてはならないと法律で規定されてお
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ります。 

 そのため、在留期間は最長でも5年であり、

対象となる職種や作業についても限定されてお

ります。 

 県内の実習生数は年々増加しておりますけれ

ども、技能や技術の継承対策として位置づけら

れるものではないと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) まさしくそのような制

度であります。 

 本県には、年間100人に及ぶインド人留学生

が、日本語を学ぶために訪れています。これか

らもそれ以上の数字が常態化するような予定も

伺っております。 

 彼らの中には、ＩＴなどのテクノロジーの分

野にたけた人材が多く含まれています。彼らの

意思は明白であります。日本で仕事をし、暮ら

したいがために日本にやって来ていると。なぜ

ならば、日本語を学んで、そして学ぶためにや

って来ているからであります。そして彼らは、

長崎県で日本語を学び、残念ながら、その多く

が県外へと羽ばたいていきます。 

 外国人技能実習制度を考える時、もちろん目

的は違うわけでありますが、先ほど、部長との

やりとりの中で外国に対する視点という部分が

なかなか説明が果たされませんでしたが、この

ような十分なスキルを持った人材が日本語を学

ぶために長崎県に来ている、この本県で起きて

いる現実を考えていただきたいと思います。 

 知事のご認識を伺います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 専門的な知識や技能を持

つ外国人留学生が県内企業に就職をして活躍を

してもらうということは、本県にとっても大変

有益なことであると考えております。 

 このため県内の大学、産業界、県、関係市町

が一体となって設置いたしました「長崎留学生

支援センター」を中心に、外国人留学生の就職

支援に力を注いでいるところであり、人材の積

極的な活用を促進していきたいと考えておりま

す。 

 また、今後、次世代情報産業クラスター協議

会等を通して、企業や大学等のご意見を広くお

聞きをし、交流やマッチング等について前向き

なご意見等があれば、そうした機会も設けてい

きたいと考えているところであります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 2月に伺ったインドの

バンガロールでは、15社に及ぶ中小企業が一堂

に会して、ＩＴミーティングを開催していただ

きました。彼らは、大企業を支える会社ばかり

であり、アイデアを商品化したい、外国で事業

を展開したいという意欲に燃えていました。 

 今回の予算にもあるスタートアップオフィス

の取組について、外国の視点はないのか、お尋

ねをいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 産業労働部長。 

〇産業労働部長(平田修三君) このたび整備を

検討しております拠点につきましては、県の内

外から有望なビジネスモデルを持った人材が集

まって交流が進み、革新的なサービスを創出す

ることを期待しているところでございます。そ

のために、事務の代行や専門家の派遣など、そ

れぞれ事業に専念できる支援制度も用意したい

と考えているところでございます。 

 特に、外国を念頭に置いた取組ということに

ついて予定、考えているところではございませ

んけれども、先ほど申し上げましたような本拠

点の趣旨に沿うものにつきましては、国の内外

からを問わず積極的に活用していただきたいと
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いうふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) やりとりをすればする

ほど、質問の内容に対する答弁が、例えば留学

生の話であれば、既存の留学生に対する取組で

対応してまいりますとか、スタートアップオフ

ィスについても、外国の視点はないのかと言え

ば、問われれば対応しますとか、クラスター協

議会の中に対しても、そういう申し出があれば

対応しますとかですね。 

 やはりロードマップを作成していく過程であ

ろうかと思いますが、今の時点で、既存のそう

いった事業や取組というものも大きく巻き込ん

で、本県の次なる産業をつくっていくんだとい

う姿勢が少し欠けているような気がします。 

 留学生についても活用できるもの、スキルを

持った人間が来ているわけです。そしてスター

トアップオフィスについても、そういうことを

したいという方々が、もう何人もいらっしゃる

んですよ。そういうところを把握されている部

分もあろうかと思います。それを既存の事業に

なぞらえて対応していくということだけでは、

スピードというものはないのかなというふうに

感じます。 

 インドのバンガロールは、アメリカのテクノ

ロジーの集積地になぞらえて、インドのシリコ

ンバレーと呼ばれています。そのインドの地か

ら、テクノロジーのスキルを持った留学生が、

日本に住みたいと日本語を学ぶために長崎県に

やって来ている。バンガロールにおける情報通

信産業の中小企業が長崎県に興味を示している。 

 先日来県された在大阪インド総領事のお話で

は、情報通信産業人材の多くは、家族での時間

にこだわりを持っているため、家族での移住を

望んでいるとのことでした。そのために必要な

空間についてもご教示をいただいたところであ

り、知事とともに、その内容を拝聴したところ

であります。これらについて、今すぐどうとい

う答えを求めるつもりではありませんが、この

項目の最後の質問としてお尋ねをします。 

 ③理想の姿とは。 

 知事が描く新産業に取り組む本県の姿につい

て、理想の姿をお尋ねしたいと思います。この

ゴールはいつなのかをお示しいただきたいと思

います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 先ほど、ロードマップを

策定していくと申し上げましたけれども、これ

からの次の県内経済を担える産業として、産学

官、どういった構想をもって人材育成の面、活

用の面を含めて取り組んでいくのかというのを

これからつくっていくわけでありますので、も

ちろん国内、県内にそういった人材があれば、

そういった方々をまず活用をさせていただく、

なければ育てていく、それでも難しい、あるい

はもっと海外の人材を活用した方が有益である

ということであれば、そういう内容をロードマ

ップの中に盛り込んでいかなければいけない。 

 今の段階で、そういった人材を活用して、こ

ういう分野を目指していきますよというところ

まで具体的な構想としてできあがっていないと

ころでありますので、なかなか一般論としてお

答えするのは難しいというのは、産業労働部長

がお答えしたとおりであります。 

 当然ながら、これからのロードマップを策定

する際には、そういった有効な人材があるとい

うのは視野に入っておりますので、そういった

活用が有益であれば、そういった内容も盛り込

んでいかなければいけないと考えているところ

であります。 
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 それから、今のお尋ねでございますけれども、

先ほど申し上げましたように、造船業に次ぐ基

幹産業となり得る産業の創出については、いつ

までに何を目指すかについては、これから関係

者間で十分協議してまいりたいと考えておりま

す。 

 産学官の総力を結集して、県内企業における

高度専門人材の育成、しっかりとしたサプライ

チェーンの構築を図り、事業の拡大、あるいは

付加価値向上を支援することによって、業界の

規模拡大を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

 その結果として、県内に新たな基幹産業の拠

点が形成され、良質な雇用の場が拡大し、地域

の経済を支える大きな柱へと成長していくこと

を目指してまいりたいと考えているところであ

ります。 

 こうした一つの大きな産業を育ててまいりま

すためには、5年後、10年後といった中・長期

的な観点から施策を進めていく必要もあると考

えているところであり、できるだけ早期に具体

的な成果が発現できるように、全力を注いでい

たきたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 知事より、決意も含め

て取組のあらかたをご説明いただきました。 

 ただ、先ほど冒頭におっしゃった、これから

であるというスタンスは理解しても、そのため

の準備をされているかどうかのことを私は問う

ているわけであります。 

 特に外国人の視点については、部長からは詳

しく説明は、海洋エネルギー以外がありません

でした。もし今の段階で、こういった外国や県

外のさまざまな情報や取組について、調査や研

修や研究をなさっていらっしゃるのであれば、

ご答弁をいただきたいというふうに考えており

ますが、少し時間がございませんので、また別

の日に譲っていきたいというふうに思います。

次の項目に入ります。 

 2、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業

等の合理化に関する特別措置法について。 

 (1) 法律についての認識と取り組み状況につ

いて。 

 ①法の成り立ちと周知について。 

 現在のし尿等の一般廃棄物の適正処理体制は、

明治33年制定の「汚物掃除法」から始まり、

「清掃法」を経て、昭和45年に制定された「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」、いわゆる

廃掃法に基づいた、市町と一般廃棄物処理業者

の協力、協働の成果だと認識をしております。 

 昭和50年に制定された「下水道の整備等に伴

う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措

置法」、いわゆる合特法は、下水道の整備等に

より著しい影響を受けるし尿汲み取り等、既存

の一般廃棄物処理業者における業務の安定の保

持と廃棄物の適正な処理の確保を図ることを目

的として定められていますが、市町においては、

単に適正処理ができれば問題ないとの考えで経

済性を優先するあまり、合特法の趣旨そのもの

に対する理解と対応が不十分な職員が見受けら

れると聞いています。 

 地域の一般廃棄物処理業者からは、下水道の

普及と人口減少により、し尿等の収集量が年々

減少してきており、今後、仕事量の減少がさら

に加速化するおそれがある。業務の効率化、コ

スト削減に最大限の努力を図っているが、業務

の維持、継続は困難を極めているとの意見が寄

せられています。 

 一般廃棄物の処理責任が市町にあることは十

分理解をするところでございますが、県として
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も、合特法の趣旨を市町に対し周知、助言すべ

き立場にあると認識しています。 

 法の成り立ち等について、どのように認識し

周知しているのか、現状をお伺いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮崎浩善君) 市町の保有事務であ

ります一般廃棄物の処理につきましては、市町

と一般廃棄物処理業者により適正に行われてき

たところでございます。 

 県におきましては、下水道の整備等による影

響を緩和し、し尿処理業等の業務の安定の保持

と廃棄物の適正な処理を目的といたします、い

わゆる合特法につきまして、その趣旨や合理化

事業計画の策定の必要性等を、毎年開催してお

ります「市町廃棄物担当課長会議」におきまし

て周知をしているところでございます。 

 今年度も4月に実施したところでございます

けれども、今後もあらゆる機会を捉え、周知す

ることとしたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) まさしく法の中身に照

らされたとおり、これは我が国において衛生の

向上等々、また生活水準の向上等々において取

り組んできた歴史の中にある法律であろうとい

うふうに理解をします。その取組は、一般廃棄

物処理等の業者の方々と行政が、その地域にど

のような形で衛生的な空間をつくっていくか、

その取組の歩みであろうというふうに理解をし

ます。 

 ②県の汚水処理構想について。 

 県の汚水処理構想は、いつまでの計画で、ど

のような目標値があるのかを教えていただきた

いと思います。 

 また、市町計画と県計画との位置づけについ

ても、併せてご答弁を賜りたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮崎浩善君) 平成29年3月に策定

いたしました「長崎県汚水処理構想」は、県全

域を対象として、中・長期的な汚水処理の整備

方針を示したものであり、県の汚水処理人口普

及率を平成38年度で90.2％とする目標を設定し

ております。 

 この構想は、早期に汚水処理施設の整備を促

進するため、市町に対しまして従来計画の見直

しを促し、例えば下水道地区を浄化槽地区に変

更するなど、今後の高齢化の進行や人口減少に

対応できるアクションプランというものを市町

に策定していただき、それを集約したものでご

ざいます。 

 県汚水処理構想に掲げます目標を達成するた

めには、市町のアクションプランの確実な実施

が必要であることから、県といたしましては、

進捗状況を把握するとともに、必要な支援、助

言を行ってまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 平成29年3月に作成を

しているということで、平成38年度で90.2％と

する目標を設定しているという説明でした。 

 これは当然それぞれの市町における数値を掲

げた目標や取組を集計して県の目標としている

のであろうかと思いますが、しかしながら、そ

の過程においては当然県のそれぞれの市町に対

する介入や関与、取組の指導等々が果たされた

ということで理解をいたします。 

 ③市町が策定する合理化事業計画に対する県

の対応について、ご説明を求めます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮崎浩善君) 下水道の供用により、

一般廃棄物処理業者は少なからず影響を受ける

ことになるため、市町におきましては、下水道
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のアクションプランを踏まえた事業実施計画や、

地域の実情を勘案し、合特法に基づく合理化事

業計画の策定を含め、適切な対応が求められる

こととなります。 

 県といたしましては、一般廃棄物の適正処理

を図るため、必要な助言を行ってまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 県は、汚水処理構想に

基づいて下水道の普及を推進していくと。そし

て、し尿処理量等が減少することで一般廃棄物

処理業者の仕事量は減少している。厳しい経営

状況に陥ることが考えられると。そういった中

で、今後、市町が策定する合理化事業計画につ

いて、県は、一般廃棄物の適正処理を図るため

に必要な助言を行ってまいりますというような

ご答弁であったと思います。 

 ちょっと角度を変えまして、④観光地におけ

る汚水処理対策について、お尋ねします。 

 今後、例えば長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産等、県内で11資産が世界遺産へ登録

され、今後はこれらの取組を、ほかにも多くの

交流人口の増の取組において、県は観光客の誘

致を推進していく立場にあると考えられます。 

 観光地における汚水処理対策について、どの

ように考えているのかをご説明いただきたいと

思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮崎浩善君) 世界遺産候補の関連

遺産を含む観光地を多く有します離島・半島地

域におきまして、汚水処理人口普及率が低迷し

ていることから、県といたしましては、これま

でも関係市町へ直接お伺いしまして、浄化槽等

の汚水処理整備の促進を求めてきたところでご

ざいます。 

 しかしながら、個人主体では浄化槽の整備は

なかなか進まない状況にあるため、特に、整備

が急がれます離島・半島地域の観光地につきま

しては、市町が事業主体となって整備をいたし

ます市町村設置型浄化槽の導入が効果的である

というふうに考えております。 

 県といたしましては、市町に対し引き続き市

町村設置型浄化槽の導入を求めるとともに、そ

の整備につきましては、地元住民の理解が不可

欠でありますので、市町と連携して、汚水処理

の必要性についての啓発も行ってまいりたいと

考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) ありがとうございます。

この質問、やりとりの中において、ややもする

と一義的には市町が行うことだからということ

で、県が少し距離を置いて、それらの取組につ

いて目標値の取りまとめ、それら計画の取りま

とめだけをしているのかなというような、少し

懐疑的な思いで勉強させていただきました。 

 しかし、その取組はまさしく、県が一定のリ

ーダーシップを発揮し、市町にその取組を促し、

そしてそれらの計画をまとめているということ

が明らかになりました。 

 さらには、最後の今の答弁においては、まさ

しく県として、この環境についてどうやった、

どういう方法、どういう方向性を持っているか

ということについてもお示しいただきました。 

 しかし、しかしですよ、部長、そのリーダー

シップが果たして、それぞれの自治体や行政、

そして事業者にまでしっかりと行き届いている

かどうか。 

 例えば、合特法の趣旨については、毎年説明

を行っているというご答弁がありました。さら

には、それぞれのアクションプランの作成や数

値の内容についても市は関与しているが、県が
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関与してきたとおっしゃっていました。 

 しかし、そういった取組をしているにも関わ

らず、昨年も要望書の提出があった。市町担当

者の理解不足や、地域の処理業者の状況を把握

していないからではないでしょうか。周知につ

いて、県がリーダーシップをとって進めるべき

ではないでしょうか。改めて質問をしたいと思

います。 

 併せて、同じ質問ですけれども、市町の担当

者のみならず、事業者に対しても、この法の趣

旨、または取組のあり方、そして県が進むべき

内容、こういったところについても地域によっ

ては、事業者によっては温度差があるのかもし

れません。その部分についての調整を県がリー

ダーシップを発揮すべきではないかと、そうい

う質問でございます。お願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 環境部長。 

〇環境部長(宮崎浩善君) 各市町におけます合

特法への対応につきましては、処理業者が受け

る影響を緩和する対策を実施、または検討中が

8市町、採算性の劣る地区での委託による収集

が5市町、許可業者の地区割当てによる収集が

14市町であり、下水道等の影響が考えられます

19市町全てにおいて、程度の差はあるものの措

置されているところでございます。 

 県といたしましては、市町を含め事業者に対

しましても法の趣旨を説明するとともに、必要

な助言を行ってまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 一定、この整備の取組

が一律で、どこも同じような整備であるわけで

はないので、それぞれの自治体においては事情

や都合もあろうかと思います。そして、それら

をしっかり聞き取りをし、まとめ、そして県と

して、あるべき姿を県民の生活の中にどのよう

に届けていくのか、その立場を取り組むにも非

常に厳しい、難しい場面があろうかと思います。 

 しかし、市や町の中において、事業者ととも

に行政がこれまで歩んできたわけですけれども、

これからどうするか、その部分については、そ

の地域内だけでは解決しない事柄がたくさんあ

るわけですので、ぜひとも県の強いリーダーシ

ップを期待を申し上げて、この質問については

終わりたいと思います。 

 3、教員の職場環境について。 

 しっかり20分残りましたので、じっくりと教

育について質問をさせていただきたいというふ

うに思います。 

 「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築

いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させ

るとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に

貢献することを願うものである。我々は、この

理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真

理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな

人間性と創造性を備えた人間の育成を期すると

ともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目

指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国

憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓

く教育の基本を確立し、その振興を図るため、

この法律を制定する」 

 教育基本法の前文であります。 

 そして、その第1条には、教育の目的が記さ

れており、「教育は、人格の完成を目指し、平

和で民主的な国家及び社会の形成者として必要

な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を

期して行われなければならない」というふうに

あります。 

 明日の我が国を担う人材の原点は、まさに教

育にあるわけであります。その尊い責務を担う

教職員の職場における問題は、すぐに対策し対
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応しなければならない。なぜならば、国家の存

亡に関わる重大な問題であるというふうに理解

できるからであります。 

 何が問題なのか。私が聞くところによると、

時間、仕事量についての問題と、精神面での問

題の2つがあるように思えます。 

 忙しすぎる。教えることが増えた。特色ある

学校づくりが求められている。事務作業やアン

ケートが多い。地域の行事にも積極的に参加し

なくては評価に関わるかもしれない。調べもの

をしようにも情報機器の制限がある。昼休みに

会議が入る。部活動は生徒の熱意に応えたい。

結果を出すためには休めない。結果を出したい。

保護者の対応に追われる。ＰＴＡの作業がある。

教材研究ができない。家族との時間がない。教

員は何を言われても誰も守ってくれない。この

仕事に自信が持てなくなった。そして、辞めた

い。いろんな方の声を伺いました。 

 国は、教員の危機的状況を正面に捉え、教職

員の働き方改革を掲げました。 

 本県も、平成29年5月、「第1回超勤改善等対

策会議」を開催。今年2月の第3回の取りまとめ

では、時間外勤務80時間超えの教職員を5年間

でゼロにする。その方法は、定時退校日の設定、

部活動休養日の設定、家庭の日の設定、また、

タイムカード、ＩＣカードの導入、日課、通知

表などの内容の見直し、校務の合理化などを検

討するとあります。 

 これらの取組については、昨日の坂本 浩議

員、さらにはその前に橋村議員からも関連の質

問があって、具体的な内容について答弁を伺っ

ていますので重複は避けますが、7時間45分の

勤務の教員が、デスクワークや部活動などで週

20時間の時間外勤務をした時に月80時間超え、

これは厚生労働省が示す過労死などの際にひか

れる時間設定であると聞いています。 

 時間外勤務は80時間以上のみが対象でしょう

か。常態化しているオーバーワークを考えて問

題視するのであれば、70時間も60時間も軽くな

いと考えますが、調査の実態をまず伺いたいと

思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、超過

勤務についての認識でありますけれども、超過

勤務の増加は、教職員の心身の健康等に害を及

ぼすリスクを高めることから、県内全ての公立

学校において、管理職員が所属職員の勤務時間

を的確に把握するとともに、個々の状況に応じ

て適切な指導・助言や業務改善等を行うよう、

県教育委員会としても指導をしているところで

ございます。 

 時間の把握の考え方なんですけれど、このよ

うなことから各学校では、1カ月の超過勤務時

間が80時間以下の教職員に対しても、教職員一

人ひとりに応じた対応が行われているものと認

識をしております。 

 そのうえで県教育委員会といたしましては、

各学校及び県全体の超過勤務の状況を分析し、

本県の実情に応じた対策を進めるために、一定

の超過勤務時間を定め、その実態を把握してい

るところであります。 

 超過勤務が教職員に与える影響は、教職員一

人ひとりで異なるものであり、引き続き、その

多寡によるばかりでなく、業務負担等も含め、

個々の状況に即した対応の充実に努めるよう指

導してまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 教育委員会教育長の、

文部科学省からくる、そして本県に教育におい

ての超過勤務についての考え方、その調査の仕
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方についてはご説明を理解いたしました。 

 昨日、坂本 浩議員とのやりとりでは、45時

間という数字も示されてやりとりがされたと思

います。 

 一定の時間を定めという、その一定の時間が

80時間ということなんでしょうか。 

 厚生労働省の説明によれば、私が聞くところ

によると、この80時間は過労死に及ぶ時の数字

と言っていると。一定の時間が80時間の設定で

あれば、生きるか死ぬか、そこのところのライ

ンを引いて調査をし、それが5年間でゼロにな

れば、まずはいいでしょうと、そういうふうな

説明に聞こえるんですが、そうであるならば、

いささか現場の緊迫感からは乖離をして、スピ

ードがないような、そういう取組に思えるんで

すが、いかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 先ほど、前

提としての答弁で申し上げたとおり管理職員は、

それぞれの職員の勤務実態、勤務時間を把握す

る法的責任がございます。そういった意味で、

それぞれの学校において勤務時間の把握を管理

職員は行っていると。 

 それで、我々が、統計上といいますか、先ほ

ど言った県全体の方針を示すうえで一定の目安

として、まず80時間をゼロにするという目標を

立てたと。それはなぜかというと、議員ご指摘

のとおり、厚生労働省も示すような「過労死ラ

イン」であると。過労死ラインを超えるような

実態は、現実としてありますけれども、そこを

まずゼロにすると。 

 それと、勤務実態、超過勤務がゼロになると

いうことは、現実的には非常に難しい話であり

ますし、そういう人員配置を、繁忙期とかに備

えてしているわけではありませんので、我々と

しては、先ほど申し上げたとおり、勤務実態の

時間の多寡よりも、その内容によって影響があ

るものと考えております。 

 例えば、50時間が何カ月も続くということに

なれば、そこは蓄積された心身ともの疲労が出

てくるものと思います。ですから、時間の多寡

よりも、それぞれの個人の状況をしっかり管理

職が把握して対応しているという前提の中で、

県全体の対応策を考える時に、一定のラインと

して厚生労働省が示している80時間を目安とし

て統計をとっているということでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) 教育委員会教育長の説

明は大変わかりやすいし、理解できるんですよ。

だから、それではだめなんじゃないですかとい

う提案を私は今しているんです。 

 国が緊急対策として取り組んでいる、教職員

の職場の環境を改善しようと、その内容のまず

大きなものは時間外勤務だと。80時間、厚生労

働省が過労死するであろうというのが80時間で

すよ。 

 それぞれの学校や地域において管理する立場

の方が、80時間以下の時間についても把握をし

指導していると、それはわかります。 

 しかし、国が緊急性をもってやっていること

を、県が県下全域に号令をかけて緊急性をもっ

て対策をしようとする話の時に、80時間だけを

ラインを引いて、それ以下については、それぞ

れの責任者がやっているからというものであっ

てはならないと私は思うんです。教職員全体を

一律にものごとを考えてはだめだと思うし、本

県は地形的にも離島や半島を多く有するので特

異な地形を持っている。それぞれの地域、それ

ぞれの学校にはそれぞれの事情や都合もあろう

かと思うし、それぞれの環境もあろうかと思う
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んです。その時に、80時間以上か以下だけを統

計としている。 

 だったら、逆に聞きますけれども、80時間以

下について把握をしているのは学校だけですか。

教育庁もしっかりと把握をされているんですか。

その人数について、ボリュームについて。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 県立学校に

ついては把握しておりますけれども、市町村教

委に対して報告を求めているのは、先ほど申し

上げたとおり80時間、100時間ですから、それ

ぞれ市町村教委においては、時間数については

把握をしていることと思っております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) また、その答弁になる

わけですよね。国全体が緊急性をもってやると

いうことは、本県においてもやはり県民一人ひ

とりに対しても、その環境の厳しさをお伝えし

て、まさしく教育長がオピニオンリーダーとな

って、社会に問題提起をしなきゃいけない取組

じゃないかなと。 

 そうもならなければ、次からくるコミュニテ

ィスクールの取組だって、地域の方々にそうい

う教職員の厳しい状況というのはなかなか理解

されないと思います。 

 把握をしていないのであれば、把握をすべき

だと思いますし、県が、県下に対して、教職員

の今の職場の状況は厳しいと、80時間以上もこ

うであるけれども、その以下、60時間、70時間

についても、これだけのボリュームがあると、

そういうことを十分理解し、認識したうえで議

論をすべきであるというふうに思いますが、い

かがですか。 

 待ってください。恐らく同じ答弁が返ってく

るんだろうというふうに思います。 

 同じ関連でございますので、次にいきたいと

思います。 

 これまではまさしく業の削減ですね。次に、

精神面での負担について、お尋ねをします。 

 古くから地域コミュニティには、人生の生き

方や社会の常識、協調性などを育む機会があふ

れています。お祭りやイベント、公民館の活動

などがそれに当たりますが、その際、人として

必要なことを若年層に示す役割が、年長者や長

老のような方、または、お寺や神社の方々であ

ったと記憶します。当然それは教員も含まれて

いましたが、現代社会においては、社会に規範

を示す役割がコミュニティにおいては教員だけ

となり、しかも、多様な問題が教員に対しての

み向けられているような気がします。 

 それらの状況を解決していくことの方法に当

たる、期待を寄せているのがコミュニティスク

ール制度であります。私が示す精神面での負担

減につながるものであるのか、教育委員会教育

長にお尋ねします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、県教

委のスタンスについて、ご説明を申し上げない

と、その先の答弁がうまくいかないと思います

ので。 

 何度も申し上げますとおり、80時間というの

は一定の統計上の目安でありまして、議員ご指

摘のように、県教委として60時間、70時間を可

としているわけではございません。 

 それと、文部科学省の緊急対策を示しました。

それについて、80時間をゼロにするための対策

ということではないと思います。 

 先ほどのご質問にあるように、学校に対して、

学校教育に対して、今まで地域、家庭が担って

きたものも期待をされている。そういうことに
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よって教員の、今ご指摘のような心理的負担も

含めて勤務状態が過重になっていると、そこを

解決しなければいけないという認識であります。

それは文部科学省も県教委も市教委も同一であ

ります。 

 ですから、我々が80時間を統計にとっている

から、60時間、70時間を可としているわけでも

ないし、文部科学省の緊急対策を、県教委とし

て市教委として取り組む必要がないというふう

に考えているわけではないということについて

はご理解をいただきたいと思います。 

 それで、今ご指摘があったようにコミュニテ

ィスクール、これはまさに、学校運営協議会と

いうのを設置いたしまして、地域の方々に入っ

ていただいて、保護者や地域住民が協議会委員

として学校運営や学校の課題解決等に対して主

体的、客観的に関わる制度であります。 

 そして、広く保護者や地域住民が学校運営等

に参画することにより、児童・生徒への教育に

対する保護者や地域住民の当事者意識を高め、

それぞれがその役割を応分に担う社会総がかり

の教育を実現しようとするものであります。 

 そういったことによって、教育課題の学校へ

の集中、先生方が背負っておられる負担が、地

域住民、家庭が自覚することによって、その負

担は軽くなるものというふうに考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) まさしく教育委員会教

育長がおっしゃった80時間に関係する答弁につ

いては、その部分について60時間、70時間を無

視しているというような指摘をしたつもりもあ

りませんし、そういった質問はしておりません

し、あえてそういう答弁をされたのは、我々も

同じ考えをしているということをご説明いただ

いたというふうに理解をしたいと思います。 

 そのうえで、しかしながら、県の取組自体が

県民に対する情報、啓発、発信になろうかとい

うふうに思いますので、ぜひとも時間の取扱い

については、80時間だけが歩くことのないよう

に取り組んでいただきたいと、情報発信にも丁

寧に努めていただきたいというふうに思います。 

 そして最後に、教員が抱える課題や悩みが地

域コミュニティなどだけで解決できるのか、少

し疑問を持ちます。それよりも、それらの内な

る課題や問題をテーブルの上に載せることがで

きるのか、地域や保護者や学校の立ち位置など、

関係性が近いカテゴリーの中において議論でき

ない案件もあろうかと思います。 

 そのようなことも含め、客観的な立場として

県が定期的に地域に入り、また、現場の教員と

の面談などを行うなどの取組を活性化させる必

要があろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 先ほどご指

摘があった広報、県民の理解を得ることについ

ては、例えば、部活動の休養日について、マス

コミが大きく取り上げましたけれども、あれも

保護者の方々の理解がないと進まないと思いま

すし、時間数だけではなくて、何度も申し上げ

たとおり、いろんな緊急対策の中で、例えば登

下校の見回りは、学校がやる業務ではないとい

うふうに中教審は打ち出しております。そうい

うことについて、今までの学校文化、教育文化

を変えていく必要がありますので、議員ご指摘

のとおり、我々としても、県民の方々の理解を

得るために広報に力を入れていきたいと思いま

す。 

 それと、今ご質問があった、いわゆる県教委

の地域への入り方ですけれども、教職員が抱え

る課題については、県が主催する指導主事研修
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会や、県・市町学校教育課長等会議の中で十分

情報交換をしております。 

 また、教職員個々の課題については、県教委

の職員が直接学校を訪問する中で、授業参観や

校長等の面談により把握し、市町教育委員会と

情報を共有しているところであります。 

 把握した課題を解決するために、市町教育委

員会に対し、必要に応じた指導や支援を行って

おります。今後も、学校訪問等によって教職員

の課題解決に向けた取組を進めてまいりたいと

考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

〇２１番(山本啓介君) やりとりで、まさしく

社会に対して、この教職員の厳しい環境につい

てもしっかりと発信をしていって、社会全体が、

そしてそれぞれの地域においては地域全体が役

割を持って、責任を持って子どもたちの健全育

成に関わっていくと、そういう体制づくりこそ

が、時間の縮減であったり、または教員たちの

精神面での負担軽減であったりと、そういった

ものにつながるということは理解できました。 

 しかし、それは、やはり状況を把握する取組

というのは、県立のみにとどまらず、県下の教

育全般に関わることであろうかと思いますので、

しっかりと長崎県の教育の責任者として状況把

握をし、そして、社会へそういった内容につい

ての発信をしていただきたいというふうに思い

ます。 

 先般、ニュースで、これは時間や仕事の量の

削減につながるということでしょう。香川県に

おいては、教材研究を支援ということで教員向

けサイトを導入し、県教委が教員らの研修をイ

ンターネット上で支援する専門サイトを導入し

たというようなニュースもございました。 

 子どもたちのことをまず真ん中に置いて、新

たな取組が正しいかどうかを判断したならば、

どんどん、新しい取組を取り入れていただきた

いというふうに、積極的な取組を最後に要望を

申し上げたいというふうに思います。 

 残りが2分でございます。 

 冒頭、壱岐市の三島の人口や世帯数について

ふれさせていただきました。この島は、大島と

いう大きな島に本校があり、それぞれに分校が

ありましたが、今、それぞれは閉校し、大島の

本校のみとなっています。 

 そして、原発の30キロ圏内に含まれる二次離

島であるがために、思い出の校舎や講堂が核シ

ェルターのための役割を果たす、そういう施設

に今は変わって利用ができなくなっています。 

 その一つひとつは、社会全体の流れや、国家

としての取組、県としての取組の中で当然措置

されてきたわけでございますが、しかしながら、

ぜひ知事には、その一つひとつの県民、暮らし

ている方々に寄り添っていただく、これまでど

おりしっかりと、その取組をしていただきたい

というふうに思いますが、時間が余ったという

ことではないんですけれども、その部分につい

て、少しご答弁を賜って終わりたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 私の責務は、県民の皆様

方がいかに豊かで、また、生きがいを感じ、地

域に誇りを持って暮らしていただくような社会

を実現するかということであると考えておりま

す。 

 さまざまな課題は多岐にわたっておりますけ

れども、まずは、地域住民の皆様方の立場にな

って考えてみるということが原点になろうかと

思っておりますので、引き続き、そうした姿勢

で臨んでいきたいと思っております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山本啓介議員―21番。 

－ 168 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第９日目（６月２１日） 

－ － 169 

〇２１番(山本啓介君) ありがとうございまし

た。 

 終わります。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) 午前中の会議はこれに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１６分 休憩 ― 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
〇副議長(徳永達也君) 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 公明党の宮本法広でございます。 

 質問に入ります前に、18日、大阪府北部を中

心に発生いたしました地震によりまして、お亡

くなりになられた方々、そしてまた、被災され

た皆様方に、心よりお見舞いを申し上げます。 

 そしてまた、お亡くなりになられた方の中に、

登校中でありました9歳の女子児童がいらっし

ゃいました。私も9歳の子どもがいます。その

ことを思うと、胸が張り裂けそうな気持ちでい

っぱいであります。 

 この地震による事態を重く見た公明党の井上

義久幹事長は、政府に対しまして、通学路の安

全を総点検するように要請をいたしました。 

 これを受けまして、政府は、関係省庁に調査

を指示しております。もちろん、ここ長崎県で

も、通学路の総点検が行われております。早急

な対策づくりになることを強く要望申し上げま

す。 

 それでは、質問通告に従いまして、県政推進

の一助となることを確信申し上げ、全力で質問

をさせていただきます。 

 1、福祉行政について。 

 (1) 健康長寿日本一の長崎県づくりについて。 

 ①知事の決意及び目標値を見据えた取組につ

いて。 

 2016年、長崎県の健康寿命は、男性が全国30

位、女性が28位であります。3年前の2013年は、

男性が全国29位、女性が40位でありました。順

位に多少の変動はあるものの、下位であること

に変わりはありません。 

 健康寿命日本一を達成するためには、全市町

が一体となり、地域住民を対象とした中・長期

的な活動が柱となってまいります。よって、県

の本気度が試されます。 

 まず、開始年度に当たり、この施策に対する

知事の固い決意及び目標値を見据えた取組につ

いて、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 宮本議員のご質

問にお答えをいたします。 

 健康長寿日本一に向けて、どのように取り組

んでいくのかとのお尋ねでございます。 

 本県は、全国に先んじて高齢化が進んでおり、

人生100年時代を迎えようとする中、いかに県

民の皆様方に健康で長生きをしていただくかと

いうことが極めて重要になってくると考えてお

ります。 

 このため、「健康長寿日本一の長崎県づく

り」を旗印に掲げ、県民お一人おひとりが具体

的な健康づくりを実践に移していただくことに

より、本県の健康増進計画「健康ながさき21」

の目標年次であります平成34年を目途に、健康

寿命を全国トップ水準の男性73.21歳、女性

76.32歳まで延伸することを目指してまいりた

いと考えております。 

 このため、既に高齢者層に対して、就業、社
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会参加の促進や介護予防、重度化防止に資する

取組をスタートさせるとともに、プロジェクト

チームを設置して、地域における健康課題を明

らかにし、改善策を検討しているところであり

ます。 

 さらに、現役世代を含め、県民自ら主体的に

健康づくりに取り組む環境づくりを推進するた

め、市町や関係団体等のトップからなる県民会

議等を通して、幅広い分野の方々と目標を共有

しながら、県民の皆様に健康長寿に向けて実践

していただきたいことをわかりやすく周知して

まいりたいと考えております。 

 今後、施策のさらなる検討を進め、県、市町、

企業、団体等と一体となった県民運動の展開を

図ってまいりたいと考えているところでありま

す。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席からお答

えをさせていただきます。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) ただいま、知事より、平

成34年（2022年）を目指して取り組んでいくと

いう目標が示されました。男性は73.21歳、そ

して女性は76.32歳、これは3年ごとに厚生労働

省が発表しますから、一番直近では、2016年、

長崎県においては、男性が71.83歳、女性が

74.71歳、その差は男性でマイナス1.38歳で、

女性はマイナス1.61歳であります。この1歳の

差が、ハードルが高いのか、低いのか、これは

未知の世界であると考えております。次の発表

が出るのが2019年でありますから、ここが一つ

の目安になろうかというふうに考えております。 

 まずは、地域の課題をしっかりと調査、そし

て分析しながら、県民自らが主体的に健康づく

りに取り組んでいくという環境をつくっていく

ということで一定の理解をさせていただいてお

ります。 

 いろいろ補正予算のメニューも見させていた

だきました。個人的には、斬新的なメニューが

あったのかということを自問自答しながら質問

させていただきます。 

 県庁発健康づくりの実践（ゼロ予算事業）、

これは、県庁ではヘルシー朝食＆勉強会と申し

ますが、第1回が終わったと聞いておりますが、

これも第1回で終わることなく、賛否両論ある

かと思いますけれども、しっかりと続けていた

だきたいということを要望させていただきます。 

 ②長崎県立大学との連携体制について。 

 「（仮称）県民会議」の設置であったり、県

民運動をしていくということでありますけれど

も、その中におきましては、幅広い分野からの

情報収集であったり、情報の共有化、発信、そ

して分析というサイクルが必要であります。そ

して、その中には、高度な専門知識も要求され

るところであります。 

 そこで、本県には、長崎県立大学、ここには

「看護栄養学部」、そして「人間健康科学研究

科」という福祉と健康に貢献できる人材を育成

されている大学があります。長崎県が誇る大学

があります。このような研究機構を持つ大学と

連携をしていく、これは県を挙げて取り組む健

康寿命延伸における取組については、非常に重

要な取組であると考えておりますが、これにつ

いて県の見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 長崎県立大学に

は、現在、「長崎県健康長寿戦略検討プロジェ

クトチーム」への参画を得ておりまして、食や

運動などの専門的見地からご意見をいただいて

いるところでございます。 

 本県では、本土地区と比べて、離島地区の平
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均自立期間が短いという傾向にもありますこと

から、その課題を明らかにし、改善を促してい

く必要があると考えております。 

 そのため、分析や実証につきましても、離島

地区をフィールドとして、健康に関する研究を

実施しておられます長崎県立大学との連携を検

討しているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 離島地区と本土地区との

健康課題の分析、研究において、県立大学とし

っかり連携を取っていく、検討中であろうかと

思いますけれども、ここはしっかり実施してい

かれてください。離島地区、そしてまた本土と

の違いに何があるか、こういったところは非常

に大事なところであり、そしてまた、長崎県立

大学は若い方々もいらっしゃいますので、若い

方の意見もしっかりと聞いていただいて、調査、

研究に邁進していかれることを強く望みます。 

 ③健康経営の支援強化。 

 健康経営については、これまで私自身も、毎

議会、取り上げさせていただきました。そして、

微力ではありますけれども、推進をしてきまし

た。 

 健康経営の取組というものは、働く現役世代

の健康管理のみならず、その方々が退職された

後の健康維持、そういう観点からも非常に重要

な取組であると私は認識をしております。 

 そこで、本年度におけます健康経営の支援強

化について、県の見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 平成28年度から、

協会けんぽ長崎支部と共同で実施しております

ご指摘の「健康経営宣言事業」、これにつきま

しては、平成28年度が65社、平成29年度は66社

が参加をしていただいておりまして、本年度に

おきましては、現在までに、新たに53社から参

加申し込みがあっているところでございます。 

 平成28年度に参加した事業所のうち、健診の

受診率や特定保健指導の利用率など、基準を満

たした16社につきましては、「健康経営推進企

業」として認定をし、昨年9月に認定証を交付

したところであります。 

 本年度におきましても、その認定に向けて、

現在、協会けんぽ長崎支部で評価を進めており

ますけれども、認定事業所数は30社程度を見込

んでいるところでございます。 

 本年度は、特に、他の模範となるような優秀

事業所に対する表彰制度を新たに設けることで、

健康経営に取り組む事業所の増加につなげてま

いりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 少しずつ進捗状況と申し

ますか、拡大の見込みはあるのかなというふう

に認識をしております。推進企業は、昨年が16

社、今年度は30社近くになるという見込みであ

りますので、倍ぐらいには増えていっていると

いう状況があります。そして、さらに、その中

から優秀なところに対して、優秀事業所という

形で表彰制度を設けていきますよと。今後、こ

のような方々が中心となって、各企業に対する

健康への取組はこのようにやっていくんですよ

ということをもっともっと拡げていく、そうす

ることによって、働く方々の健康維持、そして

健康管理、また健診の受診率の上昇、これが出

てくるものと思いますから、しっかりと支援の

ほどをよろしくお願いいたします。 

 ④食生活改善推進員（食改さん）の取組につ

いて。 

 働く現場におきましては、先ほど申しました

とおり健康経営の取組を推進していくこと、各
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地域、家庭においては、食改さんの活動を推進

していくことが健康寿命日本一の長崎県づくり

においては重要な柱になると考えております。 

 そこで、今年度からの食改さんの取組につい

て、県の見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 食生活改善推進

員の皆様には、食を通じた健康づくりを推進す

るため、平成27年度から3年間、「家庭訪問によ

る食生活改善推進事業」として、家庭等におけ

る食生活改善の観点から、塩分の摂り過ぎや野

菜摂取などのアドバイスを行っていただいてい

るところでございます。 

 本年度は、働き世代にも目を向けまして、訪

問先に職場を加え、個々人の食生活を「見える

化」するための「食の通信簿」というチェック

表を用いて、直接改善を促す活動を展開してい

ただくこととしております。 

 また、食生活改善推進員の皆様が、家庭や職

場等を訪問し、県民の食生活改善に向けた地道

な活動を促進するという観点で、推進員のスキ

ルアップ研修などの活動支援にも引き続き取り

組んでまいりたいと思っております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 地道な活動、これこそが

まさしく重要になってきます。ですので、今後

とも、食改さんにつきましても、しっかりと支

援体制を強化していただきたいということを望

みます。 

 ⑤介護予防の取り組みについて。 

 健康長寿日本一を目指すためには、こういっ

た健康づくりだけではなくて、介護予防という

観点にも着目する必要があると考えております。

その観点において質問をいたします。 

 現在、公明党では、全議員が企業や地域に入

って、「子育て」、「介護」、「中小企業」、そして

「防災・減災」の4分野でアンケートを行う

「100万人訪問調査運動」を全国で展開してお

ります。 

 介護分野のアンケートにおきまして、「介護

保険料が高過ぎる」、「介護予防にもっと取り組

むべき」などなど、いろんなご意見をいただき

ました。介護保険料に対する高齢者の負担感を

再確認し、そして、介護保険料の上昇を抑える

仕組みづくり、この必要性を明確にすることが

できました。 

 この介護保険料について、本県を見てみます

と、本年度から引き下げた地域の一つに佐々町

があります。主な要因といたしまして、介護予

防事業による要介護認定率の低下、多職種連携

による地域ケア会議での情報の共有化などが挙

げられます。 

 このような佐々町の介護予防に対する取組と

いうのは非常に大事であり、また、地域ケア会

議の実施状況なども大事であります。このよう

な情報を県内各市町にまで、または地域包括支

援センター単位で情報共有をすることが必要で

あると考えますが、見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 議員ご案内の

佐々町では、高齢者が歩いて通える範囲に通い

の場を設けまして、ボランティアによる介護予

防体操や趣味活動等、住民主体の活動をきめ細

やかに実施するとともに、地域ケア会議におい

ても、多職種の専門的な視点のもとに、高齢者

の自立支援や生活支援に向けた検討・実践がな

されるなど、他の自治体に先駆けて、介護予防

に積極的に取り組まれております。 

 このような佐々町をはじめとした、介護予防

に関する先進的な事例につきましては、これま
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で県内市町や地域包括支援センターに対しまし

て、県が主催する研修会等を通じて情報提供を

図ってまいりました。 

 本年度は、特に、介護予防・重度化防止対策

として、研修会、あるいはアドバイザー派遣を

充実することで、自立支援型地域ケア会議の運

営手法の県内市町への普及や、先進事例のホー

ムページの紹介によりまして、さらなる情報の

共有化に努めてまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 今までも行っていらっし

ゃったかもしれませんけれども、もうちょっと

より細かい単位で、そして自立支援型というの

を強調されて、対策を講じられることを強く要

望いたします。 

 この健康寿命の取組につきましては、私もラ

イフワークとしてしっかりと日頃から取り組ん

でおり、今後もしっかりと着目し、注視してま

いる決意でございます。 

 次の質問に移ります。 

 (2) てんかん診療の体制整備について。 

 ①てんかん地域診療連携体制整備事業につい

て。 

 てんかんという疾患の患者は、全国に約100

万人いらっしゃるというふうに言われています。

そして、てんかん発作が主症状でありまして、

慢性の脳疾患の一つであります。人口比率、そ

して、年齢別有病率で算出すると、県内には約

1万人の患者さんがいらっしゃると推測されて

います。 

 主な治療法は薬物療法、約70％の患者さんは

適切な薬物療法で発作を抑えることができるん

ですけれども、残りの30％は難治性、薬剤抵抗

性のてんかんと言われており、てんかん外科治

療の必要性が考慮されているわけであります。 

 しかしながら、てんかんの専門医は、患者数

に対して不足している現状があります。実際に

は、適切な治療が提供されているかどうかは不

透明であります。 

 この現状をカバーするためには、地域のかか

りつけ医との連携体制、そして福祉教育、そし

て就労など、行政などの多機関による連携が重

要になってまいります。 

 長崎県内を見てみますと、大村市にあります

「独立行政法人国立病院機構長崎医療センター」

に「てんかんセンター」がありますが、ここを

中心に複数の医療機関と協力をしながら、「長

崎てんかんグループ」を形成され、約20年間治

療に取り組まれております。 

 また、同センターでは、てんかんの外科治療

も積極的に精力的に行われています。過去5年

の年間手術数は50～80件でありまして、これは

西日本一有数の施設であります。 

 しかしながら、半数以上は県外の患者さんに

対して行われているという状況であり、県内の

患者さんが十分に恩恵を受けられていないとい

う状況にあります。 

 このような地域医療現場での課題を解決すべ

く、厚生労働省は、「てんかん地域診療連携体

制整備事業」という実施計画を発布しておりま

す。 

 業務内容につきましては割愛をさせていただ

きますけれども、この事業に長崎県として参画

することによって、これまで不可能であった包

括的なてんかんの治療支援が可能なレベルにま

で引き上げることができます。そして、てんか

んを有する患者さんの健康と平和な暮らしに寄

与できる長崎県の形成を実現することができま

す。 

 この本事業における県の見解を求めます。 
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〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) てんかん診療に

つきましては、精神科、神経内科、脳神経外科、

小児科など、さまざまな診療科が関わっている

ことから、てんかん患者が地域の専門医療に必

ずしも結びついていないということなどが全国

的に指摘をされておりまして、県内のてんかん

の専門医からも、本県も同様の状況である旨の

ご意見は伺っているところでございます。 

 このようなことから、県といたしましては、

てんかん診療を均てん化するとともに、患者や

家族が適切な支援を受けることができるよう、

医療、保健、福祉、教育、行政など、多職種に

よる連携体制を構築することや、てんかんに関

する正しい知識を普及することが必要であると

認識をしております。 

 この連携体制の構築に当たっては、医療をは

じめ、精神保健、福祉など、各分野の方々にご

理解とご協力をいただくことが重要でありまし

て、今後、てんかん診療体制の整備に向けまし

て、県、精神保健福祉審議会等で議論を進めな

がら、お尋ねがありました「てんかん地域診療

連携体制整備事業」の活用も含めて検討をして

まいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) てんかんという疾患は、

認知症であったり、脳卒中とほぼ同程度数の患

者さんがいらっしゃるという推測がされていま

す。しかしながら、医療福祉の恩恵が少ないと

いう疾患分野であります。 

 また、てんかんという疾患は、小児の方、そ

してまた、生産年齢人口の方々が非常に多いと

いう特徴があるわけです。だから、障害福祉医

療の支援が、今から、そして、まだまだ必要な

わけであります。この体制が長崎県に構築され

ることによって、今まで、ほかの治療はないか

と悩まれている方々の光になるわけです。 

 先ほども部長説明にありましたとおり、確か

に議論を進めながらやっていくという姿勢もあ

るかと思いますが、西日本有数のこういったし

っかりとした医療機関もあります。ほかの医療

機関との連携もしっかり取りながら、早急な体

制整備を望むところであります。 

 再度、見解をお尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 確かに、体制整

備ですね。今は個人ベースでの活動ということ

で、てんかんセンターを中心にこの活動をされ

ておるということでお聞きしております。 

 ただ、一方で診療体制の整備に向けましては、

一定の手続というものを踏むことも大事であり

ますので、そういう一定の手続を踏んで、議論

を詰めて、この国の事業の活用を考えることも

含めて、今後、その対応を考えていきたいと考

えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 私としましては、行政と

しては、そういった行程が必要なのだろうとい

うことはわかるのですが、患者さんのことを思

えば、私も現場で20年間働いていた者として、

これは非常に緊急性が高い、そしてまた重要性

も、必要性も高い事業であります。そういった

観点におきましては、早急な、ここに至るまで

の取組を行政として関係機関を交えて早急に、

できるだけ早期にこの事業を推進し、そしてま

た、長崎県として取り入れられることを強く要

望します。 

 同時に、この議会だけでは終わらず、しっか

りと終わった後も注視してまいりますから、ど

うかその思いで、部長の方、しっかり関係者と
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対応されることを強く強く要望を申し上げます。 

 (3) 共生社会の構築に向けた取組について。 

 ①ヘルプマーク及びヘルプカードの普及啓発

について。 

 ヘルプマーク及びヘルプカードにつきまして

は、今月より県下一斉配布が開始されました。

このことにつきましては感謝申し上げます。 

 一部の団体様からは喜びの声をいただいてお

りますけれども、ご存じでない県民の方々がま

だまだ多く見られます。ヘルプマーク及びヘル

プカードが持つ意味も含めて、さらなる普及啓

発が急務であるということは言うまでもありま

せん。 

 そこで、今後どのようにして、このヘルプマ

ーク、そしてヘルプカードに対して普及啓発に

努めていかれるのか、見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) ヘルプマーク、

ヘルプカードにつきましては、外見からはわか

りにくい、配慮を必要とする方に対して、周囲

の方々の支援を促すことを目的としております。 

 県としては、県民の皆様がこのマークの趣旨

をご理解いただくことが重要であると考えてお

り、普及啓発に取り組んでおります。 

 具体的には、広報誌やホームページなど、県

の広報媒体の活用と併せまして、民間の情報誌

等も活用した広報に取り組みますとともに、コ

ンビニ等、周知に協力可能な施設にポスターの

掲示やチラシの配置を要請しているところでご

ざいます。 

 また、県全体でヘルプマークの認知度を高め

るために、市町による周知についても協力依頼

を行いました。 

 これ以外の周知方法につきましても、今後、

検討しながら、引き続きヘルプマークの啓発に

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 6月9日の地方紙に、一市

民の方から「ヘルプマークの存在を知って」と

いう声が投稿欄にありました。なかなか周知さ

れていない、これをしっかりと周知していくべ

きであるという、一市民の方からの投稿を拝見

した時に、やっぱりこれは普及啓発に全力を注

いでいかなければならないというふうに考えた

ところであり、私自身も、先日、ある医療機関

の会合に参加した時に聞きました。誰も知りま

せんでした。医療従事者自体が知らない。これ

は極めて早急な対応が必要だと思っています。

医師会、歯科医師会、薬剤師会、三師会のみな

らず、看護協会、医療の現場でも、こういった

ものを見た時には手を差し伸べるような体制づ

くりが必要であります。そういったところを県

でもしっかりと周知していくべきです。 

 広報活動については、ホームページであった

り、広報誌に載せていますからと言われますが、

それでも周知できていないということですよ。

だから、もっともっとほかの考え方、コンビニ

もしかり、ほかの広報媒体によるものもしかり、

どうやったらできていくんだろうかというのを

真剣に考えて取り組んでいただきたいというふ

うに強く要望いたしますし、私自身も、機会が

あれば、いろんなところで啓発活動に取り組ん

でいきますから、同じ姿勢で取り組んでいかれ

ることを強く要望申し上げます。 

 ②障害者優先調達推進法について。 

 先月、5月25日に、長崎労働局から、県内の

障害者の就職件数と就職率は過去最高、就職件

数の増加率と就職率の上昇幅は全国1位という

公表が出されました。 

 障害者の一般就労につきましては、順調に推
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移しているようでありますけれども、障害者優

先調達等に基づく県の調達状況はどうでしょう

か。 

 自治体や地方独立行政法人は、障害者就労施

設へ官公需の発注機会を増やす努力をしなけれ

ばなりません。現状と取組について、県の見解

を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 障害者事業所に

対します物品や業務等の発注につきましては、

平成25年度から、「障害者優先調達推進法」に

基づき、毎年度、「障害者就労施設等からの物

品等の調達方針」を定めまして、県を挙げて、

事業所等からの調達推進に努めているところで

ございます。 

 県の発注実績につきましては、現在、平成29

年度分の照会を行っているところでございまし

て、直近の平成28年度で申し上げますと、約

2,032万円で、平成27年度から約260万円増加す

るなど、平成18年度の集計開始以来、おおむね

増加傾向にあります。 

 また、県の取組といたしましては、各所属が

発注計画を検討する年度当初に、障害者事業所

への優先発注の依頼通知を行いますとともに、

庁内各課や地方機関、県立大学を対象に共同受

注窓口であります「長崎県障害者共同受注セン

ター」による説明会を開催したところでござい

ます。 

 今後とも、県として、より一層の調達ができ

ないか働きかけを行いまして、官公需の増加に

つなげてまいりたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 障害者における一般就労

と障害者施設で働く方々の工賃のアップにつな

がる福祉的就労、この両側面から障害者の雇用

にしっかり県としても全力を挙げて取り組んで

いただきたい。 

 そして、先ほど部長がおっしゃいましたとお

り、出先機関に対しても、このような推進法の

再度徹底、さらなる拡充を強く求めてまいると

ころであります。 

 どうか今後とも、対応、そしてまた、障害者

の方々の工賃アップ、そして一般就労、喜び勇

んで働く姿を随所で見ることができるような県

づくりに努めていただきたいことを強く要望い

たします。 

 2、保育事業について。 

 (1) ド・ロ神父による保育事業について。 

 ①長崎県における保育事業の始まり。 

 今や、企業主導型保育事業は、国において推

進されておりますけれども、この原形が、既に

明治19年に、長崎市外海町の出津集落において、

フランス人宣教師ド・ロ神父によってつくられ

た「出津保育園」という形で存在していたとい

う事実を皆様ご承知でありましょうか。 

 ド・ロ神父という方は、フランスの宣教師で

あり、印刷業を普及させるために来日されまし

た。当時、出津の過疎の地に、保育事業のほか、

そうめん、マカロニなどの事業も普及されてい

ます。 

 そして、そこで働く女性の子どもたちを中心

に保育事業を展開していらっしゃいました。し

かも自園調理まで行われていたということであ

り、極めて現行の国の基準に近い形で保育が行

われていたという点におきましては、日本初と

も言うべき先駆的な取組であると考えておりま

す。 

 まずは、ド・ロ神父における保育事業の認識

についての県の見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 
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〇こども政策局長(園田俊輔君) フランス人宣

教師のド・ロ神父が長崎市の出津地区で明治19

年頃から実施していたとされる保育事業につき

ましては、「ド・ロ神父記念館」のリーフレッ

トや「日本の幼児教育に尽くした宣教師」とい

う書籍などにも紹介されているところでありま

す。 

 また、本年4月の参議院決算委員会において、

現在でいう事業所内保育所のような施設であり、

かまどを設けて、自園での調理を行ったなどの

点で、今の国の基準に近い保育環境を、今から

100年以上も前に整えていた先駆的な取組であ

ったという議論がなされたことも承知いたして

おります。 

 県といたしましても、同様に先駆的な取組で

あったとの認識を持っております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 今も答弁がありました平

成30年4月、参議院の決算委員会におきまして、

秋野公造参議院議員から、高木厚生労働副大臣

に対しまして、さきのような答弁がありました。

極めて先駆的な取組であると、こういった自園

調理を行っていた企業主導型保育所の先駆的な

取組を必要あるごとに、国としても紹介してま

いるというような根拠も出ております。 

 県としても、こういった答弁を踏まえてでは

ありませんけれども、こういった歴史を捉えな

がら、しっかりと情報発信をしていく必要があ

ると考えております。その点におきまして、情

報発信の必要性という観点から質疑をさせてい

ただきます。 

 外海町の出津集落は、世界遺産候補である

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の登録を間近に控えたところでもあります。 

 今後、観光客の増加が予想されるこの出津集

落において、ド・ロ神父によって行われていた

先駆的な保育事業を、掲示板設置であったり、

基盤整備による情報発信に努めていくべきであ

ります。 

 ②情報発信の必要性。 

 保育関係者に対しても、講演会、またはフォ

ーラムの開催などによって情報発信していくべ

きであると考えますが、県の見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君) ド・ロ神父が

保育所を開設していた場所は、現在のド・ロ神

父記念館でありますけれども、当該施設は、長

崎市所有の国指定重要文化財となっており、そ

のため、掲示物の設置のお話については、市に

お伝えしたいと思います。 

 なお、市が掲示物設置等の検討をされる場合

は、掲示内容や設置手続などについて協議を行

ってまいります。 

 また、保育関係者に対する情報提供につきま

しては、研修会や講習会等の機会を捉えて紹介

していきたいと考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君)先ほどもありましたとおり、

掲示物設置については、設置自治体である長崎

市との協議になるということであります。しっ

かりその協議におきましても推進をしていただ

きたいと考えております。 

 この保育事業は、極めて長崎におきましては

宝であり、財産であると私は考えております。

また、保育に従事する方におきましても、こう

いった先駆的なことが長崎で行われていたんだ

ということを考えてみた時に、非常にそれは仕

事をするうえでも支えになると、原動力になる

というふうにも考えております。 

 知事、これは長崎の非常に大事な財産であり、
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宝であると考えておりますが、このド・ロ神父

における先駆的な取組について、知事の見解を

お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 知事。 

〇知事(中村法道君) ド・ロ神父様のお話は、

今回の世界遺産登録に向けた一連のさまざまな

事業の中でも幅広く知られているところであり

まして、これを県内にとどまらず、県外からお

いでいただく皆様方にももっともっと知ってい

ただき、それをまた、そういった精神でもって、

これからの子育て環境の整備にもまた活かして

いく必要があるものと考えているところであり

ますので、さらにどういった形で検証等の場を

つくっていくのかというのは、先ほど申し上げ

たように、長崎市とも相談していきたいと考え

ております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) しっかりと情報発信、そ

してまた、保育事業者、関係者に対しましても

徹底を、情報の推進をしていただきたいという

ことを強く要望申し上げます。 

 3、性的少数者について。 

 (1) 現状と課題。 

 ①性的少数者の実態調査について。 

 本年度、県民生活部では、性の多様性に対し

て理解と認識を深めるため、フォーラムの開催、

性的少数者の人権をテーマにしたデザイン募集、

「ＬＧＢＴ相談デー」の設置といった事業に取

り組むとされています。 

 この背景には、2003年、国による「性同一性

障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の

制定や、性の多様性に対する社会の動きに呼応

したものと理解いたします。 

 性的マイノリティーの人口規模につきまして

は、民間の調査で5.9％、あるいは7.6％などの

数値が示されており、本県の人口に当てはめて

みますと、8万人から10万人となります。かな

りの長崎県民が、何らかの悩みを抱え、生きづ

らさを感じておられることと推察いたします。 

 そこで、お尋ねいたしますけれども、県が取

り組もうとしている、先ほど申しましたこの各

事業は、実態を踏まえてのことなのでしょうか。

施策を講じるうえで、真っ先に実施すべきこと、

それは、当事者の生の声をしっかりつかむこと

であります。実態調査について取り組むべきで

あると考えますが、県の見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 性的少数者の

実態調査についてのお尋ねでございますが、県

におきましては、人権教育の推進に役立てるこ

とを目的に、平成27年度に「人権に関する県民

意識調査」を実施いたしております。その中で、

全体の11％の方が「性的少数者に関心を持ち、

重要」と思っており、また、31％の方が、「地

域社会での理解が十分でないことが人権上の問

題」と考えているなどの結果を得ております。 

 さらに、近年、県人権教育啓発センターや学

校、医療・福祉機関、法務局等へ、性的少数者

やその家族の方から、さまざまな悩みについて

相談があっており、これらを通じて実態の把握

に努めているところでございます。 

 本年度、実施をいたします新規事業につきま

しても、県内の性的少数者の団体からのご意見

を企画立案に活かしたところでございまして、

今後の事業実施に当たっても当該団体との協議、

連携をしながら進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 今後とも、性的少数者のお気持ちを十分酌み

取って、人権行政に反映をしていくことが重要

であり、さまざまな機会を通じて当事者の方々
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の声をしっかりとお聞きしてまいりたいという

ふうに考えております。 

 なお、実態調査につきましては、当事者の考

えやニーズを知るうえで大変有効であるという

ふうに考えておりますけれども、調査に答えて

いただける方をどのようにしてリストアップを

するのかなど、難しい点もありますので、まず

は先行事例も参考にしながら、どのような方法

で調査ができるのかなど研究してまいりたいと

いうふうに考えております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 部長から答弁がございま

したが、平成27年に意識調査をやったという形

も把握をしております。リストアップなどなど、

難しいという点もありました。研究をしてまい

るということであるんですけれども、部長、そ

れは実態調査をするのか、しないのか、どっち

ですか。 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 実態調査の必

要性と申しますか、施策を講ずるうえで、対象

となる方がどのようなことを希望されていて、

どこに課題があるのかというのを、事前にきち

んと整理をするというのは行政にとって最も大

事なことだと思っております。 

 ただ、先ほどの答弁の繰り返しになりますけ

れども、実際に調査をするに当たって、どのよ

うな調査をすれば本当にその実態をきちんと把

握できるのか、その点、先行事例等も余りござ

いませんので、どういった方法が有効なのか、

そういったところも含めて研究してまいりたい

というふうに考えてございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) なかなか納得がいきませ

ん。（発言する者あり）大事なこととわかって

いながら、なんでやらないんですか。大事なこ

ととわかっていれば、すればいいじゃないです

か。（発言する者あり） 

 当事者の生の声を聞くことが大事なんです、

まずは。そこが大事なわけであって、わかって

いないならば、わかっていらっしゃる方々、団

体とか、大学の研究機関とかあるので、その

方々と一緒になって取り組んでいけばいいので

はないですか。そういった頭でっかちなところ

が政策を遅らせている原因なんですよ。（発言

する者あり）実態調査をやって、当事者の生の

声をしっかり聞いて、当事者に寄り添いながら、

当事者の方々はこういったことで悩んでいるん

だなと、そのうえで施策を講じていくべきであ

ると考えます。 

 再度、答弁を求めます。（発言する者あり） 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 繰り返しにな

ります。申しわけございません。性的少数者の

方々の団体、この方々とは、我々、意見交換

等々、その場も含めて行っているところでござ

います。 

 ただ、それ以外の、そこの団体の方は、やっ

ぱり数的にはそんなに多くないものですから、

そのほかに団体があるということを我々は承知

しておりませんので、どのようにして意見を聞

く相手を見つけ出したらいいのか、そういった

ところも含めて研究してまいりたいということ

を、すみません、再三にわたってでございます

が、答弁させていただいております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 同じ答弁はもう要りませ

んので、必要ありません。そういう後ろめいた

姿勢で相談デーを設けるというふうにされてい

ますけれども、そのような姿勢で誰が相談に来
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ますか。県が、もうちょっと前向きに取り組ま

ないと、当事者の方々は相談に来ませんよ。し

かも、県民の理解が少ないということでフォー

ラムの開催ということをしていらっしゃるので

しょうけれども、当事者の声を聞かずして、何

が問題かをつかまずして、どんな理解を促すよ

うなフォーラムを開催しようとされているのか

全くわかりません。 

 一刻も早く当事者の生の声を聞いていただい

て、わからない、それは正直なことですよ、わ

からない、研究してまいる、それは正直なとこ

ろ、だから、実態調査をまずはやって、調査に

取り組む、研究するという姿勢が大事なんです。

わからなければ、先ほども申したとおり、当事

者の団体の方々といろいろお話しすればいいじ

ゃないですか。 

 その中において、まずは実態調査をやろうと

決めて、そこからがスタートですよ。今、部長

が言ったのは、その後の問題であって、まずは

するという姿勢を見せること、まずはやろうと

する姿勢を見せること、これが行政において、

施策を構築するうえでは大事な点になるという

ことを私は申し上げております。再度答弁を求

めます。（発言する者あり） 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 当事者の方の

意見を我々は承って、現在の施策を構築してお

ります。今後も、引き続き、そういう皆様方と

意見を交換する中で、どのような方法で実態を

把握したらよいのか、しっかりと研究してまい

ります。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 当事者の意見を聞いてい

ると言っていますけれども、聞いてないじゃな

いですか。当事者の生の声を聞くことが、まず

大事なんです。 

 言っていることは、まずはいろんな研究をす

るというふうに言われていますけれども、後で

も言いますけれども、長崎市議会においても問

題視されています。そして、佐世保市議会にお

いても問題視されています。そしてまた、今日

の地方紙においても、連合長崎の方が長崎労働

局へ、「ＳＯＧＩハラ禁止周知を」ということ

で要請をされています。 

 社会は流れているんです。社会は動いている

んです。動いていないのは、県だけなんですよ。

（発言する者あり）なんで当事者の生の声を聞

こうという姿勢を見せずに、実態調査をやろう

としないのか。再度答弁を求めます。（発言す

る者あり） 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 当事者の生の

声を聞いていないというご指摘でありますが、

県内でセクシャルマイノリティーの方が設立さ

れている団体が1団体ございます。この皆様方

とは、昨年来、お話も聞いておりますし、あと、

大学との意見交換も進めているところでござい

ます。 

 そういう中で、我々は、この性的少数者の生

きにくい社会を少しでも改善しようということ

で、そこの点についてはきちんとコミットメン

トしていると我々は自覚をしております。そう

いう社会をつくるために、今後、どのような手

段で改善をしていけばいいのか、社会にアプロ

ーチをしていけばいいのか、そういった点も含

めて総合的に研究を進めてまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 改善するためにも、当事

者の生の声を聞くべきですと言っているんです。

だから、実態調査が必要なんですというふうに
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言っているわけであります。 

 なかなか理解しがたいところは県の中にもあ

るかもしれませんけれども、どのように思って

いらっしゃるのか、まずそれを聞いたうえでし

っかりと施策を構築していくこと。これは何度

も申し上げますけれども、それが大事なんです

よ。 

 今、県がやろうとしていらっしゃるこの3つ

の事業は、自己満足的なものじゃないですか。

自分たちはこういったものをやっているんだと

いうふうな、ただ単なるもの、それは施策のう

えで構築は十分にできていません。なぜならば、

そこには当事者の声が反映されていないから。

どういったものをやっていくのか、どういった

ものを今後長崎県として取り入れていくべきな

のかという、まず調査をしたうえで、こういっ

た施策を構築していく。その方たちと同じ歩み

をしてやっていくという姿勢が大事なんですと

いうことを申し上げています。 

 当事者の方々は、生きづらさを感じながら生

活をされていらっしゃいます。ここは県として

取り組むべきですよ。周りから言われてどうし

ますか。県が、まずはイニシアチブをちゃんと

とってやっていくべきです。再度、見解を求め

ます。（発言する者あり） 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) まず、当事者

の意見を聞くべきということであります。例え

ば、今年の電話相談、電話で相談する日を設け

て、実際に非常に生きにくい感情をお持ちの方

の電話相談も開こうとしています。 

 ただ、その開き方については、セクシャルマ

イノリティーの団体の代表者の方とも、どのよ

うにして進めたらいいのかというような話をず

っと協議はさせてもらっておりますので、決し

て当事者の意見を聞いていないということは当

たらないのではないかというふうに私は考えて

おります。（発言する者あり） 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 時間があと10分になりま

したので、知事、これに対してはどのような見

解をお持ちでありましょうか。知事の見解を求

めます。 

〇副議長(徳永達也君) 上田副知事。 

〇副知事(上田裕司君) 担当部長の方からお答

えを申し上げております趣旨は、実態調査をし

ないと言っている趣旨ではございません。どう

いう方法があるのかということを研究したいと

いうことを申し上げているところでございます。 

 これまでも団体の方々の意見をお聞きしたう

えで施策に反映してきているところでございま

すので、そういった意味で、担当部長が答弁し

ておりますとおり、今後、さらに検討していく

うえで、どういう声をお聞きする方法としての

実態調査の方法論があるのか、そこの方法論を

研究していきたいというふうな趣旨でご答弁を

申し上げているところでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 確認でございます。副知

事からの、そしてまた部長からの答弁、しっか

りと当事者の方々とお話し合いをし、研究をし

ながら実態調査に取り組んでいくという一つの

認識でよろしいでしょうか。再度確認です。 

〇副議長(徳永達也君) 上田副知事。 

〇副知事(上田裕司君) 調査をするにしても、

どういう方法があるのか、まずはそこを研究し

てみないと方法の実態がわからないわけですの

で、そこを先行事例を含めて、研究をまずはさ

せていただきたいということでございます。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 
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〇１番(宮本法広君) 研究ではありましょうけ

れども、早急な対応を求めてまいります。 

 ②県下自治体に対するパートナーシップ制度

導入の推進について。 

 去る6月13日、長崎市議会において同性パー

トナーシップ制度導入に向けて、前向きな市長

答弁がございました。実現すれば、県内初、九

州でも福岡に次いで2番目の導入となります。 

 本制度は、戸籍上の男女間でしか婚姻関係を

認めていないことから、同性カップルで生活し

ようとすると、社会保障や税制、公営住宅の入

居、入院、手術の家族の同意などの対象となら

ないため、それをカバーする自治体独自の制度

となっています。 

 誰しもが平等に幸福を追求できることは憲法

が保障していることであり、本制度は早期に全

自治体で導入されてしかるべきものと強く思っ

ております。 

 そこで、県としては、県下自治体に対し、パ

ートナーシップ制度の重要性について理解を深

めていただき、早期の導入を働きかけ、当事者

の皆様の命の保障に努めるべきと考えます。 

 つきましては、導入時期や内容について、県

内自治体に大きな格差が生じないためにも、長

崎県パートナーシップ制度導入促進条例を制定

し、ゴールを決めて取り組むべきと考えますが、

見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 同性パートナ

ーシップ制度につきましては、議員のお話にも

ありましたように、婚姻と異なりまして法的な

効力はございませんけれども、公的機関が発行

します証明書等によりまして、例えば公営住宅

への申し込み、市民病院における手術の同意が

可能になる、あるいは携帯電話の家族割が適用

されるなど、官民のサービスが受けられる機会

が増え、性的少数者への配慮、あるいは差別意

識の解消にもつながっていくことが期待される

ものだというふうに認識をしております。 

 県といたしましても、同性パートナーシップ

制度を導入した自治体の運用状況等をお聞きし

ながら、課題等について検討するとともに、市

町に対しまして、必要な情報提供を行ってまい

りたいというふうに考えております。 

 なお、同性パートナーシップ制度のサービス

の提供につきましては、市町ごとにその内容が

異なることもあることから、県で条例を制定し

て、画一的な導入を図るのではなく、それぞれ

の市町において、地域性を踏まえたうえで検討

を行うことが適切であるというふうに考えてお

ります。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 県下統一したような取組

をお願いいたします。 

 ③性の多様性を認め合う社会の構築について。 

 パートナーシップ制度が導入されることで、

公的サービスが加速度的、かつ平等に享受でき

る環境が整備されるものと期待いたします。 

 しかしながら、制度の導入によって、偏見や

差別といった課題が一掃されるわけではありま

せん。よって、性の多様性を認め合い、互いを

尊重し合える社会構築が急務であります。 

 東京都の世田谷区では、「世田谷区多様性を

認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する

条例」を本年4月に制定いたしました。この条

例には、性別の違いによる差別の解消や、多様

な性に対する理解の促進、日常生活の支障を排

除する支援などが明示されています。 

 長崎県も、性的マイノリティーが8万～10万

人いらっしゃると推測されています。当事者の
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皆様が抱える課題に向き合い、性の多様性を認

め合う社会構築にしっかり取り組む必要があり

ますが、県はどう応えていくのでしょうか。 

 具体的な行動として、当事者はもとより、学

識者なども交えて、条例の制定を行うべきと考

えますが、知事の見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 上田副知事。 

〇副知事(上田裕司君) 県におきましては、県

民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが幸せを

実感できる社会を目指し、「長崎県人権教育・

啓発基本計画」に基づき、女性、子ども、高齢

者などの人権に関するさまざまな施策を進めて

いるところでございます。 

 今日、社会において十分な理解が得られてい

ない性的少数者につきましても、これらを尊重

すべき人権の一つと計画に位置づけて、正しい

理解や認識を深める取組を進めているところで

ございます。 

 そういうことでございますので、特に、条例

まで設ける必要性はないものと考えております。

引き続き、計画に沿って取組を進めてまいりた

いと思っております。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 長崎県は、国際観光県長

崎を目指していますけれども、多様性が混じり

合う県であると認識しています。ですから、こ

ういった問題に対しても、しっかりと県を挙げ

て積極的に取り組むべきであるということを感

じまして、この質問をさせていただきました。 

 これに終わらず、しっかりと今後も取り組ん

でまいりますので、どうかご対応のほど、要望

の方をよろしくお願い申し上げます。 

 4、本県における自転車活用について。 

 (1) 自転車活用推進について。 

 ①自転車活用推進計画について。 

 平成29年5月、国において「自転車活用推進

法」が施行されまして、その法律に基づいて基

本となる計画として位置づけられたのが、「自

転車活用推進計画」であります。 

 この計画では、地方公共団体における自転車

活用推進計画の策定は、努力義務となっており

ますが、本県においても必要なのではないかと

考えております。 

 そこで、本県におけるこの計画の策定につい

て、お尋ねいたします。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 国においては、昨年

5月1日に施行された「自転車活用推進法」に基

づき、この6月に「自転車活用推進計画」を策

定したところであります。 

 本県におきましても、自転車の活用を総合的

かつ計画的に推進することは重要な課題と考え

ており、本年5月に、県の関係課と県内全市町

をメンバーとする連絡調整会議を開催し、本県

の「自転車活用推進計画」策定に向けた検討を

はじめたところであります。 

 現在、国において、地方自治体向けの計画策

定の手引書を取りまとめており、今後、周知さ

れると聞いております。 

 この手引書を踏まえ、県内の自転車をめぐる

現状及び課題を整理しながら、関係市町と協議、

調整し、年度内をめどに、地域の実情に応じた

推進計画を策定する予定であります。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) ②自転車道の整備につい

て。 

 年度内をめどに長崎県の自転車活用推進計画

が策定されるということでありますが、この計

画によって、今後、県内はどのような形で自転

車道が整備されていくのか、その自転車道整備
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の取組について見解を求めます。 

〇副議長(徳永達也君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 坂道の多い本県は、

1世帯当たりの自転車保有率が全国でも下位で

ありますが、近年、健康増進や観光を目的とし

た自転車利用者のニーズが高まりつつあり、自

転車が通行する空間の整備について検討してい

く必要があると考えております。 

 自転車が通行する空間の整備としては、車道

と分離した自転車道を新たに設ける手法や、既

存の車道の一部に自転車通行位置を路面標示す

るなどの手法もあります。 

 今後、自転車利用普及を図るために必要な施

策について、国及び関係市町、警察等と連携、

協力し、検討を進めてまいります。 

〇副議長(徳永達也君) 宮本議員―1番。 

〇１番(宮本法広君) 県につきましては、さき

の3月定例県議会におきまして、我が会派の川

崎議員からも自転車活用については質疑があり

ました。 

 今後、我が会派といたしましても、環境にや

さしく、そして健康増進にも寄与する自転車活

用推進について、いろいろな取組を提案してい

きます。 

 今回は、大項目4項目、そして、それにまつ

わる小項目15項目について質疑を行わせていた

だきました。いずれも皆様方からいただいたお

声であったり、市民相談の声、それをしっかり

と取り上げさせていただきました。このような

声にならない声、そしてまた、小さい声であっ

ても、しっかりと県政に反映していくことが私

たち地方議員の責務であるということを強く自

分自身に言い聞かせ、また今後もしっかりと仕

事をしてまいります。るるの議題につきまして

は、今後もしっかりと取り組んでまいりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上で、質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(徳永達也君) これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

― 午後 ２時４５分 再開 ― 
〇議長(溝口芙美雄君) 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君)（拍手）〔登壇〕 皆さん、

どうもこんにちは。 

 自由民権会議長崎、五島市選出の山田博司で

ございます。 

 はじめに、先日、大阪北部を中心として発生

しました地震により被災された皆様に、心から

お見舞い申し上げます。また、突然の震災によ

り亡くなられた方々に、心よりご冥福をお祈り

いたします。被災地域の安全と、一日も早い復

旧をお祈り申し上げます。 

 本日は、ご多忙の中、私の一般質問に多数傍

聴にご来場いただきまして、まことにありがと

うございます。 

 このたび一般質問を行うに当たり、自由民主

党・県民会議、中島 義議員会長をはじめとす

る議員の皆様方、並びに質問予定でありました

佐世保市・北松浦郡選出の吉村 洋議員におか

れましては、ご理解とご協力をいただきまして

感謝申し上げます。（発言する者あり） 

 それでは、県民の、また島民の心と声を、県

政、国政に届けるべく質問を行ってまいります。 

 知事をはじめとする理事者におかれましては、

的確な見解、答弁をよろしくお願いいたします。 
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 1、国境離島新法のあり方について。 

 (1) 国境離島新法の国の負担制度について。 

 平成29年4月1日に施行されました「国境離島

新法」の国の負担についてでございますが、大

まかに国の負担は全体事業の2分の1となってお

ります。現在、当法律に関係する長崎県及び五

島市等の自治体は、皆様方もご存じのとおり大

変厳しい財政状況であります。 

 そこで、この当法律の国の負担割合を引き上

げるように国に要望すべきと考えますが、県当

局の見解をお尋ねします。 

 残りの質問は、対面演壇席にて順次質問させ

ていただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 山田博司議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 国境離島新法の国の負担割合を引き上げるよ

う要望すべきではないかとのお尋ねでございま

す。 

 特定有人国境離島地域の地域社会の維持を支

援するために、新たに創設されました地域社会

維持推進交付金に係る国の負担割合につきまし

ては、国において、他の制度との比較等も行っ

たうえで設定されているものと考えております。 

 県及び市町のみならず、国においても厳しい

財政状況にある中、国境離島地域の振興のため

に新たに措置していただいた貴重な財源であり

ますので、現状においては、限られた予算で最

大の効果を発揮していくことが最も重要である

と考えております。 

 法施行から1年余りしか経過していない現状

において、まずは現行制度での実績をしっかり

と積み上げることが重要であり、国に対しては、

引き続き、地域社会の維持に必要な予算を確保

していただくよう要望してまいりたいと考えて

おります。 

 なお、こうしたさまざまな事業の地元負担に

ついては、地方財政措置もあわせて講じられて

いるところであり、相当有利な制度として運用

していただいているものと考えているところで

あります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) それでは、知事のそう

いった見解であれば、通告に従いまして、幾つ

か質問させていただきたいと思います。 

 (2) 国境離島新法の運用のあり方について。 

 国境離島新法において、当初、高校新卒者の

適用がされておりませんでした。効果的な人口

対策としても、本来であれば、今年度からぜひ

とも、この高校新卒者の採用に当法律の適用を

早急にされるべきと、私は平成29年12月15日の

「離島・半島地域振興特別委員会」において主

張してきたわけでありますが、県当局の見解を

聞かせていただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 雇用機会拡

充事業におきます新規卒業者の取り扱いにつき

ましては、議員ご案内のとおり、「離島・半島

地域振興特別委員会」の中でもご議論をいただ

いたところであり、本年3月の「離島・半島地

域の振興対策に関する意見書」において、新規

卒業者を雇用しやすい環境づくりに努めるよう、

ご意見をいただいたところでございます。 

 この点につきましては、本年4月、国が定め

る交付金の実施要領が改正されまして、新規学

卒者の場合において、新規学卒者の採用決定が

経過期間内に行われていれば、事業計画期間の
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終了後の雇用であっても対象とみなされること

となったところでございます。 

 県といたしましても、人口減少対策を推進し

ていくうえで、新規学卒者を島内にとどめると

いう視点は大変重要であると考えております。 

 そのため、雇用機会拡充事業に取り組む事業

者に関して、ハローワークなどの関係機関と連

携を密にしながら、島内の高校と情報を共有す

るとともに、事業者に対しましては、新規学卒

者の採用を積極的に検討していただくよう呼び

かけを行うなど、新規卒業者と事業者のマッチ

ングに努めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 今年の3月と言います

けれども、私が指摘したのは、平成29年12月15

日なんです。教育委員会教育長、こういったこ

とになりましたので、速やかにしっかりやって

いただきたいと思います。 

 本来であれば、平成29年4月1日に施行された

時から適用されないといけなかったわけでござ

います。それが、私はされていると思ったら、

されていなかった。だから、指摘をしたわけで

ございますので、ぜひご理解いただきたいと思

います。 

 それでは続きまして、今度は国境離島に修学

旅行に行かれる団体も、当法律において早期に

適用されるべきと考えますが、県当局の見解を

お尋ねしたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) 修学旅行に

国境離島交付金を活用すべきとのご意見は、こ

れまでも「離島・半島地域振興特別委員会」な

どにおいても承っているところでございます。 

 これに対する国の見解として、修学旅行につ

いては、通常約2年前までには行き先が決定し

ているために、既に島への旅行が決まっている

方に支援するのではなく、島を訪れる誘引とな

る形で交付金を活用すべきとの考え方が示され

ております。 

 しかしながら、修学旅行で島を訪れたことが

契機となって、将来の島への移住につながるな

どの効果も期待されますので、例えば、割引相

当額を体験プログラムの追加や地元食材を活用

した料理内容の充実などを行う修学旅行につい

ては、滞在型観光促進事業の対象にできないか

というような提案もしながら、引き続き、国と

協議してまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私は、この国の見解と

いうのは、もうおかしくてたまらないんですよ。

2年前からしているから、だめだとか、そうし

たら、最近だったらいいということなんですか。

この見解というのは、時間もありませんので、

また別の機会にですね。 

 私は、平成30年4月23日、「離島・半島地域振

興特別委員会」で指摘したんです。こういった

ことがあっていいのかということなんです。私

は、修学旅行も対象にされていると思ったら、

されていないんです。ちょっと国の姿勢、考え

方は納得がいきません。時間がありませんので、

次に。 

 さらに、国境離島に観光される方々の悪天候

による船便等の欠航によって、観光産業に対す

る影響は幅広く大きいものですから、それを軽

減するうえで、仮称でありますが、離島便欠航

保険制度の創設並びに早期の実施をすべきと考

えますが、県当局の見解をお聞かせください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君) しまへの旅
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行を敬遠される大きな理由の一つに、荒天時に

おける船舶等の欠航リスクがあり、その不安を

解消することがしまへの誘客を図るうえで有効

であると認識しております。 

 このため、今年度の当初予算にも関連予算を

計上し、現在、国とも協議を行っているところ

でございます。 

 具体的には、昨年、鹿児島県が奄美大島航路

を対象に、欠航時における延泊費用の一部を補

償する保険制度の実証事業を行っておりますの

で、本県においても同様の制度が導入できない

かと考えております。 

 引き続き、欠航保険の必要性などを国に訴え、

荒天時の欠航リスクが高まる秋以降の制度導入

を目標に協議を進めてまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 今の離島便欠航の保険

制度の話を地元でさせていただきましたら、皆

さん、やっていただきたいという声が大きいん

です。ぜひ、しっかりとやっていただきたいな

と思っております。前向きな答弁だったので、

次に移らせていただきます。 

 また、国境離島において、現在、大規模な土

地の売却をインターネット上にて予定されてい

るところが見受けられます。この土地は、国境

離島を守る自衛隊の基地周辺に隣接しており、

国防上重要な土地であります。こういった状況

の中で、国境離島地域の保全のために必要な土

地については、国が買い上げる等の措置につい

て対応すべきと思われますが、県当局の見解を

聞かせてください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 有人国境離

島法に基づく国の基本方針において、「有人国

境離島地域における土地の取引については、国

家安全保障に関わる重要な問題との認識のもと、

国は、当該地域、防衛施設周辺等における土地

所有の把握に努め、土地利用等のあり方につい

て検討する」ということになされております。 

 県といたしましては、国の検討状況等を注視

するとともに、自衛隊基地周辺の土地取引情報

など国境離島地域の保全に関する情報について

は、国、市町など関係機関でしっかりと情報共

有を図るなど、領土保全等の観点から適切に対

応してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) では、政策監にお尋ね

しますけれど、この大規模な土地がインターネ

ット上に掲載されたのをいつ見受けられてとい

うか、情報を受けて取り組まれたのか、そこだ

けお答えください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部政策監。 

〇企画振興部政策監(廣田義美君) 具体的な年

月までは記憶しておりませんけれども、昨年度

こういった情報については、私ども承知をいた

したところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) いや、これは委員会で

言っていて、今それだけの答弁ではだめですよ。

大事なことなんですよ。それを昨年度聞きまし

たでは、話になりませんよ。大事な問題なんで

す、これは。私は、これは委員会でも言ってい

るんですよ。それをこの本会議場で、昨年度で

すから、わかりませんでは、これは話にならな

いんですよ。もうちょっと危機感を持って、ぜ

ひやっていただきたいと思っております。 

 2、リフレッシュ事業による離島航路のあり

方について。 

 (1) リフレッシュ事業による離島航路の運賃
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のあり方について。 

 現在、本土と離島を結ぶ離島航路において、

リフレッシュ事業による離島航路の運賃と国境

離島新法による2種類の運賃体系があります。

これは離島の方々、島外の方々にとって、利用

しやすい運賃体系ではないと思われます。この

運賃体系を、島内外の方々に積極的に利用して

いただくためにも、早期の見直しを行うべきと

考えますが、県当局の見解をお聞かせください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 離島基幹航路の

運賃割引制度につきましては、平成21年度から

開始された、船舶の長寿命化にかかる修繕等の

補助金相当額を還元するリフレッシュ割引など

に加えまして、昨年度から、離島住民すべてを

対象に、基本運賃をＪＲ運賃並みまで引き下げ

る国境離島島民割引が開始されたところであり

ます。 

 リフレッシュ割引は、後期高齢者や特定医療

を受診される方々など、特定の要件を満たす場

合に対象となりますが、今年度、本事業にかか

る国の交付金の5カ年計画が最終年度を迎える

ということもありまして、今後の制度運用のあ

り方について検討を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 なお、その際はご利用される、それぞれの地

域住民の皆様に関わりの深い問題でありますの

で、県運賃対策協議会などを通して、地元自治

体や船舶事業者のご意見を十分お聞きしながら

対応を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 今の答弁では、普通納

得いかないと思いますよ。企画振興部長、いい

ですか、国境離島新法の運賃体系とリフレッシ

ュ・リプレイス事業の運賃体系と2つあるんで

す。2つあるんですよ、これ。 

 本来であれば、平成29年4月1日から国境離島

新法の運賃体系ができるのであれば、これをき

ちんと見直しして、それをやってないんだから。 

 今の答弁では、「まあ、考えていきます」で

は、そんな。もっと言うと、これはお金の使い

方の問題になってくるんです、使い方の。その

答弁でいいというのは、誰もいません、県民の

皆さん方は。 

 私も、県政報告会をした時に、これを言われ

たんです。なるほどなと。それでわかったんで

す。気づかなかったんです。部長、気づいてい

ましたか。気づいていたら、これをしていたは

ずですよ。もう一度前向きに、本来であれば、

来年度からやらないといけないんです。来年度、

もう遅いんです、これは。しっかりと答弁して

ください。そんな曖昧な答弁では、県民の皆さ

ん方は許しませんよ。どうぞしっかりとした前

向きな答弁をください。よろしくお願いします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 企画振興部長。 

〇企画振興部長(柿本敏晶君) 昨年、有人国境

離島法が施行されるということで、有人国境離

島法につきましては、国の交付金の全体の枠の

中で、長崎県の財源がどの程度見通せるかとい

うところが明らかになっていないような状況の

中で、これまで実施してきたリフレッシュ割引

については、これまでの財源を利用しまして割

引を実施してきたという経過でございます。 

 先ほども申し上げましたとおり、このリフレ

ッシュ割引については、今回、一定の計画期間

がきたということもございますので、今回この

リフレッシュ割引の制度運用のあり方について

は検討を行うことが必要だということで考えて

おります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 
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〇３１番(山田博司君) これは明確な答弁をい

ただきたいと言っているんですよ。そんな曖昧

ではいけませんよ。担当の副知事、どちらです

か。上田副知事ですか、里見副知事ですか。ど

ちらか、しっかりとしたお答えをください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 里見副知事。 

〇副知事(里見 晋君) 部長の方で今申し上げ

たとおり、今は2つの制度が併存している状況

になっているのは事実でございますが、国境離

島の方の割引については、全島民に適用される

もの、リフレッシュ割引については一定の要件

を満たす方についての割引でございますので、

それが併存しているというのは現実でございま

すので、リフレッシュの制度がなくなるのにあ

わせて、その時にどういう制度が望ましいのか

を検討していくということを部長が答弁申し上

げているものだと理解しております。よろしく

お願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私は、明確な時期をお

答えいただきたいと言っているんです。大切な

ことですよ。 

 これはなぜかというと、総務部長、今、県の

財政は、後からずっと質問しますけれど、公立

高等学校の通学補助金の対象者がいなかったん

だから。裏を返したら、それだけ財政が厳しい

中、教育委員会も頑張っている。この運賃体系

が2つもあっていて、それでいいですかと、県

民の皆さんが聞いたら納得できませんよ。しっ

かりとした答弁をいただきたいと思います。 

 3、ガソリン税のトリガー条項の凍結に対す

る県当局の考え及び取り組みについて。 

 (1) ガソリン税のトリガー条項の凍結解除に

対する県当局の取り組みについて。 

 離島ガソリンの流通コスト支援事業による離

島のガソリン価格と本土のガソリン価格の差は、

県による政府施策に関する提案要望書において

も主張されているように、当制度が開始された

後も価格差縮減の実感を持ち得ない状況である

と思われます。 

 また、現在、全国的なガソリン価格が3年8カ

月ぶりに1リットル当たり150円を超える状況に

なっており、離島での生活に影響が出ておりま

す。小売価格が連続3カ月にわたり、1リッター

当たり160円を超える際には、特別税率1リッタ

ー当たり25.1円の適用が停止され、連続3カ月

にわたり1リッター当たり130円を下回りますと

特定税率の適用が再開されるといったガソリン

税のトリガー条項において、離島地域に限って

凍結解除を国に対して要望すべきと考えますが、

県当局の見解をお聞かせください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 県民生活部長。 

〇県民生活部長(木村伸次郎君) 現在凍結され

ております、いわゆるトリガー条項の目的は、

ガソリンの価格高騰時におけます激変緩和を狙

った制度でございます。 

 本条項の凍結解除につきましては、買い控え

やその反動など、流通への混乱も懸念され、解

除は適正でないという政府見解が示されている

ことから、議員ご提案の凍結解除の要望は難し

いものと考えております。 

 県といたしましては、平成22年の県議会の意

見書や九州地方知事会の特別決議等に基づきま

して、まずは離島と本土のガソリン価格差を抜

本的に解消することを目指して、揮発油税等の

特例分の減免について、関係団体とともに国に

対して要望を続けているところでございます。 

 今後とも、離島の不利な状況を改善し、島民

の皆様の負担軽減と離島の活性化を図るために、

引き続き努めてまいりたいと考えております。 
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〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 県民生活部長、これは

農林部長、水産部長にも聞いていただきたいん

ですけれども、これは確かに、平成22年10月5

日の「離島地域における揮発油税の減免を求め

る意見書」があるんです。その最後に「こうし

た現状に鑑み、国におかれては、地方財政に影

響を及ぼさないよう十分配慮した上で、離島地

域における揮発油税の減免措置を講じるよう強

く要望する」となっております。 

 つまり、何が言いたいか。この意見書と同じ

意見を私は言っているんです。それを国が、ト

リガー条項をしたら、いろいろな混乱が起きる

とかなんとか言われますが、やってないのに混

乱が起きると言うんですから、こんなめちゃく

ちゃな話がありますか。これは、ガソリン税の

トリガー条項というのをまだやったことがない

んです。やってないのに、これをしたら問題が

起きると言うんですから。やってもないのに言

うんだから、めちゃくちゃな話。私は、これは

国政に行ってしっかりと話をしていきたいと思

います。 

 4、国の消防力の整備指針に係る県内消防活

動について。 

 (1) 国の消防力の整備指針見直しに係る県当

局の取り組みについて。 

 昭和32年からの国による「消防力整備指針」

によりますと、市街地に該当しない地域では、

消防隊員の配置は5人または4人でよいとし、市

とか町の判断とされております。この指針によ

り、県内には消防隊員が3人しか配置してない

多くの消防署があります。 

 私は、この国の指針を見直して、原則5名の

消防隊員が配置できるように、県内で均一的な

消防力整備を行うべきと考えますが、県当局の

見解を聞かせていただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 危機管理監。 

〇危機管理監(豊永孝文君) お答えいたします。 

 「消防力の整備指針」につきましては、国に

おいて、市町村が消防力の整備を進めるうえで

の整備目標として定めているもので、火災や救

急の多くが人為的な要因によって発生すること

から、人口の多い市街地には消防署所を設置し、

例えば、消防ポンプ自動車に搭乗する隊員数は

1台につき5人から4人とすることなどを定めて

おります。 

 また、人口が少ない、市街地に該当しない地

域におきましては、市町の判断で、地域の実情

に応じて消防署所を配置することができ、消防

ポンプ自動車に搭乗する隊員数も市町の判断に

委ねられており、先ほど議員ご指摘のとおり、

県内では搭乗する隊員数が4人に満たない消防

署所が37ございます。 

 現在、各市町消防において、この整備指針を

目標として整備を進めるとともに、消防団との

連携や各種火災予防施策等を含めた総合的な消

防体制の構築に努めているところであります。 

 議員ご指摘のとおり、県、市町におきまして

は、人口の多少にかかわらず、住民の安全・安

心を確保していく責務がありますので、まずは

各市町消防と整備指針の見直しや人口の少ない

地域における消防体制の構築に関して、課題と

求められる対策について意見交換を行い、その

結果を踏まえ、国への要望など適切に対応して

まいりたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) これ、私も地元で火事

があって、消防署員の方が3人で消防活動をさ

れたところがありまして、そうしたら、その消

防署員の方を住民の方が、「何だ、この3人でや
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っているのは」、5人じゃなかったことを責めて

いたんですね。いろいろ話を聞いてみたら、

3人で配置しているから適正だというふうにな

っていたということ。それで、私はこれがわか

ったんです。 

 実際、現場で働いている消防隊員の方々の苦

労は並々ならぬものでございます。私も2次離

島を抱えている。今回調べてもらいましたら、

市街地に該当しない地域で5人未満のところは

10消防本部、43支所あるわけです。こんな現状

の中で苦労をされているということで、本来で

あれば、この消防署を所管している県当局でも

っと動いていただきたかった。私も、これは反

省しているわけでございます。 

 私は今、県議会議員で4期ですけれども、こ

ういった状況がまだわからなかったわけです。

私も大変深く反省しておりまして、危機管理監、

これはぜひしっかり取り組んでいただいて、地

域の消防力を上げて、地域の皆さんの安全・安

心な県民生活をしっかりとつくっていただきま

すよう、よろしくお願いしたいと思います。前

向きな答弁であったので、もうこれで終わりた

いと思います。 

 5、県の指定有形文化財の公開のあり方につ

いて。 

 (1) 県指定有形文化財（美術工芸品）の公開

について。 

 文化財は、後世に引き継ぐうえで大事なもの

であるからこそ、保存や公開における取り扱い

については細心の注意が必要であります。実は、

国において、平成8年より「国宝・重要文化財

の公開に関する取扱要項」が定められておりま

す。 

 しかしながら、県指定文化財については、取

り扱いなどが定められておりません。大切な県

の文化財について、後世に継承していくために、

県としても、公開に関する取扱要項が必要であ

ると思われます。 

 県当局として、いつをめどに県指定有形文化

財の公開に関する要項のようなものを策定する

のか、具体的なスケジュールをお尋ねしたいと

思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 議員のご指

摘がございました国の要項につきましては、所

有者等が、それ以外のところで移動を伴って、

通常保管されている施設以外の施設で公開を行

う場合の取扱要項のことだと思いますが、これ

について、県は、この国の要項に準じて取り扱

いをしているところでございます。 

 なお、一般的に所有者等が公開をする場合の

取扱要項については、国、県ともに定めており

ません。ただ、今後、文化財の活用については、

保存だけではなく、観光資源等としても活用し

ていかなければいけないような取り組みを進め

ていかなければいけないと考えておりますので、

県教育委員会といたしましては、今後、国や県

文化財保護審議会のご意見を伺いながら、文化

財の保管と公開のあり方を示した手引等を作成

していきたいと考えております。 

 なお、時期的には平成31年度中を目途に作成

を進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 対馬の仏像があります

けれども、あちらも、実は県の指定有形文化財

ですね、教育委員会教育長。これは驚いたこと

に、九州各県もこういった要項みたいなものは

ないんですね。教育委員会教育長、間違いござ

いませんね。九州各県もないですね。ないから
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といって、長崎県もそのままの状態というのは

いかがなものかと思いますけれども、今回、教

育委員会教育長としては深く理解をしていただ

いて、しっかりと取り組んでいただくというこ

とでございますので、この質問はこれで終わり

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 6、被爆県・長崎県の原爆に関する取り組み

状況について。 

 (1) 被爆二世・三世に対する県当局の取り組

み状況について。 

 被爆県・長崎県として、被爆二世・三世に対

する県当局の支援の取り組み状況について、お

尋ねします。 

 県当局に依頼した調査によりますと、昭和50

年より東京都、昭和54年より神奈川県において、

それぞれ独自の支援制度を実施されております。

被爆県である長崎県として、同様に被爆二世に

対して支援制度を創設し、取り組むべきと考え

ますが、県当局の見解をお尋ねします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 被爆者への援護

対策につきましては、被爆者援護法に、「国の

責任において行うもの」と規定されておりまし

て、被爆二世の援護対策についても、基本的に

国の責任において対応すべきものと考えており

ます。 

 また、平成6年12月1日の衆議院厚生委員会に

おいて、被爆者援護法に対して、「被爆者、ま

たはその子・孫に対する影響についての調査、

研究、その後の対応について十分配慮して、二

世の健康診断については継続して行うとともに、

その置かれている立場を理解して、一層充実を

図ること」という附帯決議がなされております

ので、こういうことを踏まえても、国が行うべ

きものだということで認識をしております。 

 そういうふうなことから、被爆二世への支援

制度の拡大を図るために、これまでも県独自の

政府施策要望でありますとか、広島県・広島市、

長崎県・長崎市の行政、議会で構成いたします

「広島・長崎原爆被爆者対策協議会」、いわゆ

る八者協です。この要望において、遺伝的影響

を解析するための健康影響調査の促進であると

か、現在行われている健康診断の充実を求めて

きているところでございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) これは事前に聞いてい

ることであって、わかっていることなんですね。

私もそこまでは理解をしているわけでございま

して、これは他県で実施されている被爆二世と

いうのは、先ほど医療費助成ということで、東

京都と神奈川県を紹介させてもらいましたが、

実は、東京都は、対象者が7,963人いるそうで

す。平成30年3月末でですね。一方、神奈川県

は1,735人いらっしゃるんです。それで、その

時の予算はどれぐらいあるかというと、東京都

が1億5,000万円、神奈川県が1,300万円、福祉

保健部長、これは間違いないか、そこだけお答

えください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 今、私が聞いて

いるのは、東京都で助成実績、平成28年度で

1億5,003万3,000円、それと、神奈川県で1,319

万円、これが平成29年度分ということでお聞き

をしています。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 対象者もそうで、間違

いございませんね。福祉保健部長、大体それで

いいですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 対象者につきま
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しては、先ほど議員がおっしゃられました、東

京都で7,963人、神奈川県で1,735人ということ

で聞いています。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私は、被爆二世・三世

の申し入れを見て愕然としたのは、これは知事、

聞いたら、平成12年から申し入れをしているそ

うですね。そうすると、被爆県・長崎県で、こ

の申し入れを知事は受け取っていただいてない

と、面会がされてないということでございます

が、間違いございませんね。平成12年から、

「被爆者の二世・三世者に関する申し入れ」と

ありますけれど、知事は直接これを受け取って

いるか、受け取っていないか、面会しているか、

していないか、そこだけお答えください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 県への要望につ

きましては、当然所管部局で対応するというこ

とになりますので、まずは我々、所管部である

福祉保健部が対応するということで、その時々

の状況に応じて対応しているというのが状況で

ございます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私は知事に聞いている

んです。知事、被爆県・長崎県だから、中村知

事は、被爆県なんですよ。ところが、担当者に

これを聞いたら、これは被爆者援護法の行政事

務を、所管している法定事務委託を受けている

ということで、これは知事がこういったのを要

望受けてはいけませんというふうな話があった

んですけど、これは間違いないんですか、福祉

保健部長。こういったことで受け取ってないと

いうことで、最初に、事前にお話を聞いていま

すが、間違いないかどうか、それだけお答えく

ださい。 

〇議長(溝口芙美雄君) 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(沢水清明君) 要望につきまし

ては、当然県にきますから、そのトップである

知事に対して要望がくるわけでございます。知

事が受けたらいけないということは、決してそ

こはありません。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私は、県の財政状況も

大変厳しい中で、東京都とか神奈川県みたいに、

昭和54年からやられているような制度を、国が

責任を持ってやるというふうに言っているから、

しませんとか、そういった話というのは、私は

どうかと思うよ。被爆県・長崎県で、こういう

ようなことがあっているのかとびっくりしまし

た、私は。これも、地元の人から言われたんだ

よ。「山田さん、被爆県・長崎県の知事が、ぜ

ひこの要望書を受け取ってほしいよ。なぜ受け

取ってくれないんだ」と。 

 知事、今年度はもう終わったかもしれないけ

れど、来年はぜひしっかりと、財政は厳しいけ

れども、皆さん方の意見を酌んで頑張りますよ

と、そういった気持ちを受け取る、そういった

場面をつくっていただきたい。中村知事は長崎

県の知事なんだから。 

 ぜひ知事、これは知事に答弁していただきた

い。どうですか、知事。 

〇議長(溝口芙美雄君) 知事。 

〇知事(中村法道君) 県民の皆様方から、さま

ざまなご要請をいただくわけでありまして、で

きるだけ私自ら対応させていただこうという思

いはございますけれども、さまざまな行事調整

の中で、なかなか難しい面があるというのはご

理解いただきたいと思います。 

 先ほど来のお話の内容でありますけれども、

担当部長がご説明いたしましたように、県とし
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ても重要な政策課題であると認識をいたしてお

りまして、私自ら、さまざまな要請活動も行っ

てきているところであり、被爆二世対策は、重

要な課題であると認識をいたしております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 知事ですね、法定事務

の受託事務を行っているから、そういったこと

はしないと、そうじゃないんだと。スケジュー

ルを調整しながら前向きに、次はお会いしまし

ょうというふうな前向きな答弁をいただきまし

たが、本当に知事、おっしゃるとおりでござい

ます。 

 福祉保健部長、そういったことですから、い

いですか、よろしくお願いしたいと思います。 

 (2) 原爆に関する日本の高校教科書とアメリ

カの高校教科書との対比において、県当局の考

え及び取り組みについて。 

 原爆に関して、日本とアメリカの高校教科書

を比べてみますと、日本の教科書は、時系列に

よる事実の記載となっておりますが、アメリカ

の教科書においては、原爆に対する背景、関与

した人々の考え、原爆投下についても、さまざ

ま詳細に記載されております。 

 今後の被爆者の高齢化、被爆の実相の継承が

難しくなっていくと考えられますので、次世代

への継承、理解を進めるためにも、教科書の記

載の充実について、国や教科書会社への働きか

けを行ってはいかがかと考えますが、県当局の

見解をお尋ねします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(田代秀則君) アメリ

カの教科書は、日本と異なり検定制度がなく、

出版社が自由に編集、発行し、教科書の使用も

教師の裁量に任せており、教科書制度、教科書

の使い方が異なるため、双方を単純に比較する

ことは難しいと考えております。 

 しかしながら、被爆県の思いといたしまして

は、若い世代へ被爆の実相を確実に継承してい

くためにも、日本の教科書における原爆に関す

る記載がより充実することは望ましいことであ

ると考えますので、議員からのご指摘があった

働きかけについて、検討してまいります。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) これは、傍聴者の方も

いらっしゃると思いますので、わかりやすく言

いますと、日本の教科書は6行、つまり193文字、

アメリカの教科書は97行、1,000語です、皆さ

ん。これは私の地元の三井楽町、久保元知事の

地元の三井楽町の小学生から言われたんですよ。

「山田さん、日本の教科書とアメリカの教科書

は違うんですよ」と、小学生から言われたんで

すよ。「山田博司さんに言ってほしい」と。 

 じいちゃんが、「なんで山田博司さんか」と

聞いたら、「久保知事さんに言いたいけれど、

久保知事さんはもういないから、山田博司さん

に言ってくれと言われた」と。その方から電話

がありまして、お話を聞いたら、こういったこ

とでございました。 

 子どもたちの考えというのはすばらしいです。

びっくりしました。私は、子どもたちの心も声

も大切にして、しっかりとやらせていただきた

いと思っております。これは、五島が生んだす

ばらしい政治家 久保元知事の地元の三井楽の

子どもたちから、この話があったわけでござい

ます。ぜひしっかりと取り組んでいただきたい

なと思っております。 

 7、九州新幹線西九州ルート等における工事

施工のあり方について。 

 (1) 長崎県内の工事参加企業の状況について。 

 九州新幹線西九州ルートにおける、工事に参
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加されている長崎県内の企業状況について、お

尋ねします。 

 受注されている会社から、工事施工に当たり、

厳しい経営状況にあるとの声がありますが、工

事参加企業の経営状況について調査すべきでは

ないかと考えますが、県当局の見解をお尋ねし

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 新幹線工事の特定建

設工事共同企業体、いわゆるＪＶに参加してい

る県内企業の利益、または損失は、ＪＶの出資

比率に応じて配分されることが基本となってお

ります。 

 工事施工上の課題がある場合は、発注者であ

る鉄道・運輸機構と、受注者であるＪＶとで双

方協議し、必要があれば設計変更を行い、請負

金額の変更を行うこととなっております。 

 機構に確認いたしましたところ、発注契約や

設計変更等については適切に処理しており、

ＪＶから、問題が生じているとの声は寄せられ

ておりませんでした。 

 また、仮に工事参加企業において、新幹線工

事に係る課題が生じている場合は、受注者であ

るＪＶから申し出ていただければ、適宜判断す

ると機構から聞いております。 

 県といたしましても、県内企業が問題を抱え

ており、県に具体的な相談をしたいという申し

入れがあれば、適切な助言等を行いたいと考え

ております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) そういった、あればと

いうことで、建設業というのは請負ですから、

そういった申し入れを受けても、なかなか申し

入れられない現状が、実情があるわけでござい

ますけれども、土木部長として、これは県が発

注しているわけじゃありませんので、実際そう

いったことがありましたら、ご紹介したいと思

っております。 

 しかし、私は紹介したんですよ、土木部長。

どこどこの会社がどうなっている。実際に言う

と、ＪＶを組んでいる今の会社は、何と9億円

の赤字が出ていると、これは話したんだよ。そ

れが今の答弁かなと、私は納得いきませんね。

9億円ですよ。私は言ったんだから、土木部長。

そんな答弁あるもんですか。これを言うこと、

会社でもものすごく勇気が要ったんですよ。そ

れを、会社名も言った、工事名も言った。その

答弁ではいかがなものかと思います。後でしっ

かりと調べてください。 

 (2) ＪＲ長崎本線連続立体交差事業における

県当局の財政支出のあり方について。 

 ＪＲ長崎本線連続立体交差事業における全体

事業費は、約459億円となっており、そのうち

長崎県が約107億円の負担となっております。

平成24年度の総務部長による予算執行文書では、

県が補償を行うものから、間接的に補助を得て

事業を行う発注については、原則として県の発

注方式に準じて公平・公正な発注がなされるよ

う、適切に指導・監督を行うこととなっており

ますが、その方針に従って、ＪＲ九州に対して

指導・監督を行ったのか、行っていないのか、

そこだけお尋ねします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 連続立体交差事業は、

事業主体である自治体と鉄道事業者が協定に基

づいて、それぞれ費用を負担し、鉄道事業者が

工事の発注を行うこととなっております。 

 これは、補助金を交付しているものではあり

ませんので、平成24年度の総務部長通知の対象

とはなりませんが、税金が投入されているため、

－ 195 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第９日目（６月２１日） 

－ － 196 

入札方法の透明性が社会的に求められるものと

考えております。 

 このため、入札方式について透明性を高める

ように、ＪＲ九州へ要請しておりますが、平成

21年に国と鉄道事業者との間で交わされた、

「鉄道委託工事を行う場合の透明性の確保に関

する申し合わせ」の中でも、入札方式について

は継続協議事項となっており、現在は十分な対

応がなされていない状況にあります。 

 県としましては、引き続き国や関係機関と連

携し、鉄道事業者に対応を求めていきたいと考

えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) これは、一昨年も話し

たんですよね。それで、会社の受注金額は、昨

年度に聞いた、これは、今やっている事業は鉄

建建設、松尾建設、谷川建設ＪＶで、これは大

体8億円ですね。もう一つが、大成建設、九鉄

工業、西海建設、25億円、これは間違いないか

どうか、土木部長、それをお答えください。 

 もう一つ、これは2者以上の指名競争見積方

式で、ＪＲの社内規定で、これは公表できない

ということになっていますけれど、それで間違

いないのか、これは土木部の資料でお尋ねして

いますけれど、間違いないかどうか、そこだけ

お答えください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 土木部長。 

〇土木部長(岩見洋一君) 契約金額につきまし

ては、昨年の議会で答弁しているとおりでござ

います。 

 ＪＲ九州の発注方法につきましては、2者以

上の指名競争見積方式と聞いておりますが、入

札参加者数などについては、ＪＲ各社において

も同様ですが、公表されておりません。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 代表監査委員、私と土

木部長の話を聞いていて、これはあったことが

ないことよ。先ほど土木部長は、これは負担金

だから、補助金じゃないからとか言っています

けど、補助金だろうが、負担金だろうが、100

億円だよ。これを、総務部長になると違うと言

うのは、言語道断だよ、私は。 

 そこで、これは副知事も経験された、すばら

しい行政経験を持っている濵本代表監査委員、

まさしくこれを監査でやらないといけないです。

これは、平成30年度の監査実施方針に基づいて。

私は農水経済委員会にいますけれど、現場で、

農林部、水産部、産業労働部、担当の中で、五

島振興局の職員も、本当に厳しい財政の中で一

生懸命やっているんですよ。その一方で、これ

ですからね。これはびっくりしますよ、誰だっ

て。これを平成21年からずうっと言っていても、

それが改善されない。改善されないんだったら、

代表監査委員が頑張らないといかんでしょう。

どうですか、これ。ぜひ頑張ってくださいよ。

期待しています。どうですか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 代表監査委員。 

〇代表監査委員（濵本磨毅穂君) この問題に

ついては、透明性の確保については、所管の部

局の方でも高めていくように協議等々もしてい

るということを、今答弁があったということで

ございます。 

 じゃ、こういったことについて監査をするか

どうか。何を監査するかについては、監査委員

会議において監査基準、監査の実施方針等々決

定をして決めることになりますので、議員から

そういうご意見があったことは承っておきたい

と思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私はね、（発言する者
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あり）小林先生、ありがとうございます。（発

言する者あり） 

 私は、小林さんが先ほど、それが答弁と言っ

ているけれど、100億円の負担金を、そのまま

こんな入札方式でまかり通るんだったら、県の

入札方式のあり方を見直さんといかんのじゃな

いか。これがまかり通るんですか。私は、これ

がいいというんだったら、見識を疑うな、これ。

今、私が言っていることを、監査委員が一歩も

二歩も踏み込んでいただくんだったら、前向き

な答弁だと理解できるんです。それを否定する

ようなことを言うんですか。やじといえども、

何といえども、そんなことはあってならないよ、

これは。 

 私は、総務部長の見解の通達どおりを言って

いるわけだから、これをやじだろうが、何だろ

うが、それを否定するのはどうかと思いますね。 

 8、平成29年度以前の定例県議会及び予算決

算委員会での県当局等の答弁について。 

 (1) 長崎県公立高等学校生徒通学費補助事業

について。 

 公立高校遠距離通学補助制度が、平成30年度

新しく見直されるということでございますが、

今回、国境のしまの五島列島、壱岐、対馬にお

いて、補助対象の高校生が何人いるか、お尋ね

したいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) 現在のとこ

ろ、補助対象者はおりません。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私が平成28年9月の定

例県議会で、壱岐、対馬、五島の公立高校の子

どもたちは、実はこの制度の対象者はいないと

いうことで、教育委員会教育長にお話をさせて

いだきました。その中で、教育委員会教育長は

こう言われているんです。「状況に応じた制度

改正を行ってきているところであり、今後も必

要に応じ、制度のあり方については検討してま

いりたいと考えております」と。私はその時に、

「そうしますと、教育委員会教育長、来年度は

この制度におきまして、壱岐、対馬、五島の高

校生が対象になる支給人数が出ると理解してい

いわけですね」と言ったら、教育委員会教育長

は何と答えられたかというと、「限られた予算

でありますので、本当に困っている方々にどの

ように補助ができるかというような観点から、

制度の見直しを進めていきたいというふうに思

っております」と答えているんです。 

 それで、教育委員会教育長は、財政が厳しい

中、いろいろやっていただいたと思うんです。

しかし、実際はゼロだった。これは、私も地域

を回ったら、保護者の皆さんは大変楽しみにし

ておりました。結果的にゼロだった。これは教

育委員会教育長、年度途中だけれども、本来で

あれば、対象者がいるか、いないか、きちんと

調べた上で制度設計するならわかるけれど、制

度設計してみたら、やったら、いませんでした。

つまり、これは絵に描いた餅なんだよな。絵に

描いた餅は食べませんよ。私は、五島のかんこ

ろもちは好きですけれど、こんな絵に描いた餅

なんか要りませんよ。 

 教育委員会教育長、これはもう一度制度設計

を考えていただけませんか。私は、教育委員会

の担当課長が大変苦労して制度をつくったのは

わかっていたんです。だから、私はＪＲのああ

いったことを言うんだよ。だから、教育委員会

教育長、しっかりと、これは予算も1,700万円

です。片方は、ＪＲは100億円ですよ。教育委

員会でこういった厳しい財政の中で鋭意やって

いる中で、だから、私はＪＲの件を言うんです
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よ。 

 教育委員会教育長、よかったら前向きな答弁

をいただきたいと思います。 

〇議長(溝口芙美雄君) 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君) まず、この

制度は、昭和48年度に、高校進学率向上のため、

交通機関利用の通学距離が、本土で12キロメー

トル以上、離島は8キロメートル以上の生徒を

対象として創設をした制度であります。 

 今回の見直しに当たりましては、先ほど議員

からもご指摘がございましたけれども、限られ

た予算の中で、特に、支援を必要とする方々に

どのように補助できるかという観点で検討した

結果、今年度の入学者から、先ほどの通学距離

の要件は維持したうえで、住民税非課税世帯及

び課税世帯であっても、1カ月の定期券額が3万

円以上の高額負担者に対象を限定したところで

あります。 

 冒頭申し上げたとおり、本制度は、離島も含

めた県下全体の高校生を対象としたものであり、

通学にかかる負担額が離島においては本土の半

額程度である現状にあっては、これ以上の制度

の見直しは非常に難しいというふうに考えてお

ります。 

 なお、県教育委員会としては、高校未設置離

島の生徒への通学費や居住費等の支援、本土と

の教育格差が生じないための国への要望など、

どの地域に住んでも同じ水準の教育を受けられ

るよう、引き続き離島の学校教育の充実に努め

ていきたいと考えております。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 私はなぜこだわるかと

いうと、先ほど言った、五島が生んだ政治家の

久保元知事が、知事時代につくったんです。私

は五島市選出の県議会議員ですけれど、私はこ

の久保元知事の思いというのはずっと受け継い

で、これをやっていきたいと思っております。 

 時間がありませんので、この質問はまた別の

機会にしたいと思いますけれど、私の思いとい

うか、島民の思いというのは、ぜひ理解してい

ただきたいと思っております。 

 (2) 長崎県迷惑行為等防止条例のあり方につ

いて。 

 長崎県迷惑行為等防止条例の改正についてで

すが、昨年11月、県内で発生しました教室内で

の盗撮事案が起こった後、はじめて改正に動き

出しました。本来であれば、他県の情勢を参考

にしながら、事案が発生する前に改正すべきと

考えられますが、警察本部長の見解をお尋ねし

ます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

○警察本部長(國枝治男君) 申し上げるまでも

なく、条例は憲法、地方自治法に基づき、それ

ぞれの自治体の実情に応じて制定が可能であり

ますが、制定に当たっては、条例の必要性や正

当性、適法性などを検討する必要があるとされ

ております。 

 ご指摘の迷惑行為等防止条例のような罰則を

含む条例につきましては、その必要性が特に高

いと考えております。 

 これらを踏まえまして、県警におきましては、

他都道府県の条例の制定状況等の調査、県内の

実態調査、関係機関との協議を行い、慎重に検

討を重ね、条例改正案を作成しているところで

あります。 

 今後、しかるべき手続を経て議会に上程する

予定ですので、よろしくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) それでは、警察本部長、

お尋ねしますけれど、いつごろ、これを施行日
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として予定されていくのか、思いをお答えいた

だけますか。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

○警察本部長(國枝治男君) 今申し上げました

条例改正案なんですけれども、これについては

総務委員会でのご指摘等も踏まえまして、県民

等の日常生活に影響を及ぼす内容を含み、広く

県民のご意見を聞く必要があると判断し、パブ

リックコメントを実施しているところでありま

す。 

 今後とも、県内における犯罪等の発生状況を

含め、社会情勢の変化や、他都道府県の情勢等

も踏まえたうえで、社会情勢に的確に対応した、

「犯罪のない安全・安心なまちづくり」を総合

的に推進してまいりたいと考えております。

（発言する者あり） 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) ちょっとやじがうるさ

いんですけれどね。 

 それでは、この迷惑行為防止条例なんですけ

れども、この条例の目的というのは、「公衆に

著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止

し」なんです。これは、警察本部長、事件が起

こってするというよりも、日本全国やっていた

わけですね。それであれば、やるべきじゃなか

ったんですか、逆に、あれば。これは、長崎県

で事案が発生する以前に、日本全国いろいろや

っていたわけだから。 

 警察本部長、もう一度お尋ねしますけれど、

平成29年度予算決算委員会で、警察本部長はこ

う言っていたんです。「この件に関して、私個

人の意気込みとしては、次の議会をめどに、遅

くとも次の議会にはお諮りしたいと考えており

ます。その節はよろしくお願いしたいと思いま

す」と。つまり、9月までには間に合うのかど

うか、そして、間に合わなかったら、いつごろ

をめどにするのか、そこだけお答えください。 

〇議長(溝口芙美雄君) 警察本部長。 

○警察本部長(國枝治男君) 先ほど申し上げま

したとおり、現在パブリックコメントを実施中

であり、今後しかるべき手続を経て、議会に上

程する予定としております。 

 議会において成立した場合におきましては、

可能な限り、早急に施行してまいりたいと考え

ておりますが、県民の皆様にお知らせする必要

もありますし、それから、適正な運用を図るた

め、職員に対する教養もしっかりと行っていく

必要があると考えておりますので、公布後、お

おむね2～3カ月の期間を経ての施行を考えてい

るというところでご理解のほど、よろしくお願

いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) 山田博司議員―31番。 

〇３１番(山田博司君) 警察本部長、私は警察

行政に対して大変期待しているから、質問して

いるんです。 

 今回、6月定例県議会で、刑事警察費とあっ

て、この刑事警察費に、犯罪予防及び捜査費に

要するに経費として3,000万円の減額をしてい

るんですね。なぜ減額するのかなと思う。 

 私は、予防するため、しっかり頑張っていた

だいて、予算が、活動に十分対応してなかった

のかどうなのか、よくわかりませんけれど、こ

こでもやっぱりわかるわけです。 

 警察本部長におかれましては、私が質問する

のは、こういった事案が発生してするよりも、

これは予防の条例だから、こういったことは一

日も早くしっかりとやっていただきたいという

期待を込めて質問しているわけでございますの

で、ぜひご理解いただきたい。 

 警察本部長、何か見解がありますか。私はそ

－ 199 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第９日目（６月２１日） 

－ － 200 

ういった思いで質問しているということです。

（発言する者あり） 

 何か後ろの方からいろいろとやじが飛んでい

ますけど、ちょっと誤解を招いておりますので、

私は冷静に質問しているわけでございますので、

警察本部長におかれましては、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

 中村知事、もう時間が限られておりますけれ

ども、今回、私は、こういった質問をするに当

たっては、地域の皆さん方の声をしっかりと受

け止めて質問に立たせていただきました。その

中で、私は、県議会議員として議席をいただい

ておりますけれども、今回つくづくと思いまし

た。県議会の中でも、こういった議場で言うの

と、直接国に行って申し上げないといかんなと

いうのがわかってきました。 

 中村知事も知事として頑張っていらっしゃる

中、いろんな財政の縛りの中で頑張っている、

十分わかっております。私も、中村県政を支え

ていきながら、新たなステップに向けて頑張っ

ていきたいなと思っております。（発言する者

あり） 

 傍聴者も、そういった期待を込めて、今日は

来ているわけでございますので、今日は本当に

多岐にわたって前向きな答弁をいただきました

こと、ありがとうございました。 

 どうもありがとうございました。 

〇議長(溝口芙美雄君) 以上で、県政一般に対

する質問を終了いたします。 

 さきに上程いたしました議案のうち、第95号

議案乃至第103号議案、及び報告第2号乃至報告

第16号につきましては、お手元の議案付託表の

とおり、それぞれの委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 第104号議案「長崎県教育委員会の委員の任

命について議会の同意を求めることについて」

及び第105号議案「長崎県人事委員会の委員の

選任について議会の同意を求めることについ

て」は、委員会付託を省略することにご異議は

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、第104号議案及び第105号議案は、委

員会付託を省略いたします。 

 次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。 

 以上で、本日の会議を終了いたします。 

 明日より7月5日までは、委員会開催等のため

本会議は休会、7月6日は、定刻より本会議を開

きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４８分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(溝口芙美雄君) 皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

 この際、知事より、第106号議案の送付があ

りましたので、これを上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。 

 第106号議案は、長崎県副知事の選任につい

て議会の同意を得ようとするものであります。 

 副知事といたしまして、平田 研君を選任し

ようとするものであります。 

 適任と存じますので、ご決定を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

 なお、副知事を退任されます里見 晋君には、

在任中、多大のご尽力をいただきました。 

 この機会に厚く御礼申し上げます。 

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 ただいま上程いたしました議案は、直ちに採

決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 第106号議案「長崎県副知事の選任について

議会の同意を求めることについて」、採決いた

します。 

 本議案は、原案のとおり、副知事として、平

田 研君に同意を与えることに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第106号議案は、原案のとおり同意

を与えることに決定されました。 

 次に、第104号議案「長崎県教育委員会の委

員の任命について議会の同意を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決
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することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 第104号議案は、原案のとおり、委員として、

小松雄介君に同意を与えることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、第104号議案は、原案のとおり、同

意を与えることに決定されました。 

 次に、第105号議案「長崎県人事委員会の委

員の選任について議会の同意を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 第105号議案は、原案のとおり、委員として、

本田哲士君に同意を与えることにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、第105号議案は、原案のとおり、同

意を与えることに決定されました。 

 これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。 

 まず、総務委員長の報告を求めます。 

 大場委員長―11番。 

〇総務委員長(大場博文君)（拍手）〔登壇〕 そ

れでは、総務委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、第96号議

案「長崎県税条例及び長崎県税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例」のほか2件

であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決、

承認すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、文化観光国際部の所管事項について、

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の世界遺産登録に関し、12の構成資産以外にも

史実に基づいた関連性のある資産があるが、今

後、これらを世界遺産とどのようにつなげてい

くのかとの質問に対し、12の構成資産以外につ

いても、「禁教期」だけではなく、「伝来期」と

「復活期」も含めた一連のストーリーの中であ

わせて発信していくことが、世界遺産の価値の

理解と感動につながることとなるため、引き続

き、構成資産以外も含めた現地ツアーの開発等

の周遊対策に努めてまいりたいとの答弁があり

ました。 

 次に、警察本部の所管事項について、「改正

道路交通法」に関し、今回の改正道路交通法に

おいて、75歳以上の免許更新時の認知機能検査

が強化され、全国的に検査の予約待ちの状態と

なっているとのことだが、長崎県の現状はどう

なっているのかとの質問に対し、長崎県の予約

については、3月末時点で、60.3日待ちの状態

となっている。全国平均が49.6日、九州平均が

50.1日であり、本県については、長い待ち日数

となっているとの答弁がありました。 

 これに対し、九州8県の中で長崎県が待ち日

数が一番長いとのことだが、その原因と対策は

考えているのか。また、受講待ちのため免許更
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新が間に合わない事例もあるのではないのかと

の質問に対し、認知機能検査は自動車学校や教

習所で検査を受けることとなっている。長崎県

の場合、自動車学校や教習所の数が他県と比べ

て少なく、また、この数年で自動車学校の閉校

もあっていることから、待ち日数が長くなって

いる現状にある。その対策として、本県の運転

免許試験場においても検査が実施できるよう準

備を進めているところである。また、免許更新

については、失効前に確実に受講させているた

め、免許更新ができなかった事例は出ていない

との答弁がありました。 

 次に、企画振興部の所管事項について、九州

新幹線西九州ルートに関し、新鳥栖・武雄温泉

間の整備方針については、「与党整備新幹線建

設推進プロジェクトチーム九州新幹線（西九州

ルート）検討委員会」において議論が進められ

ているが、フル規格による整備に当たっては、

佐賀県の財政負担が大きな課題であると認識し

ている。県においては、佐賀県の実質的な負担

額について、どのように考えているのかとの質

問に対し、整備事業の財源には、貸付料が充当

されるため、佐賀県が同検討委員会に示された

負担額よりは、相当程度軽減されると考えてい

る。また、財源を含む課題については、国によ

る議論を経て新たなスキームが提示された場合

は、改めて様々な角度から検討する必要がある

との答弁がありました。 

 これに対し、西九州ルートのフル規格による

整備や、財源措置については、県議会としても、

県とともに国へ働きかけていきたいとの意見が

ありました。 

 次に、総務部の所管事項について、県単独補

助事業の予算編成に関し、当初予算において、

普通建設単独事業が削減されているが、急傾斜

地崩壊対策事業については、県民の生命に関す

る事業であるため、一定の配慮はすべきではな

いのかとの質問に対し、財政状況が厳しい中に

おいて、選択と集中が必要ではあるが、県民の

生命、財産を守る安全・安心という視点は重要

な要素であり、予算編成における判断基準の一

つとして重視していきたいとの答弁がありまし

た。 

 また、別途、本委員会から、「地方財政の充

実・強化について」の意見書提出方の動議を提

出しておりますので、あわせてよろしくお願い

いたします。 

 以上のほか、一、アンテナショップ「日本橋

長崎館」について、一、長崎県迷惑行為等防止

条例の改正状況について、一、2020年東京オリ

ンピック等に係る取組について、一、玄海原子

力発電所の安全対策についてなど、総務行政全

般にわたり活発な論議が交わされましたが、そ

の詳細については、この際、省略させていただ

きます。 

 以上で、総務委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第96号議案「長崎県税条例及び長崎県

税条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例」について、採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、第96号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり、可

決、承認されました。 

 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 近藤委員長―7番。 

〇文教厚生委員長(近藤智昭君)（拍手）〔登壇〕 

 文教厚生委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第97号議

案「長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」のほか2件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、総務部関係について、私立高校の就職

状況について、県内就職率の向上は人口流出の

防止を図る上で重要であると考えているが、県

立大学の対前年比2.3％の増に対し、私立高校

は4.6％の減となっている。この結果を受けて、

具体的にどのように取り組んでいくのかとの質

問に対し、景気が回復基調にあるため、都心部

の求人が増えていることが、主な要因の一つで

あると考えている。県内の優良な求人情報を生

徒に実感してもらうため、各学校とも連携し、

企業説明会、企業見学会やインターンシップの

充実を図っていくほか、担当教員と県内企業と

の意見交換会を推進し、生徒との面談の際に、

県内企業を率先して紹介していただくような取

組を進めていきたいとの答弁がありました。 

 これに対し、県立大学については、具体的な

施策を掲げ成果が上がっている。そういった取

組も参考にしながら、県としてリーダーシップ

を発揮し、推進していただきたいとの意見があ

りました。 

 次に、教育委員会関係について、「第三期長

崎県教育振興基本計画の策定について」に関し、

本県教育の総合的な指針である計画を策定する

中で、働き方改革推進等の取組による成果指標

として、県立学校における超過勤務が月100時

間を超える教職員の割合の縮減を掲げているが、

市町立学校も含めるべきではないかとの質問に

対し、市町立学校については、服務監督権者と

なる各市町が主体的に取り組んでいく必要があ

ると考えているが、市町と共同して超過勤務対

策を推進しており、記載内容については改めて

検討させていただきたいとの答弁がありました。 

 次に、大阪府高槻市で、通学途中の児童が小

学校のブロック塀倒壊に巻き込まれてお亡くな

りになったが、県内の学校で危険なブロック塀

がある箇所を把握しているかとの質問に対し、

県立学校においては、学校職員による緊急調査

を依頼しており、今後、専門家による十分な精

査が必要であるが、現時点で建築基準法施行令

に定める項目に不適合となる可能性があるブロ

ック塀が62カ所報告されている。また、市町立

学校についても調査を依頼したところであると

の答弁がありました。 

 これに対し、専門家による調査を着実に実施

するとともに、現時点で既に危険性のある箇所

については、事故防止対策の徹底を図っていた
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だきたいとの意見がありました。 

 次に、福祉保健部関係について、若年性認知

症については、就労や生活面、経済面のほか、

子育て家庭においては養育面等、多岐にわたる

ケアが必要となるが、県内における若年性認知

症の患者数を把握しているか。 

 また、若年性認知症コーディネーターはどの

ような方を配置し、どのような取組を行ってい

るのかとの質問に対し、若年性認知症の患者数

について、本県の実数を把握していないが、平

成21年の厚生労働省調査によると、全国で4万

人弱とされており、本県では300人から400人と

推計している。 

 また、若年性認知症コーディネーターについ

ては、緊急性の高い相談内容を想定しており、

本年6月1日に、長崎県認知症サポートセンター

内に、認知症ケアの経験のある看護師を配置し

たところである。今後は関係団体等とネットワ

ークを形成し、相談者に密着した相談体制を構

築したいとの答弁がありました。 
 次に、自殺相談の体制について、自殺者の総

数が年々減少している中、若年者の自殺者は横

ばいで推移している状況を受けて、他県の中に

はＳＮＳを活用した相談対応を実施していると

ころもあるが、本県の検討状況はどうかとの質

問に対し、ＳＮＳによる自殺相談は国の自殺対

策大綱等でも掲げられており、他県の状況や課

題等の情報収集を行っているところである。課

題の一つとして、実際の声が聞けないので、感

情がわかりにくいということがあり、早い段階

で電話対応に切り替える等の対策が必要との意

見もあっている。今後も他県の状況や、現場の

意見を聞きながら、引き続き検討したいとの答

弁がありました。 
 これに対し、現代の若者は、ＳＮＳに慣れ親

しんでおり、まずは電話よりも、ＳＮＳの方が

相談しやすいと思うので、検討を進めていただ

きたいとの意見がありました。 
 次に、こども政策局関係について、児童虐待

について、知事の定例記者会見の中で、「児童

虐待情報の児童相談所から警察への全件提供に

ついては、警察を含めて調整をしていかなけれ

ばならない」との発言があったが、現在の取組

状況はどうか。また、法的な課題がある場合は、

国による整備が必要と考えるがどうかとの質問

に対し、児童虐待情報の警察への全件提供につ

いては、個人情報を警察に提供する場合の法的

根拠と、どの段階の情報を提供するのかという

2つの課題がある。全件提供の法的根拠につい

ては、国へ確認したが「明確でない」との回答

を得ており、根拠法令等の明確化が必要である

と考えている。しかしながら、法的な課題が解

消されるまでの間、現状でどのような対応がで

きるか、警察とも協議を進めていきたいとの答

弁がありました。 
 これに対し、現状で何ができるのか、早急に

検討いただきたいとの意見がありました。 
 また、別途、本委員会から、「児童虐待防止

対策の充実・強化について」及び「バリアフリ

ー法の改正に伴いその円滑な施行について」の

意見書提出方の動議を提出しておりますので、

あわせてよろしくお願いいたします。 

 以上のほか、一、私立大学における経営状況

の報告について、一、スクールカウンセラーの

配置拡充について、一、学校における児童虐待

への対応について、一、特定難病に係る医療費

助成について、一、庁内のうつ病対策について、

一、待機児童の解消についてなど、教育及び福

祉保健行政全般にわたり熱心な論議が交わされ

ましたが、その詳細については、この際、省略
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させていただきます。 

 以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、環境生活委員長の報告を求めます。 

 里脇委員長―6番。 

〇環境生活委員長(里脇清隆君)（拍手）〔登壇〕 

 環境生活委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、第100号

議案「長崎県都市計画審議会条例の一部を改正

する条例」ほか1件であります。 

 議案を慎重に審査いたしました結果、いずれ

も異議なく、原案のとおり可決すべきものと決

定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、第100号議案「長崎県都市計画審議会

条例の一部を改正する条例」に関し、都市計画

審議会の委員構成について、学識経験者の委員

定数は7人であるが、九州各県と比較して妥当

であるか。また、関係行政機関の委員数は上限

8人に対し4人しか任命していない理由は何かと

の質問に対し、九州各県の学識委員の任命数は、

福岡県が8人で、その他の県は本県と同じく7人

であるが、委員数に占める割合としては、本県

が35％であるのに対し、他県は40％前後となっ

ており、他県に比べて若干低いという状況であ

る。また、関係行政機関の委員については、条

例制定の昭和44年当初に国の通達に基づき、財

務関係等の機関も含め、8名を任命していたと

ころであるが、省庁再編や地方分権の流れなど

により、現在は都市計画に密接に関係のある4

機関に限定し任命しているとの答弁がありまし

た。 

 次に、第101号議案「長崎県港湾管理条例の

一部を改正する条例」に関し、長崎港の県営常

盤南駐車場の使用料の設定について、長崎港に

寄港するクルーズ船のツアーバスの駐車に係る

使用料を新たに設定するとのことであるが、近

隣の松が枝駐車場については、普段はツアーバ

スは駐車しないのかとの質問に対し、松が枝駐

車場は、長崎市営の駐車場であり、従来は常盤

駐車場からあふれた場合の受け皿となっていた

ところである。今回、常盤南駐車場の区画を見

直し、最大130台駐車できるようになったため、

クルーズ船のツアーバスについては、全て対応

可能と思われるとの答弁がありました。 

 これに対し、将来、長崎港が2バース化とな

り、2隻同時にクルーズ船が入港した場合も対

応は可能であるかとの質問に対し、新ターミナ

ルの敷地内にツアーバス駐車場を計画しており、

従来の常盤南駐車場と、松が枝ターミナル駐車

場の合わせて3カ所で対応したいと考えている

との答弁がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、環境部の所管事項について、海洋マイ
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クロプラスチックごみの回収に関し、国際的な

動き、国内の動きから、県としてどのような認

識を持ち、この問題に取り組んでいるのかとの

質問に対し、国の補助金を活用し、プラスチッ

クごみが、砕けてマイクロプラスチックになる

前の段階での回収・処理を行っている。また、

「ゴミゼロながさき実践計画」に基づき、川か

ら海へ、ごみが流れ込まないよう、市町と連携

を図りながら、陸域での発生抑制対策にも取り

組んでいるとの答弁がありました。 

 次に、諫早湾干拓調整池の環境保全対策に関

し、諫早湾干拓調整池の水は濁っているとよく

言われるが、その水質は県外の河川と比較して

どうかとの質問に対し、有明海に流入する主要

な河川と比較して悪いということではない。

ＣＯＤの負荷量の割合も有明海全体の2％程度

しかないと認識しているとの答弁がありました。 

 これに対し、県として水質改善のため、どの

ような取組を行っているのかとの質問に対し、

調整池の水質は、改善傾向にあるものの、環境

基準を超過している状況にあり、県としては、

生活排水対策、工場・事業場排水対策、農業面

源対策などの取組を行っているとの答弁があり

ました。 

 次に、県民生活部の所管事項について、犯罪

被害者等支援に関し、平成30年3月に条例制定

についての意見書が可決され、条例制定を含め

て、犯罪被害者等支援の充実のための検討がさ

れているものと思うが、現在の県下市町におけ

る犯罪被害者等支援条例制定に向けての動向を

県はどのように把握しているか。また、被害者

等の意見を聞く場を設けることが必要になると

思われるが、県としてはどのように取り組む予

定であるかとの質問に対し、県内市町の動向に

ついては、本年4月1日、県内で初めて佐世保市

で条例が制定されているほか、島原市や対馬市

でも市議会で質問があったと聞いている。また、

県としては、犯罪被害者等にとって一番身近な

存在である市町と県が一体となり、地域格差の

ない支援を進めることが重要と考えている。そ

のためにも、まず、7月10日には、市町との協

議会を開催し、さらなる犯罪被害者等支援の充

実へ向けて条例制定を含めた検討を進めていく

こととしているとの答弁がありました。 

 これに対し、被害者やその家族、事業者、市

町、県民の方々が納得できるような形で、でき

る限り県内市町が足並みを揃えて条例が制定さ

れることを要望するとの意見がありました。 

 次に、性暴力被害者支援「サポートながさ

き」に関し、平成29年度の相談・支援件数は

397件とあるが、その内容はどのようなものか

との質問に対し、電話によるものが324件、手

紙が2件、面接が47件、直接支援が24件となっ

ている。 

 直接支援については、弁護士への付き添いが

15件、病院等への付き添いなどの医療支援が

3件、警察等への付き添いが6件となっていると

の答弁がありました。 

 これに対し、前年度より92件増加しているが、

その要因は何かとの質問に対し、「サポートな

がさき」が開設2年目となり、周知が図られて

いるということと、また、相談窓口の連絡先等

を記載したカードを県下の中学校及び高等学校

に約8万枚配布したことにより、件数が増加し

たものと思われるとの答弁がありました。 

 次に、交通局関係の所管事項について、自動

車保険契約の入札結果に関し、各社の入札額に

ついて、それぞれ大きく差があるが、これほど

差が出るものであるか。金額の違いは何かとの

質問に対し、自動車任意保険の場合、前年度ま
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での事故件数や支払い保険料の額等により、各

社、算出されているが、落札業者によると、交

通局では、ドライブレコーダーを全車導入して

いることから、事故処理の迅速化であったり、

乗務員に対する指導教育も図られているという

判断のもと、一定の保険料を抑えることができ

たと聞いているとの答弁がありました。 

 以上のほか、一、九州新幹線西九州ルートに

ついて、一、住宅セーフティネット事業につい

て、一、漂流漂着ごみ処理について、一、性的

少数者の人権問題について、一、長崎駅前ター

ミナル及び諫早駅前ターミナルの移転について

など、環境生活行政全般にわたり活発な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、環境生活委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、農水経済委員長の報告を求めます。 

 山口委員長―12番。 

〇農水経済委員長(山口経正君)（拍手）〔登壇〕 

 農水経済委員会の審査の結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第102号

議案「長崎県営土地改良事業分担金徴収条例の

一部を改正する条例」の1件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案について

は、異議なく、原案のとおり可決すべきものと

決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、産業労働部関係について、ロボット、

ＩｏＴ関連産業及びスタートアップ拠点の推進

体制に関し、「長崎県次世代情報産業クラスタ

ー協議会」を設立したとのことだが、事務局は

どこにあるのか。 

 また、新たな基幹的産業の創出を目指すので

あれば、推進体制の充実が必要と考えるが、今

後、どのように展開していくつもりなのかとの

質問に対し、同協議会の事務局は、新産業創造

課内にある。今後の展開は、県だけでは限界が

あるので、県内外の企業・大学・投資会社等の

力を結集して、新産業の創出を図っていきたい。 

 また、本年度は実証事業として、ＩｏＴ関連

で2件、ロボット産業関連で2件の実現を目指し

ているとの答弁がありました。 

 次に、水産部関係について、クロマグロの資

源管理に関し、国が定めた7月からのクロマグ

ロの資源管理方針は5月末に示されたが、周知

期間が余りにも短い。本来30日以上の期間を確

保すべきパブリックコメントも、やむを得ない

場合との理由で9日間とするなど、本県漁業者

の声が国に届いているとは考えられない。 

 また、中西部太平洋まぐろ類委員会の条約で

は、零細・小規模漁業者を保護する規定がある

中で、県はきめ細かく漁業者の声を聞き、共通

認識を持って、国に現場の声を届けるとともに、

情報提供や支援などを行うべきと考えるがどう
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かとの質問に対し、今回の手続きについては、

漁業者からの不満の声が聞こえている。引き続

き、漁業者の声をしっかりと国に伝えるととも

に、影響が最小限となるよう、各種支援等を含

め、柔軟な対応を国に求めていきたいとの答弁

がありました。 

 次に、伊万里湾赤潮被害に係る支援及び今後

の対策に関し、これまでどのようなことに取り

組んできたのか。また、今後の対策をどのよう

に検討しているのかとの質問に対し、昨年の赤

潮被害を受け、地元養殖業者・漁協・関係市等

をメンバーとする検討会議を直ちに立ち上げ、

被害軽減対策について検討を重ねた結果、本年

4月に「伊万里湾赤潮対策ガイドライン」を策

定し、県内全漁協や全市町に配布するなど、監

視体制の強化に役立てるよう周知を図った。 

 また、伊万里湾における漁場監視を、6月は

週1回、7月からは週2回実施し、地元と協力し

ながら監視体制を強化している。 

 今後は、抜本的な対策として、赤潮被害を軽

減する底質改善策の可能性について、佐賀県等

の関係機関と検討しているところであるとの答

弁がありました。 

 次に、農林部関係について、農産物輸出の取

組に関し、近年、香港などでフードフェスタが

開催されているが、本県からの出展状況はどう

なっているのか。 

 また、本県産の農林水産物が東京に出荷され、

仲卸業者が輸出していると聞くが、どのように

取り組んでいるのかとの質問に対し、昨年度は、

香港での商談会で長崎和牛を、アジア以外でも

アメリカサンディエゴでの商談会で、長崎和牛

とイチゴを出展した。 

 また、積極的に輸出に取り組んでいる東京大

田市場の仲卸業者等に対し「長崎県農水産物輸

出協議会」の特別会員になっていただき、連携

を図りながら輸出拡大に努めているとの答弁が

ありました。 

 また、「長崎県農産物輸出協議会」に関して、

行政は、事業の枠組みや制度及び支援のあり方

について検討するものと思うが、輸出経路にお

ける行政の役割について、どのように考えてい

るのかとの質問に対し、同協議会は、平成26年

に県内の農業団体、農業法人、市・町等が加入

し、輸出促進を図るため設立したものである。 

 本県農産物の輸出状況はまだ厳しい状況であ

り、県も同協議会を通じて、各民間団体が主催

する商談会などに積極的に関与することにより

会員の販路の開拓につなげ、農業者の所得向上

につなげていきたいとの答弁がありました。 

 以上のほか、一、長崎県ロボット、ＩｏＴ関

連産業育成支援業務委託について、一、長崎魚

市場高度衛生管理施設整備事業の進捗状況につ

いて、一、タイラギ広域増殖ネットワークにつ

いて、一、新規就農者・新規雇用就業者の確保

について、一、地理的表示（ＧＩ）保護制度に

係る「対州そば」の県内初登録について、一、

諫早湾干拓農地の排水対策について、一、千綿

女子高等学園跡地の貸付期間終了後のあり方に

ついてなど、農水経済行政全般にわたり熱心な

論議が交わされましたが、その詳細については、

この際、省略させていただきます。 

 以上で、農水経済委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 第102号議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 
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 よって、直ちに採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、第102号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、予算決算委員長の報告を求めます。 

 髙比良委員長―30番。 

〇予算決算委員長(髙比良 元君)〔登壇〕 予

算決算委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。 

 本委員会に付託された案件は、第95号議案

「平成30年度長崎県一般会計補正予算（第1

号）」ほか14件でございます。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決、承認すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、総務分科会では、県警関係の公舎等敷

地売払収入に関し、増額の内訳はどのようにな

っているのかとの質問に対し、主な増額の内訳

は、城栄町公舎跡地を約1億9,000万円の売却で

見込んでいたものが約2億7,000万円で売却とな

り、約7,900万円の増となった。その他、平成

29年度の売却予定ではなかった東彼杵駐在所跡

地が644万円、北栄町官舎跡地が700万円で購入

希望があり、前倒しで売却したことにより合計

で9,247万円の増となったとの答弁がありまし

た。 

 これに対し、この他に未利用地の売却として

何カ所予定しているのかとの質問に対し、県警

で保有している未利用地は現在25カ所あり、平

成30年度は5カ所を売却する予定としていると

の答弁がありました。 

 次に、文教厚生分科会では、健康長寿日本一

の長崎県づくり推進事業費に関し、健康寿命と

は、日常生活に制限のない期間の平均であり、

今回の事業内容は県民会議の設置や会議を通じ

た健康意識の醸成であると認識しているが、も

っと具体的な事業を構築すべきではないかとの

質問に対し、健康寿命の延伸や健康づくりには、

様々な手法があるが、プロジェクトチームを設

置して課題等の分析を行っており、生活習慣病

の重症化等が要介護の状態に至る大きな要因で

あると考えている。このため、健康的な生活習

慣に取り組んでいただくことが大切であり、ま

ずは多くの県民に、本事業を通じて、その必要

性や取組内容等を周知したいと考えているとの

答弁がありました。 

 さらに、健康増進に関する施策は各市町でも

取り組んでおり、県民会議では、行政だけでは

なく民間団体等も含め幅広く情報の共有化を図

ることが県の大事な役割と考えるが、その見解

はとの質問に対し、県民会議では、継続的な取

組を推進するため、本県の健康課題等、説得力

のある内容を示すとともに、各市町や団体の優

良事例の紹介等を行い広く展開を図っていきた

いとの答弁がありました。 

 次に、環境生活分科会では、島原半島満喫プ

ロジェクト推進事業に関し、調査委託費393万

8,000円の減額の内容と理由は何かとの質問に

対し、訪日外国人の意向等調査分析業務の入札

率が32％となり283万円の減額となったこと及

びジオパークモニターツアーの入札残、その他

の執行残を合わせて減額となったとの答弁があ

りました。 

 これに対し、今年度も510万円ほどの予算が

計上されているため、着実で効果的な予算の執
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行を図られたいとの意見に対し、今年度も県の

予算及び国の展開事業の予算を確保しており、

予定どおり執行できるよう努力してまいりたい

との答弁がありました。 

 次に、農水経済分科会では、外国人材活躍促

進事業費に関し、調査・協議を行う想定国が、

ベトナム等となっているが、具体的にどの地域

を検討しているのか。また、予算の内訳はどの

ようになっているのかとの質問に対し、ベトナ

ムについては、既に友好交流協定を締結してい

るクァンナム省をはじめ、ハノイ、ホーチミン

等の地域を検討している。 

 また、予算の内訳としては、技能実習生送出

国での調査・協議に要する経費で、ベトナム

3回、フィリピン1回分を、また、県内企業

1,500社程度へのアンケート調査等の経費を計

上しているとの答弁がありました。 

 また、これに関連して、県として、農業・水

産業・福祉等の分野を含めた外国人材の活用に

ついて、全体的な枠組みが必要と考えるがどう

かとの質問に対し、各部局が、それぞれの所管

分野の人材について取組を進めている。県全体

で連携していく際には、産業労働部が主体とな

って進めることになるであろうとの答弁があり

ました。 

 以上のほか、予算全般に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(溝口芙美雄君) お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり、可

決、承認されました。 

 次に、お手元に配付いたしております「動議

件名一覧表」のとおり、各委員会から、政府・

国会あて、意見書提出の動議が提出されており

ますので、これを一括して議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 各動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、動議は、それぞれ可決されました。 

 次に、議会運営委員会より、「入札制度等県

の発注方式の改善に関する決議の特例措置に関

する決議（案）（「公用車の燃料調達に係る契約

方法の見直し」について）」が、お手元に配付

いたしておりますとおり提出されておりますの

で、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

－ 213 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第２４日目（７月６日） 

－ － 214 

 本動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、本動議は、可決されました。 

 次に、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております「議員派遣第

71号」のとおり、議員を派遣することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 次に、九州新幹線西九州ルート整備特別委員

会の設置の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 九州新幹線西九州ルート整備対策を付議事件

とする九州新幹線西九州ルート整備特別委員会

を設置することにいたしたいと思いますが、設

置することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
〇議長(溝口芙美雄君) 起立多数。 

 よって、九州新幹線西九州ルート整備特別委

員会を設置することに決定されました。 

 ただいま設置いたしました特別委員会の設置

期間は、調査終了時までとし、委員は、10名を

もって構成し、委員及び正副委員長につきまし

ては、お手元の名簿のとおり選任することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

 九州新幹線西九州ルート整備特別委員会の付

議事件につきましては、議会閉会中の調査事件

とし、これを付託することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり付託することに決定され

ました。 

 次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長(溝口芙美雄君) ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は終了いたしました。 

 この際、知事より、発言の申し出があってお

りますので、これを受けることにいたします―

知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 里見副知事の退

任に当たり、一言ご報告を申し上げます。 

 7月14日付をもちまして退任されます里見副

知事は、平成26年7月に国土交通省からお迎え

し、以来、約4年間の長きにわたり、中央で培

った豊富な知識や経験をもとに、何事にも強い

思いを持って、県政の推進に多大なご尽力を賜

ったところであり、里見副知事のご活躍は、私

が申し上げるまでもなく、皆様、等しくお認め

いただけるものと存じます。 

 副知事在任中は、九州新幹線西九州ルートの

整備促進、「明治日本の産業革命遺産」及び

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の世界文化遺産への登録をはじめ、ＩＲ区域整

備の推進、若者の県内就職定着促進、石木ダム

建設事業の推進など、県政各般にわたり、ご貢

献いただきました。 
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 とりわけ、離島振興については、有人国境離

島法の制定から施行に至る重要な時期にあって、

人材確保対策においては、いち早く退職自衛隊

員等の活用や給与面などの処遇改善の働きかけ

などを指示され、340人の雇用実績を達成する

ことができました。 

 また、離島地域商社の立ち上げなど、本県独

自の施策に対しても、構想段階から積極的に取

り組んでいただくとともに、いろいろな産品を

合わせて運ぶ混載の視点で事業を組み立てるな

ど、長崎県、そして日本の宝である離島の発展

に大きく貢献していただいたものと考えており

ます。 

 さらに、新たな産業の創出として海洋エネル

ギー産業の拠点形成に向けて、産業界、学識経

験者などでつくる有識者会議の座長を務め、本

県の海洋エネルギー産業拠点形成構想を取りま

とめていただくとともに、実証フィールドを核

として、実証から商用化までを見据え、長崎大

学や長崎総合科学大学などと連携・協力を行う

協定の締結にもリーダーシップを発揮していた

だいたところであります。 

 加えて、本県観光産業の生産性向上のために

は、外国人観光客や富裕層に対して質の高いサ

ービスを提供し、本県ならではの価値や魅力を

伝えることができるプロフェッショナル人材が

不可欠であるとの信念のもと、全国初の制度と

なる長崎コンシェルジュ認定制度の構築に向け

て関係者との意見交換などに率先して臨まれる

など、指導的な役割を果たしていただいたとこ

ろであり、これまでの多大なるご貢献に対しま

して、心から敬意を表し、感謝を申し上げる次

第であります。 

 このたび、国土交通省に復帰されることにな

り、惜別の思いはひとしおでありますが、今後

とも長崎県のよき理解者として、折に触れて、

ご指導、ご助言を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 また、健康には十分留意され、国土の均衡あ

る発展のため、ますますご活躍されますことを

ご期待申し上げます。 

 以上、ご報告を申し上げ、重ねて感謝の意を

表する次第であります。 

 ありがとうございました。 

〇議長(溝口芙美雄君) 次に、里見副知事より、

ご挨拶を受けることにいたします―里見副知事。 

〇副知事(里見 晋君)〔登壇〕 退任に当たり、

一言お礼のご挨拶をさせていただきます。 

 まずもって、溝口議長をはじめ皆様方には、

貴重な本会議の時間を割いて、このようなご挨

拶を申し上げる機会をいただきましたことを、

まずもって心から厚くお礼を申し上げます。 

 また、今ほど、中村知事から、身に余るお言

葉を頂戴いたしまして大変恐縮している次第で

ございます。 

 私は、平成26年7月から4年間、若輩非才の身

にもかかわらず、中村知事より、補佐役の任を

いただきまして、県政の様々な仕事に携わる機

会をいただくことができました。 

 「人や産業、地域が輝く長崎県」の実現を目

指す中村県政のもとで、微力ではございますけ

れども、日々、全力で取り組んできたつもりで

はございますけれども、4年間、思い起こしま

すと、力及ばず、申しわけない気持ちでいっぱ

いでございます。 

 ただ、その中で、「明治日本の産業革命遺産」、

それから「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関

連遺産」の世界文化遺産登録、あるいは県庁舎

の整備・移転等々、県政の節目を目の当たりに

できましたことは大変光栄であるとともに、幸
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運であると思っております。 

 もとより、これらすべて県選出の国会議員の

先生方をはじめ、県議会議員の皆様、そして関

係する市・町、県民の皆様の力が結集されて実

を結んだものだと思っております。 

 一方、これからの県政につきましては、多く

の課題も依然残されております。とりわけ最大

の課題であります人口減少対策をはじめ、九州

新幹線西九州ルートの整備、それからＩＲ統合

リゾートの推進、石木ダムの建設など、多くの

課題が山積したままでございます。 

 国会議員の先生方をはじめ、県議会議員の皆

様方のご指導、ご鞭撻のもとに、必ずや力強く

前進と解決が図られるものだと信じているとこ

ろでございます。 

 先ほど選任のご同意をいただきました平田 

新副知事は、バランス感覚と突破力を兼ね備え

ております。そして上司に信頼され、後輩にも

慕われる優秀な人物でございます。そして長崎

の出身でもございます。皆様の思いを受け止め、

全力で県政の課題に取り組んでくれるものと確

信いたしておりますので、どうか変わらぬご指

導、ご鞭撻を賜りますよう、お願いを申し上げ

る次第でございます。 

 私は、先ほど知事からございましたように

7月14日をもちまして長崎を離れますが、皆様

からいただきましたご恩を心の糧といたしまし

て、立場はかわりますけれども、微力ながら長

崎県のために引き続き力を尽くしていきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 これからの長崎県の大いなる発展と皆様のご

健勝を心から祈念申し上げ、本当に言葉には言

い尽くせないものがございますけれども、お礼

のご挨拶とさせていただきます。 

 長い間、ありがとうございました。そしてお

世話になりました。（拍手） 

〇議長(溝口芙美雄君) この際、知事より、ご

挨拶があります―知事。 

〇知事(中村法道君)〔登壇〕 6月定例県議会の

閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 はじめに、高円宮家の絢子女王殿下と守谷 

慧さまのご婚約内定を心からお祝い申し上げま

す。お二人のご健勝と幾久しいお幸せを、県民

の皆様とともに、お祈り申し上げる次第でござ

います。 

 先月18日、大阪府北部を震源とする地震が発

生し、大阪府を中心に大きな被害が生じました。

改めて、犠牲となられた方々並びにご遺族の皆

様に深く哀悼の意を表しますとともに、今なお

不自由な生活を余儀なくされている皆様に心か

らお見舞いを申し上げます。 

 県としましては、一日も早い復興をお祈りし、

見舞金をお送りする予定としております。 

 また、県内においては、活発化した梅雨前線

や7月3日の台風7号の影響による大雨や強風に

より、崖崩れや農林水産関係の被害等が発生し

ております。被害を受けられた皆様に、心から

お見舞いを申し上げますとともに、災害復旧等

に万全を期してまいりたいと存じます。 

 さて、このたびの議会は、去る6月13日から

本日までの24日間にわたり開かれましたが、議

員の皆様方には、本会議及び委員会を通して、

終始熱心にご審議いただくとともに、それぞれ

適正なご決定を賜り厚くお礼申し上げます。 

 この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。 

 世界遺産登録の決定。 

 去る6月30日に、バーレーン王国で開催され

た世界遺産委員会において、「長崎と天草地方

の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登
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録が決定されました。 

 私も、溝口県議会議長とともに同委員会に参

加し、「明治日本の産業革命遺産」に続く本県

から2つ目の世界遺産の誕生に立ち合い、関係

自治体を代表して、登録実現に対する謝意と今

後に向けた決意を述べてまいりました。 

 また、県や関係自治体が主催したパブリック

ビューイングには多くの県民の皆様にご参加い

ただき、共に喜びを分かち合うことができたこ

とを大変嬉しく思っております。 

 本遺産は、平成19年1月に国の世界遺産暫定

一覧表に記載されて以来、各国の推薦枠の見直

しや「明治日本の産業革命遺産」との競合、さ

らには平成28年のイコモスによる厳しい中間報

告など、様々な状況変化の中で、構成資産の見

直しや資産名称の変更を余儀なくされるなど、

幾多の紆余曲折を経てまいりました。 

 このたび、こうした努力が認められ、世界の

宝物として登録が決定されましたことを、大き

な喜びと感慨を持って受け止めたところであり

ます。 

 この間、格別のご尽力を賜りました国会議員

や県議会議員の皆様をはじめ、国、関係自治体、

資産所有者の皆様方、そして応援いただきまし

た県民の皆様に対し、改めて深く敬意を表しま

すとともに、心から感謝申し上げます。 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺

産」は、約250年もの長きにわたり信仰を守り

続けてきた潜伏キリシタンの独特の文化的伝導

が世界遺産にふさわしいと評価されたものであ

り、潜伏キリシタンが歩んだ歴史には、平和を

願う普遍的なメッセージが込められております。 

 今後とも、国、関係自治体、地元関係者の皆

様方と連携し、適正に保全管理しながら、この

かけがえのない遺産を将来の世代に引き継いで

まいりますとともに、関連する多くの文化財や

地域資源を広域的に活用しながら、地域の活性

化や交流人口の拡大に全力を注いでまいりたい

と存じます。 

 カズオ・イシグロ様への名誉県民顕彰状等の

贈呈。 

 去る7月3日、溝口県議会議長、長崎市長、長

崎市議会議長とともに、イギリスのロンドン市

内のホテルにカズオ・イシグロ様ご夫妻をお招

きし、県民を代表してノーベル文学賞受賞等に

対する祝意をお伝えするとともに、名誉県民の

顕彰状と記念品を贈呈してまいりました。あわ

せて、来日の際はぜひ長崎にもお越しいただき、

県民の皆様と触れ合う機会を設けていただきた

い旨をお願いしたところであります。 

 イシグロ様からは、「生まれ故郷であり、被

爆都市として平和を希求する長崎から贈られた

今回の顕彰は、これまでの賞とは異なり特別で、

とても心温まるものである」との謝意が述べら

れました。 

 また、「長崎はいつも自分の一部であり、イ

タリアやフランスで急な坂を上る時には、長崎

のとある坂の記憶がよみがえり、カナダやスイ

スのケーブルカーに乗ると、家族で稲佐山に行

ったことを思い出す」など、ふるさと長崎への

思いを語られ、「次に訪日する際には、ぜひ長

崎に立ち寄りたい」とのお言葉をいただいたと

ころであります。 

 イシグロ様がご来県される日を心待ちにいた

しますとともに、今後のさらなるご活躍を祈念

申し上げたいと存じます。 

 クァンナム省代表訪問団の来県。 

 去る6月22日から23日にかけて、ベトナム・

クァンナム省からファン・ヴィエト・クォン共

産党委員会筆頭副書記を団長とする人民評議会
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代表団が来県され、県議会との友好交流に向け、

溝口県議会議長をはじめ、県議会の皆様と意見

を交わされました。 

 また、新県庁舎の落成を記念して、日越交流

の歴史を物語るホイアン市の日本橋をモチーフ

といたしたレリーフを寄贈いただいたほか、今

後の幅広い分野での交流拡大に向け、意見交換

を行ったところであります。 

 今後とも、クァンナム省との友好関係を活か

し、県議会や民間の皆様方と連携を図りながら、

本県とベトナムとのさらなる交流を推進してま

いります。 

 ホストタウンの登録決定。 

 2020年東京オリンピック・パラリンピックに

おけるキャンプ誘致につきましては、去る6月

29日、ポルトガル共和国を相手国として相互交

流を図るホストタウンに本県が登録されました。 

 本県のホストタウン登録は、ベトナム社会主

義共和国、スペイン王国、フィリピン共和国に

続いて4カ国目となります。今後とも、関係市

町等と連携し、受入体制の整備等に万全を期す

とともに、相手国とのスポーツ、経済、文化な

ど、様々な分野での交流促進に努めてまいりま

す。 

 このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。 

 さて、日ごとに暑さが増すこの頃、皆様方に

は何かとご多用のことと存じます。どうか健康

には一段とご留意いただき、ますますご活躍さ

れますよう心からお祈り申し上げます。 

 終わりに、報道関係の方々には、会期中、終

始県議会の広報について、ご協力を賜り、あり

がとうございました。 

 この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶とさせていただきます。 

〇議長(溝口芙美雄君) 平成30年6月定例会の

閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 去る6月13日に開会いたしました本定例会も

すべての案件の審議を終了し、本日、閉会の運

びとなりました。 

 この定例会中には、九州新幹線西九州ルート

の整備をはじめ、特定複合観光施設（ＩＲ）の

導入、国境離島地域の振興、地方創生に向けた

取組、観光振興対策、農業振興策、水産振興策、

土木行政、教育行政等、当面する県政の重要課

題について終始熱心にご論議いただきました。 

 この間、議員各位のご努力と、知事をはじめ

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼申し上げます。 

 去る6月18日に発生いたしました大阪府北部

地震につきましては、大阪府を中心に甚大な被

害をもたらしました。ここに、改めて、犠牲と

なられた方々に深く哀悼の意を表しますととも

に、被災されました皆様に心よりお見舞い申し

上げます。 

 さて、去る6月30日にバーレーンで開催され

ました世界遺産委員会において、「長崎と天草

地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登

録が決定されました。まことに喜ばしい限りで

あります。 

 本資産の世界遺産登録は、長崎県民の長年の

悲願でもありました。人類の共通の宝である貴

重な世界遺産の保護に万全を期し、後世に確実

に引き継ぐとともに、その価値を積極的に発信

することにより、地域活性化に大きく寄与する

ことが期待されるものであります。 

 今後も、引き続き、関係団体等と連携を密に

－ 218 －



平成３０年長崎県議会・６月定例会・第２４日目（７月６日） 

－ － 219 

して、積極的な取組を進めていくことが必要で

あると存じます。 

 また、去る6月22日から23日にかけて、ベト

ナム・クァンナム省人民評議会代表団が来県さ

れ、県議会との友好交流に向けた意見交換、レ

リーフ贈呈除幕式、歓迎夕食会などを開催いた

しました。 

 今後は、県議会とクァンナム省人民評議会と

の友好交流に関する同意書の締結に向けて取り

組むとともに、引き続き、議会、理事者一体と

なって交流促進を図ってまいりたいと存じます。 

 また、先ほど退任のご挨拶をいただきました

里見副知事におかれましては、在任中、県政の

多方面にわたって幾多の業績を残されましたこ

とに対しまして深く敬意を表する次第でありま

す。 

 今後とも、ご健勝にて、ご活躍をいただき、

長崎県の発展のため、引き続き、ご指導、ご支

援を賜りますようお願い申し上げます。 

 これから厳しい暑さを迎えますが、皆様方に

はくれぐれも健康にご留意のうえ、県勢発展の

ため、一層のご尽力を賜りますようお願い申し

上げ、閉会に当たってのご挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

 これをもちまして、平成30年6月定例会を閉

会いたします。 

― 午前１１時１１分 閉会 ― 
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村
 

和
弥
、
 

西
川
 

克
己
、
 

前
田
 
哲
也
、
 
麻
生
 
隆
 

平
成

３
０

年
６

月
定
例
会
 

 

上
 

程
 

議
 

案
 

件
 

名
 

表
 

 

議
案

番
号

 
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
 

第
9
5
号

議
案
 
平

成
3
0
年

度
長

崎
県
一

般
会

計
補
正

予
算

（
第
１

号
）
 

第
9
6
号

議
案
 
長
崎
県
税
条
例
及
び
長
崎
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

第
9
7
号

議
案
 
長

崎
県
の

事
務

処
理
の

特
例

に
関
す

る
条

例
の
一

部
を

改
正
す

る
条

例
 

第
9
8
号

議
案
 
長
崎
県
病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
、
施
設
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
 

第
9
9
号

議
案
 
長

崎
県
安

心
こ

ど
も
基

金
条

例
の
一

部
を

改
正
す

る
条

例
 

第
1
0
0
号

議
案
 
長

崎
県
都

市
計

画
審
議

会
条

例
の
一

部
を

改
正
す

る
条

例
 

第
1
0
1
号

議
案
 
長

崎
県
港

湾
管

理
条
例

の
一

部
を
改

正
す

る
条
例
 

第
1
0
2
号

議
案
 
長

崎
県
営

土
地

改
良
事

業
分

担
金
徴

収
条

例
の
一

部
を

改
正
す

る
条

例
 

第
1
0
3
号

議
案
 
和

解
及
び

損
害

賠
償
の

額
の

決
定
に

つ
い

て
 

第
1
0
4
号

議
案
 
長

崎
県
教

育
委

員
会
の

委
員

の
任
命

に
つ

い
て
議

会
の

同
意
を

求
め

る
こ
と

に
つ

い
て
 

第
1
0
5
号

議
案
 
長

崎
県
人

事
委

員
会
の

委
員

の
選
任

に
つ

い
て
議

会
の

同
意
を

求
め

る
こ
と

に
つ

い
て
 

第
1
0
6
号

議
案
 
長

崎
県
副

知
事

の
選
任

に
つ

い
て
議

会
の

同
意
を

求
め

る
こ
と

に
つ

い
て
 

報
告

第
2
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
一

般
会

計
補
正

予
算

（
第

9
号
）
 

報
告

第
3
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
母

子
父

子
寡
婦

福
祉

資
金
特

別
会

計
補
正

予
算

（
第

1
号
）
 

報
告

第
4
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
農

業
改

良
資
金

特
別

会
計
補

正
予

算
（
第

2
号
）
 

報
告

第
5
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
林

業
改

善
資
金

特
別

会
計
補

正
予

算
（
第

2
号
）
 

報
告

第
6
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
県

営
林

特
別
会

計
補

正
予
算

（
第

3
号

）
 

報
告

第
7
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
沿

岸
漁

業
改
善

資
金

特
別
会

計
補

正
予
算

（
第

2
号

）
 

報
告

第
8
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
小

規
模

企
業
者

等
設

備
導
入

資
金

特
別
会

計
補

正
予
算

（
第

2
号

）
 

報
告

第
9
号

 
平

成
2
9
年

度
長

崎
県
庁

用
管

理
特
別

会
計

補
正
予

算
（

第
2
号
）
 

報
告

第
10

号
 

平
成
2
9
年

度
長

崎
県
長

崎
魚

市
場
特

別
会

計
補
正

予
算

（
第

1
号
）
 

報
告

第
11

号
 

平
成
2
9
年

度
長

崎
県
港

湾
施

設
整
備

特
別

会
計
補

正
予

算
（
第

3
号
）
 

報
告

第
12

号
 

平
成
2
9
年

度
長

崎
県
流

域
下

水
道
特

別
会

計
補
正

予
算

（
第

3
号
）
 

報
告

第
13

号
 

平
成
2
9
年

度
長

崎
県
公

債
管

理
特
別

会
計

補
正
予

算
（

第
2
号
）
 

報
告

第
14

号
 

平
成
2
9
年

度
長

崎
県
港

湾
整

備
事
業

会
計

補
正
予

算
（

第
3
号
）
 

－ 1－



議
案

番
号

 
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
 

報
告
第

15
号
 

平
成

2
9
年

度
長

崎
県

交
通

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

3
号

）
 

報
告
第

16
号
 

長
崎

県
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

議
員
派
遣
第
70
号
 
議

員
派

遣
の

件
（

平
成

3
0
年

度
長

崎
県

南
米

親
善

訪
問

団
）

 

議
員
派
遣
第
71
号
 
議

員
派

遣
の

件
（

九
州

各
県

議
会

議
員

交
流

セ
ミ

ナ
ー

）
 

 

平
成

３
０

年
６

月
定

例
会

月
日

曜
日

開
会

時
刻

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

7
月

4
日

⽔
１

１
：

０
０

予
算

決
算

委
員

会
（

分
科

会
長

報
告

、
採

決
）

議
場

⽉
１

０
：

０
０

6
月

2
6
日

⽕
１

０
：

０
０

6
月

2
7
日

⽔

7
月

2
日

(
予

備
日

)

委
員

会
名

場
所

委
員

会
開

催
日

程
表

6
月

2
9
日

１
０

：
０

０

6
月

2
8
日

⽊
１

０
：

０
０

⾦
１

０
：

０
０

－ 2－



平
成
３
０
年
６
月
定
例
会

総
務
委
員
会
委
員
長
　
　
大
場
　
博
文

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
税
条
例
及
び
長
崎
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

長
崎
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

承
　
　
認

計
　
　
３
件
（
原
案
可
決
　
２
件
・
承
認
　
１
件
）

審
査

報
告

書

番
　
　
　
号
 

記

総
務

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
6
月
2
9
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
9
6
号

議
案

第
1
0
3
号

議
案

報
告

第
1
6
号

文
教
厚
生
委
員
会
委
員
長
　
　
近
藤
　
智
昭

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

原
案
可
決

長
崎
県
病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
、
施
設
等
の
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

計
　
３
件
（
原
案
可
決
　
３
件
）

番
　
　
号
 

記

文
教

厚
生

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
6
月
2
8
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
9
7
号

議
案

第
9
8
号

議
案

第
9
9
号

議
案

－ 3－



環
境
生
活
委
員
会
委
員
長
　
　
里
脇
　
清
隆

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

長
崎
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

計
　
　
２
件
（
原
案
可
決
　
２
件
）

番
　
　
号
 

記

環
境

生
活

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
6
月
2
8
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
1
0
0
号

議
案

第
1
0
1
号

議
案

農
水
経
済
委
員
会
委
員
長
　
　
山
口
　
経
正

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

原
案
可
決

計
　
　
１
件
（
原
案
可
決
　
１
件
）

番
　
　
号
 

記

農
水

経
済

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
6
月
2
8
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

第
1
0
2
号

議
案

－ 4－



予
算
決
算
委
員
会
委
員
長
　
　
髙
比
良
　
元

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

平
成
３
０
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
農
業
改
良
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
県
営
林
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
庁
用
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
長
崎
魚
市
場
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
港
湾
施
設
整
備
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
港
湾
整
備
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

承
　
　
認

平
成
２
９
年
度
長
崎
県
交
通
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

承
　
　
認

計
　
　
１
５
件
（
原
案
可
決
　
１
件
・
承
認
　
１
４
件
）

報
告

第
1
1

号

報
告

第
1
2

号

報
告

第
1
3

号

報
告

第
1
4

号

報
告

第
1
5

号

報
告

第
6

号

報
告

第
7

号

報
告

第
8

号

報
告

第
9

号

報
告

第
1
0

号

第
9
5

号
議

案

報
告

第
2

号

報
告

第
3

号

報
告

第
4

号

報
告

第
5

号

番
　
　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

平
成
3
0
年
7
月
4
日

　
　
　
　
議
長
　
　
溝
口
　
芙
美
雄
　
　
様

平
成
３
０
年
６
月

定
例

会
 

 

動
 議

 件
 
名

 一
 覧

 表
（

参
考

）
 

  
１
 

委
員
会
等
提
出

 
 

区
 

分
 

提
出
先

 
件
 

 
 

 
 

名
 

提
 

出
 

者
 

可
否

 
掲

載
ペ

ー
ジ

 

意
見

書
 

政
 
府

 

国
 
会

 
地

方
財

政
の

充
実

・
強

化
に

つ
い

て
 

総
務

委
員

会
 
可

決
 
付

録
 

 
6ペ

ー
ジ

 

意
見

書
 

政
 
府

 

国
 
会

 

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
充

実
・

強
化

に
つ

い
て

 
文

教
厚

生
委

員
会

 
可

決
 
付

録
 

 
7ペ

ー
ジ

 

意
見

書
 

政
 
府

 

国
 
会

 

バ
リ

ア
フ

リ
ー

法
の

改
正

に
伴

い
そ

の
円

滑
な

施
行

に
つ

い
て

 
文

教
厚

生
委

員
会

 
可

決
 
付

録
 

 
7ペ

ー
ジ

 

  ２
 

会
派
等
提
出
 

 

区
 

分
 

提
出
先

 
件
 

 
 

 
 

名
 

提
 

出
 

者
 

可
否

 
掲

載
ペ

ー
ジ

 

決
議
 

知
 
事

 

入
札

制
度

等
県

の
発

注
方

式
の

改
善

に
関

す
る
決
議
の
特
例
措
置
に
関
す
る
決
議
（
案
） 

（
「

公
用

車
の

燃
料

調
達

に
係

る
契

約
方

法

の
見

直
し

」
に

つ
い

て
）

 

議
会

運
営

委
員

会
 
可

決
 
付

録
 

 
8ペ

ー
ジ

 

  ３
 

そ
の
他
 

 

区
 

分
 

件
 
 
 
 
 
名

 
可

否
 

掲
載

ペ
ー

ジ
 

議
員

派
遣
 

第
 
7
0
 
号

 
 
議

 
員

 
派

 
遣

 
の

 
件

 
可

決
 
付

録
 

 
1ペ

ー
ジ

 

議
員

派
遣
 

第
 
7
1
 
号

 
 
議

 
員

 
派

 
遣

 
の

 
件

 
可

決
 
付

録
 

 
1
0
ペ
ー
ジ
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動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 
 
 
 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
総

務
委

員
会
 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 
平
成
３
０
年
 
６
月
２
９
日
 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
つ
い
て
 

要
 
 
旨
 

 

地
方
自
治
体
は
、
子
育
て
支
援
、
医
療
、
介
護
な
ど
の
社
会
保
障
、
産
業
振
興
、
環
境
対

策
、
地
域
交
通
の
維
持
等
に
加
え
て
、
地
方
版
総
合
戦
略
に
基
づ
く
人
口
減
少
対
策
や
地
方

創
生
の
た
め
の
各
種
政
策
の
実
施
、
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
な
ど
、
様
々
な
政
策
課
題
に

直
面
し
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
政
府
は
、「

経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
１
８
」
に
お

い
て
、
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
基
礎
的
財
政
収
支
を
２
０
２
５
年
度
（
平
成
３
７
年
度
）
ま

で
に
黒
字
化
し
、
同
時
に
債
務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
安
定
的
な
引
き
下
げ
を
目
指
す
財
政
健

全
化
目
標
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
経
済
再
生
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
さ

ら
な
る
地
方
経
済
の
活
性
化
及
び
雇
用
環
境
の
充
実
、
安
心
で
き
る
社
会
保
障
制
度
の
確
立

が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
継
続
的
・
安
定
的
な
地
方
財
源
の
確
保
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
。
 

よ
っ
て
、
国
に
対
し
て
、
２
０
１
９
年
度
の
地
方
財
政
予
算
全
体
の
安
定
確
保
に
向
け
て
、

次
の
と
お
り
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

記
 

 

１
 
地
方
財
政
計
画
、
地
方
税
の
あ
り
方
、
地
方
交
付
税
総
額
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
国

の
政
策
方
針
に
基
づ
き
一
方
的
に
決
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
で
十

分
な
協
議
の
も
と
に
決
定
す
る
こ
と
。
 

 

２
 
社
会
保
障
関
係
費
の
増
嵩
や
人
口
減
少
対
策
へ
の
対
応
、
産
業
振
興
、
地
域
交
通
の
維

持
な
ど
地
方
が
必
要
と
す
る
財
政
需
要
を
的
確
に
把
握
し
、
こ
れ
ら
の
財
政
需
要
に
見
合

う
地
方
一
般
財
源
の
拡
大
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
全
体
と
し
て
必
要
な
地
方
交
付
税

の
額
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
等
に
よ
る
こ
と
な
く
、
更
な
る

法
定
税
率
の
引
上
げ
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
。
 

 

３
 
「
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

で
定
め
ら
れ
た
社
会
保
障
制
度
改
革
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
と
十
分
に
協
議
を
行
い
、
そ

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
改
革
実
現
に
要
す
る
安
定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
こ

と
。
特
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
に
伴
い
生
じ
る
地
方
負
担
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
源
を

確
実
に
措
置
す
る
こ
と
。
 

 

４
 
地
方
創
生
を
確
実
に
推
進
す
る
た
め
に
、
地
方
財
政
計
画
に
お
け
る
「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
事
業
費
」（

１
．
０
兆
円
）
を
拡
充
す
る
こ
と
。
 

 

５
 
地
方
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
は
、
地
方
交
付
税
で
措
置
さ
れ
て
い
な
い
離
島
等
に
係

る
財
政
需
要
が
過
度
の
負
担
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
へ
き
地
補
正
の
拡
充
な
ど
の
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

 

６
 
地
方
交
付
税
の
財
源
保
障
機
能
・
財
政
調
整
機
能
の
強
化
を
図
り
、
合
併
市
町
村
に
お

け
る
合
併
算
定
替
の
特
別
措
置
の
終
了
を
踏
ま
え
た
新
た
な
財
政
需
要
の
把
握
を
的
確
に

反
映
す
る
こ
と
。
 

 

７
 
平
成
３
１
年
度
税
制
改
正
で
結
論
を
得
る
地
方
法
人
課
税
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、

地
域
間
の
財
政
力
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
実
効
性
の
あ
る
偏
在
是
正
措

置
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
の
基
幹
税
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
車
体
課
税
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
代
替
税
財
源
の
確
保
を
前
提
と
す
る
こ
と
。
さ

ら
に
、
償
却
資
産
に
か
か
る
固
定
資
産
税
や
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の

財
政
運
営
に
不
可
欠
な
税
で
あ
る
た
め
、
い
ず
れ
も
現
行
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。
 

 

８
 
地
方
創
生
推
進
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。 

な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

 

提
 出

 先
 

 
政
 
府
・
国
 
会
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動
 
 
 
 
 

 
 
議

 

 
 
 
 
 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
文

教
厚

生
委

員
会

 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 

平
成
３
０

年
 
６

月
２

８
日

 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
充
実
・
強
化
に
つ

い
て

 

要
 
 
旨
 

 児
童

虐
待

事
案

の
深

刻
化

と
相

談
件

数
の

急
激

な
増

加
等

を
背

景
に

平
成

１
２

年
１

１

月
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
児

童
虐

待
防

止
法

）
が

施
行

さ
れ

、
そ

の
後

、

数
次
の
改
正
が
な
さ
れ
て
き
た
。
 

し
か

し
な

が
ら

、
家

庭
や

地
域

に
お

け
る

養
育

力
の

低
下

、
核

家
族

化
等

に
よ

る
子

育

て
の

孤
立

化
や

不
安

・
負

担
感

の
増

大
等

に
よ

り
、

児
童

虐
待

の
相

談
対

応
件

数
は

、
複

雑
・
困
難
な
ケ
ー
ス
も
含
め
て
増
加
の
一
途
を

辿
っ

て
い

る
。

 

こ
う

い
っ

た
中

、
本

年
６

月
に

は
東

京
都

目
黒

区
に

移
管

し
た

児
童

が
、

児
童

相
談

所

間
や

警
察

と
の

連
携

が
不

十
分

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

幼
い

命
が

奪
わ

れ
る

と
い

う
深

刻
な

事
件
が
発
覚
し
た
。
 

国
に

対
し

て
、

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
充

実
・

強
化

を
図

る
た

め
下

記
の

事
項

に
つ

い

て
特
別
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
 

 

１
 

児
童

相
談

所
が

対
応

す
る

す
べ

て
の

児
童

虐
待

事
例

に
つ

い
て

警
察

へ
の

情
報

提
供

が
可
能
と
な
り
、
情
報
共
有
で
き
る
よ
う

必
要

な
制

度
の

整
備

を
行

う
こ

と
。

 

 ２
 

児
童

虐
待

事
案

の
転

居
等

に
伴

う
児

童
相

談
所

間
の

「
移

管
」

や
「

情
報

提
供

」
の

具
体

的
な

手
続

き
等

に
つ

い
て

、
運

営
指

針
や

申
し

合
わ

せ
で

な
く

、
全

国
統

一
的

な

取
り

扱
い

を
定

め
る

と
と

も
に

、
業

務
実

施
に

あ
た

っ
て

必
要

と
な

る
経

費
に

つ
い

て

も
財
源
措
置
を
行
う
こ
と
。
 

 ３
 

児
童

虐
待

の
増

加
に

よ
り

、
児

童
相

談
所

で
の

一
時

保
護

件
数

も
比

例
し

て
増

加
し

て
い

る
。

被
虐

待
児

童
は

愛
着

障
害

や
発

達
障

害
等

、
個

別
化

さ
れ

た
丁

寧
な

ア
セ

ス

メ
ン

ト
や

治
療

的
な

ケ
ア

も
必

要
と

な
る

。
ま

た
、

２
４

時
間

３
６

５
日

児
童

の
受

入

れ
を

行
い

、
児

童
も

日
々

入
れ

替
わ

る
と

い
う

特
性

を
踏

ま
え

た
一

時
保

護
関

係
職

員

配
置
基
準
の
整
備
と
必
要
な
財
源
措
置
を

行
う

こ
と

。
 

   

な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続

に
つ

い
て

は
、

議
長

に
一

任
す

る
。

 

  

提
 
出
 
先
 

 
政
 

府
 

・
 

国
 

会
 

 

動
 

 
 

 
 

 
 

議
 

 
 

 
 

 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
文

教
厚

生
委

員
会
 

 
 

 
 

 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 

平
成
３
０
年
 

６
月
２
８
日
 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 
 
名

 
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
改
正
に
伴
い
そ
の
円
滑
な
施
行
に
つ
い
て
 

要
 
 
旨

 

 バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
な
促
進
に
関
す
る
法
律
。
）

の
施

行
か

ら
１

０
年

以
上

が
経

過
し

、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

は
一

定
程

度
進

展
を

見
せ

て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

し
か

し
な

が
ら

、
急

速
に

人
口

減
少

、
少

子
高

齢
化

が
進

む
中

で
、

地
域

の
一

体
的

バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

の
ニ

ー
ズ

は
ま

す
ま

す
高

ま
っ

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
基

本
構

想
等

の
策

定
が

進
ま

な
い

市
町

村
も

多
い

な
ど

、
地

域
に

よ
っ

て
は

十
分

と
は

い
え

な
い

状
況

も
見
受
け
ら
れ
る
。
 

ま
た

、
観

光
先

進
国

の
実

現
に

向
け

、
公

共
交

通
事

業
者

の
既

存
施

設
の

バ
リ

ア
フ

リ

ー
化
や
接
遇
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
一
層
の
向
上
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
 

２
０

２
０

年
東

京
オ

リ
ン

ピ
ッ

ク
・

パ
ラ

リ
ン

ピ
ッ

ク
競

技
大

会
の

開
催

を
契

機
と

し

て
、

共
生

社
会

の
実

現
を

目
指

し
、

開
催

地
の

み
な

ら
ず

全
国

各
地

の
一

層
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
た

め
に

は
、

今
般

改
正

さ
れ

た
バ

リ
ア

フ
リ

ー
法

（
以

下
、
「

改
正

法
」

と
い

う
。
）

の
着

実
な

運
用

を
図

り
な

が
ら

、
幅

広
い

施
策

を
推

進

し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 

平
成

２
９

年
２

月
に

関
係

閣
僚

会
議

に
お

い
て

決
定

さ
れ

た
「

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ

ン
２

０
２

０
行

動
計

画
」

に
基

づ
き

、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
施

策
全

体
の

見
直

し
が

進
め

ら
れ

て
い

る
が

、
全

国
各

地
の

更
な

る
バ

リ
ア

フ
リ

ー
水

準
の

底
上

げ
に

向
け

て
、

改
正

法
の

円
滑
な
施
行
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

下
記

の
事

項
を

講
じ

ら
れ

る
よ

う
強

く
要

請
す

る
も

の
で

あ

る
。
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
 

 

１
 

地
域

の
面

的
・

一
体

的
な

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
を

進
め

る
た

め
、

市
町

村
に

よ
る

移
動

等
円

滑
化

促
進

方
針

及
び

基
本

構
想

の
作

成
の

促
進

が
図

ら
れ

る
よ

う
支

援
措

置
の

充

実
に
努
め
る
こ
と
。
 

 ２
 

公
共

交
通

事
業

者
が

、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

に
向

け
て

ハ
ー

ド
・

ソ
フ

ト
一

体
的

な
取

組
を
計
画
的
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

 ３
 

バ
リ

ア
フ

リ
ー

施
策

を
進

め
る

際
に

は
、

高
齢

者
、

障
が

い
者

等
様

々
な

特
性

に
応

じ
た

意
見

を
取

り
入

れ
る

仕
組

み
が

確
実

に
機

能
す

る
よ

う
適

切
な

措
置

を
講

じ
る

こ

と
。
 

 ４
 

改
正

法
の

円
滑

な
施

行
を

図
る

観
点

か
ら

、
改

正
内

容
に

つ
い

て
周

知
に

努
め

る
と

と
も

に
、

バ
リ

ア
フ

リ
ー

の
促

進
に

関
す

る
国

民
の

理
解

を
よ

り
深

め
ら

れ
る

よ
う

、

教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
に
努
め
る
こ
と
。
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な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
に

つ
い

て
は

、
議

長
に

一
任

す
る

。
 

 

提
 
出
 
先
 

 
政
 

府
 

・
 

国
 

会
 

 

 
  

動
 

 
 

議
 

   

入
札
制
度
等
県
の
発
注
方
式
の
改
善
に
関
す
る
決
議
の
特
例
措
置
に
関
す
る
決
議
（
案
） 

（
「

公
用

車
の

燃
料

調
達

に
係

る
契

約
方

法
の

見
直
し

」
に

つ
い

て
）

を
別

紙
の

と
お

り
提

出
す

る
。

 
    平

成
３

０
年

７
月

６
日

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
議

会
運

営
委

員
会

委
員

長
 

三
好

 
德

明
 

     
長

崎
県

議
会

議
長

 
 

溝
口

 
芙

美
雄

 
様
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議
員
派
遣
第
７
１
号

 
   

議
員

派
遣

の
件

（
案

）
 

 
    
 
下
記
の
と
お
り
議
員
を
派
遣
す
る
。

 
  

平
成
３
０
年
 
７
月
 
６
日

 
  

記
 

   
 
 
九

州
各

県
議
会
議
員
交
流
セ
ミ
ナ
ー

 
  １
 
目
 
的
 
 
 
 
 
九
州
各
県
議
会
議
員
が
一
堂
に
会
し
、
共
通
す
る
政
策
課
題
等
に
つ
い
て
情

報
や
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
政
策
提
案
力
そ
の
他
議
会
機
能
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
議
員
間
の
親
睦
を
深
め
、
と
も
に
九
州
の
一
体
的
な
発
展

と
地
方
主
権
の
確
立
を
め
ざ
す

 
 ２
 
期
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
３
０
年
 
８
月
２
７
日
（
月
）
か
ら
 

(２
日
間
)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
３
０
年
 
８
月
２
８
日
（
火
）
ま
で
 

 
 
 
 

 
３
 
派
遣
先
 
 
 
 
 
 
 
 
沖
縄
県

 
 

４
 
派
遣
議
員
名
 
 
坂
本
 
智
徳
 
 
徳
永
 
達
也
 
 
外
間
 
雅
広
 
 
山
田
 
朋
子
 

 
 
深
堀
 
 
浩
 
 
大
久
保
潔
重
 
 
ご
う
ま
な
み
 
 
山
本
 
由
夫

 
 
 
宅
島
 
寿
一
 
 
麻
生
 
 
隆
 
 
近
藤
 
智
昭
 
 
坂
本
 
 
浩
 

 
 
里
脇
 
清
隆
 
 
大
場
 
博
文
 
 
 

 

委
　

員
　

会
委

 
員

 
長

副
委

員
長

田
中

　
愛

国
小

林
　

克
敏

久
野

　
　

哲
浅

田
眞

澄
美

川
崎

　
祥

司
深

堀
　

　
浩

松
本

　
洋

介
里

脇
　

清
隆

委
　

　
　

　
　

　
　

　
員

特
別

委
員

会
　

委
員

選
任

名
簿

九
州

新
幹

線
西

九
州

ル
ー

ト
整

備
特

別
委

員
会

（
１

０
名

）

八
江

　
利

春
下

条
ふ

み
ま

さ
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平
成
３
０
年
６
月
定
例
会
議
会
閉
会
中

 委
員
会
付
託
申
出
一
覧
表

 
№
１
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

総
務

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 
 
・
危
機
管
理
、
防
災
、
消
防
、
危
険
物
の
規
制
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
職
員
の
人
事
、
勤
務
条
件
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
行
政
改
革
、
情
報
公
開
等
県
の
行
政
一
般
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
の
予
算
、
財
政
、
県
税
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
政
策
評
価
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
有
財
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
秘
書
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
地
域
・
行
政
情
報
化
そ
の
他
他
部
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
重
要
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
離
島
・
半
島
及
び
地
域
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
内
市
町
の
行
政
、
財
政
、
選
挙
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
土
地
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
交
通
運
輸
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 
・
県
庁
舎
の
跡
地
活
用
に
関
す
る

こ
と
 

 
 
 
・
文
化
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
世
界
遺
産
登
録
の
推
進
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て

 
・
観
光
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 
 
 
 
・
物
産
流
通
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
国
際
関
連
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
出
納
及
び
物
品
調
達
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
事
務
局
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
監
査
事
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
人
事
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
警
察
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
交
通
安
全
、
防
犯
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
安
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

文
教

厚
生

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
  
・
私
立
学
校
及
び
県
立
大
学
（
公

立
大
学
法
人
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
福
祉
保
健
行
政
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
人
材
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
薬
務
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
国
民
健
康
保
険
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
高
齢
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
障
害
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
原
爆
被
爆
者
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
子
ど
も
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
教
育
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て

 
・
教
職
員
の
定
数
、
勤
務
条
件
及

び
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
県
立
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
義
務
教
育
及
び
高
校
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
生
涯
学
習
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
 

  
  
 
・
学
芸
文
化
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 
・
保
健
体
育
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 
・
競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
こ
と

 

№
２
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

環
境

生
活

 
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 

 
・
県
民
生
活
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
民
と
の
協
働
推
進
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
交
通
安
全
の
企
画
、
交
通
安
全
運
動
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
統
計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
生
活
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
食
の
安
全
・
安
心
及
び
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
環
境
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
環
境
保
全
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
生
活
排
水
対
策
及
び
水
資
源
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
廃
棄
物
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
自
然
環
境
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
道
路
及
び
河
川
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  

  
・
県
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
県
住
宅
供
給
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
県
道
路
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
港
湾
、
空
港
そ
の
他
土
木
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
県
営
交
通
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

農
水

経
済

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
労
働
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
産
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
水
産
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
漁
業
取
締
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
漁
港
漁
場
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

  
・
農
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
林
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

予
算

決
算

 
○
委
員
会
、
要
望
活
動

 
・
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
予
算
等
に
つ
い
て

 

議
会

運
営

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

 
・
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 

 
・
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

離
島
・
半
島
地
域
振
興

 
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
・
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策
 

 
 

 
・
有
人
国
境
離
島
法
対
策
 

観
光

振
興

等
対

策
 

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

観
光
振
興
対
策

 
・
国
際
戦
略
（
東
南
ア
ジ
ア
）

 
・
Ｉ
Ｒ
対
策

 
 

 
 

・
長
崎
空
港
対
策
 

総
合

交
通

対
策

 
特

別
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  
 

 
・
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策

 
・
地
域
・
２
次
交
通
対
策

 
・
医
療
・
福
祉
・
高
齢
者
等
交
通
弱
者
対
策

 

 

－ 11 －




